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１．概要 

  本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第四十七条計装設備」に

関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、補足

説明すべき事項について整理した結果を示すものである。 

  整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。 

 

２．本資料の構成 

  「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。 

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。 

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。 

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開 

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。 

  別紙４：添付書類の発電炉との比較 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない。（概要などは比較対象

外） 

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。 

  別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。 

2



別紙 
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：商業機密の観点から公開できない箇所
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（1 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（計装設備） 

第四十七条 再処理施設に

は、重大事故等が発生し、計

測機器（非常用のものを含

む。）の直流電源の喪失その

他故障により当該重大事故等

に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合

において当該パラメータを推

定するために有効な情報を把

握できる設備が設けられてい

なければならない。① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

4.計測制御系統施設 

4.1 計測制御設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロ．再処理施設の一般構造 

(ｌ) 計装設備 

 

 

 

計装設備は，重大事故等が発生した

場合において，重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメー

タを計測できる設計とする。①-1-1 

計装設備は，重大事故等が発生し，

計測機器（非常用のものを含む。）の

直流電源の喪失その他の故障により重

大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において，当該パ

ラメータを推定するために有効な情報

を把握できる設計とする。①-2-1 

 

 

 

 

計装設備は，再処理施設への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムが発生した場合においても必要な

情報を把握できる設計とする。②-1-1 

また，当該設備は，共通要因によっ

て制御室と同時にその機能が損なわれ

るおそれのない設計とする。③-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 再処理施設に関する「再処理施設

の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則」への適合性 

1.9.1 概  要 

1.9.43 計装設備 

（計装設備） 

第四十三条 再処理施設には、重大事故

等が発生し、計測機器（非常用のも

のを含む。）の直流電源の喪失その

他の故障により当該重大事故等に対

処するために監視することが必要な

パラメータを計測することが困難と

なった場合において当該パラメータ

を推定するために有効な情報を把握

できる設備を設けなければならな

い。 

２ 再処理施設には、再処理施設への故

意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合において

も必要な情報を把握できる設備を設

けなければならない。 

３ 前項の設備は、共通要因によって制

御室と同時にその機能が損なわれな

いものでなければならない。 

（解釈） 

第４３条（計装設備） 

１ 第１項に規定する「直流電源の喪

失」とは、設計基準の要求により措

置されている保安電源設備の直流電

源を喪失することをいう。 

２ 第１項に規定する「パラメータを推

定するために有効な情報を把握でき

る」とは、テスターと換算表を用い

て必要な計測を行うこと等をいう。 

３ 第２項に規定する「必要な情報を把

握できる」とは、発生する事故の特

徴から、作業可能な状態が比較的長

時間確保できる可能性がある場合に

は、施設の遠隔操作に代えて、緊急

時のモニタや施設制御を現場におい

て行うことを含むものとする。 

４ 第３項に規定する「共通要因によっ

て制御室と同時にその機能が損なわ

れない」とは、第４６条に規定する

「緊急時対策所」に、「必要な情報

を把握できる設備」を備えることに

より制御室と同時に機能を喪失しな

いことをいう。 

 

 適合のための設計方針 

第１項について 

第２章 個別項目 

計測制御系統施設 

2.1 計測装置等 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な

過渡変化時及び重大事故等時における計

測 

（（設計基準対処施設の記載について
は，第２０条にて展開するため，省略す
る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1-1（P4 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

①-2-1（P4 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

②-1-1（P37 へ） 

 

 

③-1-1（P37 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 
下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

紫字：ＤＢ設備に関する記載（比較対象外箇所） 

  ：発電炉との差異の理由    ：許可からの変更点等  

⑫(P4)へ 

⑬(P37)へ 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（2 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備は，重大事故等が発生し

た場合において，重大事故等に対処

するために監視することが必要なパ

ラメータを計測できる設計とする。

◇1  

計装設備は，重大事故等が発生

し，計測機器（非常用のものを含

む。）の直流電源の喪失その他の故

障により重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータ

を計測することが困難となった場合

において，当該パラメータを推定す

るために有効な情報を把握できる設

計とする。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータ及び当

該パラメータを推定するために有効

な情報を把握するための設備とし

て，パラメータを計測するために必

要な設備を重大事故等対処設備とし

て設置又は配備する。また，重大事

故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータ及び当該パラメ

ータを推定するために有効な情報を

把握するための設備のうち，設計基

準対象の施設と兼用する設備は，重

大事故等対処設備として位置付け

る。◇1  

第２項について 

再処理施設には，再処理施設への

故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムが発生した場合におい

て，制御室及び緊急時対策所におい

て必要な情報を把握するために，重

大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータ及び当該パ

ラメータを推定するために有効な情

報を把握するための設備及び再処理

施設への故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムが発生した場

合において必要な情報を把握し記録

する設備を設ける設計とする。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータ及び当

該パラメータを推定するために有効

な情報を把握するための設備は，再

処理施設への故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムが発生し

た場合においても当該事象に対処す

るために把握することが必要なパラ

メータを計測する設計とする。◇1  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（3 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合において必要な情報を把

握し記録する設備は，「6.2.5. 

4.1(１) 計測制御装置」，

「6.2.5.4.2(１) 計測制御装置」

を兼用する設計とする。◇1  

第３項について 

再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合において必要な情報を把

握し記録する設備は，「9.16 緊急

時対策所」に，「必要な情報を把握

できる設備」を設置するとともに，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１) 計測制御

装置」により制御室及び緊急時対策

所へ必要な情報を伝送し，かつ，監

視及び記録することにより，共通要

因によって制御室と同時に必要な情

報を把握する機能が損なわれない設

計とする。◇1  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（4 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御設備は，重大事故等が発生

した場合において，重大事故等に対処

するために監視することが必要なパラ

メータを計測できる設計とする。①-

1,1-1 

 

計測制御設備は，重大事故等が発生

し，計測機器（非常用のものを含

む。）の直流電源の喪失その他の故障

により当該重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータを

計測することが困難となった場合にお

いて，再処理施設における重大事故等

の事象進展速度や重大事故等に対処す

るための時間的余裕の観点を考慮し，

当該パラメータを推定するために有効

な情報を把握できる設計とする。①-

2,2-1 

 

直流電源の喪失その他の故障とし

て，再処理施設のパラメータを計測す

る機器の多くが交流電源により給電す

る設計としていることから，必要なパ

ラメータを計測することが困難となる

条件として全交流動力電源の喪失を想

定し，また，計測機器の故障（計装導

圧配管及び温度計ガイド管（以下「計

装配管」という。）が損傷した場合を

含む。）及び計測範囲の超過を想定す

る。①-3 

 

 

 

 

計装設備は，重大事故等が発生した

場合において，重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメー

タを計測できる設計とする。①-1-1 

計装設備は，重大事故等が発生し，

計測機器（非常用のものを含む。）の

直流電源の喪失その他の故障により重

大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において，当該パ

ラメータを推定するために有効な情報

を把握できる設計とする。①-2-1 

 

 

ヘ．計測制御系統施設の設備 

(ⅱ) 重大事故等対処設備 

(ａ) 計装設備 

計装設備は，重大事故等が発生した

場合において，重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメー

タを計測できる設計とする。①-1 

 

 

計装設備は，重大事故等が発生し，

計測機器（非常用のものを含む。）の

直流電源の喪失その他の故障により当

該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合において，再

処理施設における重大事故等の事象進

展速度や重大事故等に対処するための

時間的余裕の観点を考慮し，当該パラ

メータを推定するために有効な情報を

把握できる設計とする。①-2 

 

 

直流電源の喪失その他の故障とし

て，再処理施設のパラメータを計測す

る機器の多くが交流電源により給電す

る設計としていることから，必要なパ

ラメータを計測することが困難となる

条件として全交流動力電源の喪失を想

定し，また，計測機器の故障（計装導

圧配管及び温度計ガイド管（以下「計

装配管」という。）が損傷した場合を

含む。）及び計測範囲の超過を想定す

る。①-3 

 

 

6.2 重大事故等対処設備 

6.2.1 計装設備 

6.2.1.1 概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備は，重大事故等が発生し

た場合において，重大事故等に対処

するために監視することが必要なパ

ラメータを計測できる設計とする。

◇1  

 

計装設備は，重大事故等が発生し

た場合において，計測機器（非常用

のものを含む。）の直流電源の喪失

その他の故障により重大事故等に対

処するために監視することが必要な

パラメータを計測することが困難と

なった場合において，再処理施設に

おける重大事故等の事象進展速度や

重大事故等に対処するための時間的

余裕の観点を考慮し，当該パラメー

タを推定するために有効な情報を把

握できる設計とする。◇1  

 

直流電源の喪失その他の故障とし

て，再処理施設のパラメータを計測

する機器の多くが交流電源により給

電する設計としていることから，必

要なパラメータを計測することが困

難となる条件として全交流動力電源

の喪失を想定し，また，計測機器の

故障（計装導圧配管及び温度計ガイ

ド管（以下「計装配管」という。）

が損傷した場合を含む。）及び計測

範囲の超過を想定する。◇1  

 

 

 

 

 

重大事故等が発生し，当該重大事故等

に対処するために監視することが必要な

パラメータとして，原子炉圧力容器内の

温度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器への注水量，原子炉格

納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度

及び酸素濃度，原子炉建屋原子炉棟内の

水素濃度並びに未臨界の維持又は監視，

終ヒートシンクの確保，格納容器バイ

パスの監視，水源の確保に必要なパラメ

ータを計測する装置を設ける設計とす

る。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

重大事故等が発生し，当該重大事故等

に対処するために監視することが必要な

パラメータとして，使用済燃料プールの

監視に必要なパラメータを計測する装置

を設ける設計とする。 

 

重大事故等が発生し，計測機器（非常

用のものを含む。）の故障により，当該

重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において，当該パラメ

ータを推定するために必要なパラメータ

を計測する設備を設置又は保管する設計

とする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

重大事故等が発生し，計測機器（非常

用のものを含む。）の故障により，当該

重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において，当該パラメ

ータを推定するために必要なパラメータ

を計測する設備を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1-1（P1 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-2-1（P1 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①(P23)から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに重大

事故等が発生した場合におい

て，重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメ

ータを計測する方針は同様であ

るが，再処理施設では個別パラ

メータが多数あり，全てを記載

すると煩雑になるため,基本設計

方針に記載せず，仕様表及び添

付書類の説明書で示す。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は技術基準規

則及び事業変更許可の記

載を踏襲し，直流電源の

喪失その他の故障を想定

する条件について記載し

た。 

【「等」の解説 】 

「重大事故等」について

は事業指定基準規則の表

記に基づく用語として許

可の記載のとおりとし

た。（以下同じ） 

②(P23)から 

⑫(P1)から 

【許可からの変更点】 
設工認目次構成により、記載

を適正化した。 

（以下同じ） 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（5 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   また，再処理施設への故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムが発生した場合において，中央制

御室及び緊急時対策所で必要な情報

を把握するために，重大事故等に対

処するために監視することが必要な

パラメータを把握する設備を使用す

るとともに，「6.2.5.4.1(１) i) 

情報把握計装設備」，

「6.2.5.4.2(１) i) 情報把握計装

設備」，「9.16.2.4(２) e. 緊急

時対策建屋情報把握設備」を再処理

施設への故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムが発生した場

合において必要な情報を把握し記録

する設備として兼用する設計とす

る。◇1  

計装設備は，重大事故等に対処す

るために監視することが必要なパラ

メータを把握する設備及び再処理施

設への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムが発生した場合

において必要な情報を把握し記録す

る設備で構成する。◇4  

   重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備は，重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメ

ータ及び当該パラメータを推定する

ために有効な情報を把握するための

設備であり，臨界事故の拡大を防止

するために必要な計装設備，冷却機

能の喪失による蒸発乾固に対処する

ために必要な計装設備，放射線分解

により発生する水素による爆発に対

処するために必要な計装設備，有機

溶媒等による火災又は爆発に対処す

るために必要な計装設備，使用済燃

料貯蔵槽の冷却等のために必要な計

装設備，工場等外への放射性物質等

の放出を抑制するために必要な計装

設備及び重大事故等への対処に必要

となる水の供給に必要な計装設備で

構成する。◇4  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する。◇1  

主要パラメータを計測する設備の

計測概要図を第 6.2.1－１図，第

6.2.1－２図，第 6.2.1－３図及び第

重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータは，炉心損傷防

止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設

の状態を把握するためのパラメータと

し，計測する装置は「表 1 計測制御系

統施設の主要設備リスト」の「計測装

置」に示す重大事故等対処設備の他，フ

ィルタ装置水位（個数 2，計測範囲 180

～5500 mm），フィルタ装置圧力（個数

1，計測範囲 0～1 MPa），フィルタ装置

スクラビング水温度（個数 1，計測範囲

0～300 ℃），フィルタ装置入口水素濃

度（個数 2，計測範囲 0～100 ％），残

留熱除去系海水系系統流量（個数 2，計

測範囲 0～550 L/s），緊急用海水系流

量（残留熱除去系熱交換器）（個数 1，

計測範囲 0～800 m3/h），緊急用海水系

流量（残留熱除去系補機）（個数 1，計

測範囲 0～50 m3/h），常設高圧代替注

水系ポンプ吐出圧力（個数 1，計測範囲

0～10 MPa），常設低圧代替注水系ポン

プ吐出圧力（個数 2，計測範囲 0～5 

MPa），代替循環冷却系ポンプ吐出圧力

（個数 2，計測範囲 0～5 MPa），原子炉

隔離時冷却系ポンプ吐出圧力（個数 1，

計測範囲 0～10 MPa），高圧炉心スプレ

イ系ポンプ吐出圧力（個数 1，計測範囲

0～10 MPa），残留熱除去系ポンプ吐出

圧力（個数 3，計測範囲 0～4 MPa），低

圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力（個数

1，計測範囲 0～4 MPa），静的触媒式水

素再結合器動作監視装置（個数 4，計測

範囲 0～300 ℃）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③(P21)へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御設備は，重大事故等が発生

した場合において，重大事故等に対処

するために監視することが必要なパラ

メータを計測する設備として，常設重

要計器，常設重要代替計器，可搬型重

要計器，可搬型重要代替計器及び第 2

章 個別項目の「1.2.1 使用済燃料の

貯蔵施設」の「1.2.1.10 監視設備」

に用いる一部のパラメータの監視及び

可搬型重要計器の冷却に必要な可搬型

計測ユニット，可搬型監視ユニット，

可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニ

ット用空気圧縮機，けん引車で構成

し，必要なパラメータを計測する設計

とする。①-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備は，重大事故等が発生した

場合において，重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメー

タを計測する設備として，常設重要計

器，常設重要代替計器，可搬型重要計

器，可搬型重要代替計器及び第５表の

うち「1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための手順等」に用いる一部のパラ

メータの監視及び可搬型重要計器の冷

却に必要な可搬型計測ユニット，可搬

型監視ユニット，可搬型空冷ユニッ

ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮

機，けん引車で構成する。①-4 

 

可搬型重要計器の一部は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。⑤-1 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬

型重要計器は，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設における重大事故等対処

に同時に対処することを考慮し，対処

に必要となる計測範囲及び個数を確保

することで，共用によって重大事故等

時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。⑤-2,⑥-1 

 

重大事故等が発生した場合，当該パ

ラメータは「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制

御装置」の情報把握計装設備，監視制

御盤及び安全系監視制御盤を監視並び

に記録する設備として兼用する設計と

する。②-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1－４図に示す。◇5  

   再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合において必要な情報を把

握し記録する設備は，重大事故等に

対処するために監視することが必要

なパラメータを把握する設備，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装置」，

「6.2.5.4.2(１) 計測制御装置」及

び「9.16.2.4(２) e. 緊急時対策

建屋情報把握設備」で構成する。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1（P14 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-2（P14 へ） 

⑥-1（P14 へ） 

 

 

 

 

 

②-3-1（P38 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，設備

構成を明確にした。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「必要なパ

ラメータを計測する設計とする」

に修正。 

【許可からの変更点】 

「1.5 使用済燃料貯蔵槽

の冷却等のための手順等」

については，事業変更許可

申請書の表記のため，設工

認として記載を適正化し

た。 

⑭(P14，38)へ 

【許可からの変更点】 

設工認の設計方針として記

載を適正化した。 

（以下同じ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 パラメータの選定方針 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータ及び当該パ

ラメータを推定するために有効な情報

は，パラメータの重要性や計測に当た

っての優先順位の明確化の観点から，

以下の通り分類する。①-5 

 

再処理施設の状態を監視するパラメ

ータのうち，当該重大事故等に対処す

るために監視することが必要なパラメ

ータ及び当該パラメータを推定するた

めに有効な情報は，重大事故等の対策

における各作業手順に用いるパラメー

タ及び重大事故等に対する対策の有効

性評価に用いるパラメータから抽出す

る（以下「抽出パラメータ」とい

う。）。①-6 

 

抽出パラメータのうち，重大事故等

の発生防止対策及び拡大防止対策を成

功させるために監視することが必要な

パラメータを主要パラメータとする。

また，抽出パラメータのうち，電源設

備の受電状態，重大事故等対処設備の

運転状態又は再処理施設の状態を補助

的に監視するパラメータを補助パラメ

ータとし，保安規定に定めて，管理す

る。①-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータ及び当該パ

ラメータを推定するために有効な情報

は，パラメータの重要性や計測に当た

っての優先順位の明確化の観点から，

以下の通り分類する。①-5 

 

再処理施設の状態を監視するパラメ

ータのうち，当該重大事故等に対処す

るために監視することが必要なパラメ

ータ及び当該パラメータを推定するた

めに有効な情報は，重大事故等の対策

における各作業手順に用いるパラメー

タ及び重大事故等に対する対策の有効

性評価に用いるパラメータから抽出す

る（以下「抽出パラメータ」とい

う。）。①-6 

 

抽出パラメータのうち，重大事故等

の発生防止対策及び拡大防止対策等を

成功させるために監視することが必要

なパラメータを主要パラメータとす

る。また，抽出パラメータのうち，電

源設備の受電状態，重大事故等対処設

備の運転状態又は再処理施設の状態を

補助的に監視するパラメータを補助パ

ラメータとする。①-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.2 設計方針 

 (１) パラメータの選定方針 

計装設備は，重大事故等が発生し

た場合において，重大事故等に対処

するために監視することが必要なパ

ラメータを計測できる設計とする。

◇1  

計装設備は，重大事故等が発生し

た場合において，計測機器（非常用

のものを含む。）の直流電源の喪失

その他の故障により重大事故等に対

処するために監視することが必要な

パラメータを計測することが困難と

なった場合，再処理施設における重

大事故等の事象進展速度や重大事故

等に対処するための時間的余裕の観

点を考慮し，当該パラメータを推定

するために有効な情報を把握できる

設計とする。直流電源の喪失その他

の故障として，再処理施設のパラメ

ータを計測する機器の多くが交流電

源により給電する設計としているこ

とから，必要なパラメータを計測す

ることが困難となる条件として全交

流動力電源の喪失を想定し，また，

計測機器の故障（計装導圧配管及び

温度計ガイド管（以下「計装配管」

という。）が損傷した場合を含

む。）及び計測範囲の超過を想定す

る。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータ及び当

該パラメータを推定するために有効

な情報は，パラメータの重要性や計

測に当たっての優先順位の明確化の

観点から，以下のとおり分類する。

◇1  

再処理施設の状態を監視するパラ

メータのうち，重大事故等に対処す

るために監視することが必要なパラ

メータ及び当該パラメータを推定す

るために有効な情報は【◇1 】，「添

付書類八 5.重大事故の発生及び拡

大の防止に必要な措置を実施するた

めに必要な技術的能力」のうち，以

下の作業手順【◇3 】に用いるパラメ

ータ及び「添付書類八 7. 重大事

故等に対する対策の有効性評価」に

おいて監視を行うパラメータから抽

出する（以下「抽出パラメータ」と

いう。）。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（柏崎刈羽原子力発電所設工認） 
第２章 個別項目 

2.1 計測装置 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な

過渡変化時，設計基準事故時及び重大事

故等時における計測 

 

なお，重大事故等対処設備を活用する

手順等の着手の判断基準として用いる補

助パラメータの運用については，保安規

定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 原子炉格納容器内の水素濃度及

び酸素濃度の計測 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納

容器内酸素濃度（ＳＡ）は，格納容器内

雰囲気ガスサンプリング装置（圧縮機吐

出圧力 0.73MPa 以上，圧縮機容量

5.25L/min 以上，冷却器容量 35.7kJ/h

以上，窒素ボンベ個数 4以上，空調機容

量 kW 以上）により原子炉格納容器

内の雰囲気ガスを原子炉建屋原子炉棟内

へ導き，検出器で測定することで，原子

炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を

中央制御室より監視できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，パラ

メータの選定方針につい

て記載した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

・発電炉，再処理施設ともに補助パラメータの運用について，保安規定に定め

て管理することは同様だが，再処理施設は事業変更許可の記載を踏襲し，パラ

メータの選定方針について記載した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に記載

した「等」は，事故対策の

総称としての記載であり，

基本設計方針において対象

の明確化を図った。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「保

安規定に定めて，管理す

る」に修正。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当該設備は発電炉特有

の設備であるため。 
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主要パラメータのうち，再処理施設

の状態を直接監視するパラメータを重

要監視パラメータとする。①-8 

 

主要パラメータのうち，再処理施設

の状態を換算等により推定，又は推測

するパラメータを重要代替監視パラメ

ータとする。①-9 

 

 

 

 

 

重要代替監視パラメータが複数ある

場合は，重要監視パラメータとの相関

性の高さ，検出器の種類及び使用環境

条件を踏まえた確からしさを考慮し，

計測に当たっての優先順位を保安規定

に定めて，管理する。①-10 

 

重要代替監視パラメータは，重要監

視パラメータと同一物理量のパラメー

タを計測する異なる計測点（以下「他

チャンネル」という。）がある場合

は，重要代替監視パラメータとしてい

ずれか１つの適切な他チャンネルを選

定し，計測する設計とする。また，重

要監視パラメータを換算等により推

定，又は推測可能なパラメータがある

場合は，重要代替監視パラメータとし

て計測する設計とする。①-11 

 

重大事故等が発生した場合は，重要

監視パラメータの計測に着手すること

で，再処理施設の状態を把握する手段

を有する設計とする。①-12 

 

重要監視パラメータの計測が困難な

場合は，重要代替監視パラメータの計

測に着手することで，再処理施設の状

態を推定，又は推測可能な手段を有す

る設計とする。①-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要パラメータのうち，再処理施設

の状態を直接監視するパラメータを重

要監視パラメータとする。①-8 

 

主要パラメータのうち，再処理施設

の状態を換算等により推定，又は推測

するパラメータを重要代替監視パラメ

ータとする。①-9 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータの種類を第１表に示す。

□3  

 

重要代替監視パラメータが複数ある

場合は，重要監視パラメータとの相関

性の高さ，検出器の種類及び使用環境

条件を踏まえた確からしさを考慮し，

計測に当たっての優先順位を定める。

①-10 

 

重要代替監視パラメータは，重要監

視パラメータと同一物理量のパラメー

タを計測する異なる計測点（以下「他

チャンネル」という。）がある場合

は，重要代替監視パラメータとしてい

ずれか１つの適切な他チャンネルを選

定し，計測する設計とする。また，重

要監視パラメータを換算等により推

定，又は推測可能なパラメータがある

場合は，重要代替監視パラメータとし

て計測する設計とする。①-11 

 

重大事故等が発生した場合は，重要

監視パラメータの計測に着手すること

で，再処理施設の状態を把握する手段

を有する設計とする。①-12 

 

重要監視パラメータの計測が困難な

場合は，重要代替監視パラメータの計

測に着手することで，再処理施設の状

態を推定，又は推測可能な手段を有す

る設計とする。①-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・1.1 臨界事故の拡大を防止するため

の手順等◇3  

・1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固

に対処するための手順等◇3  

・1.3 放射線分解により発生する水素

による爆発に対処するための手順

等◇3  

・1.4 有機溶媒等による火災又は爆発

に対処するための手順等◇3  

・1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの手順等◇3  

・1.6 放射性物質の漏えいに対処する

ための手順等◇3  

・1.7 工場等外への放射性物質等の放

出を抑制するための手順等◇3  

・1.8 重大事故等への対処に必要とな

る水の供給手順等◇3  

・1.9 電源の確保に関する手順等◇3  

・1.10 事故時の計装に関する手順等◇3  

   なお，以下の作業手順に用いるパ

ラメータについては，重大事故等の

発生防止対策，拡大防止対策を実施

するための手順ではないため，各々

の手順において整理する。◇3  

・1.11 制御室の居住性等に関する手順

等◇3  

・1.12 監視測定等に関する手順等◇3  

・1.13 緊急時対策所の居住性等に関す

る手順等◇3  

・1.14 通信連絡に関する手順等◇3  

   抽出パラメータのうち，重大事故

等の発生防止対策及び拡大防止対策

等を成功させるために把握すること

が必要なパラメータを主要パラメー

タとする。また，抽出パラメータの

うち，電源設備の受電状態，重大事

故等対処設備の運転状態又は再処理

施設の状態を補助的に監視するパラ

メータを補助パラメータとする。◇1  

 

主要パラメータのうち，再処理施

設の状態を直接監視するパラメータ

を重要監視パラメータとする。◇1  

主要パラメータのうち，再処理施

設の状態を換算等により推定，又は

推測するパラメータを重要代替監視

パラメータとする。◇1  

重要代替監視パラメータが複数あ

る場合は，重要監視パラメータとの

相関性の高さ，検出器の種類及び使

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事

故等に想定される変動範囲の 大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とするとともに，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要な原子炉圧力容

器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉

圧力容器及び原子炉格納容器への注水量

等のパラメータの計測が困難となった場

合又は計測範囲を超えた場合に，代替パ

ラメータにより推定ができる設計とす

る。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事

故等に想定される変動範囲の 大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とするとともに，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要なパラメータの

計測が困難となった場合に，代替パラメ

ータにより推定ができる設計とする。 

 

また，重大事故等時に設計基準を超え

る状態における発電用原子炉施設の状態

を把握するための能力（ 高計測可能温

度等（設計基準 大値等））を明確にす

るとともに，パラメータの計測が困難と

なった場合又は計測範囲を超えた場合の

代替パラメータによる推定等，複数のパ

ラメータの中から確からしさを考慮した

優先順位を保安規定に定めて管理する。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

また，重大事故等時に設計基準を超え

る状態における発電用原子炉施設の状態

を把握するための能力（計測可能範囲）

を明確にするとともに，パラメータの計

測が困難となった場合の代替パラメータ

による推定等，複数のパラメータの中か

ら確からしさを考慮した優先順位を保安

規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④(P11)へ 

⑤(P24)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，パラ

メータの選定方針につい

て記載した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに施設の状態を把握する手段を有する

設計とすること，推定手段を有する設計とすることの方針は同

様であるが，再処理施設では個別パラメータを記載すると煩雑

になるため,基本設計方針に記載せず，仕様表及び添付書類の

説明書で示す。 

【「等」の解説 】 

「換算等」については，再

処理施設の状態を推定，又

は推測するための手段とし

て，「異なる計測点（他チ

ャンネル）による測定」，

「他パラメータからの換算

による推定」，「他パラメ

ータの推移による状況の推

測」これらについて，総称

として示したものである。

（以下同じ） 

⑥(P24)から 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため

「保安規定に定めて，管

理する」に修正。 
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用環境条件を踏まえた確からしさを

考慮し，計測に当たっての優先順位

を定める。◇1  

重要代替監視パラメータは，重要

監視パラメータと同一物理量のパラ

メータを計測する異なる計測点(以

下「他チャンネル」という。)があ

る場合は，重要代替監視パラメータ

としていずれか１つの適切な他チャ

ンネルを選定し，計測する設計とす

る。また，重要監視パラメータを換

算等により推定，又は推測可能なパ

ラメータがある場合は，重要代替監

視パラメータとして計測する設計と

する。◇1  

重大事故等が発生した場合は，

「添付書類八 第 5－１表 重大事

故等対処における手順の概要（11／

15）」に示す対応手段等により，重

要監視パラメータの計測に着手する

ことで，再処理施設の状態を把握す

る手段を有する設計とする。◇4  

重要監視パラメータの計測が困難

となった場合は，「添付書類八 第

5－１表 重大事故等対処における

手順の概要（11／15）」に示す対応

手段等により，重要代替監視パラメ

ータの計測に着手することで，再処

理施設の状態を推定，又は推測可能

な手段を有する設計とする。◇4  

重要代替監視パラメータが複数あ

る場合は，重要監視パラメータとの

相関性の高さ，検出器の種類及び使

用環境条件を踏まえた確からしさを

考慮し，計測に当たっての優先順位

を定める。◇1  

重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータの計測範囲，重大事

故時におけるプロセスの変動範囲及

び重大事故等対処設備の個数を第

6.2.1－１表，重要代替監視パラメ

ータによる重要監視パラメータの推

定方法を第 6.2.1－２表，補助パラ

メータの対象を第 6.2.1－３表に示

す。◇5  

故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムが発生した場合にお

いて必要な情報として把握するパラ

メータは，「添付書類八 5.2 大

規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムへ

原子炉格納容器内の温度，圧力，水

位，水素濃度等想定される重大事故等の

対応に必要となるパラメータは，計測又

は監視できる設計とする。また，計測結

果は中央制御室に指示又は表示し，記録

できる設計とする。 

 

重大事故等の対応に必要となるパラメ

ータは，安全パラメータ表示システム

（SPDS）のうち緊急時対策支援システム

伝送装置にて電磁的に記録，保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

とともに帳票が出力できる設計とする。

また，記録は必要な容量を保存できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦(P60)へ 

⑦(P68)へ 

⑧(P64)へ 

⑧(P70)へ 

⑦(P57)へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の対応における事項」の以下の項目

に関する手順書を整備するために必

要なパラメータとする。◇4  

  ・大規模損壊発生時における大規模

な火災が発生した場合における消火

活動に関すること◇4  

・大規模損壊発生時における燃料貯

蔵プール等の水位を確保するための

対策及び使用済燃料の著しい損傷を

緩和するための対策に関すること◇4  

 

・大規模損壊発生時における放射性

物質及び放射線の放出を低減するた

めの対策に関すること◇4  

これらの活動は，「添付書類八 

第５－１表 重大事故等対処におけ

る手順の概要（2/15）」の臨界事故

の拡大を防止するための手順等から

「添付書類八 第５－１表 重大事

故等対処における手順の概要

（10/15）」の電源の確保に関する

手順等で示した重大事故等対策で整

備する手順書及び重大事故等対処設

備を活用することで当該活動を行う

ことから，パラメータの選定におい

てはこれを網羅したパラメータ選定

を行う設計とする。◇4  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（11 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握す

る設備の設計方針 

 

 

 

主要パラメータを計測する設備のう

ち，重要監視パラメータを計測する設

備を重要計器，重要代替監視パラメー

タを計測する設備を重要代替計器と

し，重大事故等の発生要因に応じて対

処に有効な設備を使用する設計とす

る。①-14 

 

 

重要計器及び重要代替計器は，再処

理施設の状態を推定するための計測範

囲を有する設計とする。①-15 

 

重要監視パラメータは，外的事象に

よる安全機能の喪失を要因として重大

事故等が発生した場合には，可搬型重

要計器を使用して計測する設計とす

る。また，内的事象による安全機能の

喪失を要因とし，全交流動力電源の喪

失を伴わない重大事故等が発生した場

合には，可搬型重要計器又は常設重要

計器を使用して計測する設計とする。

重要監視パラメータを計測する可搬型

重要計器は重大事故等対処設備として

設ける設計とする。重要監視パラメー

タを計測する常設重要計器は，第 2章 

個別項目の「2.2.1 溶解設備」の

「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊

急供給系」，「2.2.1.2 重大事故時可

溶性中性子吸収材供給系」，「2.4.2 

プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停

止系」，「2.4.3 精製建屋一時貯留

槽」の「2.4.3.1 重大事故時可溶性中

性子吸収材供給系，「5.1 気体廃棄物

の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設

備」及び「7.1.2 圧縮空気設備」の

「7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系」の

常設計器を重大事故等対処設備として

位置付けるとともに，設置する設計と

する。①-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要パラメータを計測する設備のう

ち，重要監視パラメータを計測する設

備を重要計器，重要代替監視パラメー

タを計測する設備を重要代替計器と

し，重大事故等の発生要因に応じて対

処に有効な設備を使用する設計とす

る。①-14 

 

 

重要計器及び重要代替計器は，再処

理施設の状態を推定するための計測範

囲を有する設計とする。①-15 

 

重要監視パラメータは，外的事象に

よる安全機能の喪失を要因として重大

事故等が発生した場合には，可搬型重

要計器を使用して計測する設計とす

る。また，内的事象による安全機能の

喪失を要因とし，全交流動力電源の喪

失を伴わない重大事故等が発生した場

合には，可搬型重要計器又は常設重要

計器を使用して計測する設計とする。

重要監視パラメータを計測する可搬型

重要計器は重大事故等対処設備として

配備する。重要監視パラメータを計測

する常設重要計器は，第５表のうち

「1.1 臨界事故の拡大を防止するため

の手順等」及び「1.4 有機溶媒等によ

る火災又は爆発に対処するための手順

等」の常設計器を重大事故等対処設備

として位置付けるとともに，設置す

る。①-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備の設計方針 

計装設備は，重大事故等が発生し

た場合において，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを計

測できる設備として，重大事故等に

対処するために監視することが必要

なパラメータを把握する設備を設け

る設計とする。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備の分類として，重要監視パ

ラメータを計測する計器を重要計

器，重要代替監視パラメータを計測

する計器を重要代替計器とする。重

要計器は常設重要計器及び可搬型重

要計器，重要代替計器は常設重要代

替計器及び可搬型重要代替計器とす

る。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータは，重

要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを計測する常設重要計

器，常設重要代替計器，可搬型重要

計器及び可搬型重要代替計器を用い

て計測できる設計とする。◇1  

常設重要計器，常設重要代替計

器，可搬型重要計器及び可搬型重要

代替計器は，再処理施設の状態を推

定するための計測範囲を有する設計

とする。◇4  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備は，重大事故等の発生要因

に応じて対処に有効な計器を使用す

る設計とする。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事

故等に想定される変動範囲の 大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とするとともに，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要な原子炉圧力容

器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉

圧力容器及び原子炉格納容器への注水量

等のパラメータの計測が困難となった場

合又は計測範囲を超えた場合に，代替パ

ラメータにより推定ができる設計とす

る。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

重大事故等時に使用済燃料プールの監

視設備として，使用済燃料プール水位・

温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温

度（ＳＡ）を設け，想定される重大事故

等により変動する可能性のある範囲にわ

たり測定可能な設計とする。また，計測

結果は中央制御室に表示し，記録及び保

存できる設計とする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事

故等に想定される変動範囲の 大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とするとともに，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要なパラメータの

計測が困難となった場合に，代替パラメ

ータにより推定ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④(P8)から 

⑨(P22)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，重大

事故等の発生要因に応じ

て対処に有効な設備を使

用することについて記載

した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設とも

に施設の状態を推定する

ための計測範囲を有する

設計とする方針は同様で

あるが，再処理施設では

個別パラメータを記載す

ると煩雑になるため,基

本設計方針に記載せず，

仕様表及び添付書類の説

明書で示す。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許可

の記載を踏襲し，重大事故

等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用して計

測する設計方針について記

載した。 

⑤(P24)から 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

ける設計とする」に修正。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設計と

する」に修正。 

【許可からの変更点】 

「1.1 臨界事故の拡大を防止

するための手順等」及び「1.4 

有機溶媒等による火災又は爆発

に対処するための手順等」につ

いては，事業変更許可申請書の

表記のため，設工認として記載

を適正化した。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要代替監視パラメータは，外的事

象による安全機能の喪失を要因として

重大事故等が発生した場合には，可搬

型重要代替計器を使用して計測する設

計とする。また，内的事象による安全

機能の喪失を要因とし，全交流動力電

源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合には，常設重要代替計器を使

用して計測する設計とする。重要代替

監視パラメータを計測する可搬型重要

代替計器は，重大事故等対処設備とし

て設ける設計とする。重要代替監視パ

ラメータを計測する常設重要代替計器

は，第 2章 個別項目の「2.2.1 溶解

設備」の「2.2.1.1 代替可溶性中性子

吸収材緊急供給系」，「2.2.1.2 重大

事故時可溶性中性子吸収材供給系」，

「2.4.2 プルトニウム精製設備」の

「2.4.2.1 重大事故時プルトニウム濃

縮缶加熱停止系」，「2.4.3 精製建屋

一時貯留槽」の「2.4.3.1 重大事故時

可溶性中性子吸収材供給系，「5.1 気

体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガ

ス貯留設備」及び「7.1.2 圧縮空気設

備」の「7.1.2.4 臨界事故時水素掃気

系」の常設計器を重大事故等対処設備

として位置付け，重要監視パラメータ

を計測するために設置する設計とす

る。①-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要代替監視パラメータは，外的事

象による安全機能の喪失を要因として

重大事故等が発生した場合には，可搬

型重要代替計器を使用して計測する設

計とする。また，内的事象による安全

機能の喪失を要因とし，全交流動力電

源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合には，常設重要代替計器を使

用して計測する設計とする。重要代替

監視パラメータを計測する可搬型重要

代替計器は，重大事故等対処設備とし

て配備する。重要代替監視パラメータ

を計測する常設重要代替計器は，第５

表のうち「1.1 臨界事故の拡大を防止

するための手順等」及び「1.4 有機溶

媒等による火災又は爆発に対処するた

めの手順等」の常設計器を重大事故等

対処設備として位置付けるとともに，

設置する。【①-17】主要パラメータの

計測概要図を第 194 図から第 196 図に

示す。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

重大事故等の発生要因

に応じて対処に有効な

設備を使用して計測す

る設計方針について記

載した。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

ける設計とする」に修正。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「位置付

け，重要監視パラメータを計測す

るために設置する設計とする。」

に修正。 

【許可からの変更点】 

「1.1 臨界事故の拡大を防止するた

めの手順等」及び「1.4 有機溶媒等

による火災又は爆発に対処するため

の手順等」については，事業変更許

可申請書の表記のため，設工認とし

て記載を適正化した。 
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4.1.2.1 重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータを把握

する設備の詳細設計方針 

可搬型重要計器及び可搬型重要代替

計器は，計測方式に応じて設計基準対

象の施設である計測制御設備の計装配

管に接続して計測する設計とする。 

①-18 

 

主要パラメータを計測するために必

要な設備のうち常設重要計器及び常設

重要代替計器の電源は，重大事故等対

処設備の一部である受電開閉設備等か

ら給電する設計とする。①-19 

 

 

 

主要パラメータを計測するために必

要な設備のうち可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器の電源は，重大事故

等が発生した場合において，乾電池，

充電池又は，第 2章 個別項目の「4.3 

制御室」の「4.3.1 計測制御装置」の

情報把握計装設備可搬型発電機，

「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 代

替電源設備」のうち前処理建屋可搬型

発電機，分離建屋可搬型発電機，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋

可搬型発電機から給電する設計とす

る。前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋の可

搬型重要計器及び可搬型重要代替計器

には，各建屋の可搬型発電機から第 2

章 個別項目の「4.3 制御室」の

「4.3.1 計測制御装置」の前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋可搬型情報収

集装置，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル

廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置を介して給電する設計とする。①-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重要計器及び可搬型重要代替

計器は，計測方式に応じて設計基準対

象の施設である計測制御設備の計装配

管に接続して計測する設計とする。 

①-18 

 

主要パラメータを計測するために必

要な設備のうち常設重要計器及び常設

重要代替計器の電源は，「リ．（１）

（ⅰ）（ｂ）（ロ） 重大事故等対処

設備」の一部である受電開閉設備等か

ら給電する設計とする。①-19 

 

 

主要パラメータを計測するために必

要な設備のうち可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器の電源は，重大事故

等が発生した場合において，乾電池，

充電池又は「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制

御装置」の情報把握計装設備可搬型発

電機，「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１)代替

電源設備」の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型発電機，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機から給電する

設計とする。【①－25】前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器には，各建屋の可搬

型発電機から「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測

制御装置」の前処理建屋可搬型情報収

集装置，分離建屋可搬型情報収集装

置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型情報収集装置を介して

給電する設計とする。①-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備のうち可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器の電源は，重大

事故等が発生した場合において，乾

電池，充電池又は「6.2.5.4.1(１)

ⅲ) 情報把握計装設備」の情報把握

計装設備可搬型発電機，「9.2.2.4 

代替電源設備」の前処理建屋可搬型

発電機，分離建屋可搬型発電機，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可

搬型発電機，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型発電機，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機から「6.2.5.4.1(１)ⅲ) 情報把

握計装設備」，「6.2.5.4.2(１)ⅲ) 

情報把握計装設備」又は可搬型計測

ユニットを介して給電することによ

り，計測可能な設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 電源喪失時の計測 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置の電源は，非常

用交流電源設備又は非常用直流電源設備

の喪失等により計器電源が喪失した場合

において，代替電源設備として常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，所内常設直流電源設備，常設代替直

流電源設備又は可搬型代替直流電源設備

を使用できる設計とする。 

 

また，代替電源設備が喪失し計測に必

要な計器電源が喪失した場合，特に重要

なパラメータとして，炉心損傷防止対策

及び格納容器破損防止対策等を成功させ

るために必要な発電用原子炉施設の状態

を把握するためのパラメータを計測する

装置については，温度，圧力，水位及び

流量に係るものについて，乾電池を電源

とした可搬型計測器（原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器内の温度，圧力，水位

及び流量（注水量）計測用）（個数 20

（予備 20））及び可搬型計測器（原子

炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧

力，水位及び流量（注水量）計測用）

（個数 19（予備 19））により計測でき

る設計とし，これらを保管する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-25（P22 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

計装配管に接続して計

測する設計方針につい

て記載した。 

【「等」の解説 】 

「受電開閉設備等」の指

す内容は，受電開閉設

備，受電変圧器であり，

添付書類で示すため当該

箇所では許可の記載を用

いた。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

「使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機」に

ついては「4.2.1.2.2 使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋の主要パ

ラメータを計測する設備の詳

細設計方針」に記載する。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに重大事故等の発生要因に応じて対処に有

効な電源設備を使用する設計方針は同様であるが，再処理施設の重

大事故対策手段に応じた電源を使用するため，設備構成が異なる。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書の表記

のため，設工認として記載

を適正化した。 

（以下同じ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パラメータの計測に必要な圧縮空気

は，第 2章 個別項目の「7.1.2 圧縮

空気設備」の「7.1.2.1 一般圧縮空気

系」，「7.1.2.2 安全圧縮空気系」，

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計

器に附属の計測用ボンベ並びに可搬型

空気圧縮機から空気を供給する設計と

する。①-21 

 

 

 

可搬型重要計器の一部は，MOX 燃料加

工施設と共用する。⑤-1 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型重

要計器は，再処理施設及び MOX 燃料加

工施設における重大事故等に同時に対

処することを考慮し，対処に必要とな

る計測範囲及び個数を確保すること

で，共用によって重大事故等時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。⑤-2, 
⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬

型重要計器には，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から可

搬型計測ユニットを介して電源を給電

する設計とする。①-26  

 

 

パラメータの計測に必要な圧縮空気

は，可搬型計測ユニット用空気圧縮

機，「リ．(１)(ⅱ)圧縮空気設備」SA

の安全圧縮空気系，一般圧縮空気系及

び可搬型空気圧縮機から空気を供給す

る設計とする。①-21,27 

 

 

 

 

 

可搬型重要計器の一部は，ＭＯＸ燃料

加工施設と共用する。⑤-1 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型

重要計器は，再処理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設における重大事故等対処に

同時に対処することを考慮し，対処に

必要となる計測範囲及び個数を確保す

ることで，共用によって重大事故等時

の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。⑤-2,⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備のうち圧縮空気を必要とす

る可搬型重要計器及び可搬型重要代

替計器は，可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器に附属の計測用ボン

ベから必要な空気を供給又は代替圧

縮空気系から圧縮空気の供給を受け

ることにより，計測可能な設計とす

る。◇1  

 

 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する。◇1  

 

 

常設重要計器，常設重要代替計

器，可搬型重要計器及び可搬型重要

代替計器は，重大事故等における条

件において，その機能を確実に発揮

できる設計とする。◇1  

 

 

   計装設備の主要機器仕様を第

6.2.1－４表に示す。◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-26（P22 へ） 

 

 

 

 

 

 

①-27（P22 へ） 

 

 

 

 

 

 

⑤-1（P6 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-2（P6 から） 

⑥-1（P6 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

パラメータの計測に必

要な圧縮空気の供給に

ついて記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

共用に関する設計方針

について記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

共用に関する設計方針

について記載した。 

【許可からの変更点】 

「可搬型計測ユニット用空気圧縮機」については「4.2.1.2.2 使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋の主要パラメータを計測する設備の

詳細設計方針」に記載する。 

⑭(P6)から 

(P22)へ 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に記載した圧縮空気

は，圧縮空気設備として分類した設備を

展開した。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線管理施設 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

 

重大事故等が発生し，当該重大事故等

に対処するために監視することが必要な

パラメータとして，原子炉格納容器内の

放射線量率， 終ヒートシンクの確保及

び使用済燃料プールの監視に必要なパラ

メータを計測する装置を設ける設計とす

る。 

 

重大事故等が発生し，計測機器（非常

用のものを含む。）の故障により，当該

重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において，当該パラメ

ータを推定するために必要なパラメータ

を計測する設備を設置する設計とする。 

 

重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータは，炉心損傷防

止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設

の状態を把握するためのパラメータと

し，計測する装置は「表 1 放射線管理

施設の主要設備リスト」のプロセスモニ

タリング設備に示す重大事故等対処設

備，エリアモニタリング設備のうち使用

済燃料プールエリア放射線モニタ（低レ

ンジ），使用済燃料プールエリア放射線

モニタ（高レンジ）とする。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事

故等に想定される変動範囲の 大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とするとともに，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要な原子炉格納容

器の線量当量率等のパラメータの計測が

困難となった場合に，代替パラメータに

より推定ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は，核燃料物

質の取扱施設及び貯

蔵施設，計測制御系

統施設，放射線管理

施設に分けて記載し

ているが，再処理施

設では下記の基本設

計方針に記載してい

る。 

・①－1（P4） 

・①－2（P4） 

・①－10（P8） 

・①－11（P8） 

・①－12（P8） 

・①－13（P8） 

・①－15（P11） 
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また，重大事故等時に設計基準を超え

る状態における発電用原子炉施設の状態

を把握するための能力（計測可能範囲）

を明確にするとともに，パラメータの計

測が困難となった場合の代替パラメータ

による推定等，複数のパラメータの中か

ら確からしさを考慮した優先順位を保安

規定に定めて管理する。 

 

原子炉格納容器内の放射線量率等想定

される重大事故等の対応に必要となるパ

ラメータは，計測又は監視できる設計と

する。また，計測結果は中央制御室に指

示又は表示し，記録できる設計とする。 

 

重大事故等の対応に必要となるパラメ

ータは，安全パラメータ表示システム

（SPDS）のうち緊急時対策支援システム

伝送装置にて電磁的に記録，保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

とともに帳票が出力できる設計とする。

また，記録は必要な容量を保存できる設

計とする。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置の電源は，非常

用交流電源設備又は非常用直流電源設備

の喪失等により計器電源が喪失した場合

において，代替電源設備として常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，所内常設直流電源設備，常設代替直

流電源設備又は可搬型代替直流電源設備

を使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は，核燃料物

質の取扱施設及び貯

蔵施設，計測制御系

統施設，放射線管理

施設に分けて記載し

ているが，再処理施

設では下記の基本設

計方針に記載してい

る。 

・①－10（P8） 

・①－11（P8） 

・①－12（P8） 

・①－13（P8） 

・①－19（P13） 

・①－20（P13） 

・①－25（P22） 

・①－26（P22） 

・①－38（P57） 

・①－45（P60） 

・⑥－11（P64） 

・①－53（P68） 

・⑥－17（P70） 
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1.1.1 プロセスモニタリング設備 

 

格納容器圧力逃がし装置の排出経路に

おける放射線量率を測定し，放射性物質

濃度を推定できるよう，フィルタ装置出

口配管にフィルタ装置出口放射線モニタ

（低レンジ），フィルタ装置出口放射線

モニタ（高レンジ）を設ける設計とす

る。 

 

フィルタ装置出口放射線モニタ（低レ

ンジ），フィルタ装置出口放射線モニタ

（高レンジ）は，常設代替直流電源設備

又は可搬型代替直流電源設備から給電が

可能な設計とする。 

 

1.1.2 エリアモニタリング設備 

 

重大事故等時に使用済燃料プールの監

視設備として，使用済燃料プールエリア

放射線モニタ（低レンジ）及び使用済燃

料プールエリア放射線モニタ（高レン

ジ）を設け，想定される重大事故等によ

り変動する可能性のある範囲にわたり測

定可能な設計とする。また，計測結果は

中央制御室に表示し，記録及び保存でき

る設計とする。 

 
 
使用済燃料プールエリア放射線モニタ

（低レンジ）及び使用済燃料プールエリ

ア放射線モニタ（高レンジ）は，常設代

替直流電源設備又は可搬型代替直流電源

設備から給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は，核燃料物

質の取扱施設及び貯

蔵施設，計測制御系

統施設，放射線管理

施設に分けて記載し

ているが，再処理施

設では下記の基本設

計方針に記載してい

る。 

・①－10（P8） 

・①－11（P8） 

・①－12（P8） 

・①－13（P8） 

・①－15（P11） 

・①－19（P13） 

・①－20（P13） 

・①－25（P22） 

・①－26（P22） 

・①－38（P57） 

・①－53（P68） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当該設備は発電炉特

有の設備であるた

め。 
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計測制御設備の重要代替監視パラメ

ータは，共通要因によって重要監視パ

ラメータと同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，異なる物理量の

計測又は計測方式により換算表を用い

て推定することで，重要監視パラメー

タに対して可能な限り多様性を有する

設計とする。④-1 

 

 

計測制御設備の重要代替監視パラメ

ータは，共通要因によって重要監視パ

ラメータと同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，重要監視パラメ

ータを計測する箇所と異なる箇所で計

測することにより，重要監視パラメー

タと可能な限り位置的分散を図る設計

とする。④-2 

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計測制御設備の常設重

要計器及び常設重要代替計器は，地震

等により機能が損なわれる場合，代替

設備による機能の確保により機能を維

持する設計とする。④-13 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器は，共通要因によ

って設計基準対象の施設の計測制御設

備と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，故障時バックアップ

を含めて必要な数量を設計基準対象の

施設の計測制御設備が設置される建屋

から 100ｍ以上の離隔距離を確保した複

数の外部保管エリアに分散して保管す

ることで位置的分散を図る設計とす

る。または，設計基準対象の施設の計

測制御設備が設置される建屋から 100ｍ

以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃

液ガラス固化建屋及び制御建屋にも保

管することで位置的分散を図る設計と

する。前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び

制御建屋内に保管する場合は設計基準

対象の施設の計測制御設備が設置され

る場所と異なる場所に保管することで

位置的分散を図る設計とする。④-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬型

重要代替計器は，設計基準対象の施設

の計測制御設備と共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがな

いように，故障時バックアップを含め

て必要な数量を設計基準対象の施設の

計測制御設備が設置される建屋から 100

ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外

部保管エリアに分散して保管すること

で位置的分散を図る。または，設計基

準対象の施設の計測制御設備が設置さ

れる建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確

保した外部保管エリアに保管するとと

もに，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び

制御建屋にも保管することで位置的分

散を図る。前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋

及び制御建屋内に保管する場合は設計

基準対象の施設の計測制御設備が設置

される場所と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る。④-4 

 

計装設備の重要代替監視パラメータ

は，重要監視パラメータと共通要因

によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，異なる物理量

の計測又は計測方式により換算表等

を用いて推定することで，重要監視

パラメータに対して可能な限り多様

性を有する設計とする。④-1 

 

 

計装設備の重要代替監視パラメータ

は，重要監視パラメータと共通要因

によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，重要監視パラ

メータを計測する箇所と異なる箇所

で計測することにより，重要監視パ

ラメータと可能な限り位置的分散を

図る設計とする。④-2 

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計装設備の常設重要

計器及び常設重要代替計器は，地震

等により機能が損なわれる場合，代

替設備による機能の確保により機能

を維持する設計とする。④-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-1（P30 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-2（P30 から） 

 

 

 

 

 

 

④-13（P30 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-4（P31 から） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため

「設計とする」に修

正。 
（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

⑮(P30)から 

⑯(P30)から 
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計測制御設備の常設重要計器及び常

設重要代替計器は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同じ系統構

成で重大事故等対処設備として使用す

ることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。⑤-3 

 

計測制御設備の常設重要計器及び常

設重要代替計器は，重大事故等の対処

に必要なパラメータを計測するために

必要な計測範囲を有する設計とする。

また，設計基準対象の施設の計測制御

設備が計測範囲を超過した場合は，可

搬型重要計器又は可搬型重要代替計器

にて必要なパラメータを計測する設計

とする。⑥-2 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器は，重大事故等の

対処に必要なパラメータを計測するた

めに必要な計測範囲を有する設計とす

る。保有数は，必要数を確保するとと

もに，予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを必

要数以上確保する設計とする。⑥-3 

 

MOX 燃料加工施設と共用する計測制御

設備の可搬型重要計器は，再処理施設

及び MOX 燃料加工施設における重大事

故等対処に同時に対処することを考慮

した計測範囲及び個数を有すること

で，共用によって重大事故等時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。保有

数は，必要数を確保するとともに，予

備として故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップを必要数以上

確保する設計とする。⑥-4 

 

計測制御設備の常設重要計器及び常

設重要代替計器は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる前処理建屋及び

精製建屋に設置し，風（台風）等によ

り重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。⑦-1,38 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で

重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。⑤-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の常設重要計器及び常設重要

代替計器は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる前処理建屋及び精製建

屋に設置し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の常設重要計器及び常設

重要代替計器の一部は，重大事故等

の対処に必要なパラメータを計測す

るために必要な計測範囲を有する設

計とする。また，設計基準対象の施

設の計測制御設備が計測範囲を超過

した場合は，可搬型重要計器又は可

搬型重要代替計器にて必要なパラメ

ータを計測する設計とする。⑥-2 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，重大事故等の対

処に必要なパラメータを計測するた

めに必要な計測範囲を有する設計と

する。保有数は，必要数を確保する

とともに，予備として故障時及び保

守点検による待機除外時のバックア

ップを必要数以上確保する。 

⑥-3 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する計装

設備の可搬型重要計器は，再処理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処するこ

とを考慮した計測範囲及び個数を有

することで，共用によって重大事故

等時の対処に影響を及ぼさない設計

とする。保有数は，必要数を確保す

るとともに，予備として故障時及び

保守点検による待機除外時のバック

アップを必要数以上確保する。 

⑥-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-3（P32 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-2（P32 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-3（P32 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-4（P32 から） 

 

 

 

 

⑦-1（P33 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため

「設計とする」に修正。 

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【「等」の解説 】 

「風（台風）等」とは建

屋により損傷を防止する

自然現象の総称として示

した記載であることから

許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

⑰(P32)から ⑱(P32)から 

⑲(P33)から 
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計測制御設備の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃

液ガラス固化建屋，制御建屋，第 1保

管庫・貯水所及び第 2保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により重大事

故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。⑦-4,38 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる計測制御設備の可搬型重要

計器及び可搬型重要代替計器は，地震

を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計に基づく設計とすることで

重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

⑦－5,38 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器は，溢水量及び化

学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受

けない高さへの保管，被水防護及び被

液防護する設計とする。⑦-6,38 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス

固化建屋，制御建屋及び外部保管エリ

アの内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。⑦-7,38 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操

作に支障がないように，線量率の高く

なるおそれの少ない場所を選定するこ

とで操作可能な設計とする。⑦-8,38 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器と情報把握計装設

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯

蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等空間線量率，代

替注水設備流量，スプレイ設備流量，

燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）

のパラメータを計測する可搬型重要計

器を含む。）及び可搬型重要代替計器

は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制

御建屋，第１保管庫・貯水所，第２保

管庫・貯水所及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。 

⑦-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に

対処に用いる計装設備の可搬型重要

計器及び可搬型重要代替計器は，

「1.7.18(５)地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を

損なわない設計とする。⑦-5 

 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器は，溢水量及び化

学薬品の漏えい量を考慮し，影響を

受けない高さへの保管，被水防護及

び被液防護する設計とする。⑦-6 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液

ガラス固化建屋，制御建屋，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋及び外部保管

エリアの内部発生飛散物の影響を受

けない場所に保管することにより，

機能を損なわない設計する。⑦-7 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操

作に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない場所を選定す

ることで操作可能な設計とする。 

⑦-8 

計装設備の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-4（P33 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-5（P34 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

⑦-6（P34 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-7（P35 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

⑦-8（P35 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

⑳(P33)から 

㉑(P34)から 

㉒(P35)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備又はその他の重大事故等対処設備と

の接続は，ネジ接続，コネクタ接続又

はより簡便な接続方式を用いる設計と

する。⑧-1 

 

 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器と計装配管は，容

易かつ確実に接続でき，かつ，複数の

計装配管と相互に使用することができ

るよう，口径に応じた簡便な接続方式

を用いる設計とする。⑧-2 

 

 

計測制御設備の常設重要計器及び常

設重要代替計器は，通常時において，

重大事故等への対処に必要な機能を確

認するため，模擬入力による機能，性

能の確認及び校正並びに外観の確認が

可能な設計とする。また，当該機能を

健全に維持するため，取替え，保修等

が可能な設計とする。⑨-1 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器は，通常時におい

て，重大事故等への対処に必要な機能

を確認するため，模擬入力による機

能，性能の確認及び校正並びに外観の

確認が可能な設計とする。また，当該

機能を健全に維持するため，取替え，

保修等が可能な設計とする。⑨-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の常設重要計器及び常設重要

代替計器は，再処理施設の運転中又は

停止中に，模擬入力による機能，性能

の確認及び校正並びに外観の確認が可

能な設計とする。⑨-1 

 

 

 

 

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵

プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，代替注水設備流量，スプレイ設備

流量，燃料貯蔵プール等空間線量率，

燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）

のパラメータを計測する可搬型重要計

器を含む。），可搬型重要代替計器及

び可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬型

計測ユニット用空気圧縮機は，模擬入

力による機能，性能の確認及び校正並

びに外観の確認が可能な設計とする。

⑨-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「6.2.5.4.1(１) i) 情報把握計装

設備」，「6.2.5.4.2(１) i) 情報

把握計装設備」又はその他の重大事

故等対処設備との接続は，ネジ接

続，コネクタ接続又はより簡便な接

続方式を用いる設計とする。⑧-1 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器と計装配管は，容

易かつ確実に接続でき，かつ，複数

の計装配管と相互に使用することが

できるよう，口径並びに内部流体の

圧力及び温度に応じた簡便な接続方

式を用いる設計とする。⑧-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータは，炉心損傷防

止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設

の状態を把握するためのパラメータと

し，計測する装置は「表 1 計測制御系

統施設の主要設備リスト」の「計測装

置」に示す重大事故等対処設備の他，フ

ィルタ装置水位（個数 2，計測範囲 180

～5500 mm），フィルタ装置圧力（個数

1，計測範囲 0～1 MPa），フィルタ装置

スクラビング水温度（個数 1，計測範囲

0～300 ℃），フィルタ装置入口水素濃

度（個数 2，計測範囲 0～100 ％），残

留熱除去系海水系系統流量（個数 2，計

測範囲 0～550 L/s），緊急用海水系流

量（残留熱除去系熱交換器）（個数 1，

計測範囲 0～800 m3/h），緊急用海水系

流量（残留熱除去系補機）（個数 1，計

測範囲 0～50 m3/h），常設高圧代替注

水系ポンプ吐出圧力（個数 1，計測範囲

0～10 MPa），常設低圧代替注水系ポン

プ吐出圧力（個数 2，計測範囲 0～5 

MPa），代替循環冷却系ポンプ吐出圧力

（個数 2，計測範囲 0～5 MPa），原子炉

隔離時冷却系ポンプ吐出圧力（個数 1，

計測範囲 0～10 MPa），高圧炉心スプレ

イ系ポンプ吐出圧力（個数 1，計測範囲

0～10 MPa），残留熱除去系ポンプ吐出

圧力（個数 3，計測範囲 0～4 MPa），低

圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力（個数

1，計測範囲 0～4 MPa），静的触媒式水

素再結合器動作監視装置（個数 4，計測

範囲 0～300 ℃）とする。 

 

 

 

 

⑧-1（P35 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-2（P35 から） 

 

 

 

 

 

 

⑨-1（P35 から） 

⑨-2（P36 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③(P5)から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は別表対象の

パラメータを要目表

に記載し，要目表対

象外のパラメータを

基本設計方針に記載

している。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㉓(P35)から 

㉔(P35)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータを把握する設

備の詳細設計方針 

 

第 2 章 個別項目の「「1.2.1 使用

済燃料の貯蔵施設」の「1.2.1.10 監

視設備」に用いる一部のパラメータの

監視及び可搬型重要計器の冷却に必要

な可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬型

計測ユニット用空気圧縮機及びけん引

車を重大事故等対処設備として設ける

設計とする。①-23 

 

 

 

 

 

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カ

メラ（個数 6）は，重大事故等が発生し

た場合において，赤外線機能により燃

料貯蔵プール等の状態を監視できる設

計とする。①-24 

 

主要パラメータを計測するために必

要な設備のうち可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器の電源は，重大事故

等が発生した場合において，乾電池，

充電池又は第 2章 個別項目の「7.1.1 

電気設備」の「7.1.1.9 代替電源設

備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機から給電する設計

とする。①-25 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬

型重要計器には，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から可

搬型計測ユニットを介して電源を給電

する設計とする。①-26 

 

パラメータの計測に必要な圧縮空気

は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機

から空気を供給する設計とする。①-27 

 

 

 

 

 

 

 

第５表のうち「1.5 使用済燃料貯蔵

槽の冷却等のための手順等」に用いる

一部のパラメータの監視及び可搬型重

要計器の冷却に必要な可搬型計測ユニ

ット，可搬型監視ユニット，可搬型空

冷ユニット，可搬型計測ユニット用空

気圧縮機及びけん引車を重大事故等対

処設備として配備する。可搬型計測ユ

ニット，可搬型監視ユニット，可搬型

空冷ユニット，可搬型計測ユニット用

空気圧縮機及びけん引車は，外部保管

エリアに保管し，対策時はけん引車に

より使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍

の屋外に設置し使用する。①-23 

 

 

 

 

 

 

主要パラメータを計測するために必

要な設備のうち可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器の電源は，重大事故

等が発生した場合において，乾電池，

充電池又は「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制

御装置」の情報把握計装設備可搬型発

電機，「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１)代替

電源設備」の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型発電機，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機から給電する

設計とする。【①－25】 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬

型重要計器には，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から可

搬型計測ユニットを介して電源を給電

する設計とする。①-26  

パラメータの計測に必要な圧縮空気

は，可搬型計測ユニット用空気圧縮

機，「リ．(１)(ⅱ)圧縮空気設備」SA

の安全圧縮空気系，一般圧縮空気系及

び可搬型空気圧縮機から空気を供給す

る設計とする。①-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

重大事故等時に使用済燃料プールの監

視設備として，使用済燃料プール水位・

温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温

度（ＳＡ）を設け，想定される重大事故

等により変動する可能性のある範囲にわ

たり測定可能な設計とする。また，計測

結果は中央制御室に表示し，記録及び保

存できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プール監視カメラ（個数

1）は，想定される重大事故等時におい

て赤外線機能により使用済燃料プールの

状況が把握できる設計とする。 

 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広

域），使用済燃料プール温度（ＳＡ）及

び使用済燃料プール監視カメラは，常設

代替直流電源設備又は可搬型代替直流電

源設備から給電が可能な設計とする。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置の電源は，非常

用交流電源設備又は非常用直流電源設備

の喪失等により計器電源が喪失した場合

において，代替電源設備として常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，所内常設直流電源設備，常設代替直

流電源設備又は可搬型代替直流電源設備

を使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-25（P13 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-26（P14 から） 

 

 

 

①-27（P14 から） 

 

 

⑩(P24)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

設備構成について記載

した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設とも

に重大事故等の発生要因

に応じて対処に有効な電

源設備を使用する設計方

針は同様であるが，再処

理施設の重大事故対策手

段に応じた電源を使用す

るため，設備構成が異な

る。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，パラ

メータの計測に必要な圧

縮空気の供給について記

載した。 

⑨(P11)へ 

【許可からの変更点】 

基本設計方針対象設備であり，基本設計方針の中で仕様を

示す必要があるため。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

ける設計とする」に修正。 

【「等」の解説 】 

「燃料貯蔵プール等」の

指す内容は，第 42 条

（使用済燃料貯蔵槽の冷

却塔のための設備）の基

本設計方針「１．使用済

燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設」で示すため当該

箇所では許可の記載を用

いた。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

「1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための手順等」については，

事業変更許可申請書の表記のた

め，設工認として記載を適正化し

た。 

㉕(P13)から 

㉖(P14)から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，技術的能力

に係る審査基準を踏まえた設備の運

用説明として記載したため，基本設

計方針として適正化を図る。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型計測ユニットは，パラメータ

の計測に必要な圧縮空気及び可搬型空

冷ユニットに必要な圧縮空気を供給す

る機能を有する設計とする。可搬型計

測ユニットにおいて必要な圧縮空気

は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機

から供給する設計とする。①-28 

可搬型監視ユニットは，可搬型重要

計器で計測する燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵

プール等空間線量率及び燃料貯蔵プー

ル等状態（監視カメラ）のパラメータ

をユニット内で監視可能な機能を有す

る設計とする。また，可搬型監視ユニ

ットには，第 2章 個別項目の「4.3 

制御室」の「4.3.1 計測制御装置」計

測制御装置の使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置を搭載可能な

設計とする。①-29 

 

可搬型空冷ユニットは，可搬型計測

ユニットから供給される圧縮空気を冷

却する機能を有する設計とする。冷却

した圧縮空気は，燃料貯蔵プール等空

間線量率及び燃料貯蔵プール等状態

（監視カメラ）を計測する可搬型重要

計器に供給することで，崩壊熱による

使用済燃料貯蔵槽の水の温度上昇及び

沸騰による使用済燃料貯蔵槽周辺の温

度及び湿度の上昇を考慮しても，可搬

型重要計器の機能を損なわない設計と

する。①-30 

 

また，可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット，可搬型空冷ユニットに

必要な電源は，第 2章 個別項目の

「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 代

替電源設備」の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機から供給

する設計とする。①-31 

 

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬型

計測ユニット用空気圧縮機及び第 2章 

個別項目の「7.1.1 電気設備」の

「7.1.1.9 代替電源設備」の使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機は，けん引車にて設置場所までけ

ん引可能な設計とするとともに，けん

引車を重大事故等対処設備として設け

る設計とする。①-32,32-1 

可搬型計測ユニットは，パラメータ

の計測に必要な圧縮空気及び可搬型空

冷ユニットに必要な圧縮空気を供給す

る機能を有する設計とする。可搬型計

測ユニットにおいて必要な圧縮空気

は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機

から供給する設計とする。①-28 

可搬型監視ユニットは，可搬型重要

計器で計測する燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵

プール等空間線量率及び燃料貯蔵プー

ル等状態（監視カメラ）のパラメータ

をユニット内で監視可能な機能を有す

る設計とする。また，可搬型監視ユニ

ットには，「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制

御装置」の使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報収集装置を搭載可能な設

計とする。①-29 

 

 

可搬型空冷ユニットは，可搬型計測

ユニットから供給される圧縮空気を冷

却する機能を有する設計とする。冷却

した圧縮空気は，燃料貯蔵プール等空

間線量率及び燃料貯蔵プール等状態

（監視カメラ）を計測する可搬型重要

計器に供給することで，崩壊熱による

使用済燃料貯蔵槽の水の温度上昇及び

沸騰による使用済燃料貯蔵槽周辺の温

度及び湿度の上昇を考慮しても，可搬

型重要計器の機能を損なわない設計と

する。①-30 

 

また，可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット，可搬型空冷ユニットに

必要な電源は，「リ．(１)(ⅰ)(ｂ) 

(ロ)１)代替電源設備」使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機か

ら供給する設計とする。①-31 

 

 

「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１)代替電源

設備」の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機は，けん引車に

て設置場所までけん引可能な設計とす

る。①-32-1 

 

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット及び可搬

型計測ユニット用空気圧縮機の系統構

成を第 197 図に示す。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型計測ユニット，可搬型監視

ユニット，可搬型空冷ユニット，可

搬型計測ユニット用空気圧縮機，及

び「9.2 電気設備」使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機は，けん引車にて設置場所までけ

ん引可能な設計とするとともに，け

ん引車を重大事故等対処設備として

配備する。①-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プール監視カメラの耐環境

性向上のため，使用済燃料プール監視カ

メラ用空冷装置（個数 1，容量 L/min

以上）を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装

置は，常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

重大事故等が発生し，当該重大事故等

に対処するために監視することが必要な

パラメータとして，使用済燃料プールの

監視に必要なパラメータを計測する装置

を設ける設計とする。 

 

重大事故等が発生し，計測機器（非常

用のものを含む。）の故障により，当該

重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において，当該パラメ

ータを推定するために必要なパラメータ

を計測する設備を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-32（P49 から） 

①(P4)へ 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，可搬

型監視ユニットによる監

視機能に関する設計方針

について記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，けん

引車にて設置場所までけ

ん引可能な設計とするこ

とを記載した。 ②(P4)へ 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

・発電炉，再処理施設ともに耐

環境性向上のための設備を設け

る方針は同様であるが，再処理

施設の重大事故対策手段に応じ

た構成とするため，設備構成が

異なる。 

・再処理施設では，重大事故等

対処設備の個数の設計方針とし

て各 SA 設備条文に展開すること

と整理しているため，個数は P26

に記載する。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設とも

に耐環境性向上のための

設備を設ける方針は同様

であるが，設備構成が異

なる。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

ける設計とする」に修正。 

㊽(P49)から 
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常設重要計器，常設重要代替計器，

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計

器は，重大事故等における条件におい

て，その機能を確実に発揮できる設計

とする。⑦-38,1,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,14,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータは，炉心損傷防

止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設

の状態を把握するためのパラメータと

し，計測する装置は「表 1 核燃料物質

の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リス

ト」の「使用済燃料貯蔵槽の温度，水位

及び漏えいを監視する装置」に示す重大

事故等対処設備の他，使用済燃料プール

監視カメラ（個数 1）とする。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事

故等に想定される変動範囲の 大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とするとともに，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要なパラメータの

計測が困難となった場合に，代替パラメ

ータにより推定ができる設計とする。 

 

また，重大事故等時に設計基準を超え

る状態における発電用原子炉施設の状態

を把握するための能力（計測可能範囲）

を明確にするとともに，パラメータの計

測が困難となった場合の代替パラメータ

による推定等，複数のパラメータの中か

ら確からしさを考慮した優先順位を保安

規定に定めて管理する。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置の電源は，非常

用交流電源設備又は非常用直流電源設備

の喪失等により計器電源が喪失した場合

において，代替電源設備として常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，所内常設直流電源設備，常設代替直

流電源設備又は可搬型代替直流電源設備

を使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-1（P19） 

⑦-38（P19） 

⑦-4～15

（P20,P26,P27） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪(P26)へ 

⑤(P8)へ 

⑩(P22)へ 

⑥(P8)へ 

⑤(P11)へ 

【許可からの変更点】 

本文章は「環境条件」に関わる設計

方針であり、事業指定基準規則第 33

条重大事故等対象設備の設計方針で

記載している主旨に包絡されている

ことから、当該記載は基本設計方針

へは展開せず、⑦-1～15 で詳細を展

開する。 
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計測制御設備の燃料貯蔵プール等水

位（超音波式，メジャー），燃料貯蔵

プール等水温（サーミスタ）及び燃料

貯蔵プール等空間線量率（半導体検出

器（携行型））のパラメータを計測す

る可搬型重要計器は，共通要因によっ

て設計基準対象の施設の計測制御設備

と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように，設計基準対象の施設の

計測制御設備が設置される建屋から 100

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管

エリアに保管するとともに，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋にも保管すること

で位置的分散を図る設計とする。使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する

場合は設計基準対象の施設の計測制御

設備が設置される場所と異なる場所に

保管することで位置的分散を図る設計

とする。④-5 

計測制御設備の可搬型計測ユニッ

ト，可搬型監視ユニット，可搬型空冷

ユニット，可搬型計測ユニット用空気

圧縮機，けん引車，燃料貯蔵プール等

水位（電波式，エアパージ式），燃料

貯蔵プール等水温（測温抵抗体），代

替注水設備流量，スプレイ設備流量，

燃料貯蔵プール等空間線量率（半導体

検出器（パラメータ伝送型）），燃料

貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパ

ラメータを計測する可搬型重要計器

は，共通要因によって設計基準対象の

施設の計測制御設備と同時にその機能

が損なわれるおそれがないように，故

障時バックアップを含めて必要な数量

を設計基準対象の施設の計測制御設備

が設置される建屋から 100ｍ以上の離隔

距離を確保した複数の外部保管エリア

に分散して保管することで位置的分散

を図る設計とする。④-6 

 

屋外に保管するけん引車は，竜巻に

より飛来物とならないよう必要に応じ

て固縛等の措置をとることで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

⑤-4 

 

計測制御設備の可搬型重要計器は，

重大事故等の対処に必要なパラメータ

を計測するために必要な計測範囲を有

する設計とする。保有数は，必要数を

確保するとともに，予備として故障時

計装設備の燃料貯蔵プール等水位（超

音波式，メジャー），燃料貯蔵プール

等水温（サーミスタ）及び燃料貯蔵プ

ール等空間線量率（半導体検出器（携

行型））のパラメータを計測する可搬

型重要計器は，設計基準対象の施設の

計測制御設備と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがない

ように，設計基準対象の施設の計測制

御設備が設置される建屋から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した外部保管エリア

に保管するとともに，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋にも保管することで位置

的分散を図る。使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内に保管する場合は設計基準対

象の施設の計測制御設備が設置される

場所と異なる場所に保管することで位

置的分散を図る。④-5 

 

計装設備の可搬型計測ユニット，可搬

型監視ユニット，可搬型空冷ユニッ

ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮

機，けん引車，燃料貯蔵プール等水位

（電波式，エアパージ式），燃料貯蔵

プール等水温（測温抵抗体），代替注

水設備流量，スプレイ設備流量，燃料

貯蔵プール等空間線量率（半導体検出

器（パラメータ伝送型）），燃料貯蔵

プール等状態（監視カメラ）のパラメ

ータを計測する可搬型重要計器は，設

計基準対象の施設の計測制御設備と共

通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を設計

基準対象の施設の計測制御設備が設置

される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散

して保管することで位置的分散を図

る。④-6 

 

屋外に保管するけん引車は，竜巻に

より飛来物とならないよう必要に応じ

て固縛等の措置をとることで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬型

重要代替計器は，重大事故等の対処に必

要なパラメータを計測するために必要な

計測範囲を有する設計とする。保有数

は，必要数を確保するとともに，予備と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-5（P31 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-6（P31 から） 

 

 

 

 

 

⑤-4（P32 から） 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため

「設計とする」に修正。 

（以下同じ） 

【「等」の解説 】 

「固縛等」とは設備を固

定する手段の総称として

示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㉗(P31)から 

㉘(P32)から 

⑱(P32)から 
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及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップを必要数以上確保する設計と

する。【⑥-5】また，可搬型空冷ユニ

ットＡ～Ｅ，可搬型計測ユニット，可

搬型監視ユニット，可搬型計測ユニッ

ト用空気圧縮機及びけん引車の保有数

は，それぞれ必要数として１台，予備

として故障時及び待機除外時のバック

アップを２台の合計３台確保する設計

とする。①-36 

 

 

 

計測制御設備の燃料貯蔵プール等空

間線量率及び燃料貯蔵プール等状態

（監視カメラ）を計測する可搬型重要

計器は，可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット，可搬型空冷ユニット及

び可搬型計測ユニット用空気圧縮機に

より冷却した圧縮空気を供給すること

で使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環

境温度，湿度を考慮しても重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。⑦-9,38 

 

計測制御設備の可搬型重要計器（燃

料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール

等水温，燃料貯蔵プール等空間線量率

のパラメータを計測する可搬型重要計

器）は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる第 1保管庫・貯水所，第 2

保管庫・貯水所及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風）等

により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

⑦-10,38 

 

計測制御設備の可搬型重要計器（代

替注水設備流量，スプレイ設備流量，

燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）

のパラメータを計測する可搬型重要計

器）は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる第 1保管庫・貯水所及び第 2

保管庫・貯水所に保管し，風（台風）

等により重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。⑦-

11,38 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる計測制御設備の可搬型重要

計器は，地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計に基づく設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の燃料貯蔵プール等空間線量

率及び燃料貯蔵プール等状態（監視カ

メラ）を計測する可搬型重要計器は，

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニ

ット，可搬型空冷ユニット及び可搬型

計測ユニット用空気圧縮機により冷却

した圧縮空気を供給することで使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，

湿度を考慮しても機能を損なわない設

計とする。⑦-9 

 

 

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯

蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等空間線量率，代

替注水設備流量，スプレイ設備流量，

燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）

のパラメータを計測する可搬型重要計

器を含む。）及び可搬型重要代替計器

は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制

御建屋，第１保管庫・貯水所，第２保

管庫・貯水所及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。 

⑦-10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して故障時及び保守点検による待機除外

時のバックアップを必要数以上確保す

る。⑥-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に

対処に用いる計装設備の可搬型重要

計器及び可搬型重要代替計器は，

「1.7.18(５)地震を要因とする重大

重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータは，炉心損傷防止

対策及び格納容器破損防止対策等を成功

させるために必要な発電用原子炉施設の

状態を把握するためのパラメータとし，

計測する装置は「表 1 核燃料物質の取

扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト」

の「使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び

漏えいを監視する装置」に示す重大事故

等対処設備の他，使用済燃料プール監視

カメラ（個数 1）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-5（P32 から） 

 

 

 

 

 

 

 

①-36（P39 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-9（P33 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-10（P33 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-11（P33 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理ともに仕様表対象

設備は主要設備リストの中で示す

方針，基本設計方針対象設備は基

本設計方針の中で仕様を示す方針

は同様であるが，再処理施設で

は，重大事故等対処設備の個数の

設計方針として各 SA 設備条文に

展開することと整理しているた

め，個数は本頁に記載する。 

また，「使用済燃料プール監視カ

メラ」については，「①-24」に

て記載している。 

⑪(P24)から 

【許可からの変更点】 

可搬型空冷ユニット

Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ,Ｅ，可搬

型計測ユニット，可搬

型監視ユニット，可搬

型計測ユニット用空気

圧縮機及びけん引車に

ついて，それぞれ数量

が同様であるため，記

載を統一した。 
 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㉙(P33)から 

⑳(P33)から 

㉑(P34)から 
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とすることで重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。⑦-

12,38 

 

計測制御設備の可搬型重要計器（燃

料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール

等水温，燃料貯蔵プール等空間線量率

のパラメータを計測する可搬型重要計

器を含む。）は，溢水量及び化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けない

高さへの保管，被水防護及び被液防護

する設計とする。⑦-13,38 

 

計測制御設備の可搬型重要計器は，

内部発生飛散物の影響を考慮し，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋及び外部保管

エリアの内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計する。⑦-14,38 

 

 

 

 

計測制御設備の可搬型重要計器は，

想定される重大事故等が発生した場合

においても操作に支障がないように，

線量率の高くなるおそれの少ない場所

を選定することで操作可能な設計とす

る。⑦-16,38 

 

 

計測制御設備の可搬型重要計器と情

報把握計装設備又はその他の重大事故

等対処設備との接続は，ネジ接続，コ

ネクタ接続又はより簡便な接続方式を

用いる設計とする。⑧-3 

 

 

 

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料

貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等

水温，代替注水設備流量，スプレイ設

備流量，燃料貯蔵プール等空間線量

率，燃料貯蔵プール等状態（監視カメ

ラ）のパラメータを計測する可搬型重

要計器），可搬型重要代替計器及び可

搬型計測ユニット，可搬型監視ユニッ

ト，可搬型空冷ユニット，可搬型計測

ユニット用空気圧縮機は，通常時にお

いて，重大事故等への対処に必要な機

 

 

 

 

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵

プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパ

ラメータを計測する可搬型重要計器を

含む。）及び可搬型重要代替計器は，

溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被

水防護及び被液防護する設計とする。

⑦-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵

プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，代替注水設備流量，スプレイ設備

流量，燃料貯蔵プール等空間線量率，

燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）

のパラメータを計測する可搬型重要計

器を含む。），可搬型重要代替計器及

び可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬型

計測ユニット用空気圧縮機は，模擬入

力による機能，性能の確認及び校正並

事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を

損なわない設計とする。⑦-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液

ガラス固化建屋，制御建屋，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋及び外部保管

エリアの内部発生飛散物の影響を受

けない場所に保管することにより，

機能を損なわない設計する。⑦-14 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器は，想定される重

大事故等が発生した場合においても

操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所を選定

することで操作可能な設計とする。

⑦-16 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器と

「6.2.5.4.1(１) i) 情報把握計装

設備」，「6.2.5.4.2(１) i) 情報

把握計装設備」又はその他の重大事

故等対処設備との接続は，ネジ接

続，コネクタ接続又はより簡便な接

続方式を用いる設計とする。⑧-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-12（P34 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-13（P34 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

⑦-14（P34 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-16（P35 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

⑧-3（P35 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㉚(P34)から 

㉑(P34)から 

㉒(P35)から 

㉓(P35)から 

㉔(P35)から 
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能を確認するため，模擬入力による機

能，性能の確認及び校正並びに外観の

確認が可能な設計とする。また，当該

機能を健全に維持するため，取替え，

保修等が可能な設計とする。⑨-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

びに外観の確認が可能な設計とする。

⑨-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 再処理施設への故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムが

発生した場合において必要な情報を

把握し記録する設備の設計方針 

再処理施設は，再処理施設への故

意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合におい

て，中央制御室及び緊急時対策所で

必要な情報を把握するために，重大

事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを把握する設

備及び再処理施設への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズム

が発生した場合において必要な情報

を把握し記録する設備を設ける設計

とする。②-1 

 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備及び再処理施設への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合において必要

な情報を把握し記録する設備は，共

通要因によって中央制御室と緊急時

対策所が同時に必要な情報を把握し

記録する機能が損なわれない設計と

する。③-1 

 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備は，再処理施設への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合においても当

該事象に対処するために把握するこ

とが必要なパラメータを計測する設

計とする。◇1  

 

再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合において必要な情報を把

握し記録する設備は，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１) 計測制御

装置」の監視制御盤，安全系監視制

御盤及び情報把握計装設備，

「9.16.2.4(２)ｅ．緊急時対策建屋

情報把握設備」のデータ収集装置，

データ表示装置，情報収集装置及び

情報表示装置を兼用する設計とす

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-4（P35 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1（P37 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-1（P37 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

置する設計とする」に修

正。 

㉛(P37)へ 
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再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合の必要な情報の把握及び

記録は，重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータ

を把握する設備,「6.2.5.4.1(１) 

計測制御装置」，「6.2.5.4.2(１) 

計測制御装置」の監視制御盤，安全

系監視制御盤及び情報把握計装設

備，「9.16.2.4(２)ｅ．緊急時対策

建屋情報把握設備」のデータ収集装

置，データ表示装置，情報収集装置

及び情報表示装置が有する監視及び

記録機能を使用することで，再処理

施設への故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムが発生した場

合においても必要な情報として把握

するパラメータの把握及び記録が中

央制御室及び緊急時対策所において

可能な設計とする。◇4  

 

中央制御室及び緊急時対策所へ伝

送するパラメータは，第 6.2.1－１

表に示す。◇5  
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計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，設計基準対象の施

設の計測制御設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれが

ないように，故障時バックアップを含

めて必要な数量を設計基準対象の施設

の計測制御設備が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の

外部保管エリアに分散して保管するこ

とで位置的分散を図る。または，設計

基準対象の施設の計測制御設備が設置

される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管すると

ともに，前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及

び制御建屋にも保管することで位置的

分散を図る。前処理建屋，分離建屋，

(４)  重大事故等対処施設に関する設

計方針 

ａ．多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18 

(１)ａ．多様性，位置的分散」に示

す。◇1  

計装設備の重要代替監視パラメータ

は，重要監視パラメータと共通要因

によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，異なる物理量

の計測又は計測方式により換算表等

を用いて推定することで，重要監視

パラメータに対して可能な限り多様

性を有する設計とする。④-1 

 

計装設備の重要代替監視パラメータ

は，重要監視パラメータと共通要因

によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，重要監視パラ

メータを計測する箇所と異なる箇所

で計測することにより，重要監視パ

ラメータと可能な限り位置的分散を

図る設計とする。④-2 

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計装設備の常設重要

計器及び常設重要代替計器は，地震

等により機能が損なわれる場合，代

替設備による機能の確保により機能

を維持する設計とする。④-13 

また，必要に応じて関連する工程を

停止する等の手順を整備する。◇3  

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，設計基準対象の

施設の計測制御設備と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるお

それがないように，故障時バックア

ップを含めて必要な数量を設計基準

対象の施設の計測制御設備が設置さ

れる建屋から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した複数の外部保管エリアに

分散して保管することで位置的分散

を図る。または，設計基準対象の施

設の計測制御設備が設置される建屋

から 100ｍ以上の離隔距離を確保し

た外部保管エリアに保管するととも

に，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋

及び制御建屋にも保管することで位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-1（P18 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-2（P18 へ） 

 

 

 

 

 

 

④－13（P18 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に記載

した「換算表等」は，推定

手段の多段的な展開方針を

示したものであり，現在の

設計に基づく推定手段と整

合を図る。 

⑮(P18)へ 

⑯(P18)へ 
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精製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋及び制御建屋内に保管する場合は設

計基準対象の施設の計測制御設備が設

置される場所と異なる場所に保管する

ことで位置的分散を図る。④-4 

 

 

 

計装設備の燃料貯蔵プール等水位

（超音波式，メジャー），燃料貯蔵プ

ール等水温（サーミスタ）及び燃料貯

蔵プール等空間線量率（半導体検出器

（携行型））のパラメータを計測する

可搬型重要計器は，設計基準対象の施

設の計測制御設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれが

ないように，設計基準対象の施設の計

測制御設備が設置される建屋から 100ｍ

以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋にも保管することで

位置的分散を図る。使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内に保管する場合は設計

基準対象の施設の計測制御設備が設置

される場所と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る。④-5 

 

 

計装設備の可搬型計測ユニット，可

搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニッ

ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮

機，けん引車，燃料貯蔵プール等水位

（電波式，エアパージ式），燃料貯蔵

プール等水温（測温抵抗体），代替注

水設備流量，スプレイ設備流量，燃料

貯蔵プール等空間線量率（半導体検出

器（パラメータ伝送型）），燃料貯蔵

プール等状態（監視カメラ）のパラメ

ータを計測する可搬型重要計器は，設

計基準対象の施設の計測制御設備と共

通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を設計

基準対象の施設の計測制御設備が設置

される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散

して保管することで位置的分散を図

る。④-6 

 

 

置的分散を図る。前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋及び制御建屋内に保管

する場合は設計基準対象の施設の計

測制御設備が設置される場所と異な

る場所に保管することで位置的分散

を図る。◇1  

 

計装設備の燃料貯蔵プール等水位

（超音波式，メジャー），燃料貯蔵

プール等水温（サーミスタ）及び燃

料貯蔵プール等空間線量率（半導体

検出器（携行型））のパラメータを

計測する可搬型重要計器は，設計基

準対象の施設の計測制御設備と共通

要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，設計基

準対象の施設の計測制御設備が設置

される建屋から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管

するとともに，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋にも保管することで位置的

分散を図る。使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内に保管する場合は設計基準

対象の施設の計測制御設備が設置さ

れる場所と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る。◇1  

 

計装設備の可搬型計測ユニット，可

搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニ

ット，可搬型計測ユニット用空気圧

縮機，けん引車，燃料貯蔵プール等

水位（電波式，エアパージ式），燃

料貯蔵プール等水温（測温抵抗

体），代替注水設備流量，スプレイ

設備流量，燃料貯蔵プール等空間線

量率（半導体検出器（パラメータ伝

送型）），燃料貯蔵プール等状態

（監視カメラ）のパラメータを計測

する可搬型重要計器は，設計基準対

象の施設の計測制御設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を設計

基準対象の施設の計測制御設備が設

置される建屋から 100ｍ以上の離隔

距離を確保した複数の外部保管エリ

アに分散して保管することで位置的

分散を図る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-4（P18 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-5（P25 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-6（P25 へ） 

 

 

㉗(P25)へ 
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計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で

重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。⑤-3 

 

屋外に保管するけん引車は，竜巻に

より飛来物とならないよう必要に応じ

て固縛等の措置をとることで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．悪影響防止 

   基本方針については，「1.7.18 

(１)ｂ．悪影響防止」に示す。◇1  

   計装設備の常設重要計器及び常設

重要代替計器は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同様に重

大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。◇1  

 

屋外に保管するけん引車は，竜巻

により飛来物とならないよう必要に

応じて固縛等の措置をとることで他

の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。◇1  

 

 ｃ．個数・容量 

   基本方針については，「1.7.18 

(２)個数及び容量」に示す。◇1  

計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器の一部は，重大事故等の

対処に必要なパラメータを計測する

ために必要な計測範囲を有する設計

とする。また，設計基準対象の施設

の計測制御設備が計測範囲を超過し

た場合は，可搬型重要計器又は可搬

型重要代替計器にて必要なパラメー

タを計測する設計とする。⑥-2 

 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，重大事故等の対

処に必要なパラメータを計測するた

めに必要な計測範囲を有する設計と

する。保有数は，必要数を確保する

とともに，予備として故障時及び保

守点検による待機除外時のバックア

ップを必要数以上確保する。 

⑥-3,5 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する計装

設備の可搬型重要計器は，再処理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処するこ

とを考慮した計測範囲及び個数を有

することで，共用によって重大事故

等時の対処に影響を及ぼさない設計

とする。保有数は，必要数を確保す

るとともに，予備として故障時及び

保守点検による待機除外時のバック

アップを必要数以上確保する。 

⑥-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-3（P18 へ） 

 

 

 

 

 

 

⑤-4（P25 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-2（P19 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-3（P19 へ） 

⑥-5（P26 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-4（P19 へ） 

【許可からの変更点】 

対象設備について明確化

した。 

⑰(P32)から 

㉘(P25)へ 

⑱(P19，26)へ 
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計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，外部からの衝撃による

損傷を防止できる前処理建屋及び精製

建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の燃料貯蔵プール等空間線

量率及び燃料貯蔵プール等状態（監視

カメラ）を計測する可搬型重要計器

は，可搬型計測ユニット，可搬型監視

ユニット，可搬型空冷ユニット及び可

搬型計測ユニット用空気圧縮機により

冷却した圧縮空気を供給することで使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温

度，湿度を考慮しても機能を損なわな

い設計とする。⑦-9 

 

 

 

 

 

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯

蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等空間線量率，代

替注水設備流量，スプレイ設備流量，

燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）

のパラメータを計測する可搬型重要計

器を含む。）及び可搬型重要代替計器

は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制

御建屋，第１保管庫・貯水所，第２保

管庫・貯水所及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。 

⑦-4,10,11 

 

 ｄ．環境条件等 

   基本方針については，「1.7.18 

(３)ａ．環境条件」に示す。◇1  

計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋及び

精製建屋に設置し，風（台風）等に

より機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計装設備の常設重要

計器及び常設重要代替計器は，地震

等により機能が損なわれる場合，代

替設備による機能の確保により機能

を維持する設計とする。◇1  

また，必要に応じて関連する工程を

停止する等の手順を整備する。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，溢水量及び化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けな

い高さへの設置，被水防護及び被液

防護する設計とする。◇1  

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる前処理建屋

及び精製建屋に保管し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

計装設備の燃料貯蔵プール等水位，

燃料貯蔵プール等水温及び燃料貯蔵

プール等空間線量率のパラメータを

計測する可搬型重要計器は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所に保管し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-1（P19 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-9（P26 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-4（P20 へ） 

⑦-10（P26 へ） 

⑲(P19)へ 

㉙(P26)へ 

⑳(P20，26)へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯

蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパ

ラメータを計測する可搬型重要計器を

含む。）及び可搬型重要代替計器は，

溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被

水防護及び被液防護する設計とする。

⑦-13 

 

 

 

 

 

 

計装設備の代替注水設備流量，スプ

レイ設備流量及び燃料貯蔵プール等

状態（監視カメラ）のパラメータを

計測する可搬型重要計器は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる第

１保管庫・貯水所及び第２保管庫・

貯水所に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

 

計装設備の燃料貯蔵プール等空間線

量率及び燃料貯蔵プール等状態（監

視カメラ）を計測する可搬型重要計

器は，可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット，可搬型空冷ユニット

及び可搬型計測ユニット用空気圧縮

機により冷却した圧縮空気を供給す

ることで使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋内の環境温度，湿度を考慮しても

機能を損なわない設計とする。◇1  

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる計装設備の可搬型重要計

器及び可搬型重要代替計器は，

「1.7.18(５)地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を

損なわない設計とする。⑦-5,12 

 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，溢水量及び化学

薬品の漏えい量を考慮し，影響を受

けない高さへの保管，被水防護及び

被液防護する設計とする。⑦-6 

計装設備の燃料貯蔵プール等水位，

燃料貯蔵プール等水温，燃料貯蔵プ

ール等空間線量率のパラメータを計

測する可搬型重要計器は，溢水量及

び化学薬品の漏えい量を考慮し，影

響を受けない高さへの保管，被水防

護及び被液防護する設計とする。◇1  

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，内部発生飛散物

の影響を考慮し，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋，制御建屋，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋及び外部保管エ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-11（P26 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-5（P20 へ） 

⑦-12（P26 へ） 

 

 

 

 

 

 

⑦-6（P20 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-13（P27 へ） 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重

大事故等に対処する可搬型重要代

替計器は無いため，基本設計方針

に記載しない。 

㉑(P20，26)へ 

㉑(P20，27)へ 

㉚(P27)へ 
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可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬型

計測ユニット用空気圧縮機及びけん引

車は，積雪及び火山の影響に対して，

積雪に対しては除雪する手順を，火山

の影響（降下火砕物による積載荷重）

に対しては除灰及び屋内へ配備する手

順を整備する。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，再処理施設の運転中又

は停止中に，模擬入力による機能，性

能の確認及び校正並びに外観の確認が

可能な設計とする。⑨-1 

 

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵

リアの内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計する。⑦-7,14 

 

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬

型計測ユニット用空気圧縮機及びけ

ん引車は，積雪及び火山の影響に対

して，積雪に対しては除雪する手順

を，火山の影響（降下火砕物による

積載荷重）に対しては除灰及び屋内

へ配備する手順を整備する。◇3  

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操

作に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない場所を選定す

ることで操作可能な設計とする。 

⑦-8,16 

 ｅ．操作性の確保 

   基本方針については，「1.7.18 

(４)ａ．操作性の確保」に示す。◇1  

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器と「6.2.5.4.1(１) 

i) 情報把握計装設備」，

「6.2.5.4.2(１) i) 情報把握計装

設備」又はその他の重大事故等対処

設備との接続は，ネジ接続，コネク

タ接続又はより簡便な接続方式を用

いる設計とする。⑧-1,3 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器と計装配管は，容易

かつ確実に接続でき，かつ，複数の

計装配管と相互に使用することがで

きるよう，口径並びに内部流体の圧

力及び温度に応じた簡便な接続方式

を用いる設計とする。⑧-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-7（P20 へ） 

⑦-14（P27 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-8（P20 へ） 

⑦-16（P27 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-1（P20 へ） 

⑧-3（P27 へ） 

 

 

 

 

 

⑧-2（P21 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-1（P21 へ） 

 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書では，

冷却水，掃気用圧縮空気の

供給に兼用する計装配管へ

の考慮事項としての記載の

み，操作性に対する設計方

針として整合を図る。 

㉒(P20，27)へ 

㉓(P21，27)へ 

㉔(P21，27)へ 
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プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，代替注水設備流量，スプレイ設備

流量，燃料貯蔵プール等空間線量率，

燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）

のパラメータを計測する可搬型重要計

器を含む。），可搬型重要代替計器及

び可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬型

計測ユニット用空気圧縮機は，模擬入

力による機能，性能の確認及び校正並

びに外観の確認が可能な設計とする。

⑨-2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-2（P21 へ） 

⑨-1（P27 へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
２ 再処理施設には、再処理

施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズム

が発生した場合においても必

要な情報を把握できる設備が

設けられていなければならな

い。② 

 

３ 前項の設備は、共通要因

によって制御室と同時にその

機能が損なわれないものでな

ければならない。③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発生

した場合において必要な情報を把握し

記録する設備の設計方針 

再処理施設は，再処理施設への故意

による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合において，中央

制御室及び緊急時対策所で必要な情報

を把握するために，重大事故等に対処

するために監視することが必要なパラ

メータを把握する設備及び再処理施設

への故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムが発生した場合におい

て必要な情報を把握し記録する設備を

設置する設計とする。②-1,1-1 

 

 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握する

設備及び再処理施設への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムが

発生した場合において必要な情報を把

握し記録する設備は，共通要因によっ

て中央制御室と緊急時対策所が同時に

必要な情報を把握し記録する機能が損

なわれない設計とする。③-1,1-1,1-2 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータは，再処理施設への故意

による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合においても，当

該事象に対処するために把握すること

が必要なパラメータとして計測する設

計とする。②-2 

 

再処理施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生し

た場合において必要なパラメータを把

握し記録する設備として，常設重要計

器，常設重要代替計器，可搬型重要計

器及び可搬型重要代替計器を使用する

とともに，第 2章 個別項目の「4.3 

制御室」の「4.3.1 計測制御装置」の

情報把握計装設備，監視制御盤，安全

系監視制御盤及び「7.3.9 緊急時対策

所」の「7.3.9.4 緊急時対策建屋情報

把握設備」の情報収集装置，情報表示

装置，データ収集装置，データ表示装

置を再処理施設への故意による大型航

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備は，再処理施設への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムが発生した場合においても必要な

情報を把握できる設計とする。②-1-1 

 

 

 

情報把握計装設備は，中央制御室及

び緊急時対策所に同様の情報を伝送す

ることにより，故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる共通

要因に対して，同時に必要な情報の把

握機能が損なわれない設計とする。③-

1-2 

また，当該設備は，共通要因によっ

て制御室と同時にその機能が損なわれ

るおそれのない設計とする。③-1-1 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータは，再処理施設への故意

による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合においても，当

該事象に対処するために把握すること

が必要なパラメータとして計測する設

計とする。②-2 

 

再処理施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生し

た場合において必要なパラメータを把

握し記録する設備として，常設重要計

器，常設重要代替計器，可搬型重要計

器及び可搬型重要代替計器を使用する

とともに，「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制

御装置」の情報把握計装設備，監視制

御盤，安全系監視制御盤及び「リ．

(４)(ⅸ)(ａ) 緊急時対策建屋情報把握

設備」の情報収集装置，情報表示装

置，データ収集装置，データ表示装置

を再処理施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生し

 

 

 

 

再処理施設は，再処理施設への故

意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合におい

て，中央制御室及び緊急時対策所で

必要な情報を把握するために，重大

事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを把握する設

備及び再処理施設への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズム

が発生した場合において必要な情報

を把握し記録する設備を設ける設計

とする。②-1 

 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備及び再処理施設への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合において必要

な情報を把握し記録する設備は，共

通要因によって中央制御室と緊急時

対策所が同時に必要な情報を把握し

記録する機能が損なわれない設計と

する。③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1（P28 から） 

②-1-1（P1 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-1（P28 から） 

③-1-1（P1 から） 

③-1-2（P58 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は技術基準規

則及び事業変更許可の記

載を踏襲し，再処理施設

への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリ

ズムが発生した場合にお

いて必要な情報を把握で

きる設備に関する設計方

針について記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は技術基準規則及び事

業変更許可の記載を踏襲し，再処

理施設への故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムが発生

した場合において必要な情報を把

握できる設備が共通要因によって

中央制御室と緊急時対策所が同時

に機能が損なわれない設計方針に

ついて記載した。 

⑬(P1)から 

㉛(P28)から 

㉛(P28)から ⑬(P1)から 

㉜(P58)から 
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空機の衝突その他のテロリズムが発生

した場合において必要な情報を把握し

監視並びに記録する設備として兼用す

る設計とする。②-3,3-1 

 

 

 

 

 

 

 

常設重要計器，常設重要代替計器，

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計

器により計測したパラメータは，第 2

章 個別項目の「4.3 制御室」の

「4.3.1 計測制御装置」の情報把握計

装設備，監視制御盤，安全系監視制御

盤及び「7.3.9 緊急時対策所」の

「7.3.9.4 緊急時対策建屋情報把握設

備」の情報収集装置，情報表示装置，

データ収集装置，データ表示装置に伝

送し，中央制御室及び緊急時対策所に

おいて必要な情報を共有することによ

り，共通要因によって中央制御室と緊

急時対策所が同時に必要な情報を把握

する機能が損なわれない設計とする。

③-2 

た場合において必要な情報を把握し記

録する設備として兼用する設計とす

る。②-3 

 

重大事故等が発生した場合，当該パ

ラメータは「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制

御装置」の情報把握計装設備，監視制

御盤及び安全系監視制御盤を監視並び

に記録する設備として兼用する設計と

する。②-3-1 
 

常設重要計器，常設重要代替計器，

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計

器により計測したパラメータは，

「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制御装置」の

情報把握計装設備，監視制御盤，安全

系監視制御盤及び「リ．(４)(ⅸ)(ａ) 

緊急時対策建屋情報把握設備」の情報

収集装置，情報表示装置，データ収集

装置，データ表示装置に伝送し，中央

制御室及び緊急時対策所において必要

な情報を共有することにより，共通要

因によって中央制御室と緊急時対策所

が同時に必要な情報を把握する機能が

損なわれない設計とする。③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-3-1（P6 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，再処

理施設への故意による大

型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場

合において必要な情報を

把握できる設備が共通要

因によって中央制御室と

緊急時対策所が同時に機

能が損なわれない設計方

針について記載した。 

⑭(P6)から 
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(イ) 主要な設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

 常設重要計器          

１ 式 

 常設重要代替計器        

１ 式 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 可搬型重要計器         

１ 式 

 可搬型重要代替計器       

１ 式 

可搬型空冷ユニットＡ      ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型空冷ユニットＢ      ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型空冷ユニットＣ      ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型空冷ユニットＤ      ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型空冷ユニットＥ      ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型計測ユニット       ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型監視ユニット       ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機 ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

けん引車            ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

①-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.3 主要設備及び仕様 

  計装設備の主要設備の仕様を第

6.2.1－４表に示す。◇1  

 

6.2.1.4 系統構成及び主要設備 

 (１) 系統構成 

再処理施設には，重大事故等が発生

した場合において，重大事故等に対

処するために監視することが必要な

パラメータ及び当該パラメータを推

定するために有効な情報を把握する

ために，重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータ

を把握する設備を重大事故等対処設

備として設置又は配備する。また，

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備のうち，設計基準対象の施設

と兼用する設備は，重大事故等対処

設備として位置付ける。◇1  

 

再処理施設には，再処理施設への故

意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合におい

て，中央制御室及び緊急時対策所で

必要な情報を把握するために，重大

事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを把握する設

備及び再処理施設への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズム

が発生した場合においても必要な情

報を把握し記録する設備を設置又は

配備する。◇1  

 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備は，臨界事故の拡大を防止す

るために必要な計装設備，冷却機能

の喪失による蒸発乾固に対処するた

めに必要な計装設備，放射線分解に

より発生する水素による爆発に対処

するために必要な計装設備，有機溶

媒等による火災又は爆発に対処する

ために必要な計装設備，使用済燃料

貯蔵槽の冷却等のために必要な計装

設備，工場等外への放射性物質等の

放出を抑制するために必要な計装設

備及び重大事故等への対処に必要と

なる水の供給に必要な計装設備で構

成する。また，各々の計装設備は，

常設重要計器，常設重要代替計器，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-36（P26 へ） 
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可搬型重要計器，可搬型重要代替計

器により構成する。◇4  

再処理施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生

した場合においても必要な情報を把

握し記録する設備は，重大事故等に

対処するために監視することが必要

なパラメータを把握する設備，

「6.2.5.4.1(１)  計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１) 計測制御

装置」の監視制御盤，安全系監視制

御盤及び情報把握計装設備，

「9.16.2.4(２) e.  緊急時対策

建屋情報把握設備」のデータ収集装

置，データ表示装置，情報収集装置

及び情報表示装置で構成する。◇1  

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備は，重大事故等の発生要因に

応じて，常設重要計器，可搬型重要

計器，常設重要代替計器又は可搬型

重要代替計器を用いて計測する。ま

た，可搬型重要計器及び可搬型重要

代替計器は，計測方式に応じて設計

基準対象の施設である計測制御設備

の計装配管に接続して計測する。◇1  

 

常設重要計器は，内的事象による安

全機能の喪失を要因とし，全交流動

力電源の喪失を伴わない重大事故等

が発生した場合において，重要監視

パラメータを計測する。◇1  

常設重要代替計器は，内的事象によ

る安全機能の喪失を要因とし，全交

流動力電源の喪失を伴わない重大事

故等が発生した場合において，重要

代替監視パラメータを計測する。◇1  

 

可搬型重要計器は，外的事象による

安全機能の喪失を要因として重大事

故等が発生した場合において，重要

監視パラメータを計測する。また，

可搬型重要計器は，内的事象による

安全機能の喪失を要因として重大事

故等が発生した場合においても，重

要監視パラメータを計測する。◇1  

可搬型重要代替計器は，外的事象に

よる安全機能の喪失を要因として重

大事故等が発生した場合において，

重要代替監視パラメータを計測す

る。また，可搬型重要代替計器は，
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内的事象による安全機能の喪失を要

因として重大事故等が発生した場合

においても，重要代替監視パラメー

タを計測する。◇1  

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備のうち常設重要計器及び常設

重要代替計器は，「9.2.2 重大事

故等対処施設」の一部である受電開

閉設備等から受電することにより，

重大事故等が発生した場合において

も計測可能である。◇4  

 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備のうち可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器の電源は，充電

池，乾電池，又は「6.2.5.4.1(１) 

計測制御装置」の情報把握計装設備

可搬型発電機，「9.2.2.4 代替電

源設備」の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型発電機，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型発電機，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

から給電する設計とする。前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋の可搬型重要

計器及び可搬型重要代替計器には，

各建屋の可搬型発電機から

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装置」

の前処理建屋可搬型情報収集装置，

分離建屋可搬型情報収集装置，精製

建屋可搬型情報収集装置，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情

報収集装置，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型情報収集装置を介して

給電する設計とする。使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋の可搬型重要計器に

は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機から可搬型計測

ユニットを介して電源を給電するこ

とにより，重大事故等が発生した場

合においても計測可能である。◇1  

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備のうち圧縮空気を必要とする

可搬型重要計器及び可搬型重要代替

計器は，可搬型重要計器及び可搬型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（42 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要代替計器に附属の計測用ボンベ

から必要な空気を供給又は

「9.3.2.1 代替安全圧縮空気系」

の可搬型空気圧縮機又は可搬型計測

ユニット用空気圧縮機から必要な圧

縮空気の供給を受けることにより，

重大事故等が発生した場合において

も計測可能である。◇1  

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備は，再処理施設への故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムが発生した場合においても当該

事象に対処するために把握すること

が必要なパラメータを計測する。◇1  

 

再処理施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生

した場合においても必要な情報を把

握し記録する設備は，外的事象及び

内的事象による安全機能の喪失を要

因とした場合に用いる重大事故等に

対処するために監視することが必要

なパラメータを把握する設備，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１)  計測制御

装置」の可搬型情報収集装置，情報

把握計装設備用屋内伝送系統及び建

屋間伝送用無線装置を用いて中央制

御室へ重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータを

把握する設備で計測したパラメータ

を伝送することにより，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１) 計測制御

装置」の監視制御盤，安全系監視制

御盤，可搬型情報収集装置及び可搬

型情報表示装置で監視及び記録でき

る。また，監視制御盤及び情報把握

計装設備から緊急時対策所へ重大事

故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータを把握する設備

で計測したパラメータを伝送するこ

とにより，「9.16.2.4(２)ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備」のデータ

収集装置，データ表示装置，情報収

集装置及び情報表示装置で監視及び

記録できる。◇4  

再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合においても必要な情報を
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把握し記録する設備は，中央制御室

及び緊急時対策所へ必要なパラメー

タを伝送し，かつ，監視及び記録す

ることから，共通要因によって中央

制御室と緊急時対策所において，同

時に必要な情報を把握する機能が損

なわれなるおそれは無い。◇1  

中央制御室及び緊急時対策所へ伝

送するパラメータは，第 6.2.1－１

表に示す。◇5  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備のうち，工場等外への放射

性物質等の放出を抑制するために必

要な計装設備及び重大事故等への対

処に必要となる水の供給に必要な計

装設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用する。◇4  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する工

場等外への放射性物質等の放出を抑

制するために必要な計装設備及び重

大事故等への対処に必要となる水の

供給に必要な計装設備は，再処理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処するこ

とを考慮し，対処に必要となる計測

範囲及び個数を確保するため，重大

事故時の対処に影響を及ぼすことは

ない。◇4  

 (２) 主要設備 

 ａ．重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備は，外的事象による安全機

能の喪失を要因として重大事故等が

発生した場合において，計器の故障

又は計測に必要な計器電源の喪失を

想定し，重要監視パラメータを可搬

型重要計器により計測する。また，

重要監視パラメータを計測する可搬

型重要計器の故障（計装配管が損傷

した場合を含む。）により，計測す

ることが困難となった場合は，重要

代替監視パラメータを可搬型重要代

替計器により計測する。◇1  

内的事象による安全機能の喪失を

要因とし全交流動力電源喪失及び直

流電源喪失により計器の電源が喪失

した場合は，外的事象による安全機
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能の喪失を要因として重大事故等が

発生した場合の設備を用いることに

より，重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測が可能で

ある。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし全交流動力電源

の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメ

ータを常設重要計器にて計測する。

設計基準対象の施設の計測制御設備

の計測範囲の超過により，重要監視

パラメータの計測が困難な場合は重

要監視パラメータを可搬型重要計器

にて計測する。◇4  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備は，再処理施設への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合においても当

該事象に対処するために把握するこ

とが必要なパラメータを計測する。

◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備のうち，常設重要計器及び

常設重要代替計器へ給電するための

設備として「9.2.2 重大事故等対

処施設」の一部である受電開閉設備

等を常設重大事故等対処設備として

位置付ける。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備のうち，可搬型重要計器及

び可搬型重要代替計器へ給電するた

めの設備として情報把握計装設備可

搬型発電機，「9.2.2.4 代替電源

設備」の前処理建屋可搬型発電機，

分離建屋可搬型発電機，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型発電機，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機を可搬

型重大事故等対処設備として配備す

る。◇1  

 

 (ａ) 臨界事故の拡大を防止するため

に必要な計装設備 

   臨界事故の拡大を防止するために
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必要な計装設備の常設重要計器及び

常設重要代替計器の一部は，常設重

大事故等対処設備として設置する。

◇4  

   臨界事故の拡大を防止するために

必要な計装設備の可搬型重要計器

は，可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。◇4  

   臨界事故の拡大を防止するために

必要な計装設備の常設重要計器及び

常設重要代替計器の一部は，常設重

大事故等対処設備として位置付け

る。◇4  

   主要な設備は以下のとおりとす

る。 

  ⅰ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇4  

［常設重大事故等対処設備］  

    常設重要計器 

    常設重要代替計器 

    安全圧縮空気系（9.3 圧縮空

気設備） 

    電気設備（9.2 電気設備） 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

    可搬型重要計器※１ 

※１：充電池及び乾電池を含む。 

 (ｂ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固

に対処するために必要な計装設備④ 

   冷却機能の喪失による蒸発乾固に

対処するために必要な計装設備の可

搬型重要計器及び可搬型重要代替計

器は，可搬型重大事故等対処設備と

して配備する。◇4  

   主要な設備は以下のとおりとす

る。 

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失

を要因とした重大事故等の発生時に

使用する設備◇4  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器※２ 

可搬型重要代替計器※２ 

    可搬型空気圧縮機（9.3.2.1 

代替安全圧縮空気系） 

   ※２：計器に附属の計測用ボン

ベ，計装配管，充電池及び乾電池を

含む。 

 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失
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を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇4  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

    可搬型重要計器※３ 

    可搬型重要代替計器※３ 

    可搬型空気圧縮機（9.3.2.1 

代替安全圧縮空気系） 

※３：計器に附属の計測用ボンベ，計装

配管，充電池及び乾電池を含む。 

 

 (ｃ) 放射線分解により発生する水素

による爆発に対処するために必要な

計装設備 

   放射線分解により発生する水素に

よる爆発に対処するために必要な計

装設備の可搬型重要計器及び可搬型

重要代替計器は，可搬型重大事故等

対処設備として配備する。◇4  

 

   放射線分解により発生する水素に

よる爆発に対処するために必要な計

装設備の可搬型重要計器のうち，可

搬型水素濃度計については，重大事

故時の環境条件における検出器への

影響及び系統構成を考慮し，冷却

器，吸着剤カラム，真空ポンプ，検

出器を搭載した可搬型計器として構

成する設計とする。◇4  

   冷却器は，計測する気体を検出器

の使用温度範囲に冷却する装置であ

る。◇4  

   吸着剤カラムは，計測する気体に

含まれる硝酸を吸着する装置であ

る。◇4  

   真空ポンプは，水素爆発の発生を

仮定する機器から，計測する気体を

吸引し，検出器に導く装置である。 

水素濃度の計測のために吸引した

気体は，系外への漏えいが発生しな

いよう，計測後は貯槽及び濃縮缶に

気体を排気することで，汚染の拡大

を低減できる設計とする。◇4  

   主要な設備は以下のとおりとす

る。 

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失

を要因とした重大事故等の発生時に

使用する設備◇4  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

    可搬型重要計器※４ 

可搬型重要代替計器※４ 

可搬型空気圧縮機（9.3.2.1 代替安全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（47 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮空気系） 

※４：充電池及び乾電池を含む。 

 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇4  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器※５ 

可搬型重要代替計器※５ 

可搬型空気圧縮機（9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系） 

※５：計装配管，充電池及び乾電池を含

む。 

 

 (ｄ) 有機溶媒等による火災又は爆発

に対処するために必要な計装設備 

   有機溶媒等による火災又は爆発に

対処するために必要な計装設備の常

設重要計器及び常設重要代替計器の

一部は，常設重大事故等対処設備と

して設置する。◇4  

   有機溶媒等による火災又は爆発に

対処するために必要な計装設備の常

設重要計器及び常設重要代替計器の

一部は，常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。◇4  

   主要な設備は以下のとおりとす

る。 

  ⅰ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇4  

   ［常設重大事故等対処設備］  

    常設重要計器 

常設重要代替計器 

安全圧縮空気系（9.3 圧縮空気設備） 

一般圧縮空気系（9.3 圧縮空気設備） 

電気設備（9.2 電気設備） 

 

 (ｅ) 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めに必要な計装設備 

   使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため

に必要な計装設備の可搬型重要計器

を，可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。◇4  

   使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため

に必要な計装設備の可搬型重要計器

のうち，可搬型燃料貯蔵プール等水

位計（エアパージ式），可搬型燃料

貯蔵プール等温度計（測温抵抗
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体），可搬型燃料貯蔵プール等状態

監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール

等空間線量率計（線量率計）は，崩

壊熱による使用済燃料貯蔵槽の水の

温度上昇及び沸騰による使用済燃料

貯蔵槽周辺の温度及び湿度の上昇を

考慮し，これらの影響を受けない使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋外の近傍

において監視可能な設計とする。◇4  

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋外の

近傍において監視するための設備と

して，可搬型計測ユニット用空気圧

縮機，可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット及び「9.2 電気設

備」の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機を配備する。 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機

は，可搬型燃料貯蔵プール等水位計

（エアパージ式）の計測に必要な圧

縮空気を供給するための設備であ

る。◇4  

可搬型計測ユニットは，可搬型計

測ユニット用空気圧縮機及び「9.2 

電気設備」の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機から供

給された電気及び圧縮空気を，可搬

型監視ユニットに分配する機能を有

する設備である。◇4  

可搬型監視ユニットは，可搬型燃

料貯蔵プール等水位計（エアパージ

式），可搬型燃料貯蔵プール等温度

計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵

プール等状態監視カメラ，可搬型燃

料貯蔵プール等空間線量率計（線量

率計）で計測した指示値の監視機能

を有する設備である。◇4  

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視

カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空

間線量率計（線量率計）は，計測方

式の特徴として検出器本体を使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置する

ことから，当該建屋内の温度，湿度

の影響から保護するため，当該検出

器に冷却空気を供給可能な設計とす

るとともに，冷却空気の製造，供給

機能を有する設備として可搬型空冷

ユニットを配備する。◇4  

可搬型空冷ユニットにて製造した

冷却空気は，当該ユニットから検出

器に供給する構成とする。◇4  
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可搬型空冷ユニットの動作に必要

な電源及び冷却空気源の圧縮空気

は，「9.2 電気設備」の使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機，可搬型計測ユニット用空気

圧縮機から可搬型計測ユニットを介

して供給する設計とする。◇4  

可搬型計測ユニット，可搬型監視

ユニット，可搬型空冷ユニット，可

搬型計測ユニット用空気圧縮機，及

び「9.2 電気設備」使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機は，けん引車にて設置場所までけ

ん引可能な設計とするとともに，け

ん引車を重大事故等対処設備として

配備する。①-32 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機

への燃料の補給は，「9.14 補機駆

動用燃料補給設備」の軽油貯蔵タン

クローリから燃料を補給可能な設計

とする。◇4  

けん引車への燃料の補給は，

「9.14 補機駆動用燃料補給設備」

の軽油貯槽から燃料を補給可能な設

計とする。◇4  

主要な設備は以下のとおりとする。 

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失

を要因とした重大事故等の発生時に

使用する設備◇4  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

    可搬型重要計器※６ 

可搬型監視ユニット 

可搬型計測ユニット 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

可搬型空冷ユニット 

けん引車 

   ［代替電源設備］ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機（9.2 電気設備） 

※６：充電池及び乾電池を含む。 

 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇4  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

    可搬型重要計器※７ 

可搬型計測ユニット 

可搬型監視ユニット 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

可搬型空冷ユニット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-32（P23 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

ける設計とする」に修正。 
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けん引車 

   ［代替電源設備］ 

    使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機（9.2 電気設

備） 

※７：充電池及び乾電池を含む。 

 

 (ｆ) 工場等外への放射性物質等の放

出を抑制するために必要な計装設備 

   工場等外への放射性物質等の放出

を抑制するために必要な計装設備の

可搬型重要計器は，可搬型重大事故

等対処設備として配備する。◇4  

   情報把握計装設備可搬型発電機へ

の燃料の補給は，「9.14 補機駆動

用燃料補給設備」の軽油貯蔵タンク

ローリから燃料を補給可能な設計と

する。◇4  

   主要な設備は以下のとおりとす

る。 

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失

を要因とした重大事故等の発生時に

使用する設備◇4  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

    可搬型重要計器※８ 

可搬型監視ユニット 

可搬型計測ユニット 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

可搬型空冷ユニット 

けん引車 

   ［代替電源設備］ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機（9.2 電気設備）◇4  

※８：計器に附属の計測用ボンベ，充電

池及び乾電池を含む。 

 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇4  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器※９ 

可搬型計測ユニット 

可搬型監視ユニット 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

可搬型空冷ユニット 

けん引車 

   ［代替電源設備］ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機（9.2 電気設備） 

※９：充電池及び乾電池を含む。 
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 (ｇ) 重大事故等への対処に必要とな

る水の供給に必要な計装設備 

   重大事故等への対処に必要となる

水の供給に必要な計装設備の可搬型

重要計器は，可搬型重大事故等対処

設備として配備する。◇4  

   情報把握計装設備可搬型発電機へ

の燃料の補給は，「9.14 補機駆動

用燃料補給設備」の軽油貯蔵タンク

ローリから燃料を補給可能な設計と

する。◇4  

   主要な設備は以下のとおりとす

る。 

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失

を要因とした重大事故等の発生時に

使用する設備◇4  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器※10 

   ［代替電源設備］ 

情報把握計装設備可搬型発電機

（6.2.5.4.1(１) i) 情報把握計装

設備） 

※10：充電池及び乾電池を含む。 

 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇4  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器※11 

［代替電源設備］ 

情報把握計装設備可搬型発電機

（6.2.5.4.1(１) i) 情報把握計装

設備）◇1  

※11：充電池及び乾電池を含む。 

 

   常設計器及び可搬型計器の機器配

置図を第 6.2.1－５図から第 6.2.1

－105 図に示す。◇5  

 

 ｂ．再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合においても必要な情報を

把握し記録する設備◇1  

   再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合においても必要な情報を

把握し記録する設備は，ａ．重大事

故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータを把握する設備
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及び「6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握

計装設備」，「6.2.5.4.2(１) ⅲ) 

情報把握計装設備」を用いることに

より，中央制御室及び緊急時対策所

へ必要なパラメータへの伝送，監視

及び記録ができる。◇4  

   再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合においても必要な情報を

把握し記録する設備は，重大事故等

に対処するために監視することが必

要なパラメータを把握する設備，

「6.2.5.4.1(１)  計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１)  計測制御

装置」を用いることにより，中央制

御室及び緊急時対策所へ必要なパラ

メータの伝送ができる。◇4  

   再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合においても必要な情報を

把握し記録する設備は，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１) 計測制御

装置」の監視制御盤，安全系監視制

御盤及び情報把握計装設備，

「9.16.2.4(２)ｅ．緊急時対策建屋

情報把握設備」のデータ収集装置，

データ表示装置，情報収集装置及び

情報表示装置を，再処理施設への故

意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合において

も必要な情報を把握し記録する設備

として兼用する。◇1  

   主要な設備は，以下のとおりとす

る。◇4  

  ［常設重大事故等対処設備］ 

   常設重要計器 

   常設重要代替計器 

安全圧縮空気系（9.3 圧縮空気設備） 

一般圧縮空気系（9.3 圧縮空気設備） 

電気設備（9.2 電気設備） 

監視制御盤（6.2.5.4.1(１)  計測制御

装置） 

安全系監視制御盤（6.2.5.4.1(１)  計

測制御装置） 

情報把握計装設備用屋内伝送系統

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備，6.2.5.4.2(１)ⅲ) 情報把握

計装設備） 

建屋間伝送用無線装置（6.2.5.4.1(１)

ⅲ) 情報把握計装設備，
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6.2.5.4.2(１)ⅲ) 情報把握計装設

備） 

情報収集装置（9.16.2.4(２)ｅ．緊急時

対策建屋情報把握設備） 

情報表示装置（9.16.2.4(２)ｅ．緊急時

対策建屋情報把握設備） 

データ収集装置（9.16.2.4(２)ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備） 

データ表示装置（9.16.2.4(２)ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備） 

直流電源設備（添付書類六 9.2 電気

設備） 

計測制御用交流電源設備（添付書類六 

9.2 電気設備） 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器※12 

可搬型重要代替計器※12 

可搬型計測ユニット 

可搬型監視ユニット 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

可搬型空冷ユニット 

けん引車 

前処理建屋可搬型情報収集装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

分離建屋可搬型情報収集装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

精製建屋可搬型情報収集装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置（6.2.5.4.1(１) 

ⅲ) 情報把握計装設備） 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報

収集装置（（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情

報把握計装設備） 

制御建屋可搬型情報収集装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報

収集装置（6.2.5.4.2(１) ) ⅲ) 情

報把握計装設備） 

制御建屋可搬型情報表示装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報

表示装置（6.2.5.4.2(１)  ⅲ) 情

報把握計装設備） 

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装
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設備） 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

情報把握計装設備可搬型発電機

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

前処理建屋可搬型発電機（9.2 電気設

備） 

分離建屋可搬型発電機（9.2 電気設

備） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型発電機（9.2 電気設備） 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電

機（9.2 電気設備） 

制御建屋可搬型発電機（9.2 電気設

備） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機（9.2 電気設備） 

可搬型空気圧縮機（9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系） 

※12：計器に附属の計測用ボンベ，計装

配管，充電池及び乾電池を含む。 

 

6.2.1.5 試験・検査 

  「1.7.18 (４) ｂ．試験・検査

性」に示す基本方針を踏まえ以下の

とおり設計する。◇1  

計装設備の常設重要計器及び常設

重要代替計器は，再処理施設の運転

中又は停止中に模擬入力による性能

確認及び校正並びに外観の確認が可

能な設計とする。◇1  

計装設備の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器は，再処理施設の

運転中又は停止中に模擬入力による

機能，性能の確認及び校正並びに外

観の確認が可能な設計とする。◇1  

 

計装設備の可搬型計測ユニット，

可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユ

ニット，可搬型計測ユニット用空気

圧縮機及び燃料貯蔵プール等水位，

燃料貯蔵プール等水温，代替注水設

備流量，スプレイ設備流量，燃料貯

蔵プール等空間線量率，燃料貯蔵プ

ール等状態（監視カメラ）のパラメ

ータを計測する可搬型重要計器は，

模擬入力による機能，性能の確認及

び校正並びに外観の確認が可能な設

計とする。◇1  
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ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｌ) 制御室等 

重大事故等が発生した場合において，

実施組織要員のマスクの着用及び交代要

員体制を考慮しなくとも，制御室にとど

まる実施組織要員及びＭＯＸ燃料加工施

設から中央制御室に移動する要員の実効

線量が７日間で100ｍＳｖを超えず，当

該重大事故等に対処するために適切な措

置が講じられるよう，実施組織要員が制

御室にとどまるために必要な居住性を確

保するための重大事故等対処施設を設け

る設計とする。□1  

重大事故等が発生した場合において，

制御室にとどまり必要な操作，監視及び

措置を行う実施組織要員がとどまるため

に必要な居住性を確保するための重大事

故等対処施設を設置及び保管する。 

制御室に必要な重大事故等対処設備

は，計測制御装置，制御室換気設備，制

御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室

環境測定設備及び制御室放射線計測設備

で構成する。□1  

計測制御装置，制御室換気設備，制御

室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環

境測定設備及び制御室放射線計測設備

は，設計基準事故及び重大事故等を考慮

した設計とする。□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5 制 御 室 

6.2.5.1 概 要 

各重大事故が発生した場合において，

制御室にて必要な操作及び措置を行う実

施組織要員がとどまるために必要な重大

事故等対処施設を配備又は位置付ける。 

制御室の居住性を確保するため，制御

室遮蔽設備並びに制御室換気設備の制御

建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設

重大事故等対処設備として位置付けると

ともに，制御室換気設備の代替制御建屋

中央制御室換気設備，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，制御室

照明設備，制御室環境測定設備及び制御

室放射線計測設備を可搬型重大事故等対

処設備として配備する。◇2  

制御室への汚染の持ち込みを防止する

ため，制御室に連絡する通路上に作業服

の着替え，防護具の着装及び脱装，汚染

検査並びに除染作業ができる区画（以下

「出入管理区画」という。）を設ける。 

重大事故等が発生した場合において，

制御室にて「6.2.1 計装設備」の重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを監視並びに記録するため，計測制御

装置を設ける。◇2  

計測制御装置は，監視制御盤及び安全

系監視制御盤を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。情報把握計装設備

は，常設重大事故等対処設備として設置

するとともに、可搬型重大事故等対処設

備として配備する。◇2  
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4.3 制御室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘ．計測制御系統施設の設備 

(４) その他の主要な事項 

(ⅰ) 制御室等 

中央制御室は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち， も厳

しい結果を与える全交流動力電源の喪失

を要因とする「冷却機能の喪失による蒸

発乾固」と「放射線分解により発生する

水素による爆発」の重畳において，実施

組織要員のマスクの着用及び交代要員体

制を考慮せず，制御室換気設備の代替制

御建屋中央制御室換気設備による外気取

入れにて換気を実施している状況下にお

いて評価し，中央制御室にとどまり必要

な操作及び措置を行う実施組織要員及び

ＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室に移

動する要員の実効線量が，７日間で100

ｍＳｖを超えない設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，各重大事故の有効性評価の

対象としている事象のうち， も厳しい

結果を与える臨界事故時において，実施

組織要員のマスクの着用及び交代要員体

制を考慮せず，制御室換気設備の代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備による外気取入れにて換気を実施して

いる状況下において評価し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまり必要な操作及び措置を行う実施組

織要員の実効線量が，７日間で100ｍＳ

ｖを超えない設計とする。□1  

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，実施組織要員が中央制御

室の外側から中央制御室に放射性物質に

よる汚染を持ち込むことを防止するた

め，出入管理建屋から中央制御室に連絡

する通路上又は制御建屋の外から中央制

御室に連絡する通路上に作業服の着替

え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画（以下

「出入管理区画」という。）を設ける設

計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の外側が放射性物質により汚染

したような状況下において，実施組織要

員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の外側から使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室に放射性物

質による汚染を持ち込むことを防止する

 

 

 

6.2.5.2 設計方針 

制御室は，各重大事故の有効性評価の

対象としている事象のうち， も厳しい

結果を与える事象の発生時において，実

施組織要員のマスクの着用及び交代要員

体制を考慮せず，中央制御室は代替制御

建屋中央制御室換気設備，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，代

替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備による外気取入れにて換気を実施

している状況下において評価し，制御室

にとどまり必要な操作及び措置を行う実

施組織要員の実効線量が，７日間で100

ｍＳｖを超えない設計とする。◇2  

実施組織要員が，制御室にとどまるた

めに必要な居住性を確保するための設備

は，制御室換気設備，制御室照明設備，

制御室環境測定設備及び制御室放射線計

測設備で構成する。◇2  

また，重大事故等が発生した場合にお

いて，制御室にて「6.2.1 計装設備」の

重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを監視並びに記録できる設計と

する。◇2  

重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを監視並びに記録できる設備

として計測制御装置を設ける設計とす

る。◇2  
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4.3.1 計測制御装置 

重大事故等が発生した場合におい

て，計測制御装置は，制御室におい

て，重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを監視並びに記録でき

る設計とする。①-38 

計測制御装置は，監視制御盤，安全

系監視制御盤及び情報把握計装設備で

構成する。①-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視制御盤は，内的事象による安全

機能の喪失を要因とし，全交流動力電

源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを監視

並びに記録するための設備であり，常

設重大事故等対処設備として位置付

け，重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを監視並びに記録する

設計とする。①-40 

ため，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の外

から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室に連絡する通路上に出入管理

区画を設ける設計とする。□1  

出入管理区画用資機材は，出入管理区

画を設置する場所の近傍に予備品を含め

必要数以上を配備する。□1  

制御室にとどまるために必要な居住性

を確保するための設備は，制御室換気設

備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，

制御室環境測定設備及び制御室放射線計

測設備で構成する。□1  

 

 

 

また，重大事故等が発生した場合にお

いて，制御室に重要監視パラメータ及び

重要代替監視パラメータを監視並びに記

録できる設備として計測制御装置を設け

る設計とする。□1  

 

（a） 計測制御装置 

重大事故等が発生した場合において，

計測制御装置は，制御室において，重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視並びに記録できる設計とす

る。①-38,45,53 

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

する。①-39,43,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視制御盤は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし，全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等が発生した場

合において，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録

するための設備であり，常設重大事故等

対処設備として位置付ける。①-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤は，

内的事象による安全機能の喪失を要因と

し，全交流動力電源の喪失を伴わない重

大事故等が発生した場合において，重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視並びに記録するための設備と

して，常設重大事故等対処設備に位置付

ける。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水

位，水素濃度等想定される重大事故等の

対応に必要となるパラメータは，計測又

は監視できる設計とする。また，計測結

果は中央制御室に指示又は表示し，記録

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-45（P60 へ） 

①-53（P68 へ） 

 

 

①-43（P60 へ） 

①-51（P68 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，設備

構成として記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，パラ

メータを監視並びに記録

できる設備に関する設計

方針として記載した。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「位置付

け，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並

びに記録する設計とする」に修

正。 

⑦(P9)から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともにパラメータの監視並びに記録するための設計方針は

同様であるが，再処理施設の重大事故対策手段に応じたパラメータを監視・記

録するため，設備構成が異なる。 

㉝(P60，68)へ 

62



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（58 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全系監視制御盤は，内的事象によ

る安全機能の喪失を要因とし，全交流

動力電源の喪失を伴わない重大事故等

が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータ

を監視するための設備であり，常設重

大事故等対処設備として位置付け，重

要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを監視する設計とする。 

①-41 

 

情報把握計装設備は，外的事象によ

る安全機能の喪失及び内的事象のうち

全交流動力電源の喪失を要因として重

大事故等が発生した場合，並びに内的

事象による安全機能の喪失を要因とし

て重大事故等が発生した場合におい

て，重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを監視並びに記録する

ための設備であり，可搬型重大事故等

対処設備として配備し，常設重大事故

等対処設備として設置する設計とす

る。①-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全系監視制御盤は，内的事象による

安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視する

ための設備であり，常設重大事故等対処

設備として位置付ける。①-41 

 

 

 

 

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録するための設備であり，

可搬型重大事故等対処設備として配備

し，常設重大事故等対処設備として設置

する。①-42 

 

情報把握計装設備は，常設重大事故等

対処設備である情報把握計装設備用屋内

伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可

搬型重大事故等対処設備である前処理建

屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集

装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示

装置及び情報把握計装設備可搬型発電機

で構成する。①-44,52 

 

情報把握計装設備は，中央制御室及び

緊急時対策所に同様の情報を伝送するこ

とにより，故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる共通要因に対

して，同時に必要な情報の把握機能が損

なわれない設計とする。③-1-2 
 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ） 

重大事故等対処設備」である受電開閉設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録する設備として，可搬型

重大事故等対処設備として配備し，常設

重大事故等対処設備として設置する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備は，制御室及び緊急

時対策所に同様の情報を伝送し，記録す

ることにより，故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる共通要因

に対して，同時に必要な情報の把握及び

記録機能が損なわれない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-44（P60 へ） 

①-52（P68 へ） 

 

 

 

 

 

③-1-2（P37 へ） 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，パラ

メータを監視できる設備

に関する設計方針につい

て記載した。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「位

置付け，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメ

ータを監視する設計とす

る」に修正。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，パラ

メータを監視並びに記録

できる設備に関する設計

方針について記載した。 

㉜(P37)へ 

【許可からの変更点】 

設工認の設計方針として記

載を適正化した。 

㉞(P60，68)へ 

㉟(P60)へ 
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備等から給電する設計とする。 

①-48,55 

情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機，「リ．（１）

（ⅰ）（ｂ）（ロ）１） 代替電源設

備」の一部である前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機及び使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機で構成する。①-58,59 

 

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処

理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬

型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機

から，精製建屋可搬型情報収集装置及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置はウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機から，制御建屋可搬型情報収集装

置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制

御建屋可搬型発電機から，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把

握計装設備可搬型発電機から，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置

及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置は使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機から「(３) 

(ⅱ) (ａ)計装設備」の可搬型計測ユニ

ットを介して給電する設計とする。 

①-49,56 

情報把握計装設備のうち，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情

報把握計装設備可搬型発電機は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。 

⑤-42-1 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処することを

考慮し，共用によって重大事故時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。 

⑤-42-2,⑥-42-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の一部は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御装置，制御室換気設備，制御

室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環

境測定設備及び制御室放射線計測設備

は，設計基準事故及び重大事故等を考慮

した設計とする。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-48（P60 へ） 

①-55（P68 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-58（P60 へ） 

①-59（P68 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-49（P61 へ） 

①-56（P68 へ） 

 

 

 

 

⑤42-1（P61へ） 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-42-2（P61 へ） 

⑥-42-2（P61へ） 

 

㉟(P60，61，68，69)へ 

㊱(61)へ 
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4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

 

中央制御室の計測制御装置は，監視

制御盤，安全系監視制御盤及び情報把

握計装設備で構成する。①-43,43-1, 

43-2 

情報把握計装設備は，常設重大事故

等対処設備である情報把握計装設備用

屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置，可搬型重大事故等対処設備である

前処理建屋可搬型情報収集装置，分離

建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可

搬型情報収集装置，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型情報収集装置，制御建屋可搬型情報

収集装置，第 1保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第 2保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報表示装置及び情報把握計装設備可搬

型発電機で構成する。①-44 

 

 

 

重大事故等が発生した場合におい

て，計測制御装置は，中央制御室にお

いて，重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを監視並びに記録で

きる設計とする。①-45 

 

情報把握計装設備の電源は，情報把

握計装設備可搬型発電機，第 2章 個別

項目の 7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 

代替電源設備」の前処理建屋可搬型発

電機，分離建屋可搬型発電機，制御建

屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機

で構成する。①-58 

 

 

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の

電源は，第 2章 個別項目の 7.1.1 電

気設備」の「7.1.1.1 受電開閉設備」

から給電する設計とする。①-48 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

する。①-43 

 

情報把握計装設備は，常設重大事故等

対処設備である情報把握計装設備用屋内

伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可

搬型重大事故等対処設備である前処理建

屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集

装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示

装置及び情報把握計装設備可搬型発電機

で構成する。①-44 

 

重大事故等が発生した場合において，

計測制御装置は，制御室において，重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視並びに記録できる設計とす

る。①-45 

 

情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機，「リ．（１）

（ⅰ）（ｂ）（ロ）１） 代替電源設

備」の一部である前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機及び使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機で構成する。①-58 

 

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ） 

重大事故等対処設備」である受電開閉設

備等から給電する設計とする。 

①-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水

位，水素濃度等想定される重大事故等の

対応に必要となるパラメータは，計測又

は監視できる設計とする。また，計測結

果は中央制御室に指示又は表示し，記録

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-43（P57 から） 

①-43-1（P92 から） 

①-43-2（P92 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-44（P58 から） 

 

 

 

 

 

 

 

①-45（P57 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－58（P59 から） 

 

 

 

 

 

 

 

①-48（P59 から） 

 

 

 

 

⑦(P9)から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともにパ

ラメータの監視並びに記録す

るための設計方針は同様であ

るが，再処理施設の重大事故

対策手段に応じたパラメータ

を監視・記録するため，設備

構成が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，設備

構成を明確にした。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，重大

事故等の発生要因に応じ

て対処に有効な電源設備

を使用することを記載し

た。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，中

央制御室及び使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋の制御室と

して記載しており，基本設

計方針において明確化を図

る。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，制

御建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の制御室とし

て記載しており，基本設計

方針において明確化を図

る。 

㉝(P57)から 

㉞(P58)から 

㉝(P57)から 

㉟P59)から 
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前処理建屋可搬型情報収集装置は前

処理建屋可搬型発電機から，分離建屋

可搬型情報収集装置は分離建屋可搬型

発電機から，精製建屋可搬型情報収集

装置及びウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置はウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機から，高レベル廃液ガラス固化建屋

可搬型情報収集装置は高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機から，制御

建屋可搬型情報収集装置及び制御建屋

可搬型情報表示装置は制御建屋可搬型

発電機から，第 1保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，第 2保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置は情報把握計装設

備可搬型発電機から給電する設計とす

る。①-49 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備のうち，情報把握

計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送

用無線装置及び制御建屋可搬型情報収

集装置である第1保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置及び情報把握計装設備

可搬型発電機は，MOX燃料加工施設と共

用する。⑤-42-1 

 

 

MOX 燃料加工施設と共用する情報把握計

装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用

無線装置及び制御建屋可搬型情報収集

装置である第 1保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第 2保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置及び情報把握計装設

備可搬型発電機は，再処理施設及び MOX

燃料加工施設における重大事故等対処

に同時に対処することを考慮し，共用

によって重大事故時の対処に影響を及

ぼさない設計とする。⑤-42-2, ⑥-42-

2 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処

理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬

型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機

から，精製建屋可搬型情報収集装置及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置はウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機から，制御建屋可搬型情報収集装

置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制

御建屋可搬型発電機から，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把

握計装設備可搬型発電機から，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置

及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置は使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機から「(３) 

(ⅱ) (ａ)計装設備」の可搬型計測ユニ

ットを介して給電する設計とする。 

①-49 

 

情報把握計装設備のうち，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情

報把握計装設備可搬型発電機は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。 

⑤-42-1 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処することを

考慮し，共用によって重大事故時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。 

⑤-42-2,⑥-42-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-49（P59 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-42-1（P59 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-42-2（P59から） 

⑥-42-2（P59 から） 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，重大

事故等の発生要因に応じ

て対処に有効な電源設備

を使用することを記載し

た。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

共用に関する設計方針

について記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

共用に関する設計方針

について記載した。 

【許可からの変更点】 

情報把握計装設備における

ＭＯＸ燃料加工施設との共

用の記載について，基本設

計方針において対象を明確

化した。 

㉟P59)から 

㊱(59)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計測制御装置の監視制

御盤は，自然現象，人為事象，溢水，

化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛

散物に対して代替設備による機能の確

保，関連する工程の停止等により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。④-5-1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，共通要因によって計測制御

装置の監視制御盤及び安全系監視制御

盤と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう計測制御装置の監視制御

盤及び安全系監視制御盤と独立した異

なる系統により当該機能に必要な系統

を構成することで，独立性を有する設

計とする。④-7 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，第 1保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び制御建屋可搬型情報表示装置は，情

報把握計装設備可搬型発電機及び第 2

章 個別項目の「7.1.1 電気設備」の

「7.1.1.9 代替電源設備」の前処理建

屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型発電機から電力を給電すること

で，電気設備の設計基準対象の施設か

らの給電で動作する監視制御盤及び安

全系監視制御盤に対して多様性を有す

る設計とする。④-8 

 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬

品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対

して代替設備による機能の確保，関連す

る工程の停止等により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とす

る。④-5-1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，計測制御装置の監視制御盤及び安

全系監視制御盤と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤と独立した異なる系統により

当該機能に必要な系統を構成すること

で，独立性を有する設計とする。 

④-7 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，情報把握計装設備可搬型発電機及び

「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１）代

替電源設備」の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機及び使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機から電力を給電することで，電気設備

の設計基準対象の施設からの給電で動作

する監視制御盤及び安全系監視制御盤に

対して多様性を有する設計とする。④-8 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-5-1（P73 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-7（P73 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-8（P74 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㊲(P73)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，第 1保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置は，共通

要因によって計測制御装置の監視制御

盤及び安全系監視制御盤と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップを含めて必要

な数量を計測制御装置の監視制御盤及

び安全系監視制御盤が設置される建屋

から 100m 以上の離隔距離を確保した複

数の外部保管エリアに分散して保管す

ることで，位置的分散を図る設計とす

る。④-9 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全

系監視制御盤は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同様の系統構

成で重大事故等対処設備として使用す

ることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。⑤-5 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，他の設備から独立して単独

で使用可能なことにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。⑤-6 

 

 

計測制御装置の監視制御盤は，重大

事故等時におけるパラメータを記録す

るために必要な保存容量を有する設計

とする。⑥-6 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，収集したパラメータを伝送

可能な容量を有する設計とするととも

に，動的機器の単一故障を考慮した予

備を含めた数量として前処理建屋に対

して１系統，分離建屋に対して 1系

統，精製建屋に対して 1系統，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋に対し

て 1系統，高レベル廃液ガラス固化建

屋に対して 1系統，制御建屋に対して

１系統の必要数 6系統に加え，予備を 6

系統，合計 12 系統以上を有する設計と

する。⑥-7,7-1,7-2 

 

 

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報表示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報表示装置は，計測制御装

置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を計測制御

装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤

が設置される建屋から100m以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで，位置的分散を図

る。④-9 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同様の系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。⑤-5 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用

屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置

は，他の設備から独立して単独で使用可

能なことにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。⑤-6 

 

 

計測制御装置の監視制御盤は，重大事

故等時におけるパラメータを記録するた

めに必要な保存容量を有する設計とす

る。⑥-6 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とするとともに，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた

数量として前処理建屋に対して１系統，

分離建屋に対して１系統，精製建屋に対

して１系統，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋に対して１系統，高レベル廃液

ガラス固化建屋に対して１系統，制御建

屋に対して１系統，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に対して１系統の必要数７系統

に加え，予備を７系統，合計14系統以上

を有する設計とする。⑥-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-9（P74 から） 

 

 

 

 

 

 

⑤-5（P78 から） 

 

 

 

 

 

⑤-6（P78 から） 

 

 

 

 

 

⑥-6（P80 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-7（P80 から） 

⑥-7-1（P92 から） 

⑥-7-2（P92 から） 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，

使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋を含めて記載してお

り，基本設計方針におい

て明確化を図った。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㊳(P74)から 

㊴(P74)から 

㊴(P80)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

第 1保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び第 2保管庫・貯水所可搬型情報

収集装置は，収集したパラメータを伝

送可能な容量を有する設計とする。 

⑥-10 

 

 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型

情報収集装置は，収集した重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータ

を電磁的に記録及び保存し，電源喪失

により保存した記録が失われないよう

にするとともに帳票として出力できる

設計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存で

きる容量を有する設計とする。⑥-11 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，第 1保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び制御建屋可搬型情報表示装置は，必

要なデータ量の伝送及び記録容量を有

する設計とし，保有数は，必要数とし

て重大事故等の対処に必要な個数をそ

れぞれ 1台有する設計とするととも

に，故障時バックアップを 1台の合計 2

台確保する設計とする。⑥-12,①-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情

報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装

置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情

報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

は，収集したパラメータを伝送可能な容

量を有する設計とする。⑥-10 

 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置は，収集した重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを電磁的に記録及び保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないよ

うにするとともに帳票として出力できる

設計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存でき

る容量を有する設計とする。⑥-11 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，必要なデータ量の伝送及び記録容量

を有する設計とし，は，必要数として重

大事故等の対処に必要な個数を有する設

計とするとともに，故障時バックアップ

を必要数以上確保する。⑥-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等の対応に必要となるパラメー

タは，安全パラメータ表示システム

（SPDS）のうち緊急時対策支援システム

伝送装置にて電磁的に記録，保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

とともに帳票が出力できる設計とする。

また，記録は必要な容量を保存できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-10（P80 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-11（P80 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-12（P81 から） 

①-57（P93 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

⑧(P9)から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともにパ

ラメータの監視並びに記録す

るための設計方針は同様であ

るが，再処理施設の重大事故

対策手段に応じた設備により

パラメータを監視・記録する

ため，設備構成が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大

事故等対処設備の個数

の設計方針として各 SA

設備条文に展開するこ

とと整理しているた

め，個数は本頁に記載

する。 

【許可からの変更点】 

前処理建屋可搬型情報収

集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋

可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型情報収集

装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収

集装置，制御建屋可搬型

情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収

集装置，第２保管庫・貯

水所可搬型情報収集装置

及び制御建屋可搬型情報

表示装置について，それ

ぞれの数量を基本設計方

針「⑥-12」で明確化し

た。 

㊵(P80)から 

㊶(P81)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備可搬型発電機は，重

大事故等に対処するために必要な電力

を確保するために必要な容量を有する

設計とし，保有数は，必要数として重

大事故等の対処に必要な個数を有する

設計とするとともに，故障時のバック

アップを必要数以上確保する設計とす

る。⑥-13 

 

 

MOX 燃料加工施設と共用する情報把握

計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送

用無線装置及び制御建屋可搬型情報収

集装置である第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，第２保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置及び情報把握計装

設備可搬型発電機は，再処理施設及び

MOX 燃料加工施設における重大事故等対

処に同時に対処することを考慮し，対

処に必要となるデータの伝送，記録容

量及び個数を確保することで，共用に

よって重大事故時の対処に影響を及ぼ

さない設計とする。⑤-6-1,⑥-14 

 

 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全

系監視制御盤は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる制御建屋に設置

し，風（台風）等により重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計

とする。⑦-18 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる情報把握計装設備の情報把

握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間

伝送用無線装置は，第 1章 共通項目の

「9.2 重大事故等対処設備」の

「9.2.7 地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震

設計に基づく設計とすることで，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。⑦-20 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備可搬型発電機は，重

大事故等に対処するために必要な電力を

確保するために必要な容量を有する設計

とし，保有数は，必要数として重大事故

等の対処に必要な個数を有する設計とす

るとともに，故障時のバックアップを必

要数以上確保する。⑥-13 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処することを

考慮し，対処に必要となるデータの伝

送，記録容量及び個数を確保すること

で，共用によって重大事故時の対処に影

響を及ぼさない設計とする。⑤-6-1,⑥-

14 

 

 

 

 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる制御建屋又は使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。

⑦-18 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

で，その機能を損なわない設計とする。

⑦-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-13（P81 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-6-1（P81 から） 

⑥-14（P81 から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-18（P84 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-20（P84 から） 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

情報把握計装設備におけ

る MOX 燃料加工施設との

共用の記載について，対

象を明確化した。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため

「設計とする」に修正。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㊶(P81)から 

㊷(P81)から 

㊸(P84)から 
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情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋及び制御建屋に設置し，

風（台風）等により重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑦-21 

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無

線装置は，風（台風），竜巻，積雪及

び火山の影響に対して，風（台風）及

び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降

下火砕物による積載荷重により重大事

故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。⑦-22 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学

薬品の漏えいを考慮し，影響を受けな

い位置への設置，被水防護及び被液防

護を講ずる設計とする。⑦-23 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，第 1保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置及び情報

把握計装設備可搬型発電機は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる第 1

保管庫・貯水所及び第 2保管庫・貯水

所に保管し，風（台風）等により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。⑦-24 

 

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる情報把握計装設備の前処理

建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可

搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情

報収集装置，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収

集装置，制御建屋可搬型情報収集装

置，第 1保管庫・貯水所可搬型情報収

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。⑦-21 

 

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線

装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火

山の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重により機能を損なわない

設計とする。⑦-22 

 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品

の漏えいを考慮し，影響を受けない位置

への設置，被水防護及び被液防護を講ず

る設計とする。⑦-23 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。⑦-24 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-21（P84 から） 

 

 

 

 

 

 

⑦-22（P85 から） 

 

 

 

 

 

 

⑦-23（P85 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-24（P85 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㊸(P84)から 

㊹(P85)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集装置，第 2保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置，制御建屋可搬型情報表示

装置及び情報把握計装設備可搬型発電

機は，第 1章 共通項目の「9.2 重大

事故等対処設備」の「9.2.7 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることで，

重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。⑦-25 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，第 1保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置及び情報

把握計装設備可搬型発電機は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない場所の選定

又は当該設備の設置場所への遮蔽の設

置等により当該設備の設置場所で操作

可能な設計とする。⑦-27 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

と情報把握計装設備用屋内伝送系統及

び建屋間伝送用無線装置との接続，制

御建屋可搬型情報表示装置との接続

は，コネクタ方式又はより簡便な接続

方式とし，現場での接続が容易に可能

な設計とする。⑧-4 

 

 

 

 

計測制御装置の監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備は，

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機は，

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで，その機

能を損なわない設計とする。⑦-25 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定又は

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。⑦-27 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報

把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間

伝送用無線装置との接続，制御建屋可搬

型情報表示装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置との接続は，

コネクタ方式又はより簡便な接続方式と

し，現場での接続が容易に可能な設計と

する。⑧-4 

 

 

計測制御装置の監視制御盤，安全系監

視制御盤及び情報把握計装設備は，再処

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-25（P85 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦－27（P86 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧－4（P91 から） 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説 】 

「設置等」については操

作性を確保するための線

量低減措置の総称として

示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㊺(P86)から 

㊻(P91)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常時において，重大事故等への対処

に必要な機能を確認するため，模擬入

力による機能，性能確認（表示）及び

外観確認が可能な設計とする。また，

当該機能を健全に維持するため，取替

え，保修等が可能な設計とする。⑨-3 

 

 

 

 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

の制御室の計測制御装置 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御

室の計測制御装置は，監視制御盤，安

全系監視制御盤及び情報把握計装設備

で構成する。①-51 

 

情報把握計装設備は，常設重大事故

等対処設備である情報把握計装設備用

屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置，可搬型重大事故等対処設備である

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置で構成す

る。①-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合におい

て，計測制御装置は，使用済燃料の受

入れ・貯蔵建屋の制御室において，重

要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを監視並びに記録できる設計

とする。①-53 

情報把握計装設備の電源は，情報把

握計装設備可搬型発電機，第 2章 個別

項目の 7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 

代替電源設備」の情報把握計装可搬型

発電機，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機で構成する。①-

59 

 

 

理施設の運転中又は停止中に，模擬入力

による機能，性能確認（表示）及び外観

確認が可能な設計とする。⑨-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

する。①-51 

 

 

情報把握計装設備は，常設重大事故等

対処設備である情報把握計装設備用屋内

伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可

搬型重大事故等対処設備である前処理建

屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集

装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示

装置及び情報把握計装設備可搬型発電機

で構成する。①-52 

 

重大事故等が発生した場合において，

計測制御装置は，制御室において，重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視並びに記録できる設計とす

る。①-53 

 

情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機，「リ．（１）

（ⅰ）（ｂ）（ロ）１） 代替電源設

備」の一部である前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機及び使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水

位，水素濃度等想定される重大事故等の

対応に必要となるパラメータは，計測又

は監視できる設計とする。また，計測結

果は中央制御室に指示又は表示し，記録

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨－3（P91 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-51（P57 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-52（P58 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-53（P57 から） 

 

 

 

 

 

①-59（P59 から） 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，設備

構成を明確にした。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，重大

事故等の発生要因に応じ

て対処に有効な電源設備

を使用することを記載し

た。 

⑦(P9)から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，中

央制御室及び使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋の制御室と

して記載しており，基本設

計方針において明確化を図

る。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，

中央制御室及び制御建屋

及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の制御室として

記載しており，基本設計

方針において明確化を図

った。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともにパラメ

ータの監視並びに記録するための

設計方針は同様であるが，再処理

施設の重大事故対策手段に応じた

パラメータを監視・記録するた

め，設備構成が異なる。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

 

㉝(P57)から 

㉞(P58)から 

㉝(P57)から 

㉟(P59)から 
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監視制御盤及び安全系監視制御盤の

電源は，第 2章 個別項目の 7.1.1 電

気設備」の「7.1.1.1 受電開閉設備」

から給電する設計とする。①-55 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋可搬型情報表示装置は使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機から第 2章 個別項目の「4.1 

計測制御設備」の可搬型計測ユニット

を介して給電する設計とする。①-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計測制御装置の監視制

御盤は，自然現象，人為事象，溢水，

化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛

散物に対して代替設備による機能の確

保，関連する工程の停止等により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。④-10-1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，共通要因によって計測制御

装置の監視制御盤及び安全系監視制御

盤と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう計測制御装置の監視制御

盤と独立した異なる系統により当該機

能に必要な系統を構成することで，独

立性を有する設計とする。④-10 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

機で構成する。①-59 

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ） 

重大事故等対処設備」である受電開閉設

備等から給電する設計とする。①-55 

 

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処

理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬

型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機

から，精製建屋可搬型情報収集装置及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置はウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機から，制御建屋可搬型情報収集装

置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制

御建屋可搬型発電機から，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把

握計装設備可搬型発電機から，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置

及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置は使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機から「(３) 

(ⅱ) (ａ)計装設備」の可搬型計測ユニ

ットを介して給電する設計とする。 

①-56 

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬

品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対

して代替設備による機能の確保，関連す

る工程の停止等により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とす

る。④-10-1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，計測制御装置の監視制御盤及び安

全系監視制御盤と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤と独立した異なる系統により

当該機能に必要な系統を構成すること

で，独立性を有する設計とする。④-10 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-55（P59 から） 

 

 

 

 

 

 

①－56（P59 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-10-1（P73 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-10（P73 から） 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㉟(P59)から 

㊲(P73)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置は，第 2章 個別項目の

7.1.1 電気設備」の「7.1.1.1 受電

開閉設備」の使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機から電力を

給電することで，電気設備の設計基準

対象の施設からの給電で動作する監視

制御盤及び安全系監視制御盤に対して

多様性を有する設計とする。④-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置は，共通要因によって計測

制御装置の監視制御盤及び安全系監視

制御盤と同時にその機能が損なわれる

おそれがないように，故障時バックア

ップを含めて必要な数量を計測制御装

置の監視制御盤が設置される建屋から

100m 以上の離隔距離を確保した複数の

外部保管エリアに分散して保管するこ

とで，位置的分散を図る設計とする。

④-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全

系監視制御盤は安全機能を有する施設

として使用する場合と同様の系統構成

で重大事故等対処設備として使用する

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。⑤-7 

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，情報把握計装設備可搬型発電機及び

「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１）代

替電源設備」の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機及び使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機から電力を給電することで，電気設備

の設計基準対象の施設からの給電で動作

する監視制御盤及び安全系監視制御盤に

対して多様性を有する設計とする。④-

11 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報表示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報表示装置は，計測制御装

置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を計測制御

装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤

が設置される建屋から100m以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで，位置的分散を図

る。④-12 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同様の系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。⑤-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-11（P74 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-12（P74 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-7（P78 から） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

㊲(P74)から 

㊳(P74)から 

㊴(P78)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，他の設備から独立して単独

で使用可能なことにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。⑤-8 

 

計測制御装置の監視制御盤は，重大

事故等時におけるパラメータを記録す

るために必要な保存容量を有する設計

とする。⑥-15-1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，収集したパラメータを伝送

可能な容量を有する設計とするととも

に，動的機器の単一故障を考慮した予

備を含めた数量として使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に対して１系統の必要数 1

系統に加え，予備を 1系統，合計 2系

統以上を有する設計とする。⑥-15,15-

2,15-3 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，

収集したパラメータを伝送可能な容量

を有する設計とする。⑥-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，

収集した重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータを電磁的に記録及

び保存し，電源喪失により保存した記

録が失われないようにするとともに帳

票として出力できる設計とする。ま

た，記録に必要な容量は，記録が必要

な期間に亘って保存できる容量を有す

る設計とする。⑥-17 

 

 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。⑤-8 

 

計測制御装置の監視制御盤は，重大事

故等時におけるパラメータを記録するた

めに必要な保存容量を有する設計とす

る。⑥-15-1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とするとともに，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた

数量として前処理建屋に対して１系統，

分離建屋に対して１系統，精製建屋に対

して１系統，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋に対して１系統，高レベル廃液

ガラス固化建屋に対して１系統，制御建

屋に対して１系統，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に対して１系統の必要数７系統

に加え，予備を７系統，合計14系統以上

を有する設計とする。⑥-15 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とする。⑥-16 

 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置は，収集した重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを電磁的に記録及び保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないよ

うにするとともに帳票として出力できる

設計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存でき

る容量を有する設計とする。⑥-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等の対応に必要となるパラメ

ータは，安全パラメータ表示システム

（SPDS）のうち緊急時対策支援システム

伝送装置にて電磁的に記録，保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

とともに帳票が出力できる設計とする。

また，記録は必要な容量を保存できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-8（P78 から） 

 

 

 

 

⑥-15-1（P80 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-15（P80 から） 

⑥-15-2（P92 から） 

⑥-15-3（P92 から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-16（P80 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-17（P80 から） 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともにパ

ラメータの監視並びに記録す

るための設計方針は同様であ

るが，再処理施設の重大事故

対策手段に応じた設備により

パラメータを監視・記録する

ため，設備構成が異なる。 

⑧(P9)から 

㊴(P78)から 

㊴(P80)から 

㊵(P80)から 

76



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（72 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置は，必要なデータ量の伝送

及び記録容量を有する設計とし，保有

数は，必要数として重大事故等の対処

に必要な個数をそれぞれ 1台有する設

計とするとともに，故障時バックアッ

プを 1台の合計 2台確保する設計とす

る。⑥-18,①-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全

系監視制御盤は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等

により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。⑦-28 

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる情報把握計装設備の情報把

握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間

伝送用無線装置は，地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計に

基づく設計とすることで，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。⑦-30 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等により重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。⑦-31 

 

 

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無

線装置は，風（台風），竜巻，積雪及

び火山の影響に対して，風（台風）及

び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降

下火砕物による積載荷重により重大事

故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。⑦-32 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，必要なデータ量の伝送及び記録容量

を有する設計とし，は，必要数として重

大事故等の対処に必要な個数を有する設

計とするとともに，故障時バックアップ

を必要数以上確保する。⑥-18 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる制御建屋又は使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。

⑦-28 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

で，その機能を損なわない設計とする。

⑦-30 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。⑦-31 

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線

装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火

山の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重により機能を損なわない

設計とする。⑦-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-18（P81 から） 

①-61（P93 から） 

 

 

 

 

 

⑦-28（P84 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦－30（P84 から） 

 

 

 

 

 

 

⑦－31（P84 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦－32（P85 から） 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。  

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大事故等対

処設備の個数の設計方針として

各 SA 設備条文に展開することと

整理しているため，個数は本頁

に記載する。 

【許可からの変更点】 

使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置

及び可搬型情報表示装置

について，それぞれの数

量を基本設計方針で明確

化した。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

㊶(P81)から 

㊸(P84)から 

㊹(P85)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学

薬品の漏えいを考慮し，影響を受けな

い位置への設置，被水防護及び被液防

護を講ずる設計とする。⑦-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品

の漏えいを考慮し，影響を受けない位置

への設置，被水防護及び被液防護を講ず

る設計とする。⑦-33 

 

 

 

 

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬

品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対

して代替設備による機能の確保，関連す

る工程の停止等により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とす

る。④-5-1,10-1 
 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，計測制御装置の監視制御盤及び安

全系監視制御盤と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤と独立した異なる系統により

当該機能に必要な系統を構成すること

で，独立性を有する設計とする。 

④-7,10 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，情報把握計装設備可搬型発電機及び

「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１）代

替電源設備」の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機及び使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機から電力を給電することで，電気設備

 

 

 

 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18（１） 

ａ．多様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

は，地震等により機能が損なわれる場

合，代替設備による機能の確保により機

能を維持する設計とする。◇1  

また，必要に応じて関連する工程を停

止する等の手順を整備する。◇3  

 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，計測制御装置の監視制御盤及び安

全系監視制御盤と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤と独立した異なる系統により

当該機能に必要な系統を構成すること

で，独立性を有する設計とする。◇1  

 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，情報把握計装設備可搬型発電機及び

「9.2.2.3 主要設備及び仕様」の前処理

建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電

機及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機から電力を給電するこ

とで，電気設備の設計基準対象の施設か

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦－33（P85 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-5-1（P62 へ） 

④-10-1（P69 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-7（P62 へ） 

④-10（P69へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊹(P85)から 
（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 ㊲(P62,69)へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置は，外部からの衝撃による

損傷を防止できる第 1保管庫・貯水所

及び第 2保管庫・貯水所に保管し，風

（台風）等により重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑦-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装

置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可

搬型情報表示装置は，第 1章 共通項目

の「9.2 重大事故等対処設備」の

の設計基準対象の施設からの給電で動作

する監視制御盤及び安全系監視制御盤に

対して多様性を有する設計とする。④-

8,11 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報表示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報表示装置は，計測制御装

置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を計測制御

装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤

が設置される建屋から100m以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで，位置的分散を図

る。④-9,12 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。⑦-34 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

らの給電で動作する計測制御装置の監視

制御盤及び安全系監視制御盤に対して多

様性を有する設計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情

報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装

置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情

報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型

情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報

表示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報表示装置は，計測制御装置

の監視制御盤及び安全系監視制御盤と共

通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないように，故障時バック

アップを含めて必要な数量を計測制御装

置の監視制御盤及び安全系監視制御盤が

設置される建屋から100m 以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図

る。◇1  

 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備は，地震等により機能

が損なわれる場合，代替使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備による機能

の確保により機能を維持する設計とす

る。また，必要に応じて関連する工程を

停止する等の手順を整備する。◇2  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，制御建屋中央制御

室換気設備の中央制御室送風機に給電す

るための設計基準対象の施設と兼用する

電気設備の一部である受電開閉設備等に

対して，代替電源設備の制御建屋可搬型

発電機から電力を供給することで，制御

建屋中央制御室換気設備の中央制御室送

風機に対して多様性を有する設計とす

る。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-8（P62 へ） 

④-11（P69 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-9（P63 へ） 

④-12（P70へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦－34（P85 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊹(P85)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

㊳(P63)へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「9.2.7 地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることで，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑦-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置は，想定される重大事故等

が発生した場合においても操作に支障

がないように，線量率の高くなるおそ

れの少ない場所の選定又は当該設備の

設置場所への遮蔽の設置等により当該

設備の設置場所で操作可能な設計とす

る。⑦-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，可搬型監視ユニット内

に搭載することで，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内の環境条件を考慮して

も重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

⑦-37 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

建屋間伝送用無線装置との接続，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表

示装置との接続は，コネクタ方式又は

より簡便な接続方式とし，現場での接

続が容易に可能な設計とする。⑧-5 

 

 

 

ス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機は，

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで，その機

能を損なわない設計とする。⑦-25,35 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定又は

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。⑦-36 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，可搬型監視ユニット内に

搭載することで，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内の環境条件を考慮しても機能を

損なわない設計とする。⑦-37 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，代替電源設備の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力

を供給することで，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機

に対して多様性を有する設計とする。◇2  

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

制御建屋中央制御室換気設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，制御建屋中央制御室換

気設備とは異なる換気経路とすること

で，制御建屋中央制御室換気設備に対し

て独立性を有する設計とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備とは異なる換気経路とする

ことで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備に対して独立性を有する設

計とする。◇2  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機が設置

される建屋から100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管するとと

もに，制御建屋にも保管することで，必

要数及び故障時バックアップを複数個所

に分散して保管し，位置的分散を図る設

計とする。制御建屋内に保管する場合は

中央制御室送風機が設置される場所と異

なる場所に保管することで位置的分散を

図る。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の制御室送風機が設置される

 

 

 

 

⑦-35（P85 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-36（P86 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-37（P86 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊺(P86)から 

㊼(P86)から 

㊻(P91)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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計測制御装置の監視制御盤，安全系監

視制御盤及び情報把握計装設備は，通

常時において，重大事故等への対処に

必要な機能を確認するため，模擬入力

による機能，性能確認（表示）及び外

観確認が可能な設計とする。また，当

該機能を健全に維持するため，取替

え，保修等が可能な設計とする。⑨-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間

伝送用無線装置との接続，制御建屋可搬

型情報表示装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置との接続は，

コネクタ方式又はより簡便な接続方式と

し，現場での接続が容易に可能な設計と

する。⑧-5 

 

計測制御装置の監視制御盤，安全系監

視制御盤及び情報把握計装設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に，模擬入力

による機能，性能確認（表示）及び外観

確認が可能な設計とする。⑨-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保し

た外部保管エリアに保管するとともに，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管す

ることで，必要数及び故障時バックアッ

プを複数個所に分散して保管し，位置的

分散を図る設計とする。使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内に保管する場合は制御室

送風機が設置される場所と異なる場所に

保管することで位置的分散を図る。◇2  

 

３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に

給電するための設計基準対象の施設と兼

用する電気設備の一部である受電開閉設

備等に対して，中央制御室代替照明設備

に内蔵されている蓄電池から電力を供給

することで，中央制御室照明設備の運転

保安灯及び直流非常灯に対して多様性を

有する設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備に内蔵されてい

る蓄電池から電力を供給することで，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室照明設備の運転保安灯及び直流非常

灯に対して多様性を有する設計とする。 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

代替照明設備のみで使用可能とすること

で，中央制御室照明設備の運転保安灯及

び直流非常灯に対して独立性を有する設

計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

 

 

 

 

 

 

 

⑧-5（P91 から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-5（P91 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊻(P91)から 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備

のみで使用可能とすることで，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対

して独立性を有する設計とする。◇2  

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

が設置される建屋から100ｍ以上の離隔

距離を確保した外部保管エリアに保管す

るとともに，制御建屋にも保管すること

で，必要数及び故障時バックアップを複

数個所に分散して保管し，位置的分散を

図る設計とする。制御建屋内に保管する

場合は中央制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯が設置される場所と異な

る場所に保管することで位置的分散を図

る。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及

び直流非常灯が設置される建屋から100

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋にも保管することで，必

要数及び故障時バックアップを複数個所

に分散して保管し，位置的分散を図る設

計とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内に保管する場合は制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯が設置される場

所と異なる場所に保管することで位置的

分散を図る。◇2  

 

４）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備は，制御建屋

から100ｍ以上の離隔距離を確保した外

部保管エリアに保管するとともに，対処

を行う建屋内にも保管することで，必要

数及び故障時バックアップを複数個所に
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計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同様の系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。⑤-5,7 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。⑤-6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分散して保管し，位置的分散を図る設計

とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋から100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，対処を行う建屋内にも保管す

ることで，必要数及び故障時バックアッ

プを複数個所に分散して保管し，位置的

分散を図る設計とする。◇2  

 

５）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備は，制御建

屋内に必要数及び故障時バックアップを

複数個所に分散して保管し，位置的分散

を図る設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋内に必要数及び故障時

バックアップを複数個所に分散して保管

し，位置的分散を図る設計とする。◇2  

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18（１） 

ｂ．悪影響防止」に示す。◇1  

 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同様の系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。◇1  

 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，安全

機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，安全機能を有する施設として

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-5（P63 へ） 

⑤-7（P70 へ） 

 

 

 

 

⑤-6（P63 へ） 

⑤-8（P71 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊴(P63，70，71)へ 
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計測制御装置の監視制御盤は，重大事

使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。◇2  

制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機は，回転体が飛散することを

防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機は，回転体が飛散

することを防ぐことで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。◇2  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，回転体が飛散す

ることを防ぐことで他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，回転

体が飛散することを防ぐことで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。◇2  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，他の設備から独

立して単独で使用可能なことにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，他の

設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。◇2  

 

３）制御室遮蔽設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

中央制御室遮蔽は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。◇2  

制御室遮蔽は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。◇2  

 

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18（２） 

個数及び容量」に示す。◇1  

 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

計測制御装置の監視制御盤は，重大事
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故等時におけるパラメータを記録するた

めに必要な保存容量を有する設計とす

る。⑥-6,15-1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とするとともに，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた

数量として前処理建屋に対して１系統，

分離建屋に対して１系統，精製建屋に対

して１系統，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋に対して１系統，高レベル廃液

ガラス固化建屋に対して１系統，制御建

屋に対して１系統，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に対して１系統の必要数７系統

に加え，予備を７系統，合計14系統以上

を有する設計とする。⑥-7,15 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情

報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装

置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情

報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

は，収集したパラメータを伝送可能な容

量を有する設計とする。⑥-16,10 

 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置は，収集した重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを電磁的に記録及び保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないよ

うにするとともに帳票として出力できる

設計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存でき

る容量を有する設計とする。 

⑥-11,17 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

故等時におけるパラメータを記録するた

めに必要な保存容量を有する設計とす

る。◇1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とするとともに，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた

数量として前処理建屋に対して１系統，

分離建屋に対して１系統，精製建屋に対

して１系統，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋に対して１系統，高レベル廃液

ガラス固化建屋に対して１系統，制御建

屋に対して１系統，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に対して１系統の必要数７系統

に加え，予備を７系統，合計14 系統以

上を有する設計とする。◇1  

 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置は，収集した重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを電磁的に記録及び保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないよ

うにするとともに帳票として出力できる

設計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存でき

る容量を有する設計とする。◇1  

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

 

 

⑥-6（P63 へ） 

⑥-15-1（P71へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-7（P63 へ） 

⑥-15（P71 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-16（P71 へ） 

⑥-10（P64 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-11（P64 へ） 

⑥-17（P71 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，制

御建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の制御室とし

て記載しており，基本設計

方針において明確化を図っ

た。 

㊴(P63)へ 

㊵(P64)へ 

85



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（81 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，必要なデータ量の伝送及び記録容量

を有する設計とし，は，必要数として重

大事故等の対処に必要な個数を有する設

計とするとともに，故障時バックアップ

を必要数以上確保する。 

⑥-12,18 

 

情報把握計装設備可搬型発電機は，重

大事故等に対処するために必要な電力を

確保するために必要な容量を有する設計

とし，保有数は，必要数として重大事故

等の対処に必要な個数を有する設計とす

るとともに，故障時のバックアップを必

要数以上確保する。⑥-13 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処することを

考慮し，対処に必要となるデータの伝

送，記録容量及び個数を確保すること

で，共用によって重大事故時の対処に影

響を及ぼさない設計とする。⑤-6-1,⑥-

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，必要なデータ量の伝送及び記録容量

を有する設計とし，保有数は，必要数と

して重大事故等の対処に必要な個数を有

する設計とするとともに，故障時のバッ

クアップを必要数以上確保する。◇1  

 

 

情報把握計装設備可搬型発電機は，重

大事故等に対処するために必要な電力を

確保するために必要な容量を有する設計

とし，保有数は，必要数として重大事故

等の対処に必要な個数を有する設計とす

るとともに，故障時のバックアップを必

要数以上確保する。◇1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する情報把

握計装設備の第１保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置及び情報把握計装設備可

搬型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設における重大事故等対処に同

時に対処することを考慮し，対処に必要

となるデータの伝送，記録容量及び個数

を確保することで，共用によって重大事

故時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。◇1  

情報把握計装設備の可搬型情報収集装

置，可搬型情報表示装置及び情報把握計

装設備可搬型発電機の個数を第6.2.5－

１表に示す。◇1  

 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機は，想定される重大事故等時

に実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために十分な換気風量を有する設計とす

るとともに，動的機器の単一故障を考慮

した予備を含めた数量２台以上を有する

設計とする。◇2  

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまるために十分な換気風量を有する設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-12（P64 へ） 

⑥-18（P72 へ） 

 

 

 

 

 

 

⑥-13（P65 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-6-1（P65 へ） 

⑥-14（P65 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置

及び可搬型情報表示装置

について，それぞれの数

量を基本設計方針「⑥-

18」で明確化した。 

【許可からの変更点】 

前処理建屋可搬型情報収集装

置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収

集装置，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋可搬型情報収

集装置，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報収集

装置，第１保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び制御建屋可搬型情報表

示装置について，それぞれの

数量を基本設計方針「⑥-

12」で明確化した。 

㊶(P64，65，72)へ 

㊷(P65)へ 
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計とするとともに，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めた数量２台以上を

有する設計とする。◇2  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，想定される重大

事故等時に実施組織要員が中央制御室に

とどまるために十分な換気風量を確保す

るために必要な台数を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として２

台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを３台の合

計５台以上を確保する。また，代替制御

建屋中央制御室換気設備の代替中央制御

室送風機は，複数の敷設ルートで対処で

きるよう必要数を複数の敷設ルートに確

保するとともに，制御建屋内に保管する

代替制御建屋中央制御室換気設備の制御

建屋の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確

保する。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，想定

される重大事故等時に実施組織要員が制

御室にとどまるために十分な換気風量を

確保するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを２台

の合計３台以上を確保する。また，代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の代替制御室送風機は，複数の敷設

ルートで対処できるよう必要数を複数の

敷設ルートに確保するとともに，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確

保する。◇2  

 

３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，想定され

る重大事故等時に実施組織要員が中央制

御室で操作可能な照明を確保するために

必要な台数を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として76 台，予

備として故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップを86台の合計162 

台以上を確保する。◇2  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で操

作可能な照明を確保するために必要な台

数を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として17 台，予備として故

障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップを19 台の合計36 台以上を確

保する。◇2  

 

４）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素

濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可

搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化

物濃度が活動に支障がない範囲内にある

ことを測定するために必要な台数を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要

数として各１個を１セットとして，予備

として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを２セットの合計３

セット以上を確保する。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型

窒素酸化物濃度計は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

が活動に支障がない範囲内にあることを

測定するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て各１個を１セットとして，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを２セットの合計３セット

以上を確保する。◇2  

 

５）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備のガンマ線

用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・

ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，中央

制御室の実効線量が活動に支障がない範

囲内にあることを測定するために必要な

台数を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として各１個を１セットと

して，予備として故障時のバックアップ

を１セットの合計２セット以上を確保す
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計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる制御建屋又は使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。

⑦-18,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

で，その機能を損なわない設計とする。

⑦-20,30 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，風（台風）等により機

る。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備のガンマ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

実効線量が活動に支障がない範囲内にあ

ることを測定するために必要な台数を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として各１個を１セットとして，予

備として故障時のバックアップを１セッ

トの合計２セット以上を確保する。◇2  

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18（３） 

環境条件等」に示す。◇1  

 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる制御建屋又は使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

及び安全系監視制御盤は，地震等により

機能が損なわれる場合，代替設備による

機能の確保，修理の対応等により機能を

維持する設計とする。◇1  

また，必要に応じて関連する工程を停

止する等の手順を整備する。◇3  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置は，1.7.18（５） 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでその機能

を損なわない設計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，風（台風）等により機

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-18（P65 へ） 

⑦-28（P72 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-20（P65 へ） 

⑦-30（P72 へ） 

 

 

 

 

 

 

㊸(P65，72)へ 
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能を損なわない設計とする。⑦-21,31 

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線

装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火

山の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重により機能を損なわない

設計とする。⑦-22,32 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品

の漏えいを考慮し，影響を受けない位置

への設置，被水防護及び被液防護を講ず

る設計とする。⑦-23,33 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。⑦-24,34 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機は，

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで，その機

能を損なわない設計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線

装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火

山の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重により機能を損なわない

設計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品

の漏えいを考慮し，影響を受けない位置

への設置，被水防護及び被液防護を講ず

る設計とする。◇1  

 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。◇1  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

⑦-21（P66 へ） 

⑦-31（P72 へ） 

 

 

 

 

⑦-22（P66 へ） 

⑦-32（P72 へ） 

 

 

 

 

⑦-23（P66 へ） 

⑦-33（P73 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-24（P66 へ） 

⑦-34（P74 へ） 
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能を損なわない設計とする。⑦-25,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定又は

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。⑦-27,36 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，可搬型監視ユニット内に

搭載することで，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内の環境条件を考慮しても機能を

損なわない設計とする。⑦-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い設計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

可搬型発電機は，積雪及び火山の影響に

対して，積雪に対しては除雪する手順

を，火山の影響（降下火砕物による積載

荷重）に対しては徐灰及び屋内へ配備す

る手順を整備する。◇3  

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定又は

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，可

搬型監視ユニット内に搭載することで，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条

件を考慮しても機能を損なわない設計と

する。◇1  

 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる制御

建屋に設置し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。◇2  

制御建屋中央制御室換気設備は，配管

の全周破断に対して，放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内

包する配管が近傍にない制御建屋の室に

⑦-25（P67 へ） 

⑦-35（P74 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-27（P67 へ） 

⑦-36（P75 へ） 

 

 

 

 

 

⑦-37（P75 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊺(P67，75)へ 

㊼(P75)へ 
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敷設することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計とす

る。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，配管の全周破断に対して，放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）を内包する配管が近傍にない

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に敷設

することにより，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とす

る。◇2  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に保管し，風（台風等）により

機能を損なわない設計とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋に保管し，風（台風等）により機能

を損なわない設計とする。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替制御建屋中央制御室換気設

備は，1.7.18（５） 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備は，「1.7.18（５） 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

でその機能を損なわない設計とする。◇2  

 

代替中央制御室換気設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，内部発生飛散物の影響を

考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない

設計とする。◇2  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

配管の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない位置に保管
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することにより，機能を損なわない設計

とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，配管の全周破断に対し

て，漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受

けない位置に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。◇2  

 

３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。◇2  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室代替照明設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室代替照明設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

中央制御室代替照明設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇2  

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。◇2  

中央制御室代替照明設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす
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る。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。◇2  

 

４）制御室遮蔽設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室遮蔽は，「1.7.18

（５） 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することでその機能を損なわない設計と

する。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる制御室遮蔽は，「1.7.18（５） 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

でその機能を損なわない設計とする。◇2  

 

 

５）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。◇2  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室環境測定設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室環境測定設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

中央制御室環境測定設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管
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することにより，機能を損なわない設計

とする。◇2  

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。◇2  

中央制御室環境測定設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。◇2  

 

６）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制御建

屋に保管し，風（台風等）により機能を

損なわない設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風

等）により機能を損なわない設計とす

る。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室放射線計測設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室放射線計測設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

中央制御室放射線計測設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設
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情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報

把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間

伝送用無線装置との接続，制御建屋可搬

型情報表示装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置との接続は，

コネクタ方式又はより簡便な接続方式と

し，現場での接続が容易に可能な設計と

する。⑧-4,5 

 

 

 

計測制御装置の監視制御盤，安全系監

視制御盤及び情報把握計装設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に，模擬入力

による機能，性能確認（表示）及び外観

確認が可能な設計とする。⑨-3,5 

計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。◇2  

中央制御室放射線計測設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

の影響を受けない位置に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。◇2  

 

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18（４）

ａ．操作性の確保」に示す。◇1  

 

１）計測制御装置 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置と情

報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋

間伝送用無線装置との接続，制御建屋可

搬型情報表示装置，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋可搬型情報表示装置との接続

は，コネクタ方式又はより簡便な接続方

式とし，現場での接続が容易に可能な設

計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-4（P67 へ） 

⑧-5（P75 へ） 

 

 

 

 

 

⑨-3（P67 へ） 

⑨-5（P76 へ） 

㊻(P67，75，76)へ 
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別紙１① 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

１） 計測制御装置 

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 情報把握計装設備 

情報把握計装用設備用屋内伝送系統 

14 系統（うち予備

７系統）⑥-7-1,15-2 

建屋間伝送用無線装置 14 系統（うち予

備７系統）⑥-7-2,15-3 

ⅱ）監視制御盤（「ヘ．（４）（ｉ）制御

室等」と兼用） １ 式①-43-1 

ⅲ 安全系監視制御盤（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用） １ 式 

①-43-2 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 情報把握計装設備 

前処理建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

分離建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

精製建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

情報収集装置２ 台（予備として故障時

バックアップを１台） 

制御建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置２ 台（予備として故障時

バックアップを１台） 

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

制御建屋可搬型情報表示装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置２ 台（予備として故障時

 

 

 

 

 

 

6.2.5.3 主要設備及び仕様 

制御室（重大事故等時）の主要設備及

び仕様を第6.2.5－１表に示す。◇2  

 

 

6.2.5.4 系統構成及び主要設備 

6.2.5.4.1 中央制御室 

重大事故等が発生した場合において，

中央制御室にて必要な操作及び措置を行

う実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために必要な居住性を確保するための設

備は，計測制御装置，制御室換気設備，

制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御

室環境測定設備及び制御室放射線計測設

備で構成する。◇2  

 

中央制御室は，情報把握計装設備の制

御建屋可搬型情報表示装置及び制御建屋

可搬型情報収集装置を配備できる区画を

有する構造とする。◇2  

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，中央制御室の外側から中

央制御室に放射性物質による汚染を持ち

込むことを防止するため，出入管理建屋

から中央制御室に連絡する通路上及び制

御建屋の外から中央制御室に連絡する通

路上に出入管理区画を設ける設計とす

る。◇2  

汚染が確認された場合に除染作業がで

きる区画は，汚染検査を行う区画に隣接

して設置する設計とする。◇2  

全交流動力電源喪失時においても，出

入管理区画は必要な照明を制御室照明設

備を用いて確保する設計とする。◇2  

中央制御室の外から中央制御室に連絡

する通路上の出入管理区画配置概要図を

第6.2.5－１図，出入管理建屋から中央

制御室に連絡する通路上の出入管理区画

配置概要図を第6.2.5－２図，第6.2.5－

３図にそれぞれ示す。◇2  

中央制御室は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち， も厳

しい結果を与える全交流動力電源の喪失

を起因とする「放射線分解により発生す

 

 

 

 

 

⑥-7-1（P63 へ） 

⑥-15-2（P71 へ） 

⑥-7-2（P63 へ） 

⑥-15-3（P71 へ） 

①-43-1（P60 へ） 

 

 

①-43-2（P60 へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

バックアップを１台）①-57,61 

情報把握計装設備可搬型発電機（Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用） 

５ 台（予備として故障時バックア

ップを３台） 

（b） 制御室換気設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室換気設備は，制御室にとどまるた

めに十分な換気風量を確保できる設計と

する。□1  

制御室換気設備は，代替制御建屋中央

制御室換気設備，制御建屋中央制御室換

気設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備で構成す

る。□1  

制御室換気設備は，制御建屋中央制御

室換気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備を常設重大事故等対

処設備として位置付けるとともに，代替

制御建屋中央制御室換気設備及び代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。□1  

制御室換気設備は，「リ．（１)

（ⅰ） 電気設備」の一部である非常用

電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線，制御

建屋の6.9ｋＶ非常用母線，制御建屋の

460Ｖ非常用母線，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の6.9ｋＶ非常用母線，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の460Ｖ非常用母

線及び代替電源設備の制御建屋可搬型発

電機又は使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機により電力を供給す

る設計とする。可搬型発電機の運転に必

要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備か

ら補給が可能な設計とする。□1  

設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等及び補機

駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯

槽を常設重大事故等対処設備として設置

する。□1  

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油用タンクローリ，代替電源設備の一

部である制御建屋可搬型発電機並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機，代替所内電気設備の一部であ

る制御建屋の可搬型分電盤，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電

盤，制御建屋の可搬型電源ケーブル並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

る水素による爆発」と「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」の重畳の発生時におい

て，実施組織要員のマスクの着用及び交

代要員体制を考慮せず，中央制御室は代

替制御建屋中央制御室換気設備による外

気取入れにて換気を実施している状況下

において評価し，中央制御室にとどまり

必要な操作及び措置を行う実施組織要員

及びＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室

に移動する要員の実効線量が，７日間で

100ｍＳｖを超えない設計とする。◇2  

なお，中央制御室における居住性に係

る被ばく評価結果は，上記状況下におい

て約1×10-3ｍＳｖであり，7 日間で100

ｍＳｖを超えない。◇2  

中央制御室の重大事故等対処設備の機

器配置概要図を第6.2.5－４図～第6.2.5

－７図に示す。◇2  

 

（１） 計測制御装置 

重大事故等が発生した場合，中央制御

室において「6.2.1 計装設備」の重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを監視並びに記録できる設備として計

測制御装置を設置又は配備する。◇4  

また，計測制御装置のうち，設計基準

対象の施設と兼用する設備は，重大事故

等対処設備として位置付ける。◇1  

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る。◇4  

監視制御盤は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし，全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等が発生した場

合において，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録

するための設備であり，常設重大事故等

対処設備として位置付ける。◇1  

安全系監視制御盤は，内的事象による

安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視する

ための設備であり，常設重大事故等対処

設備として位置付ける。◇1  

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

①-57,61（P64，72

へ） 
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の可搬型電源ケーブルを可搬型重大事故

等対処設備として配備する。□1  

補機駆動用燃料補給設備については

「リ．(４) (ⅶ) 補機駆動用燃料補給設

備」に，設計基準対象の施設と兼用する

電気設備の一部である受電開閉設備等及

び代替電源設備並びに代替所内電気設備

については「リ． (１) (ⅰ) 電気設

備」に示す。□1  

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，自然現象，人為事象，溢水，

化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散

物に対して，代替使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備による機能の確保

により重大事故等に対処するための機能

を損なわない設計とする。□1  

制御建屋中央制御室換気設備は，安全

機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。□1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，安全機能を有する施設として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。□1  

制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機は，想定される重大事故等時

に実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために十分な換気風量を有する設計とす

るとともに，動的機器の単一故障を考慮

した予備を含めた数量２台以上を有する

設計とする。□1  

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまるために十分な換気風量を有する設

計とするとともに，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めた数量２台以上を

有する設計とする。□1  

制御建屋中央制御室換気設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる制御

建屋に設置し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。□1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録するための設備であり，

可搬型重大事故等対処設備として前処理

建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬

型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収

集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制

御建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計

装設備可搬型発電機を配備し，常設重大

事故等対処設備として情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置を設置する。◇4  

情報把握計装設備用屋内伝送系統は，

6.2.1.3 主要設備及び仕様」の可搬型重

要計器及び可搬型重要代替計器にて計測

した重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータを，前処理建屋においては

前処理建屋可搬型情報収集装置に，分離

建屋においては分離建屋可搬型情報収集

装置に，精製建屋においては精製建屋可

搬型情報収集装置に，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋においてはウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集

装置に，高レベル廃液ガラス固化建屋に

おいては高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置に伝送するための系統

である。また，これらの可搬型情報収集

装置で収集した重要監視パラメータ及び

重要代替監視パラメータを建屋間伝送用

無線装置に伝送するための系統である。

◇4  

制御建屋に設置する情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，建屋間伝送用無線装

置から制御建屋可搬型情報収集装置に重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを伝送するための系統である。◇4  

 

建屋間伝送用無線装置は，前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置が収集し

た重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを制御建屋可搬型情報収集装
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に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。□1  

制御建屋中央制御室換気設備は，配管

の全周破断に対して，放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内

包する配管が近傍にない制御建屋の室に

敷設することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計とす

る。□1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，配管の全周破断に対して，放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）を内包する配管が近傍にない

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に敷設

することにより，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とす

る。□1  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，制御建屋中央制御

室換気設備の中央制御室送風機に給電す

るための設計基準対象の施設と兼用する

電気設備の一部である受電開閉設備等に

対して，代替電源設備の制御建屋可搬型

発電機から電力を供給することで，制御

建屋中央制御室換気設備の中央制御室送

風機に対して多様性を有する設計とす

る。□1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，代替電源設備の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力

を供給することで，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機

に対して多様性を有する設計とする。□1  

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

制御建屋中央制御室換気設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，制御建屋中央制御室換

置及び「9.16.2.4(２)ｅ. 緊急時対策建

屋情報把握設備」の情報収集装置へ伝送

するための系統である。◇4  

建屋間伝送用無線装置は， 制御建屋

可搬型情報収集装置及び「9.16.2.4(２)

ｅ. 緊急時対策建屋情報把握設備」の情

報収集装置に対し，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを伝送する

ことで，故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる共通要因に対し

て，同時に必要な情報の把握機能が損な

われることはない。◇4  

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び第２保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置については，当該装置から制御建

屋可搬型情報収集装置及び

「9.16.2.4(２)ｅ. 緊急時対策建屋情報

把握設備」の情報収集装置へ伝送する機

能を有する。◇4  

前処理建屋可搬型情報収集装置，分離

建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬

型情報収集装置，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集

装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置及び第２保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置は，前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所の「6.2.1.3 主要設備及び仕様」の

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器

にて計測した重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを収集する。◇4  

収集した重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータは，建屋間伝送用無

線装置にて，制御建屋可搬型情報収集装

置及び9.16.2.4(２)ｅ.緊急時対策建屋

情報把握設備」の情報収集装置に伝送す

る。◇4  

制御建屋可搬型情報収集装置は，前処

理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可

搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報

収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

及び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置より伝送される重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを収集し，

記録する。◇4  
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気設備とは異なる換気経路とすること

で，制御建屋中央制御室換気設備に対し

て独立性を有する設計とする。□1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備とは異なる換気経路とする

ことで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備に対して独立性を有する設

計とする。□1  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，故障時バックア

ップを含めて必要な数量を制御建屋中央

制御室換気設備の中央制御室送風機が設

置される建屋から100ｍ以上の離隔距離

を確保した外部保管エリアに保管すると

ともに，制御建屋にも保管することで，

必要数及び故障時バックアップを複数箇

所に分散して保管し，位置的分散を図

る。制御建屋内に保管する場合は中央制

御室送風機が設置される場所と異なる場

所に保管することで位置的分散を図る。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時バックアップを含めて必要

な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の制御室送風機が設置され

る建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保

した外部保管エリアに保管するととも

に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保

管することで，必要数及び故障時バック

アップを複数箇所に分散して保管し，位

置的分散を図る。使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内に保管する場合は制御室送風機

が設置される場所と異なる場所に保管す

ることで位置的分散を図る。□1  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

他の設備から独立して単独で使用可能な

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。□1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，他の設備から独立して単

独で使用可能なことにより，他の設備に

また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可

搬型情報収集装置より伝送される重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タについても収集し，記録する。◇4  

 

制御建屋可搬型情報収集装置にて収集

した重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータは，電磁的に記録及び保存

し，電源喪失により保存した記録が失わ

れないようにするとともに帳票として出

力できる。また，記録に必要な容量は，

記録が必要な期間に亘って保存できる容

量を有する。◇1  

制御建屋可搬型情報表示装置は，中央

制御室に配備し，制御建屋可搬型情報収

集装置にて収集した重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視す

る。◇4  

制御建屋可搬型情報収集装置及び制御

建屋可搬型情報表示装置，

「9.16.2.4(２)ｅ. 緊急時対策建屋情報

把握設備」の情報収集装置及び情報表示

装置は，重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを監視及び記録するこ

とで，故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる共通要因に対し

て，同時に必要な情報の把握及び記録機

能が損なわれることはない。◇4  

中央制御室において情報把握計装設備

が設置されるまでの重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータの監視及び

記録は，実施組織要員が「9.17 通信連

絡設備」の「9.17.2 重大事故等対処施

設」を用いて，所定の頻度（1 時間30 

分）で中央制御室に情報伝達し，監視す

るとともに記録用紙に記録する。◇4  

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「9.2 電気設備」の「9.2.2 重大

事故等対処施設」の一部である受電開閉

設備等から給電する。◇1  

情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機及び「9.2電気設

備」の「9.2.2 重大事故等対処施設」の

一部である前処理建屋可搬型発電機，分

離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発

電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型発電機で構成する。◇1  

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処

理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬

型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機
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悪影響を及ぼさない設計とする。□1  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，想定される重大

事故等時に実施組織要員が中央制御室に

とどまるために十分な換気風量を確保す

るために必要な台数を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として２

台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを３台の合

計５台以上を確保する。また，代替制御

建屋中央制御室換気設備の代替中央制御

室送風機は，複数の敷設ルートで対処で

きるよう必要数を複数の敷設ルートに確

保するとともに，制御建屋内に保管する

代替制御建屋中央制御室換気設備の制御

建屋の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確

保する。□1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，想定

される重大事故等時に実施組織要員が使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室にとどまるために十分な換気風量を

確保するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを２台

の合計３台以上を確保する。また，代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の代替制御室送風機は，複数の敷設

ルートで対処できるよう必要数を複数の

敷設ルートに確保するとともに，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確

保する。□1  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に保管し，風（台風等）により

機能を損なわない設計とする。□1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋に保管し，風（台風等）により機能

を損なわない設計とする。□1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替制御建屋中央制御室換気設

備は，「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地

震を要因とする重大事故等に対する施設

から，精製建屋可搬型情報収集装置及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置はウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機から，制御建屋可搬型情報収集装

置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制

御建屋可搬型発電機から，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把

握計装設備可搬型発電機から給電する。

◇1  

情報把握計装設備のうち，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情

報把握計装設備可搬型発電機は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。◇1  

共用する第１保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置及び情報把握計装設備可搬

型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設における重大事故等対処に同時

に対処することを考慮しても，共用によ

って重大事故時の対処に影響を及ぼすこ

とはない。◇1  

情報把握計装設備可搬型発電機への燃料

の補給は，「9.14 補機駆動用燃料補給

設備」の軽油貯蔵タンクローリから燃料

を補給可能な設計とする。◇4  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇4  

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ) 監視制御盤（「6.1.4.4.1 中央制御

室」と兼用） 

ⅱ) 安全系監視制御盤（「6.1.4.4.1 中央

制御室」と兼用） 

ⅲ)情報把握計装設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

情報把握計装設備用屋内伝送系統 

建屋間伝送用無線装置 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

前処理建屋可搬型情報収集装置 

分離建屋可搬型情報収集装置 

精製建屋可搬型情報収集装置 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報

収集装置 

制御建屋可搬型情報収集装置 

制御建屋可搬型情報表示装置 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

の耐震設計」に基づく設計とすること

で，その機能を損なわない設計とする。 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備は，「ロ． (７) (ⅱ) 

(ｂ)（ホ） 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることで，その機能を損なわない

設計とする。□1  

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建

屋の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，機能を損なわ

ない設計とする。□1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，内部発生飛散物の影響を

考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない

設計とする。□1  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

配管の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない位置に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。□1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，配管の全周破断に対し

て，漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受

けない位置に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。□1  

制御建屋中央制御室換気設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検が可能な設計とす

る。□1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，再処理施設の運転中又は停止

中に外観点検，性能確認，分解点検が可

能な設計とする。□1  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に独立し

て外観点検，分解点検が可能な設計とす

る。□1  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外観の確認が可能な設計とする。□1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，再処理施設の運転中又は

停止中に独立して外観点検，分解点検が

可能な設計とする。□1  

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

情報把握計装設備可搬型発電機（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） 

重大事故等時のパラメータを監視及び記

録するための設備の系統概要図を第

6.2.5－８図及び第6.2.5－９図に示す。

◇5  

 

（２） 制御室換気設備 

制御室換気設備は，代替制御建屋中央

制御室換気設備及び制御建屋中央制御室

換気設備で構成する。◇2  

制御室換気設備は，代替制御建屋中央

制御室換気設備を可搬型重大事故等対処

設備として配備するとともに，制御建屋

中央制御室換気設備を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。◇2  

a.代替制御建屋中央制御室換気設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

代替中央制御室送風機及び制御建屋の可

搬型ダクトで構成する。◇2  

 

 

代替中央制御室送風機は，重大事故等

発生時において，制御建屋中央制御室換

気設備の中央制御室送風機の機能喪失

後，外気の遮断が長期にわたり，室内環

境が悪化して二酸化炭素濃度等の許容限

界に達する前に制御建屋内に設置し，中

央制御室内の換気が可能な設計とする。 

代替中央制御室送風機は，代替電源設

備の制御建屋可搬型発電機から受電する

設計とする。◇2  

制御建屋可搬型発電機は，補機駆動用

燃料補給設備の軽油用タンクローリから

軽油を補給できる設計とする。また，補

機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクロ

ーリは, 補機駆動用燃料補給設備の軽油

貯槽から軽油を補給できる設計とする。

◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

ⅰ)代替制御建屋中央制御室換気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

代替中央制御室送風機 

制御建屋の可搬型ダクト 

ⅱ)代替電源設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（99 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外観の確認が可能な設計

とする。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 制御建屋中央制御室換気設備 

中央制御室送風機（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用）２ 台（うち

予備１台）制御建屋の換気ダクト

（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼

用）１ 系統ⅱ） 使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備制御室送風機

（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼

用）２ 台（うち予備１台）使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト（「ヘ．

（４）（ｉ）制御室等」と兼用） １ 

系統ⅲ） 計測制御装置制御建屋安全系監

視制御盤（「ヘ．（４）（ｉ）制御室

等」と兼用）１ 式使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋安全系監視制御盤（「ヘ．

（４）（ｉ）制御室等」と兼用） １ 式

［可搬型重大事故等対処設備］ⅰ） 代替

制御建屋中央制御室換気設備代替中央制

御室送風機 ５ 台（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを３台）制

御建屋の可搬型ダクト300 ｍ/式（予備

として故障時バックアップを1 式）ⅱ） 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備代替制御室送風機３ 台（予備

として故障時及び待機除外時のバックア

ップを２台）使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の可搬型ダクト約300 ｍ／式

（予備として故障時バックアップを１

式）（c） 制御室照明設備重大事故等が発

生した場合において，制御室照明設備

は，制御室にとどまるために必要な照明

を確保できる設計とする。□1  

制御室照明設備は，中央制御室照明設

備，中央制御室代替照明設備，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室代替照明設備で構成

する。□1  

中央制御室代替照明設備は，可搬型代

替照明を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，可搬型代替照

明を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。□1  

なお，可搬型代替照明の設置までの

間，実施組織要員は，ＬＥＤハンドライ

制御建屋可搬型発電機 

ⅲ)代替所内電気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

制御建屋の可搬型分電盤 

制御建屋の可搬型電源ケーブル 

ⅳ)補機駆動用燃料補給設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

軽油貯槽 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

軽油用タンクローリ 

ｂ．制御建屋中央制御室換気設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，中央

制御室送風機及び制御建屋の換気ダクト

で構成する。◇2  

制御建屋中央制御室換気設備は，重大

事故等の発生の起因となる安全機能の喪

失の要因に応じて対処に有効な設備を使

用することとし，内的事象による安全機

能の喪失を要因とした全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等の発生時に

は，設計基準対象の施設の一部を兼用

し，同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用する設計とする。◇2  

 

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

ⅰ)制御建屋中央制御室換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

中央制御室送風機（「6.1.4.4.1 中

央制御 

室」と兼用） 

制御建屋の換気ダクト

（「6.1.4.4.1 中央 

制御室」と兼用） 

ⅱ)所内高圧系統 

［常設重大事故等対処設備］ 

非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主

母線 

（「9.2.1.4.3 所内高圧系統」と兼用） 

制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線 

（「9.2.1.4.3 所内高圧系統」と兼用） 

ⅲ)所内低圧系統 

制御建屋の460 Ｖ非常用母線 

（「9.2.1.4.4 所内低圧系統」と兼用） 

ⅳ)計測制御装置 

［常設重大事故等対処設備］ 

制御建屋安全系監視制御盤

（「6.1.4.4.1  

中央制御室」と兼用） 

重大事故等時の中央制御室の系統概要

図を第6.2.5－10 図，第6.2.5－11 図に
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ト及びＬＥＤヘッドライトを用いて操

作，作業及び監視を適切に実施できる設

計とする。□1  

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に

給電するための設計基準対象の施設と兼

用する電気設備の一部である受電開閉設

備等に対して，中央制御室代替照明設備

に内蔵した蓄電池から電力を供給するこ

とで，中央制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯に対して多様性を有する

設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備に内蔵した蓄電

池から電力を供給することで，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対

して多様性を有する設計とする。□1  

 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

代替照明設備のみで使用可能とすること

で，中央制御室照明設備の運転保安灯及

び直流非常灯に対して独立性を有する設

計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備

のみで使用可能とすることで，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対

して独立性を有する設計とする。□1  

示す。 

（３） 制御室照明設備 

制御室照明設備は，中央制御室代替照

明設備で構成する。◇2  

中央制御室代替照明設備は，可搬型代

替照明を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。◇2  

可搬型代替照明は，蓄電池を内蔵して

おり，かつ，蓄電池を適宜交換すること

で全交流動力電源喪失発生から外部から

の支援が期待できるまでの7 日間に必要

な照明の確保が可能な設計とする。◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

i)中央制御室代替照明設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型代替照明 

 

（４） 制御室遮蔽設備 

制御室遮蔽設備は，中央制御室遮蔽で

構成する。◇2  

中央制御室遮蔽は，中央制御室遮蔽を

常設重大事故等対処設備として位置付け

る。◇2  

 

中央制御室遮蔽は，重大事故等が発生

した場合において，代替制御建屋中央制

御室換気設備若しくは制御建屋中央制御

室換気設備の機能とあいまって中央制御

室にとどまる実施組織要員及びＭＯＸ燃

料加工施設から中央制御室に移動する要

員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超

えない設計とする。◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

i)中央制御室遮蔽 

［常設重大事故等対処設備］ 

中央制御室遮蔽（「6.1.4.4.1 中央

制御 

室」と兼用） 

（５） 制御室環境測定設備 

制御室環境測定設備は，中央制御室環

境測定設備で構成する。◇2  

中央制御室環境測定設備は，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。◇2  

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素

濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，

重大事故等が発生した場合においても中

央制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度
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中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を中央制

御室照明設備の運転保安灯及び直流非常

灯が設置される建屋から100ｍ以上の離

隔距離を確保した外部保管エリアに保管

するとともに，制御建屋内にも保管する

ことで，必要数及び故障時バックアップ

を複数箇所に分散して保管し，位置的分

散を図る。制御建屋内に保管する場合は

運転保安灯及び直流非常灯が設置される

場所と異なる場所に保管することで位置

的分散を図る。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように，故障時バックアップを含

めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保

管エリアに保管するとともに，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋にも保管すること

で，必要数及び故障時バックアップを複

数箇所に分散して保管し，位置的分散を

図る。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に

保管する場合は運転保安灯及び直流非常

灯が設置される場所と異なる場所に保管

することで位置的分散を図る。□1  

中央制御室代替照明設備の可搬型代替

照明は，想定される重大事故等時に実施

組織要員が中央制御室で操作可能な照明

を確保するために必要な台数を有する設

計とするとともに，保有数は，必要数と

して76台，予備として故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップを86

台の合計162台以上を確保する。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備の可搬型代替照明

は，想定される重大事故等時に実施組織

要員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室で操作可能な照明を確保す

るために必要な台数を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として17

台，予備として故障時及び保守点検によ

及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない

範囲にあることを把握できる設計とす

る。◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

i)中央制御室環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型酸素濃度計 

可搬型二酸化炭素濃度計 

可搬型窒素酸化物濃度計 

（６） 制御室放射線計測設備 

制御室放射線計測設備は，中央制御室

放射線計測設備で構成する。◇2  

中央制御室放射線計測設備は，ガンマ

線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可

搬型重大事故等対処設備として配備す

る。◇2  

中央制御室放射線計測設備は，重大事

故等が発生した場合において，中央制御

室内の線量当量率及び空気中の放射性物

質濃度が活動に支障がない範囲にあるこ

とを把握できる設計とする。◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

i)中央制御室放射線計測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメー 

タ（ＳＡ） 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

 

6.2.5.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室 

重大事故等が発生した場合において，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室にとどまり必要な操作及び措置を

行う実施組織要員がとどまるために必要

な居住性を確保するための設備は，制御

室換気設備，制御室照明設備，制御室遮

蔽設備，制御室環境測定設備及び制御室

放射線計測設備で構成する。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，情報把握計装設備の使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装

置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置を配備できる区画を有す

る構造とする。◇2  

重大事故等が発生し，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側が
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る待機除外時のバックアップを19台の合

計36台以上を確保する。□1  

中央制御室代替照明設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。□1  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室代替照明設備は，

「ロ．（7）（ⅱ）（b）（ホ） 地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることで，そ

の機能を損なわない設計とする。□1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室代替照明設備は，「ロ．

（7）（ⅱ）（b）（ホ） 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで，その機

能を損なわない設計とする。□1  

中央制御室代替照明設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。□1  

中央制御室代替照明設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。□1  

中央制御室代替照明設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に独立して外観点

検，分解点検が可能な設計とする。□1  

放射性物質により汚染したような状況下

において，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の外側から使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に放

射性物質による汚染を持ち込むことを防

止するため，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の外から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に連絡する通路上に出

入管理区画を設ける設計とする。◇2  

汚染が確認された場合に除染作業がで

きる区画は，汚染検査を行う区画に隣接

して設置する設計とする。◇2  

全交流動力電源喪失時においても,出

入管理区画は必要な照明を制御室照明設

備を用いて確保する設計とする。◇2  

屋外から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に連絡する通路上の出

入管理区画配置概要図を第6.2.5－12 

図，第6.2.5－13 図にそれぞれ示す。◇2  

 

居住性を確保するための設備は，各重

大事故の有効性評価の対象としている事

象のうち， も厳しい結果を与える臨界

事故の発生時において，実施組織要員の

マスクの着用及び交代要員体制を考慮せ

ず，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室は使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備による外気取入れにて

換気を実施している状況下において評価

し，制御室にとどまり必要な操作及び措

置を行う実施組織要員の実効線量が，７

日間で100ｍＳｖを超えない設計とす

る。◇2  

なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室における居住性に係る被

ばく評価結果は，上記状況下において約

3×10-3ｍＳｖであり，7日間で100ｍＳ

ｖを超えない。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の重大事故等対処設備の機器配

置概要図を第6.2.5－14 図～第6.2.5－

15 図に示す。◇2  

 

（１） 計測制御装置 

重大事故等が発生した場合，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

おいて「6.2.1 計装設備」の重要監視パ

ラメータを監視並びに記録できる設備と

して計測制御装置を設置又は配備する。

また，計測制御装置のうち，設計基準対

象の施設と兼用する設備は，重大事故等
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中央制御室代替照明設備は，外観の確

認が可能な設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に独立して外観点検，

分解点検が可能な設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外観の確認が

可能な設計とする。□1  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 中央制御室代替照明設備 

可搬型代替照明 162 台（予備とし

て故障時及び待機除外時のバックアップ

を86 台）ⅱ） 使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室代替照明設備可搬型

代替照明 36 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップを19 台）□1  

 

（d） 制御室遮蔽設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室遮蔽設備は，制御室にとどまる実

施組織要員が過度の被ばくをうけないよ

う，十分な壁厚さを有する設計とする。 

制御室遮蔽設備は，中央制御室の中央

制御室遮蔽並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の制御室遮蔽で

構成する。□1  

制御室遮蔽設備は，中央制御室遮蔽及

び制御室遮蔽を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。□1  

中央制御室遮蔽は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。□1  

制御室遮蔽は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。□1  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室遮蔽は，「ロ． 

(７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることで，その機能を

損なわない設計とする。□1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる制御室遮蔽は，「ロ． (７) 

(ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

対処設備として位置付ける。◇4  

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る。◇1  

監視制御盤は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし，全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等が発生した場

合において，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録

するための設備であり，常設重大事故等

対処設備として位置付ける。◇1  

安全系監視制御盤は，内的事象による

安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメータ

を監視するための設備であり，常設重大

事故等対処設備として位置付ける。◇1  

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータを監視並びに記録するための設

備であり，可搬型重大事故等対処設備と

して使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置を配備し，常

設重大事故等対処設備として情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置を設置する。◇1  

情報把握計装設備用屋内伝送系統は，

6.2.1.3 主要設備及び仕様」の可搬型重

要計器にて計測した使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の重要監視パラメータを，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集

装置に伝送するための系統である。ま

た，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置で収集した重要監視パラメ

ータを建屋間伝送用無線装置に伝送する

ための系統である。さらに，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置で

収集した重要監視パラメータを使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

に伝送するための系統である。◇4  

建屋間伝送用無線装置は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置が

収集した重要監視パラメータを制御建屋

可搬型情報収集装置及び緊急時対策所へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（104 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

く設計とすることで，その機能を損なわ

ない設計とする。□1  

中央制御室遮蔽は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検が可能な設計と

する。□1  

中央制御室遮蔽は，外観の確認が可能

な設計とする。□1  

制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検が可能な設計とす

る。□1  

制御室遮蔽は，外観の確認が可能な設

計とする。□1  

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 中央制御室遮蔽（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用）厚さ 約１．

０ｍ以上ⅱ） 制御室遮蔽（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用）厚さ 約１．

０ｍ以上□1  

（e） 制御室環境測定設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室環境測定設備は，制御室内の酸素

濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃

度が活動に支障がない範囲にあることを

把握できる設計とする□1  

制御室環境測定設備は，中央制御室環

境測定設備及び使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室環境測定設備で構

成する。□1  

中央制御室環境測定設備は，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃

度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬

型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等

対処設備として配備する。□1  

中央制御室環境測定設備は，制御建屋

から100ｍ以上の離隔距離を確保した外

部保管エリアに保管するとともに，対処

を行う建屋内にも保管することで，必要

数及び故障時バックアップを複数箇所に

分散して保管し，位置的分散を図る。□1  

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋から100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

にも保管することで，必要数及び故障時

バックアップを複数箇所に分散して保管

伝送するための系統である。◇4  

建屋間伝送用無線装置は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置が

収集した重要監視パラメータを制御建屋

可搬型情報収集装置及び「9.16.2.4 

(２)ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備」

へ伝送するための系統である。◇1  

建屋間伝送用無線装置は，制御建屋可

搬型情報収集装置及び「9.16.2.4(２)

ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備」に対

し，重要監視パラメータを伝送すること

で，故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる共通要因に対して，

同時に必要な情報の把握機能が損なわれ

ることはない。◇4  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の可搬型重要計器にて計測した重要

監視パラメータを収集する。◇4  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置にて収集した重要監視パラメ

ータは，建屋間伝送用無線装置を介し，

制御建屋可搬型情報収集装置に伝送す

る。◇4  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋での可搬型重要計器にて計測した重

要監視パラメータを記録する。◇4  

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬型

情報収集装置にて収集した重要監視パラ

メータは，電磁的に記録及び保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

ようにするとともに帳票として出力でき

る。また，記録に必要な容量は，記録が

必要な期間に亘って保存できる容量を有

する。◇1  

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬型

表示装置は，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室に設置し，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置

にて収集した重要監視パラメータを監視

する。◇4  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置並びに使用済燃料受入れ及び

貯蔵建屋可搬型表示装置は，制御建屋可

搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情

報表示装置，「9.16.2.4 (２)ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備」の情報収集装

置及び情報表示装置と使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の重要監視パラメータを監

視及び記録することで，故意による大型
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

し，位置的分散を図る。□1  

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素

濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可

搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化

物濃度が活動に支障がない範囲内にある

ことを測定するために必要な台数を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要

数として各１個を１セットとして，予備

として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを２セットの合計３

セット以上を確保する。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型

窒素酸化物濃度計は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

が活動に支障がない範囲内にあることを

測定するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て各１個を１セットとして，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを２セットの合計３セット

以上を確保する。□1  

中央制御室環境測定設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。□1  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室環境測定設備は，

「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで，その

機能を損なわない設計とする。□1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室環境測定設備は，「ロ． 

(７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることで，その機能を

損なわない設計とする。□1  

中央制御室環境測定設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

航空機の衝突その他のテロリズムによる

共通要因に対して，同時に必要な情報の

把握及び記録機能が損なわれることはな

い。◇4  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室において情報把握計装設備が設

置されるまでの重要監視パラメータの監

視及び記録は，実施組織要員が「9.17 

通信連絡設備」の「9.17.2 重大事故等

対処施設」を用いて，所定の頻度（1 時

間30 分）で使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室に情報伝達し，監視

するとともに記録用紙に記録する。◇4  

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「9.2 電気設備」の「9.2.2 重大

事故等対処施設」の一部である受電開閉

設備等から給電する。◇1  

情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機及び「9.2電気設

備」の「9.2.2 重大事故等対処施設」の

一部である使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機で構成する。◇1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置並びに使用済燃料受入れ及び

貯蔵建屋可搬型表示装置は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

から，「6.2.1.4(２)ａ．(ｅ) 使用済燃

料貯蔵槽の冷却等のための設備に必要な

計装設備」の可搬型計測ユニットを介し

て給電する。◇1  

 

主要な設備は，以下のとおりとする。◇4  

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ) 監視制御盤（「6.1.4.4.2 使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用） 

ⅱ) 安全系監視制御盤（「6.1.4.4.2 使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室」と兼用） 

ⅲ) 情報把握計装設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

情報把握計装設備用屋内伝送系統 

建屋間伝送用無線装置 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬

型情報収集装置 

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬

型情報表示装置 

重大事故等時のパラメータを監視及び

記録するための設備の系統概要図を第

6.2.5－８図及び第6.2.5－９図に示す。
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

することにより，機能を損なわない設計

とする。□1  

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。□1  

中央制御室環境測定設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。□1  

中央制御室環境測定設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に外観点検，分解

点検が可能な設計とする。□1  

中央制御室環境測定設備は，外観の確

認が可能な設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検，分解点検

が可能な設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外観の確認が

可能な設計とする。□1  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

i) 中央制御室環境測定設備 

可搬型酸素濃度計 ３ 台（予備とし

て故障時及び待機除外時のバックアップ

を２台）可搬型二酸化炭素濃度計 ３ 台

（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを２台）可搬型窒素酸化物濃

度計 ３ 台（予備として故障時及び待機

除外時のバックアップを２台）ii) 使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室環境測定設備可搬型酸素濃度計 ３ 台

（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを２台）可搬型二酸化炭素濃

度計 ３ 台（予備として故障時及び待機

除外時のバックアップを２台）可搬型窒

素酸化物濃度計 ３ 台（予備として故障

時及び待機除外時のバックアップを２

台）□1  

◇5  

（２） 制御室換気設備 

制御室換気設備は，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

で構成する。◇2  

制御室換気設備は，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を可搬型

重大事故等対処設備として配備するとと

もに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備を常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。◇2  

a.代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，代替制御室送風機並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

可搬型ダクトで構成する。◇2  

 

代替制御室送風機は，重大事故等発生

時において，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備の制御室送風機の機能

喪失後，外気の遮断が長期にわたり，室

内環境が悪化して二酸化炭素濃度等の許

容限界に達する前に使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内に設置し，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の換気が

可能な設計とする。◇2  

 

代替制御室送風機は，代替電源設備の

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機から受電する設計とする。◇2  

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機は，補機駆動用燃料補給設

備の軽油用タンクローリから軽油を補給

できる設計とする。また，補機駆動用燃

料補給設備の軽油用タンクローリは, 補

機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽

油を補給できる設計とする。◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

ⅰ)代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

代替制御室送風機 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型ダクト 

ⅱ)代替電源設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
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（f） 制御室放射線計測設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室放射線計測設備は，制御室内の線

量当量率及び空気中の放射性物質濃度が

活動に支障がない範囲にあることを把握

できる設計とする。□1  

制御室放射線計測設備は，中央制御室

放射線計測設備並びに使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測

設備で構成する。□1  

中央制御室放射線計測設備は，ガンマ

線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可

搬型重大事故等対処設備として配備す

る。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，ガンマ線用

サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベ

ータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可

搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。□1  

中央制御室放射線計測設備は，制御建

屋内に必要数及び故障時バックアップを

複数箇所に分散して保管し，位置的分散

を図る。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋内に必要数及び故障時

バックアップを複数箇所に分散して保管

し，位置的分散を図る。□1  

中央制御室放射線計測設備のガンマ線

用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・

ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，中央

制御室の実効線量が活動に支障がない範

囲内にあることを測定するために必要な

台数を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として各１個を１セット，

予備として故障時バックアップを１セッ

トの合計２セット以上を確保する。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備のガンマ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

実効線量が活動に支障がない範囲内にあ

ることを測定するために必要な台数を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として各１個を１セット，予備とし

設可搬型発電機 

ⅲ)代替所内電気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型分電盤 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型電源ケーブル 

ⅳ)補機駆動用燃料補給設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

軽油貯槽 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

軽油用タンクローリ 

b.使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，制御室送風機並びに使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の換気

ダクトで構成する。◇2  

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，重大事故等の発生の起因とな

る安全機能の喪失の要因に応じて対処に

有効な設備を使用することとし，内的事

象による安全機能の喪失を要因とした全

交流動力電源の喪失を伴わない重大事故

等の発生時には，設計基準対象の施設の

一部を兼用し，同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用する設計とする。

◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。◇2  

ⅰ)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

制御室送風機（「6.1.4.4.2 使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室」と兼用） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の換気ダクト（「6.1.4.4.2 使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用） 

ⅱ)所内高圧系統 

［常設重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の6.9

ｋＶ非常用母線（「9.2.1.4.3 所内高圧

系統」と兼用） 

ⅲ)所内低圧系統 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の460 

Ｖ非常用母線（「9.2.1.4.4 所内低圧系

統」と兼用） 

ⅳ)計測制御装置 

［常設重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全系
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て故障時バックアップを１セットの合計

２セット以上を確保する。□1  

中央制御室放射線計測設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制御建

屋に保管し，風（台風等）により機能を

損なわない設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風

等）により機能を損なわない設計とす

る。□1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室放射線計測設備は，

「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで，その

機能を損なわない設計とする。□1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室放射線計測設備は，

「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ）地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで，その

機能を損なわない設計とする。□1  

中央制御室放射線計測設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設

計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。□1  

中央制御室放射線計測設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

の影響を受けない位置に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。□1  

 

中央制御室放射線計測設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検，分

監視制御盤（「6.1.4.4.2 使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」と兼

用） 

重大事故等時の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の系統概要図を

第6.2.5－16 図及び第6.2.5－17 図に示

す。◇2  

 

（３） 制御室照明設備 

制御室照明設備は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設

備で構成する。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，可搬型代替照

明を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。◇2  

 

可搬型代替照明は，蓄電池を内蔵して

おり，かつ，蓄電池を適宜交換すること

で全交流動力電源喪失発生から外部から

の支援が期待できるまでの7 日間に必要

な照明の確保が可能な設計とする。◇2  

 

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

i)使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型代替照明 

 

（４） 制御室遮蔽設備 

制御室遮蔽設備は，制御室遮蔽で構成

する。 

制御室遮蔽は，制御室遮蔽を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。◇2  

 

制御室遮蔽は，重大事故等が発生した

場合において，代替使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備若しくは使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

機能とあいまって使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室にとどまる実施組織要員の

実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えな

い設計とする。◇2  

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

i) 制御室遮蔽 

［常設重大事故等対処設備］ 

制御室遮蔽（「6.1.4.4.2使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用） 
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解点検が可能な設計とする。□1  

中央制御室放射線計測設備は，外観の

確認が可能な設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，再処理施設

の運転中又は停止中に外観点検，分解点

検が可能な設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外観の確認

が可能な設計とする。□1  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ）中央制御室放射線計測設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）

２ 台（予備として故障時のバックアッ

プを１台）アルファ・ベータ線用サーベ

イメータ（ＳＡ）２ 台（予備として故

障時のバックアップを１台）可搬型ダス

トサンプラ（ＳＡ）２ 台（予備として

故障時のバックアップを１台）□1  

ii) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備ガンマ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ）２ 台（予備とし

て故障時のバックアップを１台）アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

２ 台（予備として故障時のバックアッ

プを１台）可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）２ 台（予備として故障時のバック

アップを１台）□1  

 

 

（５） 制御室環境測定設備 

制御室環境測定設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測

定設備で構成する。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃

度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬

型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等

対処設備として配備する。◇2  

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素

濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，

重大事故等が発生した場合においても，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及

び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範

囲にあることを把握できる設計とする。

◇2  

i)使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型酸素濃度計 

可搬型二酸化炭素濃度計 

可搬型窒素酸化物濃度計 

 

（６） 制御室放射線計測設備 

制御室放射線計測設備は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制

御室放射線計測設備で構成する。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の制御室放射線計測設備は，ガ

ンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アル

ファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。◇2  

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）は，重大事故等が発生した場合にお

いて，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の線量当量率及び空気中

の放射性物質濃度が活動に支障がない範

囲にあることを把握できる設計とする。

◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

i)使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 
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アルファ・ベータ線用サーベイメー

タ（ＳＡ） 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

 

6.2.5.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18（４）

ｂ．試験・検査性」に示す。◇1  

１）計測制御装置 

監視制御盤，安全系監視制御盤及び情

報把握計装設備は，再処理施設の運転中

又は停止中に，模擬入力による機能，性

能確認（表示）及び外観確認が可能な設

計とする。◇1  

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検が可能な設計とす

る。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，再処理施設の運転中又は停止

中に外観点検，性能確認，分解点検が可

能な設計とする。◇2  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に独立し

て外観点検，分解点検が可能な設計とす

る。◇2  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外観の確認が可能な設計とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，再処理施設の運転中又は

停止中に独立して外観点検，分解点検が

可能な設計とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外観の確認が可能な設計

とする。◇2  

 

３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に独立して外観点

検，分解点検が可能な設計とする。◇2  

中央制御室代替照明設備は，外観の確

認が可能な設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に独立して外観点検，

分解点検が可能な設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外観の確認が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（111 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

可能な設計とする。◇2  

４）制御室遮蔽設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

中央制御室遮蔽は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検が可能な設計と

する。◇2  

中央制御室遮蔽は，外観の確認が可能

な設計とする。◇2  

制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検が可能な設計とす

る。◇2  

制御室遮蔽は，外観の確認が可能な設

計とする。◇2  

５）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に外観点検，分解

点検が可能な設計とする。◇2  

中央制御室環境測定設備は，外観の確

認が可能な設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検，分解点検

が可能な設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外観の確認が

可能な設計とする。◇2  

６）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検，分

解点検が可能な設計とする。◇2  

中央制御室放射線計測設備は，外観の

確認が可能な設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，再処理施設

の運転中又は停止中に外観点検，分解点

検が可能な設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外観の確認

が可能な設計とするSA。◇2  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第四十七条（計装設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 

重大事故時の直流電源喪失そ

の他故障が発生した場合に関

する設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 １項 － a,b 

② 

再処理施設への故意による大

型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合に関す

る設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 ２項 － c 

③ 共通要因に関する設計方針 技術基準の要求を受けている内容 ３項 － c 

④ 共通要因故障に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 47 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条２項） 

（36 条３項２号） 

（36 条３項４号） 

（36 条３項６号） 

－ d 

⑤ 悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 47 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ d 

⑥ 個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 47 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ b 

⑦ 環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 47 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項２号） 

（36 条１項７号） 

（36 条３項３号） 

（36 条３項４号） 

－ d 

⑧ 操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 47 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項３号） 

（36 条１項５号） 

（36 条３項１号） 

（36 条３項５号） 

－ d 

⑨ 
試験・検査性の確保に関する

内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 47 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項４号） 
－ d 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  制御室に関する事項 
制御室に関する事項については，第 48 条「制御室」の基

本設計方針で記載する。 
－ 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

□2  手順に関する記載 保安規定に定めて管理するため記載しない。 － 

□3  設備仕様 仕様表にて記載する。 e 

□4  図の呼込みに関する記載 図の呼込みに関する記載のため記載しない。 － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）と内容が重複する

ため，記載しない。 
－ 

◇2  制御室に関する事項 
制御室に関する事項については，第 48 条「制御室」の基

本設計方針で記載する。 
－ 

◇3  手順に関する記載 保安規定に定めて管理するため記載しない。 － 

◇4  添付書類記載事項 

計装設備の重大事故等に対処するパラメータ及び計測範

囲に関する事項，故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合に情報を把握するパラメータ

に関する事項及び情報把握設備の詳細に関する事項につ

いては，設工認添付書類に記載するため基本設計方針に

は記載しない。 

a,b,c,d 

◇5  
図又は表の呼込みに関する記

載 
図又は表の呼込みに関する記載のため記載しない。 － 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 
Ⅵ－１－４ 計測制御系統施設に関する説明書 

Ⅵ－１－４－１ 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

b 

Ⅵ－１－４ 計測制御系統施設に関する説明書 

Ⅵ－１－４－２ 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並

びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

c 

Ⅵ－１－４ 計測制御系統施設に関する説明書 

Ⅵ－１－４－３ 再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の

情報把握に関する説明書 

d 
Ⅵ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書 

e 仕様表（設計条件及び仕様） 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第2章　個別項目
4.計測制御系統施設
4.1計測制御設備

計測制御設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処す
るために監視することが必要なパラメータを計測できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

2

計測制御設備は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）
の直流電源の喪失その他の故障により当該重大事故等に対処するために監視
することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において，
再処理施設における重大事故等の事象進展速度や重大事故等に対処するため
の時間的余裕の観点を考慮し，当該パラメータを推定するために有効な情報
を把握できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

3

直流電源の喪失その他の故障として，再処理施設のパラメータを計測する機
器の多くが交流電源により給電する設計としていることから，必要なパラ
メータを計測することが困難となる条件として全交流動力電源の喪失を想定
し，また，計測機器の故障（計装導圧配管及び温度計ガイド管（以下「計装
配管」という。）が損傷した場合を含む。）及び計測範囲の超過を想定す
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

4

計測制御設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処す
るために監視することが必要なパラメータを計測する設備として，常設重要
計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器，可搬型重要代替計器及び第2章
個別項目の「1.2.1　使用済燃料の貯蔵施設」の「1.2.1.10　監視設備」に
用いる一部のパラメータの監視及び可搬型重要計器の冷却に必要な可搬型計
測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニッ
ト用空気圧縮機，けん引車で構成し，必要なパラメータを計測する設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

5

4.1.1パラメータの選定方針
重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ及び当該パラ
メータを推定するために有効な情報は，パラメータの重要性や計測に当たっ
ての優先順位の明確化の観点から，以下の通り分類する。

定義 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

6

再処理施設の状態を監視するパラメータのうち，当該重大事故等に対処する
ために監視することが必要なパラメータ及び当該パラメータを推定するため
に有効な情報は，重大事故等の対策における各作業手順に用いるパラメータ
及び重大事故等に対する対策の有効性評価に用いるパラメータから抽出する
（以下「抽出パラメータ」という。）。

定義 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【計測装置の構成】
以下の重大事故対策にて使用する計測制御設備に
おける、計測装置の構成について説明する。
・臨界事故の拡大を防止するために必要な計測制
御設備
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計測制御設備
・放射線分解により発生する水素による爆発に対
処するために必要な計測制御設備
・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するため
に必要な計測制御設備
・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するた
めに必要な計測制御設備
・重大事故等への対処に必要となる水の供給に必
要な計測制御設備
・重大事故等の対応に必要となるパラメータにお
ける，記録，保存について説明する。

【計測装置の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定
方針を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。

【乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して】
重大事故等が発生した場合の，乾電池，充電池に
よる給電における設計方針について説明する。

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を計測する
装置の構成について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測結果の記録及び保存について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の電源構成について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲について説明する。

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

1

第2章　個別項目
4.計測制御系統施設
4.1計測制御設備

計測制御設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処す
るために監視することが必要なパラメータを計測できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

計測制御設備は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）
の直流電源の喪失その他の故障により当該重大事故等に対処するために監視
することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において，
再処理施設における重大事故等の事象進展速度や重大事故等に対処するため
の時間的余裕の観点を考慮し，当該パラメータを推定するために有効な情報
を把握できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3

直流電源の喪失その他の故障として，再処理施設のパラメータを計測する機
器の多くが交流電源により給電する設計としていることから，必要なパラ
メータを計測することが困難となる条件として全交流動力電源の喪失を想定
し，また，計測機器の故障（計装導圧配管及び温度計ガイド管（以下「計装
配管」という。）が損傷した場合を含む。）及び計測範囲の超過を想定す
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

4

計測制御設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処す
るために監視することが必要なパラメータを計測する設備として，常設重要
計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器，可搬型重要代替計器及び第2章
個別項目の「1.2.1　使用済燃料の貯蔵施設」の「1.2.1.10　監視設備」に
用いる一部のパラメータの監視及び可搬型重要計器の冷却に必要な可搬型計
測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニッ
ト用空気圧縮機，けん引車で構成し，必要なパラメータを計測する設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5

4.1.1パラメータの選定方針
重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ及び当該パラ
メータを推定するために有効な情報は，パラメータの重要性や計測に当たっ
ての優先順位の明確化の観点から，以下の通り分類する。

定義 基本方針 基本方針

6

再処理施設の状態を監視するパラメータのうち，当該重大事故等に対処する
ために監視することが必要なパラメータ及び当該パラメータを推定するため
に有効な情報は，重大事故等の対策における各作業手順に用いるパラメータ
及び重大事故等に対する対策の有効性評価に用いるパラメータから抽出する
（以下「抽出パラメータ」という。）。

定義 基本方針 基本方針

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
説明対象

申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

第2回

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【計測装置の構成】
以下の重大事故対策にて使用する計測制御設備に
おける、計測装置の構成について説明する。
・臨界事故の拡大を防止するために必要な計測制
御設備
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計測制御設備
・放射線分解により発生する水素による爆発に対
処するために必要な計測制御設備
・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するため
に必要な計測制御設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

7

抽出パラメータのうち，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止対策を成功
させるために監視することが必要なパラメータを主要パラメータとする。ま
た，抽出パラメータのうち，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運
転状態又は再処理施設の状態を補助的に監視するパラメータを補助パラメー
タとし，保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針 ― ― ― ― ―

8
主要パラメータのうち，再処理施設の状態を直接監視するパラメータを重要
監視パラメータとする。

定義 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

9
主要パラメータのうち，再処理施設の状態を換算等により推定，又は推測す
るパラメータを重要代替監視パラメータとする。

定義 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

10
重要代替監視パラメータが複数ある場合は，重要監視パラメータとの相関性
の高さ，検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，計
測に当たっての優先順位を保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針 ― ― ― ― ―

11

重要代替監視パラメータは，重要監視パラメータと同一物理量のパラメータ
を計測する異なる計測点（以下「他チャンネル」という。）がある場合は，
重要代替監視パラメータとしていずれか1つの適切な他チャンネルを選定
し，計測する設計とする。また，重要監視パラメータを換算等により推定，
又は推測可能なパラメータがある場合は，重要代替監視パラメータとして計
測する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

12
重大事故等が発生した場合は，重要監視パラメータの計測に着手すること
で，再処理施設の状態を把握する手段を有する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

13
重要監視パラメータの計測が困難な場合は，重要代替監視パラメータの計測
に着手することで，再処理施設の状態を推定，又は推測可能な手段を有する
設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【計測装置の構成】
以下の重大事故対策にて使用する計測制御設備に
おける、計測装置の構成について説明する。
・臨界事故の拡大を防止するために必要な計測制
御設備
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計測制御設備
・放射線分解により発生する水素による爆発に対
処するために必要な計測制御設備
・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するため
に必要な計測制御設備
・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するた
めに必要な計測制御設備
・重大事故等への対処に必要となる水の供給に必
要な計測制御設備
・重大事故等の対応に必要となるパラメータにお
ける，記録，保存について説明する。

【計測装置の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定
方針を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。

【乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して】
重大事故等が発生した場合の，乾電池，充電池に
よる給電における設計方針について説明する。

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を計測する
装置の構成について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測結果の記録及び保存について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の電源構成について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

7

抽出パラメータのうち，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止対策を成功
させるために監視することが必要なパラメータを主要パラメータとする。ま
た，抽出パラメータのうち，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運
転状態又は再処理施設の状態を補助的に監視するパラメータを補助パラメー
タとし，保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

8
主要パラメータのうち，再処理施設の状態を直接監視するパラメータを重要
監視パラメータとする。

定義 基本方針 基本方針

9
主要パラメータのうち，再処理施設の状態を換算等により推定，又は推測す
るパラメータを重要代替監視パラメータとする。

定義 基本方針 基本方針

10
重要代替監視パラメータが複数ある場合は，重要監視パラメータとの相関性
の高さ，検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，計
測に当たっての優先順位を保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

11

重要代替監視パラメータは，重要監視パラメータと同一物理量のパラメータ
を計測する異なる計測点（以下「他チャンネル」という。）がある場合は，
重要代替監視パラメータとしていずれか1つの適切な他チャンネルを選定
し，計測する設計とする。また，重要監視パラメータを換算等により推定，
又は推測可能なパラメータがある場合は，重要代替監視パラメータとして計
測する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

12
重大事故等が発生した場合は，重要監視パラメータの計測に着手すること
で，再処理施設の状態を把握する手段を有する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

13
重要監視パラメータの計測が困難な場合は，重要代替監視パラメータの計測
に着手することで，再処理施設の状態を推定，又は推測可能な手段を有する
設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 計測制御設備 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 計測制御設備 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 計測制御設備 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

要 計測制御設備
・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するた
めに必要な計測制御設備
・重大事故等への対処に必要となる水の供給に必
要な計測制御設備
・重大事故等の対応に必要となるパラメータにお
ける，記録，保存について説明する。

【計測装置の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定
方針を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。

【乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して】
重大事故等が発生した場合の，乾電池，充電池に
よる給電における設計方針について説明する。

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を計測する
装置の構成について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測結果の記録及び保存について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の電源構成について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

14

4.1.2重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握
する設備の設計方針

主要パラメータを計測する設備のうち，重要監視パラメータを計測する設備
を重要計器，重要代替監視パラメータを計測する設備を重要代替計器とし，
重大事故等の発生要因に応じて対処に有効な設備を使用する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

15
重要計器及び重要代替計器は，再処理施設の状態を推定するための計測範囲
を有する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

16

重要監視パラメータは，外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事
故等が発生した場合には，可搬型重要計器を使用して計測する設計とする。
また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を
伴わない重大事故等が発生した場合には，可搬型重要計器又は常設重要計器
を使用して計測する設計とする。重要監視パラメータを計測する可搬型重要
計器は重大事故等対処設備として設ける設計とする。重要監視パラメータを
計測する常設重要計器は，第2章 個別項目の「2.2.1　溶解設備」の
「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」，「2.2.1.2 重大事故時可
溶性中性子吸収材供給系」，「2.4.2　プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系」，「2.4.3　精製建屋一時貯留
槽」の「2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，「5.1　気体廃棄
物の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」及び「7.1.2　圧縮空気設備」
の「7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系」の常設計器を重大事故等対処設備とし
て位置付けるとともに，設置する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

17

重要代替監視パラメータは，外的事象による安全機能の喪失を要因として重
大事故等が発生した場合には，可搬型重要代替計器を使用して計測する設計
とする。また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源
の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合には，常設重要代替計器を使用
して計測する設計とする。重要代替監視パラメータを計測する可搬型重要代
替計器は，重大事故等対処設備として設ける設計とする。重要代替監視パラ
メータを計測する常設重要代替計器は，第2章 個別項目の「2.2.1　溶解設
備」の「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」，「2.2.1.2 重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系」，「2.4.2　プルトニウム精製設備」の
「2.4.2.1 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系」，「2.4.3　精製建
屋一時貯留槽」の「2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，「5.1
気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」及び「7.1.2　圧縮空
気設備」の「7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系」の常設計器を重大事故等対処
設備として位置付け，重要監視パラメータを計測するために設置する設計と
する。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ―

18

4.1.2.1重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把
握する設備の詳細設計方針

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，計測方式に応じて設計基準対象
の施設である計測制御設備の計装配管に接続して計測する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

19
主要パラメータを計測するために必要な設備のうち常設重要計器及び常設重
要代替計器の電源は，重大事故等対処設備の一部である受電開閉設備等から
給電する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

20

主要パラメータを計測するために必要な設備のうち可搬型重要計器及び可搬
型重要代替計器の電源は，重大事故等が発生した場合において，乾電池，充
電池又は，第2章 個別項目の「4.3　制御室」の「4.3.1　計測制御装置」の
情報把握計装設備可搬型発電機，「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電
源設備」のうち前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，ウラン・
プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬
型発電機から給電する設計とする。前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型重要
計器及び可搬型重要代替計器には，各建屋の可搬型発電機から第2章 個別項
目の「4.3　制御室」の「4.3.1　計測制御装置」の前処理建屋可搬型情報収
集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固
化建屋可搬型情報収集装置を介して給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

代替電源設備

設計方針 ― ― ― ― ―

21

パラメータの計測に必要な圧縮空気は，第2章 個別項目の「7.1.2　圧縮空
気設備」の「7.1.2.1　一般圧縮空気系」，「7.1.2.2　安全圧縮空気系」，
可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器に附属の計測用ボンベ並びに可搬型
空気圧縮機から空気を供給する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

圧縮空気設備

設計方針 ― ― ― ― ―

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【計測装置の構成】
以下の重大事故対策にて使用する計測制御設備に
おける、計測装置の構成について説明する。
・臨界事故の拡大を防止するために必要な計測制
御設備
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計測制御設備
・放射線分解により発生する水素による爆発に対
処するために必要な計測制御設備
・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するため
に必要な計測制御設備
・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するた
めに必要な計測制御設備
・重大事故等への対処に必要となる水の供給に必
要な計測制御設備
・重大事故等の対応に必要となるパラメータにお
ける，記録，保存について説明する。

【計測装置の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定
方針を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。

【乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して】
重大事故等が発生した場合の，乾電池，充電池に
よる給電における設計方針について説明する。

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を計測する
装置の構成について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測結果の記録及び保存について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の電源構成について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲について説明する。

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

14

4.1.2重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握
する設備の設計方針

主要パラメータを計測する設備のうち，重要監視パラメータを計測する設備
を重要計器，重要代替監視パラメータを計測する設備を重要代替計器とし，
重大事故等の発生要因に応じて対処に有効な設備を使用する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

15
重要計器及び重要代替計器は，再処理施設の状態を推定するための計測範囲
を有する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

16

重要監視パラメータは，外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事
故等が発生した場合には，可搬型重要計器を使用して計測する設計とする。
また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を
伴わない重大事故等が発生した場合には，可搬型重要計器又は常設重要計器
を使用して計測する設計とする。重要監視パラメータを計測する可搬型重要
計器は重大事故等対処設備として設ける設計とする。重要監視パラメータを
計測する常設重要計器は，第2章 個別項目の「2.2.1　溶解設備」の
「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」，「2.2.1.2 重大事故時可
溶性中性子吸収材供給系」，「2.4.2　プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系」，「2.4.3　精製建屋一時貯留
槽」の「2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，「5.1　気体廃棄
物の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」及び「7.1.2　圧縮空気設備」
の「7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系」の常設計器を重大事故等対処設備とし
て位置付けるとともに，設置する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

17

重要代替監視パラメータは，外的事象による安全機能の喪失を要因として重
大事故等が発生した場合には，可搬型重要代替計器を使用して計測する設計
とする。また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源
の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合には，常設重要代替計器を使用
して計測する設計とする。重要代替監視パラメータを計測する可搬型重要代
替計器は，重大事故等対処設備として設ける設計とする。重要代替監視パラ
メータを計測する常設重要代替計器は，第2章 個別項目の「2.2.1　溶解設
備」の「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」，「2.2.1.2 重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系」，「2.4.2　プルトニウム精製設備」の
「2.4.2.1 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系」，「2.4.3　精製建
屋一時貯留槽」の「2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，「5.1
気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」及び「7.1.2　圧縮空
気設備」の「7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系」の常設計器を重大事故等対処
設備として位置付け，重要監視パラメータを計測するために設置する設計と
する。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

18

4.1.2.1重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把
握する設備の詳細設計方針

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，計測方式に応じて設計基準対象
の施設である計測制御設備の計装配管に接続して計測する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

19
主要パラメータを計測するために必要な設備のうち常設重要計器及び常設重
要代替計器の電源は，重大事故等対処設備の一部である受電開閉設備等から
給電する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

20

主要パラメータを計測するために必要な設備のうち可搬型重要計器及び可搬
型重要代替計器の電源は，重大事故等が発生した場合において，乾電池，充
電池又は，第2章 個別項目の「4.3　制御室」の「4.3.1　計測制御装置」の
情報把握計装設備可搬型発電機，「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電
源設備」のうち前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，ウラン・
プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬
型発電機から給電する設計とする。前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型重要
計器及び可搬型重要代替計器には，各建屋の可搬型発電機から第2章 個別項
目の「4.3　制御室」の「4.3.1　計測制御装置」の前処理建屋可搬型情報収
集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固
化建屋可搬型情報収集装置を介して給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

代替電源設備

設計方針

21

パラメータの計測に必要な圧縮空気は，第2章 個別項目の「7.1.2　圧縮空
気設備」の「7.1.2.1　一般圧縮空気系」，「7.1.2.2　安全圧縮空気系」，
可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器に附属の計測用ボンベ並びに可搬型
空気圧縮機から空気を供給する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

圧縮空気設備

設計方針

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 計測制御設備 計測制御設備 ― ―
<計測装置>
・計測範囲
・警報動作範囲

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電
に関して

【重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定】
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータの計測方針（代替パラメータによ
る推定方法含む）について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータの選定方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータの監視・記録方針について説明す
る。
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータを計測する設備の設計方針につい
て説明する。

【計測制御設備の構成】
以下の重大事故対策にて使用する計測制御設備に
ついて、測定時の設備系統構成について説明す
る。また，可搬型設備の計測点，保管場所，接続
場所を示す。
・臨界事故の拡大を防止するために必要な計測制
御設備
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計測制御設備
・放射線分解により発生する水素による爆発に対
処するために必要な計測制御設備
・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するため
に必要な計測制御設備
・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するた
めに必要な計測制御設備
・重大事故等への対処に必要となる水の供給に必
要な計測制御設備

【計測制御設備の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定
方針を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

22 可搬型重要計器の一部は，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2．重大事故等対処設備

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

― ― ― ― ―

23

MOX燃料加工施設と共用する可搬型重要計器は，再処理施設及びMOX燃料加工
施設における重大事故等に同時に対処することを考慮し，対処に必要となる
計測範囲及び個数を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影
響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2．重大事故等対処設備

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

― ― ― ― ―

24

計測制御設備の重要代替監視パラメータは，共通要因によって重要監視パラ
メータと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，異なる物理量の計
測又は計測方式により換算表を用いて推定することで，重要監視パラメータ
に対して可能な限り多様性を有する設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

25

計測制御設備の重要代替監視パラメータは，共通要因によって重要監視パラ
メータと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，重要監視パラメー
タを計測する箇所と異なる箇所で計測することにより，重要監視パラメータ
と可能な限り位置的分散を図る設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

26
内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の常設重要
計器及び常設重要代替計器は，地震等により機能が損なわれる場合，代替設
備による機能の確保により機能を維持する設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

27

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，共通要因によっ
て設計基準対象の施設の計測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないように，故障時バックアップを含めて必要な数量を設計基準対象の施
設の計測制御設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複
数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とす
る。または，設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋から100
ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃
液ガラス固化建屋及び制御建屋にも保管することで位置的分散を図る設計と
する。前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋内に保管する場合は設計基準
対象の施設の計測制御設備が設置される場所と異なる場所に保管することで
位置的分散を図る設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

28
計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，安全機能を有する施
設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

― ― ― ― ―

29

計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，重大事故等の対処に
必要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有する設計とする。ま
た，設計基準対象の施設の計測制御設備が計測範囲を超過した場合は，可搬
型重要計器又は可搬型重要代替計器にて必要なパラメータを計測する設計と
する。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

― ― ― ― ―

30

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，重大事故等の対
処に必要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有する設計とす
る。保有数は，必要数を確保するとともに，予備として故障時及び保守点検
による待機除外時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

31

MOX燃料加工施設と共用する計測制御設備の可搬型重要計器は，再処理施設
及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮
した計測範囲及び個数を有することで，共用によって重大事故等時の対処に
影響を及ぼさない設計とする。保有数は，必要数を確保するとともに，予備
として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを必要数以上確
保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説
明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

22 可搬型重要計器の一部は，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

23

MOX燃料加工施設と共用する可搬型重要計器は，再処理施設及びMOX燃料加工
施設における重大事故等に同時に対処することを考慮し，対処に必要となる
計測範囲及び個数を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影
響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

24

計測制御設備の重要代替監視パラメータは，共通要因によって重要監視パラ
メータと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，異なる物理量の計
測又は計測方式により換算表を用いて推定することで，重要監視パラメータ
に対して可能な限り多様性を有する設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

25

計測制御設備の重要代替監視パラメータは，共通要因によって重要監視パラ
メータと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，重要監視パラメー
タを計測する箇所と異なる箇所で計測することにより，重要監視パラメータ
と可能な限り位置的分散を図る設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

26
内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の常設重要
計器及び常設重要代替計器は，地震等により機能が損なわれる場合，代替設
備による機能の確保により機能を維持する設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

27

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，共通要因によっ
て設計基準対象の施設の計測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないように，故障時バックアップを含めて必要な数量を設計基準対象の施
設の計測制御設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複
数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とす
る。または，設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋から100
ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃
液ガラス固化建屋及び制御建屋にも保管することで位置的分散を図る設計と
する。前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋内に保管する場合は設計基準
対象の施設の計測制御設備が設置される場所と異なる場所に保管することで
位置的分散を図る設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

28
計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，安全機能を有する施
設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（悪影響防止）

29

計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，重大事故等の対処に
必要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有する設計とする。ま
た，設計基準対象の施設の計測制御設備が計測範囲を超過した場合は，可搬
型重要計器又は可搬型重要代替計器にて必要なパラメータを計測する設計と
する。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

30

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，重大事故等の対
処に必要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有する設計とす
る。保有数は，必要数を確保するとともに，予備として故障時及び保守点検
による待機除外時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

31

MOX燃料加工施設と共用する計測制御設備の可搬型重要計器は，再処理施設
及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮
した計測範囲及び個数を有することで，共用によって重大事故等時の対処に
影響を及ぼさない設計とする。保有数は，必要数を確保するとともに，予備
として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを必要数以上確
保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2．重大事故等対処設備

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2．重大事故等対処設備

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

〇 ― 計測制御設備 ― ―
<計測装置>
・計測範囲
・警報動作範囲

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

〇 ― 計測制御設備 ― ―
<計測装置>
・計測範囲

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説
明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

32
計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

33

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，外部からの衝撃
による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御建屋，第1保管
庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

34

地震を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の可搬型重要計
器及び可搬型重要代替計器は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

35
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，溢水量及び化学
薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液
防護する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

36

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，内部発生飛散物
の影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御建屋及び外部保管エリア
の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

37
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，想定される重大
事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くな
るおそれの少ない場所を選定することで操作可能な設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

38
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器と情報把握計装設備
又はその他の重大事故等対処設備との接続は，ネジ接続，コネクタ接続又は
より簡便な接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（操作性の確
保）

― ― ― ― ―

39
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器と計装配管は，容易
かつ確実に接続でき，かつ，複数の計装配管と相互に使用することができる
よう，口径に応じた簡便な接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（操作性の確
保）

― ― ― ― ―

40

計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，通常時において，重
大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力による機能，性能
の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。また，当該機能を健
全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

― ― ― ― ―

41

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，通常時におい
て，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力による機
能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。また，当該
機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

32
計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等）

33

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，外部からの衝撃
による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御建屋，第1保管
庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等）

34

地震を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の可搬型重要計
器及び可搬型重要代替計器は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条件等）

35
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，溢水量及び化学
薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液
防護する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等）

36

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，内部発生飛散物
の影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御建屋及び外部保管エリア
の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条件等）

37
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，想定される重大
事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くな
るおそれの少ない場所を選定することで操作可能な設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等）

38
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器と情報把握計装設備
又はその他の重大事故等対処設備との接続は，ネジ接続，コネクタ接続又は
より簡便な接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（操作性の確
保）

39
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器と計装配管は，容易
かつ確実に接続でき，かつ，複数の計装配管と相互に使用することができる
よう，口径に応じた簡便な接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（操作性の確
保）

40

計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，通常時において，重
大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力による機能，性能
の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。また，当該機能を健
全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（試験・検査
性）

41

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，通常時におい
て，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力による機
能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。また，当該
機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（試験・検査
性）

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

42

4.1.2.2使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重大事故等に対処するために監視す
ることが必要なパラメータを把握する設備の詳細設計方針

第2章 個別項目の「「1.2.1　使用済燃料の貯蔵施設」の「1.2.1.10　監視
設備」に用いる一部のパラメータの監視及び可搬型重要計器の冷却に必要な
可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計
測ユニット用空気圧縮機及びけん引車を重大事故等対処設備として設ける設
計とする。

設置要求 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

43
可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（個数6）は，重大事故等が発生し
た場合において，赤外線機能により燃料貯蔵プール等の状態を監視できる設
計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

44

主要パラメータを計測するために必要な設備のうち可搬型重要計器及び可搬
型重要代替計器の電源は，重大事故等が発生した場合において，乾電池，充
電池又は第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設
備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から給電する設計
とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

45
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬型重要計器には，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設可搬型発電機から可搬型計測ユニットを介して電源を給電す
る設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

46
パラメータの計測に必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機か
ら空気を供給する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

47

可搬型計測ユニットは，パラメータの計測に必要な圧縮空気及び可搬型空冷
ユニットに必要な圧縮空気を供給する機能を有する設計とする。可搬型計測
ユニットにおいて必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機から
供給する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

48

可搬型監視ユニットは，可搬型重要計器で計測する燃料貯蔵プール等水温，
燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等空間線量率及び燃料貯蔵プール等
状態（監視カメラ）のパラメータをユニット内で監視可能な機能を有する設
計とする。また，可搬型監視ユニットには，第2章 個別項目の「4.3　制御
室」の「4.3.1　計測制御装置」計測制御装置の使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋可搬型情報収集装置を搭載可能な設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

49

可搬型空冷ユニットは，可搬型計測ユニットから供給される圧縮空気を冷却
する機能を有する設計とする。冷却した圧縮空気は，燃料貯蔵プール等空間
線量率及び燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）を計測する可搬型重要計器
に供給することで，崩壊熱による使用済燃料貯蔵槽の水の温度上昇及び沸騰
による使用済燃料貯蔵槽周辺の温度及び湿度の上昇を考慮しても，可搬型重
要計器の機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

50

また，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニットに必
要な電源は，第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源
設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から供給する設
計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

代替電源設備

設計方針 ― ― ― ― ―

51

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計
測ユニット用空気圧縮機及び第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の
「7.1.1.9　代替電源設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型
発電機は，けん引車にて設置場所までけん引可能な設計とするとともに，け
ん引車を重大事故等対処設備として設ける設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

代替電源設備

設計方針 ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を計測する
装置の構成について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測結果の記録及び保存について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の電源構成について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

42

4.1.2.2使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重大事故等に対処するために監視す
ることが必要なパラメータを把握する設備の詳細設計方針

第2章 個別項目の「「1.2.1　使用済燃料の貯蔵施設」の「1.2.1.10　監視
設備」に用いる一部のパラメータの監視及び可搬型重要計器の冷却に必要な
可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計
測ユニット用空気圧縮機及びけん引車を重大事故等対処設備として設ける設
計とする。

設置要求 基本方針 基本方針

43
可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（個数6）は，重大事故等が発生し
た場合において，赤外線機能により燃料貯蔵プール等の状態を監視できる設
計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

44

主要パラメータを計測するために必要な設備のうち可搬型重要計器及び可搬
型重要代替計器の電源は，重大事故等が発生した場合において，乾電池，充
電池又は第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設
備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から給電する設計
とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

45
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬型重要計器には，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設可搬型発電機から可搬型計測ユニットを介して電源を給電す
る設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

46
パラメータの計測に必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機か
ら空気を供給する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

47

可搬型計測ユニットは，パラメータの計測に必要な圧縮空気及び可搬型空冷
ユニットに必要な圧縮空気を供給する機能を有する設計とする。可搬型計測
ユニットにおいて必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機から
供給する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

48

可搬型監視ユニットは，可搬型重要計器で計測する燃料貯蔵プール等水温，
燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等空間線量率及び燃料貯蔵プール等
状態（監視カメラ）のパラメータをユニット内で監視可能な機能を有する設
計とする。また，可搬型監視ユニットには，第2章 個別項目の「4.3　制御
室」の「4.3.1　計測制御装置」計測制御装置の使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋可搬型情報収集装置を搭載可能な設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

49

可搬型空冷ユニットは，可搬型計測ユニットから供給される圧縮空気を冷却
する機能を有する設計とする。冷却した圧縮空気は，燃料貯蔵プール等空間
線量率及び燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）を計測する可搬型重要計器
に供給することで，崩壊熱による使用済燃料貯蔵槽の水の温度上昇及び沸騰
による使用済燃料貯蔵槽周辺の温度及び湿度の上昇を考慮しても，可搬型重
要計器の機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

50

また，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニットに必
要な電源は，第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源
設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から供給する設
計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

代替電源設備

設計方針

51

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計
測ユニット用空気圧縮機及び第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の
「7.1.1.9　代替電源設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型
発電機は，けん引車にて設置場所までけん引可能な設計とするとともに，け
ん引車を重大事故等対処設備として設ける設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

代替電源設備

設計方針

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 計測制御設備 ― ― ―
＜圧縮機＞
・容量

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を計測する
装置の構成について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測結果の記録及び保存について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する
装置の電源構成について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲及び警報動作範囲】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装
置の計測範囲について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

52

計測制御設備の燃料貯蔵プール等水位（超音波式，メジャー），燃料貯蔵
プール等水温（サーミスタ）及び燃料貯蔵プール等空間線量率（半導体検出
器（携行型））のパラメータを計測する可搬型重要計器は，共通要因によっ
て設計基準対象の施設の計測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないように，設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋から
100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する場合は設計基準対象の施設の計測
制御設備が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分散を図る
設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

53

計測制御設備の可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユ
ニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，けん引車，燃料貯蔵プール等水
位（電波式，エアパージ式），燃料貯蔵プール等水温（測温抵抗体），代替
注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等空間線量率（半導体検
出器（パラメータ伝送型）），燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラ
メータを計測する可搬型重要計器は，共通要因によって設計基準対象の施設
の計測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時
バックアップを含めて必要な数量を設計基準対象の施設の計測制御設備が設
置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに
分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

54
屋外に保管するけん引車は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて
固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

― ― ― ― ―

55

計測制御設備の可搬型重要計器は，重大事故等の対処に必要なパラメータを
計測するために必要な計測範囲を有する設計とする。保有数は，必要数を確
保するとともに，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバック
アップを必要数以上確保する設計とする。また，可搬型空冷ユニットＡ～
Ｅ，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型計測ユニット用空気
圧縮機及びけん引車の保有数は，それぞれ必要数として1台，予備として故
障時及び待機除外時のバックアップを2台の合計３台確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

― ― ― ― ―

56

計測制御設備の燃料貯蔵プール等空間線量率及び燃料貯蔵プール等状態（監
視カメラ）を計測する可搬型重要計器は，可搬型計測ユニット，可搬型空冷
ユニット及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機により冷却した圧縮空気を供
給することで使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，湿度を考慮しても
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

57

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等
水温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパラメータを計測する可搬型重要計
器）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第1保管庫・貯水所，第2保
管庫・貯水所及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風）等によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

58

計測制御設備の可搬型重要計器（代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃
料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータを計測する可搬型重要計
器）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第1保管庫・貯水所及び第2
保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

59
地震を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の可搬型重要計
器は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計と
することで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

60

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等
水温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパラメータを計測する可搬型重要計器
を含む。）は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高
さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

61

計測制御設備の可搬型重要計器は，内部発生飛散物の影響を考慮し，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋及び外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けな
い場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計する。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

62
計測制御設備の可搬型重要計器は，想定される重大事故等が発生した場合に
おいても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所を
選定することで操作可能な設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説
明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

52

計測制御設備の燃料貯蔵プール等水位（超音波式，メジャー），燃料貯蔵
プール等水温（サーミスタ）及び燃料貯蔵プール等空間線量率（半導体検出
器（携行型））のパラメータを計測する可搬型重要計器は，共通要因によっ
て設計基準対象の施設の計測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないように，設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋から
100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する場合は設計基準対象の施設の計測
制御設備が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分散を図る
設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

53

計測制御設備の可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユ
ニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，けん引車，燃料貯蔵プール等水
位（電波式，エアパージ式），燃料貯蔵プール等水温（測温抵抗体），代替
注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等空間線量率（半導体検
出器（パラメータ伝送型）），燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラ
メータを計測する可搬型重要計器は，共通要因によって設計基準対象の施設
の計測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時
バックアップを含めて必要な数量を設計基準対象の施設の計測制御設備が設
置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに
分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

54
屋外に保管するけん引車は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて
固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（悪影響防止）

55

計測制御設備の可搬型重要計器は，重大事故等の対処に必要なパラメータを
計測するために必要な計測範囲を有する設計とする。保有数は，必要数を確
保するとともに，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバック
アップを必要数以上確保する設計とする。また，可搬型空冷ユニットＡ～
Ｅ，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型計測ユニット用空気
圧縮機及びけん引車の保有数は，それぞれ必要数として1台，予備として故
障時及び待機除外時のバックアップを2台の合計３台確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

56

計測制御設備の燃料貯蔵プール等空間線量率及び燃料貯蔵プール等状態（監
視カメラ）を計測する可搬型重要計器は，可搬型計測ユニット，可搬型空冷
ユニット及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機により冷却した圧縮空気を供
給することで使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，湿度を考慮しても
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等）

57

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等
水温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパラメータを計測する可搬型重要計
器）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第1保管庫・貯水所，第2保
管庫・貯水所及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風）等によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等）

58

計測制御設備の可搬型重要計器（代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃
料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータを計測する可搬型重要計
器）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第1保管庫・貯水所及び第2
保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等）

59
地震を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の可搬型重要計
器は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計と
することで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条件等）

60

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等
水温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパラメータを計測する可搬型重要計器
を含む。）は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高
さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等）

61

計測制御設備の可搬型重要計器は，内部発生飛散物の影響を考慮し，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋及び外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けな
い場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計する。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条件等）

62
計測制御設備の可搬型重要計器は，想定される重大事故等が発生した場合に
おいても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所を
選定することで操作可能な設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等）

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

〇 計測制御設備 ― ― ―
<計測装置>
・計測範囲

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説
明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

63
計測制御設備の可搬型重要計器と情報把握計装設備又はその他の重大事故等
対処設備との接続は，ネジ接続，コネクタ接続又はより簡便な接続方式を用
いる設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

― ― ― ― ―

64

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等
水温，代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等空間線量
率，燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータを計測する可搬型重
要計器），可搬型重要代替計器及び可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニッ
ト，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機は，通常時にお
いて，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力による機
能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。また，当該
機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

― ― ― ― ―

65

4.1.3再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発
生した場合において必要な情報を把握し記録する設備の設計方針
再処理施設は，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリ
ズムが発生した場合において，中央制御室及び緊急時対策所で必要な情報を
把握するために，重大事故等に対処するために監視することが必要なパラ
メータを把握する設備及び再処理施設への故意による大型航空機の衝突その
他のテロリズムが発生した場合において必要な情報を把握し記録する設備を
設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

66

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する設
備及び再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発
生した場合において必要な情報を把握し記録する設備は，共通要因によって
中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情報を把握し記録する機能が損な
われない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

67

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合においても，当該
事象に対処するために把握することが必要なパラメータとして計測する設計
とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

68

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した
場合において必要なパラメータを把握し記録する設備として，常設重要計
器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器を使用する
とともに，第2章 個別項目の「4.3　制御室」の「4.3.1　計測制御装置」の
情報把握計装設備，監視制御盤，安全系監視制御盤及び「7.3.9　緊急時対
策所」の「7.3.9.4　緊急時対策建屋情報把握設備」の情報収集装置，情報
表示装置，データ収集装置，データ表示装置を再処理施設への故意による大
型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において必要な情報を把
握し監視並びに記録する設備として兼用する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

緊急時対策建屋情報把握設備
（許可文中、第9.16-2表(1)）

設計方針 ― ― ― ― ―

69

常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器
により計測したパラメータは，第2章 個別項目の「4.3　制御室」の「4.3.1
計測制御装置」の情報把握計装設備，監視制御盤，安全系監視制御盤及び
「7.3.9　緊急時対策所」の「7.3.9.4　緊急時対策建屋情報把握設備」の情
報収集装置，情報表示装置，データ収集装置，データ表示装置に伝送し，中
央制御室及び緊急時対策所において必要な情報を共有することにより，共通
要因によって中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情報を把握する機能
が損なわれない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

緊急時対策建屋情報把握設備
（許可文中、第9.16-2表(1)）

設計方針 ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合の必要な情報を把握するための詳細設計
3.1監視パラメータ
3.2設備構成
3.3同時機能喪失に対する健全性

【再処理施設への故意による大型航空機の衝突そ
の他のテロリズムが発生した場合の情報把握に係
る基本方針】
・再処理施設への故意による大型航空機の衝突そ
の他のテロリズムが発生した場合の情報把握に係
る対処方針、対策設備、同時機能喪失に係る措置
を記載

【大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合の必要な情報を把握するための詳細設計】
・大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合の必要な情報を把握するための詳細設計に
伴う監視パラメータ及び設備構成を記載

【同時機能喪失に対する健全性】
・制御室及び緊急時対策所において、監視機能の
同時機能喪失を防止するための措置を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

63
計測制御設備の可搬型重要計器と情報把握計装設備又はその他の重大事故等
対処設備との接続は，ネジ接続，コネクタ接続又はより簡便な接続方式を用
いる設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（操作性の確
保）

64

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等
水温，代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等空間線量
率，燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータを計測する可搬型重
要計器），可搬型重要代替計器及び可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニッ
ト，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機は，通常時にお
いて，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力による機
能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。また，当該
機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（試験・検査
性）

65

4.1.3再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発
生した場合において必要な情報を把握し記録する設備の設計方針
再処理施設は，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリ
ズムが発生した場合において，中央制御室及び緊急時対策所で必要な情報を
把握するために，重大事故等に対処するために監視することが必要なパラ
メータを把握する設備及び再処理施設への故意による大型航空機の衝突その
他のテロリズムが発生した場合において必要な情報を把握し記録する設備を
設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

66

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する設
備及び再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発
生した場合において必要な情報を把握し記録する設備は，共通要因によって
中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情報を把握し記録する機能が損な
われない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

67

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合においても，当該
事象に対処するために把握することが必要なパラメータとして計測する設計
とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

68

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した
場合において必要なパラメータを把握し記録する設備として，常設重要計
器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器を使用する
とともに，第2章 個別項目の「4.3　制御室」の「4.3.1　計測制御装置」の
情報把握計装設備，監視制御盤，安全系監視制御盤及び「7.3.9　緊急時対
策所」の「7.3.9.4　緊急時対策建屋情報把握設備」の情報収集装置，情報
表示装置，データ収集装置，データ表示装置を再処理施設への故意による大
型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において必要な情報を把
握し監視並びに記録する設備として兼用する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

緊急時対策建屋情報把握設備
（許可文中、第9.16-2表(1)）

設計方針

69

常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器
により計測したパラメータは，第2章 個別項目の「4.3　制御室」の「4.3.1
計測制御装置」の情報把握計装設備，監視制御盤，安全系監視制御盤及び
「7.3.9　緊急時対策所」の「7.3.9.4　緊急時対策建屋情報把握設備」の情
報収集装置，情報表示装置，データ収集装置，データ表示装置に伝送し，中
央制御室及び緊急時対策所において必要な情報を共有することにより，共通
要因によって中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情報を把握する機能
が損なわれない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

緊急時対策建屋情報把握設備
（許可文中、第9.16-2表(1)）

設計方針

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合の必要な情報を把握するための詳細設計
3.1監視パラメータ
3.2設備構成
3.3同時機能喪失に対する健全性

〇
計測制御設備

制御室
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合の必要な情報を把握するための詳細設計
3.1監視パラメータ
3.2設備構成
3.3同時機能喪失に対する健全性

〇
計測制御設備

制御室
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合の必要な情報を把握するための詳細設計
3.1監視パラメータ
3.2設備構成
3.3同時機能喪失に対する健全性

〇
計測制御設備

制御室
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合の必要な情報を把握するための詳細設計
3.1監視パラメータ
3.2設備構成
3.3同時機能喪失に対する健全性

〇
計測制御設備

制御室
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合の必要な情報を把握するための詳細設計
3.1監視パラメータ
3.2設備構成
3.3同時機能喪失に対する健全性

【再処理施設への故意による大型航空機の衝突そ
の他のテロリズムが発生した場合の情報把握に係
る基本方針】
・再処理施設への故意による大型航空機の衝突そ
の他のテロリズムが発生した場合の情報把握に係
る対処方針、対策設備、同時機能喪失に係る措置
を記載

【大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合の必要な情報を把握するための詳細設計】
・大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生し
た場合の必要な情報を把握するための詳細設計に
伴う監視パラメータ及び設備構成を記載

【同時機能喪失に対する健全性】
・制御室及び緊急時対策所において、監視機能の
同時機能喪失を防止するための措置を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

70

4.3制御室
4.3.1　計測制御装置
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，制御室において，重
要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録できる設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

71
計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備で構
成する。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

72

監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源
の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，重要監視パラメータ
及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録するための設備であり，常設
重大事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータ及び重要代替監視
パラメータを監視並びに記録する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

73

安全系監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動
力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，重要監視パラ
メータ及び重要代替監視パラメータを監視するための設備であり，常設重大
事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ
メータを監視する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

74

情報把握計装設備は，外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全
交流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場合，並びに内的事
象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が発生した場合において，
重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録するため
の設備であり，可搬型重大事故等対処設備として配備し，常設重大事故等対
処設備として設置する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

75

4.3.1.1　中央制御室の計測制御装置

中央制御室の計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握
計装設備で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

76

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設備用屋
内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処設備である前
処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬
型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集
装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型発電
機で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

77
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，中央制御室におい
て，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録でき
る設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

78

情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備可搬型発電機，第2章 個別項
目の7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」の前処理建屋可搬型発
電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機
で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針 ― ― ― ― ―

79
監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，第2章 個別項目の7.1.1　電気
設備」の「7.1.1.1　受電開閉設備」から給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

80

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処理建屋可搬型発電機から，分離建屋可
搬型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機から，精製建屋可搬型情報収集装
置及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置はウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベル廃液ガラス固化建屋可
搬型情報収集装置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から，制御建
屋可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制御建屋可搬型発
電機から，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬
型情報収集装置は情報把握計装設備可搬型発電機から給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

81

情報把握計装設備のうち，情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用
無線装置及び制御建屋可搬型情報収集装置である第1保管庫・貯水所可搬型
情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設
備可搬型発電機は，MOX燃料加工施設と共用する。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2．重大事故等対処設備

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
共用について説明する。

― ― ― ― ―

82

MOX燃料加工施設と共用する情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送
用無線装置及び制御建屋可搬型情報収集装置である第1保管庫・貯水所可搬
型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装
設備可搬型発電機は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等
対処に同時に対処することを考慮し，共用によって重大事故時の対処に影響
を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2．重大事故等対処設備

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
共用について説明する。

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明
する。

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計
5.情報把握計装設備の可搬型発電機

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明
する。

【情報把握計装設備の可搬型発電機】
情報把握計装設備の可搬型発電機について説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

70

4.3制御室
4.3.1　計測制御装置
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，制御室において，重
要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録できる設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

71
計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備で構
成する。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

72

監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源
の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，重要監視パラメータ
及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録するための設備であり，常設
重大事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータ及び重要代替監視
パラメータを監視並びに記録する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

73

安全系監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動
力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，重要監視パラ
メータ及び重要代替監視パラメータを監視するための設備であり，常設重大
事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ
メータを監視する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

74

情報把握計装設備は，外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全
交流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場合，並びに内的事
象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が発生した場合において，
重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録するため
の設備であり，可搬型重大事故等対処設備として配備し，常設重大事故等対
処設備として設置する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

75

4.3.1.1　中央制御室の計測制御装置

中央制御室の計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握
計装設備で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

76

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設備用屋
内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処設備である前
処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬
型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集
装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型発電
機で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

77
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，中央制御室におい
て，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録でき
る設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

78

情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備可搬型発電機，第2章 個別項
目の7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」の前処理建屋可搬型発
電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機
で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針

79
監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，第2章 個別項目の7.1.1　電気
設備」の「7.1.1.1　受電開閉設備」から給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

80

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処理建屋可搬型発電機から，分離建屋可
搬型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機から，精製建屋可搬型情報収集装
置及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置はウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベル廃液ガラス固化建屋可
搬型情報収集装置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から，制御建
屋可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制御建屋可搬型発
電機から，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬
型情報収集装置は情報把握計装設備可搬型発電機から給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

81

情報把握計装設備のうち，情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用
無線装置及び制御建屋可搬型情報収集装置である第1保管庫・貯水所可搬型
情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設
備可搬型発電機は，MOX燃料加工施設と共用する。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

82

MOX燃料加工施設と共用する情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送
用無線装置及び制御建屋可搬型情報収集装置である第1保管庫・貯水所可搬
型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装
設備可搬型発電機は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等
対処に同時に対処することを考慮し，共用によって重大事故時の対処に影響
を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
共用について説明する。

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
共用について説明する。

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明
する。

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

83

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制御
盤は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物に対して代替設備による機能の確保，関連する工程の停止等により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

84

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，共通要因によって計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤
と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測制御装置の監視制御盤
及び安全系監視制御盤と独立した異なる系統により当該機能に必要な系統を
構成することで，独立性を有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

85

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は，情報
把握計装設備可搬型発電機及び第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の
「7.1.1.9　代替電源設備」の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発
電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発
電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から電力を給電すること
で，電気設備の設計基準対象の施設からの給電で動作する監視制御盤及び安
全系監視制御盤に対して多様性を有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

86

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，
精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装
置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装
置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，制御建屋可搬型情報表示装置は，共通要因によって計測制御装置の監視制御盤及
び安全系監視制御盤と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バッ
クアップを含めて必要な数量を計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤が設
置される建屋から100m以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保
管することで，位置的分散を図る設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

87
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，安全機能を有する施設
として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等対処設備として使用する
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防止） ― ― ― ― ―

88
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防止） ― ― ― ― ―

89
計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記録する
ために必要な保存容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

90

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とするととも
に，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量として前処理建屋に対
して1系統，分離建屋に対して1系統，精製建屋に対して1系統，ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋に対して1系統，高レベル廃液ガラス固化建屋に対
して1系統，制御建屋に対して1系統の必要数6系統に加え，予備を6系統，合
計12系統以上を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

91

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，第
1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び第2保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

92

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情報収集装置は，収集した重要監視パラ
メータ及び重要代替監視パラメータを電磁的に記録及び保存し，電源喪失に
より保存した記録が失われないようにするとともに帳票として出力できる設
計とする。また，記録に必要な容量は，記録が必要な期間に亘って保存でき
る容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

93

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は，必要
なデータ量の伝送及び記録容量を有する設計とし，保有数は，必要数として
重大事故等の対処に必要な個数をそれぞれ1台有する設計とするとともに，
故障時バックアップを1台の合計2台確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説
明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

83

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制御
盤は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物に対して代替設備による機能の確保，関連する工程の停止等により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（多様性，位置
的分散等）

84

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，共通要因によって計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤
と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測制御装置の監視制御盤
及び安全系監視制御盤と独立した異なる系統により当該機能に必要な系統を
構成することで，独立性を有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

85

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は，情報
把握計装設備可搬型発電機及び第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の
「7.1.1.9　代替電源設備」の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発
電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発
電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から電力を給電すること
で，電気設備の設計基準対象の施設からの給電で動作する監視制御盤及び安
全系監視制御盤に対して多様性を有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針（多様性，位置
的分散等）

86

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，
精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装
置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装
置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，制御建屋可搬型情報表示装置は，共通要因によって計測制御装置の監視制御盤及
び安全系監視制御盤と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バッ
クアップを含めて必要な数量を計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤が設
置される建屋から100m以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保
管することで，位置的分散を図る設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

87
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，安全機能を有する施設
として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等対処設備として使用する
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防止）

88
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防止）

89
計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記録する
ために必要な保存容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

90

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とするととも
に，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量として前処理建屋に対
して1系統，分離建屋に対して1系統，精製建屋に対して1系統，ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋に対して1系統，高レベル廃液ガラス固化建屋に対
して1系統，制御建屋に対して1系統の必要数6系統に加え，予備を6系統，合
計12系統以上を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

91

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，第
1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び第2保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

92

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情報収集装置は，収集した重要監視パラ
メータ及び重要代替監視パラメータを電磁的に記録及び保存し，電源喪失に
より保存した記録が失われないようにするとともに帳票として出力できる設
計とする。また，記録に必要な容量は，記録が必要な期間に亘って保存でき
る容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

93

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は，必要
なデータ量の伝送及び記録容量を有する設計とし，保有数は，必要数として
重大事故等の対処に必要な個数をそれぞれ1台有する設計とするとともに，
故障時バックアップを1台の合計2台確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説
明する。

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

94

情報把握計装設備可搬型発電機は，重大事故等に対処するために必要な電力
を確保するために必要な容量を有する設計とし，保有数は，必要数として重
大事故等の対処に必要な個数を有する設計とするとともに，故障時のバック
アップを必要数以上確保する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

Ⅵ-1-5-1
電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-5-1-1
非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.3可搬型の非常用発電装置

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

【可搬型の非常用発電装置】
・発電機に接続される負荷，負荷に伴う出力の決
定に関する考え方，結果を示す。

― ― ― ― ―

95

MOX燃料加工施設と共用する情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送
用無線装置及び制御建屋可搬型情報収集装置である第1保管庫・貯水所可搬
型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装
設備可搬型発電機は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等
対処に同時に対処することを考慮し，対処に必要となるデータの伝送，記録
容量及び個数を確保することで，共用によって重大事故時の対処に影響を及
ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

― ― ― ― ―

96
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる制御建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

97

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情報把握
計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，第1章 共通項目の
「9.2　重大事故等対処設備」の「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計」地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計
に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

98

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋に設置し，風
（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

99

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及び
火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下
火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

100
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬
品の漏えいを考慮し，影響を受けない位置への設置，被水防護及び被液防護
を講ずる設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

101

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把
握計装設備可搬型発電機は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第1保
管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

102

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の前処理建
屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報
収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベ
ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，
第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とするこ
とで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

103

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把
握計装設備可搬型発電機は，想定される重大事故等が発生した場合において
も操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又
は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可
能な設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

94

情報把握計装設備可搬型発電機は，重大事故等に対処するために必要な電力
を確保するために必要な容量を有する設計とし，保有数は，必要数として重
大事故等の対処に必要な個数を有する設計とするとともに，故障時のバック
アップを必要数以上確保する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

95

MOX燃料加工施設と共用する情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送
用無線装置及び制御建屋可搬型情報収集装置である第1保管庫・貯水所可搬
型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装
設備可搬型発電機は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等
対処に同時に対処することを考慮し，対処に必要となるデータの伝送，記録
容量及び個数を確保することで，共用によって重大事故時の対処に影響を及
ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

96
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる制御建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

97

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情報把握
計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，第1章 共通項目の
「9.2　重大事故等対処設備」の「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計」地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計
に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条件等）

98

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋に設置し，風
（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

99

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及び
火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下
火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

100
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬
品の漏えいを考慮し，影響を受けない位置への設置，被水防護及び被液防護
を講ずる設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

101

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把
握計装設備可搬型発電機は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第1保
管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

102

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の前処理建
屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報
収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベ
ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，
第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とするこ
とで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条件等）

103

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把
握計装設備可搬型発電機は，想定される重大事故等が発生した場合において
も操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又
は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可
能な設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ―

＜発電機＞
・容量
・燃料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

Ⅵ-1-5-1
電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-5-1-1
非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.3可搬型の非常用発電装置

【重大事故等対処設備の個数】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

【可搬型の非常用発電装置】
・発電機に接続される負荷，負荷に伴う出力の決
定に関する考え方，結果を示す。

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

104

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建
屋間伝送用無線装置との接続，制御建屋可搬型情報表示装置との接続は，コ
ネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場での接続が容易に可能な設計
とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

― ― ― ― ―

105

計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備は，通
常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力
による機能，性能確認（表示）及び外観確認が可能な設計とする。また，当
該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

― ― ― ― ―

106

4.3.1.2　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計測制御装置

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計測制御装置は，監視制御盤，安全
系監視制御盤及び情報把握計装設備で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

107

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設備用屋
内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処設備である使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋可搬型情報表示装置で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

108
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵建屋の制御室において，重要監視パラメータ及び重要代替監視
パラメータを監視並びに記録できる設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

109
情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備可搬型発電機，第2章 個別項
目の7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」の情報把握計装可搬型
発電機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針 ― ― ― ― ―

110
監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，第2章 個別項目の7.1.1　電気
設備」の「7.1.1.1　受電開閉設備」から給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

111

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋可搬型情報表示装置は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発
電機から第2章 個別項目の「4.1　計測制御設備」の可搬型計測ユニットを
介して給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

104

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建
屋間伝送用無線装置との接続，制御建屋可搬型情報表示装置との接続は，コ
ネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場での接続が容易に可能な設計
とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（操作性の確
保）

105

計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備は，通
常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力
による機能，性能確認（表示）及び外観確認が可能な設計とする。また，当
該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（試験・検査
性）

106

4.3.1.2　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計測制御装置

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計測制御装置は，監視制御盤，安全
系監視制御盤及び情報把握計装設備で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

107

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設備用屋
内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処設備である使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋可搬型情報表示装置で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

108
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵建屋の制御室において，重要監視パラメータ及び重要代替監視
パラメータを監視並びに記録できる設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

109
情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備可搬型発電機，第2章 個別項
目の7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」の情報把握計装可搬型
発電機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針

110
監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，第2章 個別項目の7.1.1　電気
設備」の「7.1.1.1　受電開閉設備」から給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

111

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋可搬型情報表示装置は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発
電機から第2章 個別項目の「4.1　計測制御設備」の可搬型計測ユニットを
介して給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報
把握に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

112

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制御
盤は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物に対して代替設備による機能の確保，関連する工程の停止等により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

113

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，共通要因によって計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤
と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測制御装置の監視制御盤
と独立した異なる系統により当該機能に必要な系統を構成することで，独立
性を有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

114

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，第2章 個別項目の7.1.1
電気設備」の「7.1.1.1　受電開閉設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設可搬型発電機から電力を給電することで，電気設備の設計基準対象の
施設からの給電で動作する監視制御盤及び安全系監視制御盤に対して多様性
を有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

115

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，共通要因によって計測制
御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と同時にその機能が損なわれるお
それがないように，故障時バックアップを含めて必要な数量を計測制御装置
の監視制御盤が設置される建屋から100m以上の離隔距離を確保した複数の外
部保管エリアに分散して保管することで，位置的分散を図る設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

116
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は安全機能を有する施設と
して使用する場合と同様の系統構成で重大事故等対処設備として使用するこ
とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防止） ― ― ― ― ―

117
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防止） ― ― ― ― ―

118
計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記録する
ために必要な保存容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

119

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とするととも
に，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量として使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に対して1系統の必要数1系統に加え，予備を1系統，合計2系統
以上を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

120
情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，収
集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

121

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，収
集した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを電磁的に記録及び
保存し，電源喪失により保存した記録が失われないようにするとともに帳票
として出力できる設計とする。また，記録に必要な容量は，記録が必要な期
間に亘って保存できる容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

122

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，必要なデータ量の伝送及
び記録容量を有する設計とし，保有数は，必要数として重大事故等の対処に
必要な個数をそれぞれ1台有する設計とするとともに，故障時バックアップ
を1台の合計2台確保する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説
明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

112

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制御
盤は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物に対して代替設備による機能の確保，関連する工程の停止等により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（多様性，位置
的分散等）

113

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，共通要因によって計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤
と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測制御装置の監視制御盤
と独立した異なる系統により当該機能に必要な系統を構成することで，独立
性を有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

114

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，第2章 個別項目の7.1.1
電気設備」の「7.1.1.1　受電開閉設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設可搬型発電機から電力を給電することで，電気設備の設計基準対象の
施設からの給電で動作する監視制御盤及び安全系監視制御盤に対して多様性
を有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針（多様性，位置
的分散等）

115

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，共通要因によって計測制
御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と同時にその機能が損なわれるお
それがないように，故障時バックアップを含めて必要な数量を計測制御装置
の監視制御盤が設置される建屋から100m以上の離隔距離を確保した複数の外
部保管エリアに分散して保管することで，位置的分散を図る設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

116
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は安全機能を有する施設と
して使用する場合と同様の系統構成で重大事故等対処設備として使用するこ
とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防止）

117
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防止）

118
計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記録する
ために必要な保存容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

119

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とするととも
に，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量として使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に対して1系統の必要数1系統に加え，予備を1系統，合計2系統
以上を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

120
情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，収
集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

121

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，収
集した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを電磁的に記録及び
保存し，電源喪失により保存した記録が失われないようにするとともに帳票
として出力できる設計とする。また，記録に必要な容量は，記録が必要な期
間に亘って保存できる容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

122

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，必要なデータ量の伝送及
び記録容量を有する設計とし，保有数は，必要数として重大事故等の対処に
必要な個数をそれぞれ1台有する設計とするとともに，故障時バックアップ
を1台の合計2台確保する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

【重大事故等対処設備の個数】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説
明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

123
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

124

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情報把握
計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とすることで，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

125
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

126

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及び
火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下
火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

127
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬
品の漏えいを考慮し，影響を受けない位置への設置，被水防護及び被液防護
を講ずる設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

128

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，外部からの衝撃による損
傷を防止できる第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台
風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

129

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可
搬型情報表示装置は，第1章 共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の
「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく
設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

130

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，想定される重大事故等が
発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれ
の少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設
備の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

131
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，可搬型監視ユニット内
に搭載することで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条件を考慮しても
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

132

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び建
屋間伝送用無線装置との接続，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示
装置との接続は，コネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場での接続
が容易に可能な設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

― ― ― ― ―

133

計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備は，通
常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力
による機能，性能確認（表示）及び外観確認が可能な設計とする。また，当
該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

123
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

124

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情報把握
計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とすることで，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条件等）

125
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

126

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及び
火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下
火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

127
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬
品の漏えいを考慮し，影響を受けない位置への設置，被水防護及び被液防護
を講ずる設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

128

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，外部からの衝撃による損
傷を防止できる第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台
風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

129

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可
搬型情報表示装置は，第1章 共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の
「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく
設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条件等）

130

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，想定される重大事故等が
発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれ
の少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設
備の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

131
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，可搬型監視ユニット内
に搭載することで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条件を考慮しても
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

132

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び建
屋間伝送用無線装置との接続，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示
装置との接続は，コネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場での接続
が容易に可能な設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（操作性の確
保）

133

計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備は，通
常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力
による機能，性能確認（表示）及び外観確認が可能な設計とする。また，当
該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（試験・検査
性）

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第四十七条 計装設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

1

第2章　個別項目
4.計測制御系統施設
4.1計測制御設備

計測制御設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測できる設計と
する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2
計測制御設備は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の直流電源の喪失その他の故障により当該重大事故等に対処す
るために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において，再処理施設における重大事故等の事象進展速度や
重大事故等に対処するための時間的余裕の観点を考慮し，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3
直流電源の喪失その他の故障として，再処理施設のパラメータを計測する機器の多くが交流電源により給電する設計としていることから，
必要なパラメータを計測することが困難となる条件として全交流動力電源の喪失を想定し，また，計測機器の故障（計装導圧配管及び温度
計ガイド管（以下「計装配管」という。）が損傷した場合を含む。）及び計測範囲の超過を想定する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

4

計測制御設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する設備とし
て，常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器，可搬型重要代替計器及び第2章　個別項目の「1.2.1　使用済燃料の貯蔵施設」の
「1.2.1.10　監視設備」に用いる一部のパラメータの監視及び可搬型重要計器の冷却に必要な可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，
可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，けん引車で構成し，必要なパラメータを計測する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5
4.2.1.1パラメータの選定方針
重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ及び当該パラメータを推定するために有効な情報は，パラメータの重要性や
計測に当たっての優先順位の明確化の観点から，以下の通り分類する。

定義 基本方針 基本方針

6
再処理施設の状態を監視するパラメータのうち，当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ及び当該パラメータを
推定するために有効な情報は，重大事故等の対策における各作業手順に用いるパラメータ及び重大事故等に対する対策の有効性評価に用い
るパラメータから抽出する（以下「抽出パラメータ」という。）。

定義 基本方針 基本方針

8 主要パラメータのうち，再処理施設の状態を直接監視するパラメータを重要監視パラメータとする。 定義 基本方針 基本方針

9 主要パラメータのうち，再処理施設の状態を換算等により推定，又は推測するパラメータを重要代替監視パラメータとする。 定義 基本方針 基本方針

1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設
備への給電に関して

1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等
を監視する装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を
監視する装置の計測範囲及び警報動作
範囲

Ⅵ-1-4-1　計測
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書

Ⅵ-1-4-2 使用済
燃料貯蔵槽の温
度，水位及び漏
えいを監視する
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書

＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの空冷＞
⇒監視カメラの空冷について説明する。
【補足1】：容量，冷却能力，試験について
＜可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）の空冷＞
⇒線量率計の空冷について説明する。
【補足2】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜可搬型スプレイ設備流量計の空冷＞
⇒スプレイ設備流量計の空冷について説明する。
【補足3】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜配管について＞
⇒配管について説明する。
【補足4】：配管について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間
線量率計（線量率計）及び可搬型スプレイ設備流量計を空冷するための装
置の操作性＞
⇒空冷するための装置の操作性について説明する。
【補足5】空冷装置の操作性について
＜重大事故等対処設備に関する使用済燃料プール温度・水位ついて＞
⇒温度，水位について説明する。
【補足6】：可搬型における温度の計測の説明及び設置図外形図を記載
＜使用済燃料貯蔵槽における重大事故等対処設備の計測原理図について＞
⇒計測原理図について説明する。
【補足7】：検出原理について

【重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は推定】
・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータの計測方針（代替パラメータによる推定方法含む）につい
て説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータの監視・記録方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する設備の設計方針について説明する。

【計測制御設備の構成】
以下の重大事故対策にて使用する計測制御設備について、測定時の設備系統構成について説明する。
・臨界事故の拡大を防止するために必要な計測制御設備
・冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計測制御設備
・放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計測制御設備
・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な計測制御設備
・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計測制御設備
・重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な計測制御設備

【計測装置の計測結果の表示，記録及び保存について】
・重大事故等の対応に必要となるパラメータにおける，記録，保存について説明する。

【計測制御設備の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定方針を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。

【燃料貯蔵プール等温度及び燃料貯蔵プール等水位等の計測】
・使用済燃料貯蔵設備に係る重大事故等時に対処するために監視することが必要なパラメータの計測方針について説明す
る。
・使用済燃料貯蔵設備に係る重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータの監視・記録方針について説明
する。
・使用済燃料貯蔵設備に係る重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する設備の設計方針につ
いて説明する。

【計測制御設備の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を監視する装置の構成する計測制御設備について、測定時の設備系統構成について説
明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結果の記録及び保存について】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲について説明する。

＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの空冷＞
⇒監視カメラの空冷について説明する。
【補足1】：容量，冷却能力，試験について
＜可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）の空冷＞
⇒線量率計の空冷について説明する。
【補足2】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜可搬型スプレイ設備流量計の空冷＞
⇒スプレイ設備流量計の空冷について説明する。
【補足3】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜配管について＞
⇒配管について説明する。
【補足4】：配管について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間
線量率計（線量率計）及び可搬型スプレイ設備流量計を空冷するための装
置の操作性＞
⇒空冷するための装置の操作性について説明する。
【補足5】空冷装置の操作性について
＜重大事故等対処設備に関する使用済燃料プール温度・水位ついて＞
⇒温度，水位について説明する。
【補足6】：可搬型における温度の計測の説明及び設置図外形図を記載
＜使用済燃料貯蔵槽における重大事故等対処設備の計測原理図について＞
⇒計測原理図について説明する。
【補足7】：検出原理について

【重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は推定】
・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータの計測方針（代替パラメータによる推定方法含む）につい
て説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータの監視・記録方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する設備の設計方針について説明する。

【計測制御設備の構成】
以下の重大事故対策にて使用する計測制御設備について、測定時の設備系統構成について説明する。
・臨界事故の拡大を防止するために必要な計測制御設備
・冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計測制御設備
・放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計測制御設備
・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な計測制御設備
・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計測制御設備
・重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な計測制御設備

【計測装置の計測結果の表示，記録及び保存について】
・重大事故等の対応に必要となるパラメータにおける，記録，保存について説明する。

【計測制御設備の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定方針を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。

【燃料貯蔵プール等温度及び燃料貯蔵プール等水位等の計測】
・使用済燃料貯蔵設備に係る重大事故等時に対処するために監視することが必要なパラメータの計測方針について説明す
る。
・使用済燃料貯蔵設備に係る重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータの監視・記録方針について説明
する。
・使用済燃料貯蔵設備に係る重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する設備の設計方針につ
いて説明する。

【計測制御設備の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を監視する装置の構成する計測制御設備について、測定時の設備系統構成について説
明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結果の記録及び保存について】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲について説明する。

展開先（小項目）

14

4.1.2重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する設備の設計方針

主要パラメータを計測する設備のうち，重要監視パラメータを計測する設備を重要計器，重要代替監視パラメータを計測する設備を重要代
替計器とし，重大事故等の発生要因に応じて対処に有効な設備を使用する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設
備への給電に関して

1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等
を監視する装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を
監視する装置の計測範囲及び警報動作
範囲

Ⅵ-1-4-1　計測
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書

Ⅵ-1-4-2 使用済
燃料貯蔵槽の温
度，水位及び漏
えいを監視する
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書

149
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（第四十七条 計装設備）
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

65

4.1.3再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において必要な情報を把握し記録する設備の設計方針
再処理施設は，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において，中央制御室及び緊急時対策所で
必要な情報を把握するために，重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する設備及び再処理施設への故意によ
る大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において必要な情報を把握し記録する設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-4-3　再処
理施設への故意
による大型航空
機の衝突その他
のテロリズムが
発生した場合の
情報把握に関す
る説明書

1.概要
2.基本方針
3.大型航空機の衝突その他のテロリズ
ムが発生した場合の必要な情報を把握
するための詳細設計
3.1監視パラメータ
3.2設備構成
3.3同時機能喪失に対する健全性

【再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握に係る基本方針】
・再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握に係る対処方針、対策設
備、同時機能喪失に係る措置を記載

【大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計】
・大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計に伴う監視パラメータ
及び設備構成を記載

【同時機能喪失に対する健全性】
・制御室及び緊急時対策所において、監視機能の同時機能喪失を防止するための措置を示す。

※補足すべき事項なし

70

4.3制御室
4.3.1　計測制御装置
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，制御室において，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記
録できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-4-3　再処
理施設への故意
による大型航空
機の衝突その他
のテロリズムが
発生した場合の
情報把握に関す
る説明書

1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳
細設計

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明する。

※補足すべき事項なし

83
内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制御盤は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び
内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，関連する工程の停止等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（多様
性，位置的分散
等）

112
内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制御盤は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び
内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，関連する工程の停止等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（多様
性，位置的分散
等）

54
屋外に保管するけん引車は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計
とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（悪影響
防止）

Ⅵ-1-1-4　安全
機能を有する施
設，安全上重要
な施設及び重大
事故等対処設備
が使用される条
件の下における
健全性に関する
説明書

2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。

基本方針設置要求

4.1.2.2使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する設備の詳細設計方針

第2章 個別項目の「「1.2.1　使用済燃料の貯蔵施設」の「1.2.1.10　監視設備」に用いる一部のパラメータの監視及び可搬型重要計器の冷
却に必要な可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及びけん引車を重大事故等
対処設備として設ける設計とする。

42

＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの空冷＞
⇒監視カメラの空冷について説明する。
【補足1】：容量，冷却能力，試験について
＜可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）の空冷＞
⇒線量率計の空冷について説明する。
【補足2】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜可搬型スプレイ設備流量計の空冷＞
⇒スプレイ設備流量計の空冷について説明する。
【補足3】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜配管について＞
⇒配管について説明する。
【補足4】：配管について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間線
量率計（線量率計）及び可搬型スプレイ設備流量計を空冷するための装置の
操作性＞
⇒空冷するための装置の操作性について説明する。
【補足5】空冷装置の操作性について
＜重大事故等対処設備に関する使用済燃料プール温度・水位ついて＞
⇒温度，水位について説明する。
【補足6】：可搬型における温度の計測の説明及び設置図外形図を記載
＜使用済燃料貯蔵槽における重大事故等対処設備の計測原理図について＞
⇒計測原理図について説明する。
【補足7】：検出原理について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラについて＞
⇒カメラについて説明する。
【補足8】：仕様，視野概要及び概略図，監視性，映像比較図，結露が発生し
た状況での監視について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラを空冷するための装置について＞
⇒空冷装置について説明する。
【補足9】：空冷装置について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラを空冷するための装置に用いる，
空気圧縮機及びエアクーラーの機能及び原理＞
⇒空気圧縮機及びエアクーラーの機能，原理について説明する。
【補足10】：空気圧縮機，エアクーラーの機能及び原理について
＜プール水位が低下した場合の監視設備について＞
⇒監視設備について説明する。
【補足11】：水位が低下した場合の監視設備の説明及び監視設備概略図の記
載
＜使用済燃料プール監視設備の電源構成について＞
⇒電源構成について
【補足12】：監視設備の電源構成の説明及び電源系統図の記載

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を計測する装置の構成について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結果の記録及び保存について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲及び警報動作範囲】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲について説明する。

1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等
を監視する装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を
監視する装置の計測範囲及び警報動作
範囲

Ⅵ-1-4-2 使用済
燃料貯蔵槽の温
度，水位及び漏
えいを監視する
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全
機能を有する施
設，安全上重要
な施設及び重大
事故等対処設備
が使用される条
件の下における
健全性に関する
説明書

2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説明する。
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

34
地震を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，地震を要因とする重大事故等に
対する施設の耐震設計に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条
件等）

36
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・
プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御建屋及び外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管す
ることにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条
件等）

59
地震を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の可搬型重要計器は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に
基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条
件等）

61
計測制御設備の可搬型重要計器は，内部発生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び外部保管エリアの内部発生飛散物の
影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計する。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条
件等）

97
地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，第1章
共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条
件等）

102

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建
屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御
建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装
置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とすることで，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条
件等）

124
地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，地震を
要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条
件等）

129
地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，第1章 共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対する施
設の耐震設計」に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条
件等）

Ⅵ-1-1-4　安全
機能を有する施
設，安全上重要
な施設及び重大
事故等対処設備
が使用される条
件の下における
健全性に関する
説明書

2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。
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基本設計方針の添付書類への展開
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別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

7
抽出パラメータのうち，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止対策を成功させるために監視することが必要なパラメータを主要パラメー
タとする。また，抽出パラメータのうち，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態又は再処理施設の状態を補助的に監視する
パラメータを補助パラメータとし，保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

10
重要代替監視パラメータが複数ある場合は，重要監視パラメータとの相関性の高さ，検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさ
を考慮し，計測に当たっての優先順位を保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

11
重要代替監視パラメータは，重要監視パラメータと同一物理量のパラメータを計測する異なる計測点（以下「他チャンネル」という。）が
ある場合は，重要代替監視パラメータとしていずれか１つの適切な他チャンネルを選定し，計測する設計とする。また，重要監視パラメー
タを換算等により推定，又は推測可能なパラメータがある場合は，重要代替監視パラメータとして計測する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

12 重大事故等が発生した場合は，重要監視パラメータの計測に着手することで，再処理施設の状態を把握する手段を有する設計とする。 設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

13
重要監視パラメータの計測が困難な場合は，重要代替監視パラメータの計測に着手することで，再処理施設の状態を推定，又は推測可能な
手段を有する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

15 重要計器及び重要代替計器は，再処理施設の状態を推定するための計測範囲を有する設計とする。 機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

16

重要監視パラメータは，外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が発生した場合には，可搬型重要計器を使用して計測する
設計とする。また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合には，可搬型
重要計器又は常設重要計器を使用して計測する設計とする。重要監視パラメータを計測する可搬型重要計器は重大事故等対処設備として設
ける設計とする。重要監視パラメータを計測する常設重要計器は，第2章 個別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸
収材緊急供給系」，「2.2.1.2 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」，「2.4.2　プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1 重大事故時プルト
ニウム濃縮缶加熱停止系」，「2.4.3　精製建屋一時貯留槽」の「2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，「5.1　気体廃棄物の廃
棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」及び「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系」の常設計器を重大事故等対処設備
として位置付けるとともに，設置する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

17

重要代替監視パラメータは，外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が発生した場合には，可搬型重要代替計器を使用して
計測する設計とする。また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合に
は，常設重要代替計器を使用して計測する設計とする。重要代替監視パラメータを計測する可搬型重要代替計器は，重大事故等対処設備と
して設ける設計とする。重要代替監視パラメータを計測する常設重要代替計器は，第2章 個別項目の「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.1 代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系」，「2.2.1.2 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」，「2.4.2　プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1 重
大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系」，「2.4.3　精製建屋一時貯留槽」の「2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，「5.1
気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」及び「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系」の常設計器を重大
事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータを計測するために設置する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

18

4.1.2.1重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する設備の詳細設計方針

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，計測方式に応じて設計基準対象の施設である計測制御設備の計装配管に接続して計測する設計
とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

19
主要パラメータを計測するために必要な設備のうち常設重要計器及び常設重要代替計器の電源は，重大事故等対処設備の一部である受電開
閉設備等から給電する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

20

主要パラメータを計測するために必要な設備のうち可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器の電源は，重大事故等が発生した場合におい
て，乾電池，充電池又は，第2章 個別項目の「4.3　制御室」の「4.3.1　計測制御装置」の情報把握計装設備可搬型発電機，「7.1.1　電気
設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」のうち前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発
電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から給電する設計とする。前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器には，各建屋の可搬型発電機から第2章 個別項目の「4.3
制御室」の「4.3.1　計測制御装置」の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置を介して給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

代替電源設備

設計方針

21
パラメータの計測に必要な圧縮空気は，第2章 個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.1　一般圧縮空気系」，「7.1.2.2　安全圧縮
空気系」，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器に附属の計測用ボンベ並びに可搬型空気圧縮機から空気を供給する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

圧縮空気設備

設計方針

Ⅵ-1-4-1　計測
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書

Ⅵ-1-4-2 使用済
燃料貯蔵槽の温
度，水位及び漏
えいを監視する
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書

1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設
備への給電に関して

1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等
を監視する装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を
監視する装置の計測範囲及び警報動作
範囲

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【計測装置の構成】
以下の重大事故対策にて使用する計測制御設備における、計測装置の構成について説明する。
・臨界事故の拡大を防止するために必要な計測制御設備
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計測制御設備
・放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計測制御設備
・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な計測制御設備
・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計測制御設備
・重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な計測制御設備
・重大事故等の対応に必要となるパラメータにおける，記録，保存について説明する。

【計測装置の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定方針を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。

【乾電池又は充電池による計測制御設備への給電に関して】
重大事故等が発生した場合の，乾電池，充電池による給電における設計方針について説明する。

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を計測する装置の構成について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結果の記録及び保存について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲及び警報動作範囲】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲について説明する。

＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの空冷＞
⇒監視カメラの空冷について説明する。
【補足1】：容量，冷却能力，試験について
＜可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）の空冷＞
⇒線量率計の空冷について説明する。
【補足2】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜可搬型スプレイ設備流量計の空冷＞
⇒スプレイ設備流量計の空冷について説明する。
【補足3】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜配管について＞
⇒配管について説明する。
【補足4】：配管について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間
線量率計（線量率計）及び可搬型スプレイ設備流量計を空冷するための装
置の操作性＞
⇒空冷するための装置の操作性について説明する。
【補足5】空冷装置の操作性について
＜重大事故等対処設備に関する使用済燃料プール温度・水位ついて＞
⇒温度，水位について説明する。
【補足6】：可搬型における温度の計測の説明及び設置図外形図を記載
＜使用済燃料貯蔵槽における重大事故等対処設備の計測原理図について＞
⇒計測原理図について説明する。
【補足7】：検出原理について

Ⅵ-1-4-1　計測
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書

Ⅵ-1-4-2 使用済
燃料貯蔵槽の温
度，水位及び漏
えいを監視する
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書

1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による計測制御設
備への給電に関して

1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等
を監視する装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を
監視する装置の計測範囲及び警報動作
範囲

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【計測装置の構成】
以下の重大事故対策にて使用する計測制御設備における、計測装置の構成について説明する。
・臨界事故の拡大を防止するために必要な計測制御設備
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計測制御設備
・放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計測制御設備
・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な計測制御設備
・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計測制御設備
・重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な計測制御設備
・重大事故等の対応に必要となるパラメータにおける，記録，保存について説明する。

【計測装置の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定方針を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。

【乾電池又は充電池による計測制御設備への給電に関して】
重大事故等が発生した場合の，乾電池，充電池による給電における設計方針について説明する。

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を計測する装置の構成について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結果の記録及び保存について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲及び警報動作範囲】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲について説明する。

＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの空冷＞
⇒監視カメラの空冷について説明する。
【補足1】：容量，冷却能力，試験について
＜可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）の空冷＞
⇒線量率計の空冷について説明する。
【補足2】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜可搬型スプレイ設備流量計の空冷＞
⇒スプレイ設備流量計の空冷について説明する。
【補足3】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜配管について＞
⇒配管について説明する。
【補足4】：配管について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間
線量率計（線量率計）及び可搬型スプレイ設備流量計を空冷するための装
置の操作性＞
⇒空冷するための装置の操作性について説明する。
【補足5】空冷装置の操作性について
＜重大事故等対処設備に関する使用済燃料プール温度・水位ついて＞
⇒温度，水位について説明する。
【補足6】：可搬型における温度の計測の説明及び設置図外形図を記載
＜使用済燃料貯蔵槽における重大事故等対処設備の計測原理図について＞
⇒計測原理図について説明する。
【補足7】：検出原理について
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基本設計方針の添付書類への展開
（第四十七条 計装設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

22 可搬型重要計器の一部は，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

23
MOX燃料加工施設と共用する可搬型重要計器は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等に同時に対処することを考慮し，対処
に必要となる計測範囲及び個数を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

43
可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（個数6）は，重大事故等が発生した場合において，赤外線機能により燃料貯蔵プール等の状態を監
視できる設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

44
主要パラメータを計測するために必要な設備のうち可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器の電源は，重大事故等が発生した場合におい
て，乾電池，充電池又は第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬
型発電機から給電する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

45
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬型重要計器には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から可搬型計測ユニットを介して
電源を給電する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

46 パラメータの計測に必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機から空気を供給する設計とする。 機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

47
可搬型計測ユニットは，パラメータの計測に必要な圧縮空気及び可搬型空冷ユニットに必要な圧縮空気を供給する機能を有する設計とす
る。可搬型計測ユニットにおいて必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機から供給する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

48

可搬型監視ユニットは，可搬型重要計器で計測する燃料貯蔵プール等水温，燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等空間線量率及び燃料
貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータをユニット内で監視可能な機能を有する設計とする。また，可搬型監視ユニットには，第2章
個別項目の「4.3　制御室」の「4.3.1　計測制御装置」計測制御装置の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置を搭載可能な設計
とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

49

可搬型空冷ユニットは，可搬型計測ユニットから供給される圧縮空気を冷却する機能を有する設計とする。冷却した圧縮空気は，燃料貯蔵
プール等空間線量率及び燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）を計測する可搬型重要計器に供給することで，崩壊熱による使用済燃料貯蔵
槽の水の温度上昇及び沸騰による使用済燃料貯蔵槽周辺の温度及び湿度の上昇を考慮しても，可搬型重要計器の機能を損なわない設計とす
る。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

50
また，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニットに必要な電源は，第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の
「7.1.1.9　代替電源設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から供給する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

代替電源設備

設計方針

51
可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及び第2章 個別項目の「7.1.1　電気設
備」の「7.1.1.9　代替電源設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，けん引車にて設置場所までけん引可能な設計と
するとともに，けん引車を重大事故等対処設備として設ける設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

代替電源設備

設計方針

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有す
る施設及び重大
事故等対処設備
が使用される条
件の下における
健全性に関する
説明書

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安
全上重要な施設及び重大事故等対処設
備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
２．重大事故等対処設備

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

Ⅵ-1-4-2 使用済
燃料貯蔵槽の温
度，水位及び漏
えいを監視する
装置の構成に関
する説明書並び
に計測範囲及び
警報動作範囲に
関する説明書

1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等
を監視する装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を
監視する装置の計測範囲及び警報動作
範囲

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を計測する装置の構成について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結果の記録及び保存について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲及び警報動作範囲】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲について説明する。

＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの空冷＞
⇒監視カメラの空冷について説明する。
【補足1】：容量，冷却能力，試験について
＜可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）の空冷＞
⇒線量率計の空冷について説明する。
【補足2】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜可搬型スプレイ設備流量計の空冷＞
⇒スプレイ設備流量計の空冷について説明する。
【補足3】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜配管について＞
⇒配管について説明する。
【補足4】：配管について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間
線量率計（線量率計）及び可搬型スプレイ設備流量計を空冷するための装
置の操作性＞
⇒空冷するための装置の操作性について説明する。
【補足5】空冷装置の操作性について
＜重大事故等対処設備に関する使用済燃料プール温度・水位ついて＞
⇒温度，水位について説明する。
【補足6】：可搬型における温度の計測の説明及び設置図外形図を記載
＜使用済燃料貯蔵槽における重大事故等対処設備の計測原理図について＞
⇒計測原理図について説明する。
【補足7】：検出原理について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラについて＞
⇒カメラについて説明する。
【補足8】：仕様，視野概要及び概略図，監視性，映像比較図，結露が発
生した状況での監視について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラを空冷するための装置について
＞
⇒空冷装置について説明する。
【補足9】：空冷装置について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラを空冷するための装置に用い
る，空気圧縮機及びエアクーラーの機能及び原理＞
⇒空気圧縮機及びエアクーラーの機能，原理について説明する。
【補足10】：空気圧縮機，エアクーラーの機能及び原理について
＜プール水位が低下した場合の監視設備について＞
⇒監視設備について説明する。
【補足11】：水位が低下した場合の監視設備の説明及び監視設備概略図の
記載
＜使用済燃料プール監視設備の電源構成について＞
⇒電源構成について
【補足12】：監視設備の電源構成の説明及び電源系統図の記載
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66
重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する設備及び再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ
ロリズムが発生した場合において必要な情報を把握し記録する設備は，共通要因によって中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情報を
把握し記録する機能が損なわれない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

67
重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合にお
いても，当該事象に対処するために把握することが必要なパラメータとして計測する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

68

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において必要なパラメータを把握し記録する設備として，
常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器を使用するとともに，第2章 個別項目の「4.3　制御室」の
「4.3.1　計測制御装置」の情報把握計装設備，監視制御盤，安全系監視制御盤及び「7.3.9　緊急時対策所」の「7.3.9.4　緊急時対策建屋
情報把握設備」の情報収集装置，情報表示装置，データ収集装置，データ表示装置を再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他の
テロリズムが発生した場合において必要な情報を把握し監視並びに記録する設備として兼用する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

緊急時対策建屋情報把握設
備
（許可文中、第9.16-2表
(1)）

設計方針

69

常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器により計測したパラメータは，第2章 個別項目の「4.3　制御
室」の「4.3.1　計測制御装置」の情報把握計装設備，監視制御盤，安全系監視制御盤及び「7.3.9　緊急時対策所」の「7.3.9.4　緊急時対
策建屋情報把握設備」の情報収集装置，情報表示装置，データ収集装置，データ表示装置に伝送し，中央制御室及び緊急時対策所において
必要な情報を共有することにより，共通要因によって中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情報を把握する機能が損なわれない設計と
する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

緊急時対策建屋情報把握設
備
（許可文中、第9.16-2表
(1)）

設計方針

71 計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備で構成する。 冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

72
監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，重要監
視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録するための設備であり，常設重大事故等対処設備として位置付け，重要監視パ
ラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

73
安全系監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，
重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視するための設備であり，常設重大事故等対処設備として位置付け，重要監視パラ
メータ及び重要代替監視パラメータを監視する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

74
情報把握計装設備は，外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全交流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場合，
並びに内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が発生した場合において，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
を監視並びに記録するための設備であり，可搬型重大事故等対処設備として配備し，常設重大事故等対処設備として設置する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

75
4.3.1.1　中央制御室の計測制御装置

中央制御室の計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備で構成する。
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

Ⅵ-1-4-3　再処
理施設への故意
による大型航空
機の衝突その他
のテロリズムが
発生した場合の
情報把握に関す
る説明書

1.概要
2.基本方針
3.大型航空機の衝突その他のテロリズ
ムが発生した場合の必要な情報を把握
するための詳細設計
3.1監視パラメータ
3.2設備構成
3.3同時機能喪失に対する健全性

【再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握に係る基本方針】
・再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握に係る対処方針、対策設
備、同時機能喪失に係る措置を記載

【大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計】
・大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計に伴う監視パラメータ
及び設備構成を記載

【同時機能喪失に対する健全性】
・制御室及び緊急時対策所において、監視機能の同時機能喪失を防止するための措置を示す。

※補足すべき事項なし

※補足すべき事項なし

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明する。

【情報把握計装設備の可搬型発電機】
情報把握計装設備の可搬型発電機について説明する。

1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳
細設計
5.情報把握計装設備の可搬型発電機

Ⅵ-1-4-3　再処
理施設への故意
による大型航空
機の衝突その他
のテロリズムが
発生した場合の
情報把握に関す
る説明書
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76

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処
設備である前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型発電機で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

77
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，中央制御室において，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並び
に記録できる設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

78
情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備可搬型発電機，第2章 個別項目の7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」の前処理
建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガ
ラス固化建屋可搬型発電機で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針

79 監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，第2章 個別項目の7.1.1　電気設備」の「7.1.1.1　受電開閉設備」から給電する設計とする。 設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

80

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機から，精製建屋可搬
型情報収集装置及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置はウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レ
ベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から，制御建屋可搬型情報収集装置及び制御建屋
可搬型情報表示装置は制御建屋可搬型発電機から，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置は情
報把握計装設備可搬型発電機から給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

81
情報把握計装設備のうち，情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用無線装置及び制御建屋可搬型情報収集装置である第1保管庫・貯
水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，MOX燃料加工施設と共用する。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

82
MOX燃料加工施設と共用する情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用無線装置及び制御建屋可搬型情報収集装置である第1保管庫・
貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，再処理施設及びMOX燃料加工施
設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮し，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

Ⅵ-1-4-3　再処
理施設への故意
による大型航空
機の衝突その他
のテロリズムが
発生した場合の
情報把握に関す
る説明書

1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳
細設計
5.情報把握計装設備の可搬型発電機

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明する。

【情報把握計装設備の可搬型発電機】
情報把握計装設備の可搬型発電機について説明する。

※補足すべき事項なし

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有す
る施設及び重大
事故等対処設備
が使用される条
件の下における
健全性に関する
説明書

Ⅵ-1-4-3　再処
理施設への故意
による大型航空
機の衝突その他
のテロリズムが
発生した場合の
情報把握に関す
る説明書

２．重大事故等対処設備

1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳
細設計

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
共用について説明する。
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106
4.3.1.2　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計測制御装置

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備で構成する。
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

107
情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処
設備である使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

108
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵建屋の制御室において，重要監視パラメータ及び
重要代替監視パラメータを監視並びに記録できる設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

109
情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備可搬型発電機，第2章 個別項目の7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」の情報把
握計装可搬型発電機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針

110 監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，第2章 個別項目の7.1.1　電気設備」の「7.1.1.1　受電開閉設備」から給電する設計とする。 設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

111
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設可搬型発電機から第2章 個別項目の「4.1　計測制御設備」の可搬型計測ユニットを介して給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

24
計測制御設備の重要代替監視パラメータは，共通要因によって重要監視パラメータと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，異な
る物理量の計測又は計測方式により換算表を用いて推定することで，重要監視パラメータに対して可能な限り多様性を有する設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

25
計測制御設備の重要代替監視パラメータは，共通要因によって重要監視パラメータと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，重要
監視パラメータを計測する箇所と異なる箇所で計測することにより，重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

26
内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，地震等により機能が損なわれる
場合，代替設備による機能の確保により機能を維持する設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

27

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，共通要因によって設計基準対象の施設の計測制御設備と同時にその機能が損な
われるおそれがないように，故障時バックアップを含めて必要な数量を設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋から100ｍ以上
の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。または，設計基準対象の施設の計測
制御設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋内に保管する場合は設計基準対
象の施設の計測制御設備が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

52

計測制御設備の燃料貯蔵プール等水位（超音波式，メジャー），燃料貯蔵プール等水温（サーミスタ）及び燃料貯蔵プール等空間線量率
（半導体検出器（携行型））のパラメータを計測する可搬型重要計器は，共通要因によって設計基準対象の施設の計測制御設備と同時にそ
の機能が損なわれるおそれがないように，設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保
管エリアに保管するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋内に保管する場合は設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

Ⅵ-1-4-3　再処
理施設への故意
による大型航空
機の衝突その他
のテロリズムが
発生した場合の
情報把握に関す
る説明書

1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳
細設計

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明する。

※補足すべき事項なし

Ⅵ-1-1-4　安全
機能を有する施
設，安全上重要
な施設及び重大
事故等対処設備
が使用される条
件の下における
健全性に関する
説明書

2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説明する。
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53

計測制御設備の可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，けん引車，燃料貯蔵
プール等水位（電波式，エアパージ式），燃料貯蔵プール等水温（測温抵抗体），代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール
等空間線量率（半導体検出器（パラメータ伝送型）），燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータを計測する可搬型重要計器は，
共通要因によって設計基準対象の施設の計測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップを含めて必
要な数量を設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管
することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

84
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，共通要因によって計測制御装置の監視制御盤及び安全
系監視制御盤と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と独立した異なる系統によ
り当該機能に必要な系統を構成することで，独立性を有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

85

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可
搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は，情報把握計装設備可搬型発電機及び第2章
個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電
機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から電力を給電することで，電気設備
の設計基準対象の施設からの給電で動作する監視制御盤及び安全系監視制御盤に対して多様性を有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

86

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情
報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可
搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置は，共通要因によって計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と同時にその機能が損なわれるおそれが
ないように，故障時バックアップを含めて必要な数量を計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤が設置される建屋から100m以上の離隔距離を確保した複
数の外部保管エリアに分散して保管することで，位置的分散を図る設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

113
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，共通要因によって計測制御装置の監視制御盤及び安全
系監視制御盤と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測制御装置の監視制御盤と独立した異なる系統により当該機能に必要な系
統を構成することで，独立性を有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

114
情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，代替電源設
備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力を給電することで，電気設備の設計基準対象の施設からの給電で動作する
監視制御盤及び安全系監視制御盤に対して多様性を有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

115

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，共通要因に
よって計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップを含めて
必要な数量を計測制御装置の監視制御盤が設置される建屋から100m以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管するこ
とで，位置的分散を図る設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様
性，位置的分散
等）

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説明する。

2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

Ⅵ-1-1-4　安全
機能を有する施
設，安全上重要
な施設及び重大
事故等対処設備
が使用される条
件の下における
健全性に関する
説明書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第四十七条 計装設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

28
計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備と
して使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（悪影響
防止）

87
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，安全機能を有する施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等対処設備と
して使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響
防止）

88
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響
防止）

116
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は安全機能を有する施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等対処設備とし
て使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響
防止）

117
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響
防止）

29
計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，重大事故等の対処に必要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有する設
計とする。また，設計基準対象の施設の計測制御設備が計測範囲を超過した場合は，可搬型重要計器又は可搬型重要代替計器にて必要なパ
ラメータを計測する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及
び容量）

30
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，重大事故等の対処に必要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有す
る設計とする。保有数は，必要数を確保するとともに，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを必要数以上確保
する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及
び容量）

31
MOX燃料加工施設と共用する計測制御設備の可搬型重要計器は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処する
ことを考慮した計測範囲及び個数を有することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。保有数は，必要数を
確保するとともに，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及
び容量）

55

計測制御設備の可搬型重要計器は，重大事故等の対処に必要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有する設計とする。保有数
は，必要数を確保するとともに，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。ま
た，可搬型空冷ユニットＡ～Ｅ，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及びけん引車の保有数は，
それぞれ必要数として１台，予備として故障時及び待機除外時のバックアップを２台の合計３台確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及
び容量）

89 計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記録するために必要な保存容量を有する設計とする。 設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及
び容量）

90

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計と
するとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量として前処理建屋に対して１系統，分離建屋に対して１系統，精製建屋に
対して１系統，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対して１系統，高レベル廃液ガラス固化建屋に対して１系統，制御建屋に対して１系
統の必要数6系統に加え，予備を6系統，合計12系統以上を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及
び容量）

Ⅵ-1-1-4　安全
機能を有する施
設，安全上重要
な施設及び重大
事故等対処設備
が使用される条
件の下における
健全性に関する
説明書

2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

6.系統施設毎の設計上の考慮

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第四十七条 計装設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

91
情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び第２保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及
び容量）

92
情報把握計装設備の制御建屋可搬型情報収集装置は，収集した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを電磁的に記録及び保存
し，電源喪失により保存した記録が失われないようにするとともに帳票として出力できる設計とする。また，記録に必要な容量は，記録が
必要な期間に亘って保存できる容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及
び容量）

93

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所
可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は，必要なデータ量の伝送及び記録容量を
有する設計とし，保有数は，必要数として重大事故等の対処に必要な個数をそれぞれ1台有する設計とするとともに，故障時バックアップを
１台の合計２台確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及
び容量）

94
情報把握計装設備可搬型発電機は，重大事故等に対処するために必要な電力を確保するために必要な容量を有する設計とし，保有数は，必
要数として重大事故等の対処に必要な個数を有する設計とするとともに，故障時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及
び容量）

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書
6.系統施設毎の
設計上の考

Ⅵ-1-5-1
電気設備に関す
る説明書
Ⅵ-1-5-1-1
非常用発電装置

3.施設の詳細設計方針
3.3可搬型の非常用発電装置

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

【可搬型の非常用発電装置】
・発電機に接続される負荷，負荷に伴う出力の決定に関する考え方，結果を示す。

95

MOX燃料加工施設と共用する情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用無線装置及び制御建屋可搬型情報収集装置である第1保管庫・
貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，再処理施設及びMOX燃料加工施
設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮し，対処に必要となるデータの伝送，記録容量及び個数を確保することで，共用に
よって重大事故時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及
び容量）

118 計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記録するために必要な保存容量を有する設計とする。 設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及
び容量）

119
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計と
するとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量として使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に対して１系統の必要数1系統に加え，
予備を1系統，合計2系統以上を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及
び容量）

120 情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とする。 設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及
び容量）

121
情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，収集した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを電磁
的に記録及び保存し，電源喪失により保存した記録が失われないようにするとともに帳票として出力できる設計とする。また，記録に必要
な容量は，記録が必要な期間に亘って保存できる容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及
び容量）

122
情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，必要なデー
タ量の伝送及び記録容量を有する設計とし，保有数は，必要数として重大事故等の対処に必要な個数をそれぞれ1台有する設計とするととも
に，故障時バックアップを１台の合計２台確保する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及
び容量）

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書

6.系統施設毎の設計上の考慮 【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

6.系統施設毎の設計上の考慮

Ⅵ-1-1-3　設備
別記載事項の設
定根拠に関する
説明書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第四十七条 計装設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

32
計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台
風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条
件等）

33
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風
（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条
件等）

35
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水
防護及び被液防護する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条
件等）

37
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線
量率の高くなるおそれの少ない場所を選定することで操作可能な設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条
件等）

56
計測制御設備の燃料貯蔵プール等空間線量率及び燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）を計測する可搬型重要計器は，可搬型計測ユニッ
ト，可搬型空冷ユニット及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機により冷却した圧縮空気を供給することで使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の
環境温度，湿度を考慮しても重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条
件等）

57
計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパラメータを計測する可
搬型重要計器）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に
保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条
件等）

58
計測制御設備の可搬型重要計器（代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータを計測する可
搬型重要計器）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条
件等）

60
計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパラメータを計測する可
搬型重要計器を含む。）は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とす
る。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条
件等）

62
計測制御設備の可搬型重要計器は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの
少ない場所を選定することで操作可能な設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条
件等）

96
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃による損傷を防止できる制御建屋に設置し，風（台風）等により重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条
件等）

98
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条
件等）

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。

2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

Ⅵ-1-1-4　安全
機能を有する施
設，安全上重要
な施設及び重大
事故等対処設備
が使用される条
件の下における
健全性に関する
説明書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第四十七条 計装設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

99
情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪
荷重及び降下火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条
件等）

100
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品の漏えいを考慮し，影響を受けない位置への設置，被水防護
及び被液防護を講ずる設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条
件等）

101

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所
可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条
件等）

103

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所
可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，想定
される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は当該設備の設置場
所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条
件等）

123
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風
（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条
件等）

125
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，
風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条
件等）

126
情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪
荷重及び降下火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条
件等）

127
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品の漏えいを考慮し，影響を受けない位置への設置，被水防護
及び被液防護を講ずる設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条
件等）

128
情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，外部からの
衝撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条
件等）

130
情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，想定される
重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への
遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条
件等）

131
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，可搬型監視ユニット内に搭載することで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条件
を考慮しても重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条
件等）

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。

2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

Ⅵ-1-1-4　安全
機能を有する施
設，安全上重要
な施設及び重大
事故等対処設備
が使用される条
件の下における
健全性に関する
説明書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第四十七条 計装設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

38
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器と情報把握計装設備又はその他の重大事故等対処設備との接続は，ネジ接続，コネ
クタ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（操作性
の確保）

39
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器と計装配管は，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の計装配管と相互に使用する
ことができるよう，口径に応じた簡便な接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（操作性
の確保）

63
計測制御設備の可搬型重要計器と情報把握計装設備又はその他の重大事故等対処設備との接続は，ネジ接続，コネクタ接続又はより簡便な
接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（操作性
の確保）

104

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所
可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置との接続，制
御建屋可搬型情報表示装置との接続は，コネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場での接続が容易に可能な設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（操作性
の確保）

132
情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び建屋間伝送用無線装置との接続，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可
搬型情報表示装置との接続は，コネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場での接続が容易に可能な設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（操作性
の確保）

40
計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力によ
る機能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計
とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（試験・
検査性）

41
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力
による機能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な
設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（試験・
検査性）

64

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水温，代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール
等空間線量率，燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータを計測する可搬型重要計器），可搬型重要代替計器及び可搬型計測ユ
ニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機は，通常時において，重大事故等への対処に必要な
機能を確認するため，模擬入力による機能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持する
ため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（試験・
検査性）

105
計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するた
め，模擬入力による機能，性能確認（表示）及び外観確認が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が
可能な設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（試験・
検査性）

133
計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するた
め，模擬入力による機能，性能確認（表示）及び外観確認が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が
可能な設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表
(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表
（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（試験・
検査性）

Ⅵ-1-1-4　安全
機能を有する施
設，安全上重要
な施設及び重大
事故等対処設備
が使用される条
件の下における
健全性に関する
説明書

2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全
機能を有する施
設，安全上重要
な施設及び重大
事故等対処設備
が使用される条
件の下における
健全性に関する
説明書

2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第四十七条 計装設備）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

－ － －

1. 概要 概要について説明する。 ○ 概要について説明する。

3. 計測装置の構成 －

3.1 計装装置の構成

3.1.2 第47条に関わる計測装置の構成

3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存 －

3.2.1 計測結果の指示又は表示 計測結果の指示又は表示について説明する。 ○ 計測結果の指示又は表示について説明する。

3.2.2 第47条に関わる計測結果の記録及び保存 重大事故等の対応に必要となるパラメータにおける，記録，保存について説明する。 ○ 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録及び保存について説明する。

4. 計測装置の計測範囲
重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定方
針を説明する。
各計測設備における計測範囲を説明する。

○
重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定方
針を説明する。
各計測設備における計測範囲を説明する。

5. 乾電池又は充電池による計測制御設備への給電に関して 重大事故等が発生した場合の給電について説明する。 ○ 重大事故等が発生した場合の給電について説明する。

1. 概要 概要について説明する。 ○ 概要について説明する。

2. 基本方針

・使用済燃料貯蔵設備に係る重大事故等時に対処するために監視することが必要なパラメータの計
測方針について説明する。
・使用済燃料貯蔵設備に係る重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータの監
視・記録方針について説明する。
・使用済燃料貯蔵設備に係る重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測
する設備の設計方針について説明する。

○

・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータの監視・記録方針について説明す
る。
・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する設備の設計方針につい
て説明する。

3. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の構成 －

3.1 燃料貯蔵プール等温度及び燃料貯蔵プール等水位を計測する装置の構成

3.1.2 第47条に関わる計測装置の構成

3.2 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結果の記録及び保存 －

3.2.2 計測結果の記録及び保存 計測結果の記録及び保存について説明する。 ○ 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録及び保存

3.3 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成について説明する。 ○ 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成について説明する。

4. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲及び警報動作範囲 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲及び警報作動範囲について説明する。 ○ 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲について説明する。

計測装置の構成について説明する。○

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次

○ 計測装置の構成について説明する。

1.概要
2.可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの空冷
2.1可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラを空
冷するための装置の容量及び冷却能力
2.1.1可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラを
空冷するために必要な容量
2.1.2冷却能力
2.2可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの冷
却器の冷却能力試験
（1）試験の概要
（2）系統の構成
（3）条件
2.2.2試験結果
3.可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率
計）の空冷
3.1可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量
率計）を空冷するための装置の容量及び冷却能力
3.1.1可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線
量率計）を空冷するために必要な容量
3.1.1冷却能力
3.2可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量
率計）の冷却器の冷却能力試験
3.2.1試験方法
（1）試験の概要
（2）系統の構成
（3）条件
3.2.2試験結果
4.可搬型スプレイ設備流量計の空冷
4.1可搬型スプレイ設備流量計を空冷するための
装置の容量及び冷却能力
4.1.1可搬型スプレイ設備流量計を空冷するため
に必要な容量
4.1.1冷却能力
4.2可搬型スプレイ設備流量計の冷却器の冷却能
力試験
4.2.1試験方法
（1）試験の概要
（2）系統の構成
（3）条件
4.2.2試験結果
5.空気圧縮機の容量について
6.配管について
7.可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬
型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）及
び可搬型スプレイ設備流量計を空冷するための装
置の操作性

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

1.可搬型計測器について
1.1可搬型計測器による監視パラメータの測定結
果の換算概要
2.計測結果の記録の保存について
2.1重大事故等対処設備に関する常設重大事故等
対処設備に関する計測結果の記録及び保存
2.2重大事故等対処設備に関する可搬型重大事故
等対処設備の計測結果の記録及び保存
4.代替パラメータによる主要パラメータの推定の
誤差による影響について

計測装置の構成について説明する。

Ⅵ-1-4-2　使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲

基本方針

・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータの計測方針（代替パラメータによ
る推定方法含む）について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータの監視・記録方針について説明す
る。
・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する設備の設計方針につい
て説明する。

・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータの計測方針（代替パラメータによ
る推定方法含む）について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータの監視・記録方針について説明す
る。
・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する設備の設計方針につい
て説明する。

○

計測装置の構成について説明する。

2.
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基本設計方針の添付書類への展開
（第四十七条 計装設備）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次

1.

概要

概要について説明する。 ○ 概要について説明する。

2.

基本方針

基本方針について説明する。 ○ 基本方針について説明する。

3.

大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計 【大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計】
・大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計を
記載 ○

【大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計】
・大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計を
記載

3.1

監視パラメータ 【大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計】
・大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計に
伴う監視パラメータを記載 ○

【大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計】
・大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計に
伴う監視パラメータを記載

3.2

設備構成 【大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計】
・大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計に
伴う設備構成を記載 ○

【大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計】
・大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計に
伴う設備構成を記載

3.3

同時機能喪失に対する健全性 【制御室及び緊急時対策所における同時機能喪失を防止するための措置】
・制御室及び緊急時対策所において、監視機能の同時機能喪失を防止するための措置を示す。

○

【制御室及び緊急時対策所における同時機能喪失を防止するための措置】
・制御室及び緊急時対策所において、監視機能の同時機能喪失を防止するための措置を示す。

4.

情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計 【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明する。 ○

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明する。

4.1

中央制御室の情報把握計装設備

－

4.1.1

中央制御室 【中央制御室】
重大事故等が発生した場合の中央制御室の設置，記録，構成について説明する。 ○

【中央制御室】
重大事故等が発生した場合の中央制御室の設置，記録，構成について説明する。

4.1.2

情報把握計装設備用屋内伝送系統 【情報把握計装設備用屋内伝送系統】
情報把握計装設備用屋内伝送系統について説明する。 ○

【情報把握計装設備用屋内伝送系統】
情報把握計装設備用屋内伝送系統について説明する。

4.1.3

建屋間伝送用無線装置 【建屋間伝送用無線装置】
建屋間伝送用無線装置について説明する。 ○

【建屋間伝送用無線装置】
建屋間伝送用無線装置について説明する。

4.1.4

収集装置 【収集装置】
収集装置について説明する。 ○

【収集装置】
収集装置について説明する。

4.1.5

表示装置 【表示装置】
表示装置について説明する。 ○

【表示装置】
表示装置について説明する。

4.1.6

電源 【電源】
電源について説明する。 ○

【電源】
電源について説明する。

4.1.7

共用 【共用】
共用について説明する。 ○

【共用】
共用について説明する。

4.2

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の情報把握計装設備

－

4.2.1

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 【使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室】
重大事故等が発生した場合の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の設置，記録，構成に
ついて説明する。 ○

【使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室】
重大事故等が発生した場合の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の設置，記録，構成に
ついて説明する。

4.2.2

情報把握計装設備用屋内伝送系統 【情報把握計装設備用屋内伝送系統】
情報把握計装設備用屋内伝送系統について説明する。 ○

【情報把握計装設備用屋内伝送系統】
情報把握計装設備用屋内伝送系統について説明する。

4.2.3

建屋間伝送用無線装置 【建屋間伝送用無線装置】
建屋間伝送用無線装置について説明する。 ○

【建屋間伝送用無線装置】
建屋間伝送用無線装置について説明する。

4.2.4

収集装置 【収集装置】
収集装置について説明する。 ○

【収集装置】
収集装置について説明する。

4.2.5

表示装置 【表示装置】
表示装置について説明する。 ○

【表示装置】
表示装置について説明する。

4.2.6

電源 【電源】
電源について説明する。 ○

【電源】
電源について説明する。

5. 情報把握計装設備の可搬型発電機 情報把握計装設備の可搬型発電機について説明する。 ○ 情報把握計装設備の可搬型発電機について説明する。

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

※補足すべき事項なし

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(1／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第 34 条，

第 35 条，第 47 条，第 67 条，第 68 条及び第 73 条並びに

それらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に関わる計測制

御系統施設のうち計測装置の構成，計測範囲及び警報動作範

囲について説明するものである。   

併せて技術基準規則第 34 条及びその解釈に関わる計測装

置の計測結果の記録の保存についても説明するとともに，計

測装置の機能を有した安全保護装置に関して，技術基準規則

第 35 条及びその解釈に関わる計測制御系統施設のうち安全

保護装置の不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目

的に沿うべき動作をさせず，又は使用目的に反する動作をさ

せる行為による被害を防止するために必要な措置について

説明する。 

 

なお，技術基準規則第 34 条及びその解釈に関わる計測装

置のうち設計基準対象施設としてのみ使用する計測装置の

構成及び計測範囲，技術基準規則第 35 条及びその解釈に関

わる安全保護装置の不正アクセス行為等の被害の防止以外

の構成並びに技術基準規則第 47 条の計測装置の警報動作範

囲に関しては，要求事項に変更がないため，今回の申請にお

いて変更は行わない。 

今回は，計測制御系統施設のうち設計基準対象施設に

関する計測結果の記録の保存及び安全保護装置の不正ア

クセス行為等の被害の防止並びに重大事故等対処設備に

関する計測装置の構成，計測範囲について説明する。 

1.概要 

 本資料は，「再処理施設の技術基準に関する規則」第 47 条

に関わる計測制御系統施設のうち計測装置の構成，計測範囲

及び警報動作範囲並びに，第 38 条，第 41 条に関わる安全保

護回路に関する回路の構成について説明するものである。 

 

 

 

併せて技術基準規則第 47 条に関わる計測装置の計測結

果の記録の保存についても説明する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回は，計測制御系統施設のうち第 38 条，第 41 条に関

わる安全保護回路に関する回路の構成及び第 47 条に関わ

る計測装置の構成，計測範囲について説明する。 

 

 

技術基準規則の違いによるた

め、新たな論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準規則の違いによる

ため、新たな論点が生じる

ものではない。  

 

 

 

 
下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章⽴ての違いによる記載位置の違いによる差異    

⼆重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 

【凡例】 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(2／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

2. 基本方針 

2.1 設計基準対象施設に関する計測 

(1) 計測結果の記録の保存 

技術基準規則第 34 条及びその解釈に基づき，発電用原子

炉の停止及び炉心の冷却並びに放射性物質の閉じ込めの機

能の状況を監視するために必要なパラメータの計測装置の

計測結果は，原則，確実に記録計にて継続的に記録し，記録

紙は取り替えて保存できる設計とし，断続的な試料の分析を

行う場合は，従事者が測定結果を記録し保存できる設計とす

る。 

 

 

2.2 重大事故等対処設備に関する計測 

技術基準規則第 67 条及びその解釈に基づき，水素爆発に

よる原子炉格納容器の破損を防止するための設備のうち，監

視設備である格納容器内水素濃度（ＳA）及び格納容器内酸素

濃度（ＳA）は，原子炉格納容器内の雰囲気ガスの水素濃度及

び酸素濃度を測定できる設計とする。また，フィルタ装置入

口水素濃度は，炉心の著しい損傷が発生した場合に，原子炉

格納容器外に水素ガスを排出する場合の排出経路における

水素濃度を測定できる設計とする。これらの計器は交流電源

が必要な場合には，代替電源設備からの給電が可能な設計と

する。 

技術基準規則第 68 条及びその解釈に基づき，水素爆発に

よる原子炉建屋等の損傷を防止するための設備のうち，監視

設備である原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋原子炉棟内に

検出器を設置し，水素濃度を測定できる設計とする。 

 

 

技術基準規則第 73 条及びその解釈に基づき，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するために監視することが

必要なパラメータとして，原子炉圧力容器内の温度，圧力及

び水位，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量，原

2.基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準規則第 47 条に基づき，重大事故等が発生し，当

該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラ

メータとして，臨界事故の拡大防止，冷却機能の喪失による

蒸発乾固，放射性分解により発生する水素による爆発，有機

 

 

 

発電炉特有の記録の保存方法

に関する記載であり、新たな

論点が生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉特有の設計基準対象施

設に関する記載であり，新た

な論点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉および再処理施設特有

の重大事故等が発生した際の
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(3／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，酸素濃度，

原子炉建屋内の水素濃度並びに未臨界の維持または監視，

終ヒートシンクの確保，格納容器バイパスの監視，水源の確

保に必要なパラメータの計測装置を設ける設計とするとと

もに，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）

の故障又は故障が疑われ，当該重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータを計測することが困難と

なった場合において，当該パラメータを推定するために必要

なパラメータを計測する設備を設置又は保管する設計とす

る。なお，静的触媒式水素再結合器動作監視装置は添付書類

「Ⅴ-1-8-2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説

明書」に示す。 

 

溶媒等による火災又は爆発，工場等外への放射線の放出の抑

制及び水供給に必要なパラメータを計測する装置を設ける

設計とするとともに，重大事故等が発生し，計測機器（非常

用のものを含む。）の直流電源の喪失その他の故障により重

大事故等に対処するために監視することが必要なパラメー

タを計測することが困難となった場合において，当該パラメ

ータを推定するために必要なパラメータを計測する設備を

設置又は配備する設計とする。 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを計測できる設備として，重大

事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ

を把握する設備を設ける設計とする。 

 

必要なパラメータの違いのた

め、新たな論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

施設の違いによる書き方の違

いため，新たな論点が生じる

ものではない。 

 

再処理施設固有の設計上の考

慮であり、新たな論点が生じ

るものでない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(4／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメー

タを把握する設備は，臨界事故の拡大を防止するために必要な

計測制御設備，冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するため

に必要な計測制御設備，放射線分解により発生する水素による

爆発に対処するために必要な計測制御設備，有機溶媒等による

火災又は爆発に対処するために必要な計測制御設備，使用済燃

料貯蔵槽の冷却等のために必要な計測制御設備，工場等外への

放射性物質等の放出を抑制するために必要な計測制御設備及び

重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な計測制御設

備で構成する。 

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメー

タを把握する設備のうち，工場等外への放射性物質等の放出を

抑制するために必要な計測制御設備及び重大事故等への対処に

必要となる水の供給に必要な計測制御設備は，MOX 燃料加工施

設と共用する。 

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメー

タを把握する設備は，重大事故等の発生要因に応じて対処に有

効な計器を使用する設計とする。 

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメー

タは，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測

する常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器を用いて計測できる設計とする。また，常設

重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重要

代替計器は，再処理施設の状態を推定するための計測範囲を有

する設計とする。 

重大事故等が発生した場合は，「添付書類八 第 5－1 表 重

大事故等対処における手順の概要（11／15）」に示す対応手段に

より，重要監視パラメータの計測に着手することで，再処理施

設の状態を把握する手段を有する設計とする。また，重要監視

パラメータの計測が困難となった場合は，重要代替監視パラメ

ータの計測に着手することで，再処理施設の状態を推定，また

は推測可能な手段を有する設計とする。 

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメー

再処理施設固有の設計上

の考慮であり、新たな論

点が生じるものでない 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(5／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメ

ータを，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功

させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するため

のパラメータとする。 

 

 

 

 

 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させる

ために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラ

メータの計測装置の計測範囲は，設計基準事故時に想定され

る変動範囲の 大値を考慮し，適切に対応するための計測範

囲を有する設計とするとともに，重大事故等が発生し，当該

重大事故等に対処するために監視することが必要な原子炉圧

力容器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原

子炉格納容器への注水量等のパラメータの計測が困難となっ

た場合又は計測範囲を超えた場合に，代替パラメータによる

推定の対応手段等により推定できる設計とする。 

また，重大事故等時に設計基準を超える状態における発電

用原子炉施設の状態を把握するための能力（ 高計測可能温

度等）の明確化をするとともに，パラメータの計測が困難と

タを把握する設備は，内的事象による安全機能の喪失を要因と

し全交流動力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合

において，重要監視パラメータを常設重要計器にて計測する。

設計基準対象の施設の計測制御設備の計測範囲の超過により，

重要監視パラメータの計測が困難な場合は重要監視パラメータ

を可搬型重要計器にて計測する。 

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメー

タを把握する設備のうち常設重要計器及び常設重要代替計器

は，電気設備の一部である受電開閉設備等から受電することに

より，重大事故等が発生した場合においても計測可能である。 

 

 

 

 

 

重大事故等の発生防止対策及び拡大防止対策等を成功させる

ために把握することが必要なパラメータを主要パラメータとす

る。主要パラメータのうち，再処理施設の状態を直接監視する

パラメータを重要監視パラメータとする。 

 

重大事故対策を成功させるために必要な再処理施設の状態を

把握するためのパラメータの計測装置の計測範囲は，重大事故

時に想定される変動範囲の 大値を考慮し，適切に対応するた

めの計測範囲を有する設計とするとともに，重大事故等が発生

し，当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパ

ラメータの計測が困難となった場合又は計測範囲を超えた場合

に，代替パラメータによる推定の対応手段等により推定できる

設計とする。 

 

 

また，重大事故等時に再処理施設の状態を把握するための能

力の明確化をするとともに，パラメータの計測が困難となった

場合又は計測範囲を超えた場合に，代替パラメータによる推定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉特有の重大事故対

策の違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 

再処理施設固有の設計上

の考慮であり、新たな論

点が生じるものでない。 

 

 

発電炉および再処理施設

特有の重大事故対策の違

いのため、新たな論点が

生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

発電炉および再処理施設

特有の重大事故対策の違

いのため、新たな論点が
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(6／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

なった場合又は計測範囲を超えた場合に，代替パラメータに

よる推定の対応手段等，複数のパラメータの中から確からし

さを考慮した優先順位を保安規定に定める設計とする。 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度等は想定さ

れる重大事故等の対応に必要となる炉心損傷防止対策及び格

納容器破損防止対策を成功させるために必要な発電用原子炉

施設の状態を把握するためのパラメータとして，計測又は監

視できる設計とする。また，計測結果は，中央制御室に原則指

示又は表示し，記録及び保存できる設計とする。 

 

 

3.計測装置の構成 

重大事故等対処設備に関する計測装置の検出器から計測結

果の指示又は表示，記録及び警報装置に至るシステム構成を

設計基準対象施設も含め「3.1 計測装置の構成」に示す。 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の計測装置によ

る計測結果の表示，記録及び保存については，「3.2 計測装置

の計測結果の表示，記録及び保存」にとりまとめる。 

 

3.1 計測装置の構成 

 

 

 

 

3.1.1 起動領域計測装置及び出力領域計測装置 

 

 

 

 

(1) 格納容器雰囲気放射線モニタ（D／Ｗ） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（D／Ｗ）は，設計基準対象

施設及び重大事故等対処設備の機能を有しており，格納容器

雰囲気放射線モニタ（D／Ｗ）の検出信号は，電離箱からの

の対応手段等，複数のパラメータの中から確からしさを考慮し

た優先順位を保安規定に定めて、管理する。 

 再処理施設内の放射線レベル，流量，圧力，温度，液位，差

圧及び水素濃度は想定される重大事故対策を成功させるために

必要な再処理施設の状態を把握するためのパラメータとして，

計測及び監視できる設計とする。また，計測結果は，中央制御

室に原則指示又は表示し，記録及び保存できる設計とする。 

 

 

 

 

3.計測装置の構成 

計測装置の検出器から計測結果の指示又は表示，記録に至る

システム構成を「3.1 計測装置の構成」に示す。 

計測装置による計測結果の表示，記録及び保存については，

「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」にとりまと

める。 

 

 

3.1 計測装置の構成 

 

 

 

3.1.2 第 47 条に関する計測装置の構成  

 

3.1.2.1 臨界事故の拡大を防止するために必要な計測制御設備 

 

 

 

(1)臨界検知用放射線レベル 

臨界検知用放射線レベルは，重大事故等対処設備の機能を有

しており，臨界検知用放射線レベルの検出信号は，電離箱から

の電気信号を演算装置にて線量当量率信号へ変換した後，線量

生じるものではない。 

 

発電炉および再処理施設

特有の重大事故対策の違

いのため、新たな論点が

生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

章立ての違いによる差異

のため、新たな論点が生

じるものではない。 
 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論

点が生じるものではな

い。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(7／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

電気信号を前置増幅器で増幅し，演算装置にて線量当量率信

号へ変換した後，線量当量率を中央制御室に指示し，記録及

び保存する。また，緊急時対策支援システム伝送装置にて記

録及び保存する。記録及び保存については，「3.5 放射線管

理用計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。 

 

（「図 3.1.1-1 格納容器雰囲気放射線モニタ（D／Ｗ）の概略

構成図」及び「図 3.1.1-2 検出器の構造図（格納容器雰囲気

放射線モニタ（D／Ｗ））」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当量率を中央制御室及び緊急時対策建屋情報把握設備に指示

し，記録及び保存する。記録及び保存については，「3.2 計測制

御系統施設の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。 

 

 

（「図 3.1.2.1-1 臨界検知用放射線レベルの概略構成図」及び

「図 3.1.2.1-2 検出器の構造図（臨界検知用放射線レベル）」

参照。） 

 臨界検知用放射線レベルは，受電開閉設備等から給電する設

計とする。電源供給については添付図面「第 3 図 単線結線

図」に示す。 

 測定対象は「表 3.1.2.1-1 臨界検知用放射線レベルの測定

対象」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論

点が生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(8／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
図 3.1.1-1 格納容器雰囲気放射線モニタ（D／Ｗ）の概略構

成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.2.1-1 臨界検知用放射線レベルの概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論

点が生じるものではな

い。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(9／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
 

図 3.1.1-2 検出器の構造図（格納容器雰囲気放射線モニタ

（D／Ｗ）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 原子炉圧力 

 原子炉圧力は，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

の機能を有しており，原子炉圧力の検出信号は，弾性圧力検

 

 
 

図 3.1.2.1-2 検出器の構造図（臨界検知用放射線レベル） 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.1-1 臨界検知用放射線レベルの測定対象 

建屋名 
対処する計測制

御設備 
測定対象 

前処理建

屋 臨界検知用放射

線レベル 

・溶解槽 A/B 

・エンドピース酸洗浄

槽 A/B 

・ハル洗浄槽 A/B 

精製建屋 
・第 5/7 一時貯留処理

槽 

 

(2)廃ガス貯留槽圧力 

廃ガス貯留槽圧力は、重大事故等対処設備の機能を有してお

り，廃ガス貯留槽圧力の検出信号は，圧力検出器からの電気信

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

 

再処理施設固有の使用し

ている計測制御設備の違

いのため、新たな論点が

生じるものではない。 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論

点が生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(10／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

出器からの電気信号を，演算装置にて圧力信号へ変換する処

理を行った後，原子炉圧力を中央制御室に指示する。また，

緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存する。記

録及び保存については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，

記録及び保存」に示す。 

（「図3.1.3-1 原子炉圧力の概略構成図」及び「図3.1.3-2 

検出器の構造図（原子炉圧力）」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号を，演算装置にて圧力信号へ変換した後，廃ガス貯留槽圧力

を中央制御室及び緊急時対策建屋情報把握設備に指示し，記録

及び保存する。記録及び保存については，「3.2 計測制御系統施

設の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。 

（「図 3.1.2.1-3 廃ガス貯留槽圧力の概略構成図」及び「図

3.1.2.1-4 検出器の構造図（廃ガス貯留槽圧力）」参照。） 

 測定対象は「表3.1.2.1-2 廃ガス貯留槽圧力の測定対象」に

示す。 

 

 

 

 

 
図 3.1.2.1-3 廃ガス貯留槽圧力の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論

点が生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(11／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用） 

低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用）は，重大

事故等対処設備の機能を有しており，低圧代替注水系原子炉

注水流量（常設ライン用）の検出信号は，差圧式流量検出器

 

 

 
図 3.1.2.1-4 検出器の構造図（廃ガス貯留槽圧力） 

 

 

 

 

表 3.1.2.1-2 廃ガス貯留槽圧力の測定対象 

建屋名 
対処する計測制御

設備 
測定対象 

前処理建屋 

廃ガス貯留槽圧力 

・廃ガス貯留槽 

・廃ガス貯留槽系統 

精製建屋 
・廃ガス貯留槽 

・廃ガス貯留槽系統 

 

(3)廃ガス貯留槽入口流量 

廃ガス貯留槽入口流量は，重大事故等対処設備の機能を有し

ており，廃ガス貯留槽入口流量の検出信号は，差圧式流量検出

器からの電気信号を，演算装置にて流量信号へ変換する処理を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

再処理固有の計測制御設

備のため、新たな論点が

生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(12／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

からの電気信号を，演算装置にて流量信号へ変換する処理を

行った後，低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用）

を中央制御室に指示する。また，緊急時対策支援システム伝

送装置にて記録及び保存する。記録及び保存については，

「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。 

（「図 3.1.2-5 低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン

用）の概略構成図」及び「図 3.1.2-6 検出器の構造図（低圧

代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用））」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.1.2-5 低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン

用）の概略構成図 

行った後，廃ガス貯留槽入口流量を中央制御室及び緊急時対策

建屋情報把握設備に指示し，記録及び保存する。記録及び保存

については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保

存」に示す。 

（「図 3.1.2.1-5 廃ガス貯留槽入口流量の概略構成図」及び「図

3.1.2.1-6 検出器の構造図（廃ガス貯留槽入口流量）」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

図 3.1.2.1-5 廃ガス貯留槽入口流量の概略構成図 

 

点が生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(13／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.1.2.1-6 検出器の構造図（廃ガス貯留槽入口流量） 

 

 

 

 

表 3.1.2.1-3 廃ガス貯留槽入口流量の測定対象 

建屋名 
対処する計測制御

設備 
測定対象 

前処理建屋 廃ガス貯留槽入

口流量 

・廃ガス貯留槽系統 

精製建屋 ・廃ガス貯留槽系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備のため、新たな論点が

生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

180



別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(14／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

(2) 格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／C） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／C）は，設計基準対象

施設及び重大事故等対処設備の機能を有しており，格納容器

雰囲気放射線モニタ（Ｓ／C）の検出信号は，電離箱からの

電気信号を前置増幅器で増幅し，演算装置にて線量当量率信

号へ変換した後，線量当量率を中央制御室に指示し，記録及

び保存する。また，緊急時対策支援システム伝送装置にて記

録及び保存する。記録及び保存については，「3.5 放射線管

理用計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。 

（「図 3.1.1-3 格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／C）の概略

構成図」及び「図 3.1.1-4 検出器の構造図（格納容器雰囲気

放射線モニタ（Ｓ／C））」参照。） 

 

 
図3.1.1-3 格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／C）の概略構

成図 

 

(4)廃ガス貯留槽放射線レベル  

廃ガス貯留槽放射線レベルは，重大事故等対処設備の機能を

有しており，廃ガス貯留槽放射線レベルの検出信号は，電離箱

からの電気信号を，演算装置にて線量当量率信号へ変換した後，

線量当量率を中央制御室及び緊急時対策建屋情報把握設備に指

示し，記録及び保存する。記録及び保存については，「3.2 計測

制御系統施設の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。 

（「図 3.1.2.1-7 廃ガス貯留槽放射線レベルの概略構成図」及

び「図 3.1.2.1-8 検出器の構造図（廃ガス貯留槽放射線レベ

ル）」参照 

測定対象は「表 3.1.2.1-4 廃ガス貯留槽放射線レベルの測定対

象」に示す。 

 

 
 

 

 

 

図3.1.2.1-7廃ガス貯留槽放射線レベルの概略構成図 

 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論

点が生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(15／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 
図3.1.1-4 検出器の構造図（格納容器雰囲気放射線モニタ

（Ｓ／C）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 原子炉圧力 

 原子炉圧力は，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

の機能を有しており，原子炉圧力の検出信号は，弾性圧力検

出器からの電気信号を，演算装置にて圧力信号へ変換する処

理を行った後，原子炉圧力を中央制御室に指示する。また，

 

 
図3.1.2.1-8 検出器の構造図（廃ガス貯留槽放射線レベル） 

 

 

 

 

表 3.1.2.1-4 廃ガス貯留槽放射線レベルの測定対象 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

前処理建屋 
廃ガス貯留槽放射線

レベル 

・廃ガス貯留槽系

統 

精製建屋 
・廃ガス貯留槽系

統 

 

(5)溶解槽圧力 

溶解槽圧力は，設計基準対象の施設及び重大事故等対処設備

の機能を有しており，溶解槽圧力の検出信号は，差圧式伝送

器・発信器（エアパージ式）からの電気信号を，演算装置にて

圧力信号へ変換する処理を行った後，溶解槽圧力を中央制御室

及び緊急時対策建屋情報把握設備に指示し，記録及び保存す

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備のため、新たな論点が

生じるものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(16／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存する。記

録及び保存については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，

記録及び保存」に示す。 

（「図3.1.3-1 原子炉圧力の概略構成図」及び「図3.1.3-2 

検出器の構造図（原子炉圧力）」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 
 

る。記録及び保存については，「3.2計測制御系統施設の計測結

果の表示，記録及び保存」に示す。 

（「図3.1.2.1-9 溶解槽圧力の概略構成図」及び「図3.1.2.1-

10 検出器の構造図（溶解槽圧力）」参照。） 

 測定対象は「表3.1.2.1-5 廃ガス貯留槽放射線レベルの測定

対象」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3.1.2.1-9 溶解槽圧力の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論

点が生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(17／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 原子炉圧力 

 原子炉圧力は，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

の機能を有しており，原子炉圧力の検出信号は，弾性圧力検

出器からの電気信号を，演算装置にて圧力信号へ変換する処

理を行った後，原子炉圧力を中央制御室に指示する。また，

緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存する。記

録及び保存については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，

図 3.1.2.1-10 検出器の構造図（溶解槽圧力） 

 

 

 

 

表 3.1.2.1-5 溶解槽圧力の測定対象 

建屋名 
対処する計測制

御設備 
測定対象 

前処理建屋 溶解槽圧力 

・溶解槽 A/B 

・溶解槽 A/B（他チャンネ

ル） 

 

(6)廃ガス洗浄塔入口圧力 

廃ガス洗浄塔入口圧力は，設計基準対象の施設及び重大事故

等対処設備の機能を有しており，廃ガス洗浄塔入口圧力の検出

信号は，差圧式伝送器・発信器からの電気信号を，演算装置に

て圧力信号へ変換する処理を行った後，廃ガス洗浄塔入口圧力

を中央制御室及び緊急時対策建屋情報把握設備に指示し，記録

及び保存する。記録及び保存については，「3.2計測制御系統施

設の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

再処理固有の計測制御設

備のため、新たな論点が

生じるものではない。 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論

点が生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(18／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

記録及び保存」に示す。 

 

（「図3.1.3-1 原子炉圧力の概略構成図」及び「図3.1.3-2 

検出器の構造図（原子炉圧力）」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

（「図3.1.2.1-11廃ガス洗浄塔入口圧力の概略構成図」及び

「図3.1.2.1-12 検出器の構造図（廃ガス洗浄塔入口圧力）」

参照。） 

 測定対象は「表3.1.2.1-6 廃ガス洗浄塔入口圧の測定対象に

示す。 

 

 

 
 

図 3.1.2.1-11 廃ガス洗浄塔入口圧力の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論

点が生じるものではな

い。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(19／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.9 その他重大事故等対処設備の計測装置 

 

 

図 3.1.2.1-12 検出器の構造図（廃ガス洗浄塔入口圧力） 

 

 

 

 

表 3.1.2.1-6 廃ガス洗浄塔入口圧の測定対象 

建屋名 
対処する計測制御

設備 
測定対象 

精製建屋 
廃ガス洗浄塔入口

圧力 

・廃ガス洗浄塔入口圧力 

・廃ガス洗浄塔入口圧力

（他チャンネル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

再処理固有の計測制御設

備のため、新たな論点が

生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

章立ての違いによる差異

のため、新たな論点が生

じるものではない。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(20／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

(15) 可搬型計測器 

可搬型計測器は，重大事故等対処設備の機能を有しており，

重大事故等時が発生し，計測に必要な計器電源が喪失した場

合に，当該重大事故等の対処に必要なパラメータのうち表

3.1.9-1 に示すパラメータを計測する計器について，重大事

故等対応要員が可搬型計測器を検出器に接続する。重大事故

等対応要員は検出器からの温度指示の監視，又は電流信号を

計測した後，換算表を用いて圧力，水位及び流量に換算して

監視するとともに，記録用紙に記録し，保存する。記録及び保

存については，「3．2 計測装置の計測結果の表示，記録及び

保存」に示す。（「図 3.1.9-29 可搬型計測器の概略構成図」，

「図 3.1.9-30 検出器の構造図（可搬型計測器）」，「表 3.1.9-

1 可搬型計測器の測定対象パラメータ」，「図 3.1.9-33 検出

器の取付箇所を明示した図面（EL.18.00 m）」，「図 3.1.9-36 

検出器の取付箇所を明示した図面（EL.30.30 m）」及び「表 4-

2 可搬型計測器の測定範囲」参照。） 

 

 
 

図 3.1.9-29 可搬型計測器の概略構成図 

 

 

 

 

 

(7)可搬型重要計器 

 可搬型重要計器は，重大事故等対処設備の機能を有しており，

重大事故等が発生し，計測に必要な計器電源が喪失した場合に，

当該重大事故等の対処に必要なパラメータのうち表 3.1.2.1-7

に示すパラメータを計測する計器について，重大事故等対応要

員が可搬型重要計器を検出元に接続する。重大事故等対応要員

は可搬型重要計器からの放射線レベル，圧縮空気流量を中央制

御室及び緊急時対策建屋情報把握設備に指示し，記録及び保存

する。記録及び保存については，「3.2 計測制御系統施設の計測

結果の表示，記録及び保存」に示す。（「図 3.1.2.1-13 可搬型

重要計器の概略構成図」，「図 3.1.2.1-14 可搬型重要計器（現

場指示確認のみ）の概略構成図」，「図 3.1.2.1-15～16 検出器

の構造図（可搬型重要計器）」及び「表 3.1.2.1-7 可搬型重要

計器の測定対象」参照。） 

 

 
 

図 3.1.2.1-13 可搬型重要計器の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論

点が生じるものではな

い。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(21／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

図 3.1.9-30 検出器の構造図（可搬型計測器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3.1.2.1-14 可搬型重要計器（現場指示確認のみ）の概略構

成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.2.1-15 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 

検出元

指　示

可搬型計測器

内は可搬の範囲を示す。
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(22／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.2.1-16 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(23／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.1-7 可搬型重要計器の測定対象（1/2） 

 

 

 
図 3.1.2.1-16 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

前処理建

屋 

可搬型ガンマ線用サー

ベイメータ 

・溶解槽 A/B 

・エンドピース酸洗浄槽

A/B 

・ハル洗浄槽 A/B 

可搬型中性子線用サー

ベイメータ 

・溶解槽 A/B 

・エンドピース酸洗浄槽

A/B 

・ハル洗浄槽 A/B 

精製建屋 

可搬型ガンマ線用サー

ベイメータ 
・第 5/7 一時貯留処理槽 

可搬型中性子線用サー

ベイメータ 
・第 5/7 一時貯留処理槽 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(24／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.9 その他重大事故等対処設備の計測装置 

 

 

(15) 可搬型計測器 

可搬型計測器は，重大事故等対処設備の機能を有しており，

重大事故等時が発生し，計測に必要な計器電源が喪失した場

合に，当該重大事故等の対処に必要なパラメータのうち表

3.1.9-1 に示すパラメータを計測する計器について，重大事

故等対応要員が可搬型計測器を検出器に接続する。重大事故

等対応要員は検出器からの温度指示の監視，又は電流信号を

計測した後，換算表を用いて圧力，水位及び流量に換算して

監視するとともに，記録用紙に記録し，保存する。記録及び保

存については，「3．2 計測装置の計測結果の表示，記録及び

保存」に示す。（「図 3.1.9-29 可搬型計測器の概略構成図」，

「図 3.1.9-30 検出器の構造図（可搬型計測器）」，「表 3.1.9-

1 可搬型計測器の測定対象パラメータ」，「図 3.1.9-33 検出

器の取付箇所を明示した図面（EL.18.00 m）」，「図 3.1.9-36 

検出器の取付箇所を明示した図面（EL.30.30 m）」及び「表 4-

2 可搬型計測器の測定範囲」参照。） 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.1-7 可搬型重要計器の測定対象（2/2） 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

前処理建

屋 
可搬型貯槽掃気圧縮空

気流量計 

・溶解槽 A/B 

・エンドピース酸洗浄槽

A/B 

・ハル洗浄槽 A/B 

精製建屋 ・第 5/7 一時貯留処理槽 

 

3.1.2.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要

な計測制御設備 

 

（1）可搬型重要計器 

 可搬型重要計器は，重大事故等対処設備の機能を有しており，

重大事故等が発生し，計測に必要な計器電源が喪失した場合に，

当該重大事故等の対処に必要なパラメータのうち表 3.1.2.2-1

に示すパラメータを計測する計器について，重大事故等対応要

員が可搬型重要計器を検出元に接続する。重大事故等対応要員

は可搬型重要計器からの温度，液位を中央制御室及び緊急時対

策建屋情報把握設備に指示し，記録及び保存する。記録及び保

存については，「3.2 計測制御系統施設の計測結果の表示，記録

及び保存」に示す。（「図 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の概略構成

図」，「図 3.1.2.2-2 可搬型重要計器（現場指示確認のみ）の概

略構成図」，「図 3.1.2.2-3～20 検出器の構造図（可搬型重要計

器）」及び「表 3.1.2.1-1 可搬型重要計器の測定対象」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

章立ての違いによる差異

のため、新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

施設の違いによるため、

新たな論点が生じるもの

ではない。 
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図 3.1.9-29 可搬型計測器の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の概略構成図 

 

 
 

図 3.1.2.2-2 可搬型重要計器（現場指示確認のみ）の概略

構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 

 

検出元

指　示

可搬型計測器

内は可搬の範囲を示す。
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図 3.1.9-30 検出器の構造図（可搬型計測器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）貯槽等温度 

 
図 3.1.2.2-3 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

 
 

図 3.1.2.2-4 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設
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表 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の測定対象（1/18） 

建屋名 

対処する

計測制御

設備 

測定対象 

前処理

建屋 

可搬型貯

槽温度計 

・中継槽 A/B 

・リサイクル槽

A/B 

・中間ポット

A/B 

・計量前中間貯

槽 A/B 

・計量後中間貯槽 

・計量・調整槽 

・計量補助槽 

 

分離建

屋 

可搬型貯

槽温度計 

・高レベル廃液

濃縮缶 

・高レベル廃液

供給槽 

・溶解液中間貯

槽 

・溶解液供給槽 

・抽出廃液受槽 

・抽出廃液中間貯槽 

・抽出廃液供給槽 A/B 

・第 1/3/4/6/7/8 一時貯

留処理槽 

 

精製建

屋 

可搬型貯

槽温度計 

・プルトニウム濃縮

液受槽 

・リサイクル槽 

・希釈槽 

・プルトニウム濃縮

液一時貯槽 

・プルトニウム濃縮

液計量槽 

・プルトニウム濃縮

液中間貯槽 

・プルトニウム溶液

受槽 

・油水分離槽 

・プルトニウム濃縮

缶供給槽 

・プルトニウム溶液

一時貯槽 

・第 1/2/3 一時貯留

処理槽 

 

ウラ

ン・プ

ルトニ

ウム混

合脱硝

建屋 

可搬型貯

槽温度計 

・硝酸プルトニウム貯槽 

・混合槽 A/B 

・一時貯槽 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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高レベ

ル廃液

ガラス

固化建

屋 

可搬型貯

槽温度計 

・高レベル廃液混合

槽 A/B 

・供給液槽 A/B 

・供給槽 A/B 

・第 1/2 高レベル濃

縮廃液貯槽 

・第 1/2 高レベル濃

縮廃液一時貯槽 

・高レベル廃液共用

貯槽 

 

 

 

(3)貯槽等液位 

 

 
図 3.1.2.2-5 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

表 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の測定対象（2/18） 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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建屋名 
対処する計

測制御設備 
測定対象 

前処理建

屋 

可搬型貯槽

液位計 

・リサイクル槽

A/B 

・中継槽 A/B 

・中間ポット A/B 

・計量前中間貯槽

A/B 

・計量後中間貯槽 

・計量・調整槽 

・計量補助槽 

分離建屋 
可搬型貯槽

液位計 

・溶解液供給槽 

・抽出廃液受槽 

・第 1/3/4/6/7/8 一時

貯留処理槽 

・高レベル廃液濃縮缶 

・溶解液中間

貯槽 

・抽出廃液中

間貯槽 

・高レベル廃

液供給槽 

・抽出廃液供

給槽 A/B 

精製建屋 
可搬型貯槽

液位計 

・第 1/2/3 一時貯

留処理槽 

・プルトニウム濃

縮液受槽 

・油水分離槽 

・リサイクル槽 

・プルトニウム濃

縮液一時貯槽 

・プルトニウム濃

縮計量槽 

・プルトニウム濃

縮液中間貯槽 

・プルトニウム溶

液受槽 

・プルトニウム濃

縮缶供給槽 

・プルトニウム溶

液一時貯槽 

・希釈槽 

ウラン・

プルトニ

ウム混合

脱硝建屋 

可搬型貯槽

液位計 

・硝酸プルトニウム貯槽 

・混合槽 A/B 

・一時貯槽 

高レベル

廃液ガラ

ス固化建

屋 

可搬型貯槽

液位計 

・供給槽 A/B 

・高レベル廃液

混合槽 A/B 

・供給液槽 A/B 

・第1/2高レベル濃縮

廃液貯槽 

・第1/2高レベル濃縮

廃液一時貯槽 
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・高レベル廃液共用

貯槽 

 

 

 

(4)凝縮器出口排気温度 

 

 
図 3.1.2.2-6 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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図 3.1.2.2-7 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

表 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の測定対象（3/18） 

建屋名 
対処する計測制

御設備 
測定対象 

前処理建屋 
可搬型凝縮器出

口排気温度計 

・凝縮器 

分離建屋 
可搬型凝縮器出

口排気温度計 

・凝縮器 

・凝縮器（高ﾚﾍﾞﾙ廃液濃縮

缶用） 

 

精製建屋 
可搬型凝縮器出

口排気温度計 

・凝縮器 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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ウラン・プルト

ニウム混合脱硝

建屋 

可搬型凝縮器出

口排気温度計 

・凝縮器 

 

高レベル廃液ガ

ラス固化建屋 

可搬型凝縮器出

口排気温度計 

・凝縮器 

 

 

 

 

(5)セル導出ユニットフィルタ差圧 

 

 
図 3.1.2.2-8 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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表 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の測定対象（4/18） 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

前処理建屋 
可搬型セル導出ユニッ

トフィルタ差圧計 

― 

分離建屋 
可搬型セル導出ユニッ

トフィルタ差圧計 

― 

精製建屋 
可搬型セル導出ユニッ

トフィルタ差圧計 

― 

ウラン・プ

ルトニウム

混合脱硝建

屋 

可搬型セル導出ユニッ

トフィルタ差圧計 

― 

高レベル廃

液ガラス固

化建屋 

可搬型セル導出ユニッ

トフィルタ差圧計 

― 

 

(6)代替セル排気系フィルタ差圧 

 

 
図 3.1.2.2-9 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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表 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の測定対象（5/18） 

建屋名 
対処する計測制御設

備 
測定対象 

前処理建屋 
可搬型フィルタ差圧

計 

― 

分離建屋 
可搬型フィルタ差圧

計 

― 

精製建屋 
可搬型フィルタ差圧

計 

― 

ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

可搬型フィルタ差圧

計 

― 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

可搬型フィルタ差圧

計 

― 

 

(7)凝縮水回収セル液位 

 

 
図 3.1.2.2-10 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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表 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の測定対象（6/18） 

建屋名 
対処する計測制御

設備 
測定対象 

前処理建屋 
可搬型漏えい液受

皿液位計 

・放射性配管分岐第 1セル 

・溶解槽 A/B セル漏えい

検知ポット 1 液位 

・中継槽 A/B セル漏えい

液受皿液位 

・清澄機 A/B セル漏えい

液受皿液位 

・放射性配管分岐第 4セ

ル漏えい液受皿液位 

・計量・調整槽セル漏えい

液受皿液位 

分離建屋 
可搬型漏えい液受

皿液位計 

・放射性配管分岐第 1セル 

・抽出廃液受槽セル漏えい

液受皿液位 A 

・分離建屋一時貯留処理槽

第1セル漏えい液受皿液位

A 

・分離建屋一時貯留処理槽

第3セル漏えい液受皿液位 

・分離建屋一時貯留処理槽

第2セル漏えい液受皿液位

A 

・溶解液中間貯槽セル漏え

い液受皿 3液位 A 

・溶解液供給槽セル漏えい

液受皿液位 A 

・抽出廃液供給槽セル 

漏えい液受皿液位 A 

・高レベル廃液供給槽セル

漏えい液受皿液位 A 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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精製建屋 
可搬型漏えい液受

皿液位計 

・一時貯留処理槽第 1セル 

・精製建屋一時貯留処理槽

第1セル漏えい液受皿2 液

位 

・精製建屋一時貯留処理槽

第1セル漏えい液受皿1 液

位 1 

・プルトニウム濃縮缶供給

槽セル漏えい液受皿液位 A 

・油水分離槽セル漏えい液

受皿液位 A 

・プルトニウム溶液一時貯

槽セル漏えい液受皿液位 

・プルトニウム濃縮液受槽

セル漏えい液受皿液位 A 

・プルトニウム濃縮液一時

貯槽セル漏えい液受皿液

位 A 

・プルトニウム濃縮液計量

槽セル漏えい液受皿液位 A 

ウラン・プル

トニウム 

混合脱硝建屋 

可搬型漏えい液受

皿液位計 

・凝縮廃液貯槽セル 

・凝縮廃液受槽 A/B セル 

・硝酸プルトニウム貯槽セ

ル漏えい液受皿液位 A 

・混合槽 A/B セル漏えい液

受皿液位 A 

・一時貯槽セル漏えい液受

皿液位 A 

高レベル廃液

ガラス 

固化建屋 

可搬型漏えい液受

皿液位計 

・固化セル 

・高レベル濃縮廃液貯槽第

1セル漏えい液受皿液位 A 

・高レベル濃縮廃液貯槽第

2セル漏えい液受皿液位 A 

・高レベル廃液共用貯槽セ

ル漏えい液受皿液位 A 

・高レベル濃縮廃液一時貯

槽セル漏えい液受皿液位 A 
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・高レベル廃液混合槽第 1

セル漏えい液受皿液位 A 

・高レベル廃液混合槽第 2

セル漏えい液受皿液位 A 

・固化セル漏えい液受皿液

位 A 

 

 

 

 

 

(8)凝縮水槽液位 

 

 
図 3.1.2.2-11 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので
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表 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の測定対象（7/18） 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

分離建屋 可搬型凝縮水槽液位計 

・第 1供給槽 

・第 2供給槽 

 

 

(9)膨張槽液位 

 

 
図 3.1.2.2-12 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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表 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の測定対象（8/18） 

建屋名 
対処する 

計測制御設備 
測定対象 

前処理建屋 
可搬型膨張槽

液位計 
・膨張槽 

分離建屋 
可搬型膨張槽

液位計 
・膨張槽 

精製建屋 
可搬型膨張槽

液位計 
・膨張槽 

ウラン・プルト

ニウム混合脱硝

建屋 

可搬型膨張槽

液位計 
・膨張槽 

高レベル廃液ガ

ラス固化建屋 

可搬型膨張槽

液位計 
・膨張槽 

 

(10)内部ループ通水圧力/冷却コイル圧力 

 
図 3.1.2.2-13 検出器の構造図（可搬型重要計器） 
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表 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の測定対象（9/18） 

建屋名 

対処する

計測制御

設備 

測定対象 

前処理建

屋 

可搬型冷

却コイル

圧力計 

・リサイクル槽 A/B 

・中継槽 A/B 

・中間ポット A/B 

・計量前中間貯槽 A/B 

・計量後中間貯

槽 

・計量・調整槽 

・計量補助槽 

分離建屋 

可搬型冷

却コイル

圧力計 

・高レベル廃液濃縮缶 

・高レベル廃液供給槽 

・第 1/3/4/6/7/8 一時貯

留処理槽 

・溶解液中間貯槽 

・溶解液供給槽 

・抽出廃液受槽 

・抽出廃液中間

貯槽 

・抽出廃液供給

槽 A/B 

精製建屋 

可搬型冷

却コイル

圧力計 

・プルトニウム濃縮液受

槽 

・リサイクル槽 

・希釈槽 

・プルトニウム濃縮液一

時貯槽 

・プルトニウム濃縮液計

量槽 

・プルトニウム濃縮液中

間貯槽 

・プルトニウム溶液受槽 

・油水分離槽 

・プルトニウム

濃縮缶供給槽 

・プルトニウム

溶液一時貯槽 

・第 1/2/3 一時

貯留処理槽 

ウラン・

プルトニ

ウム混合

脱硝建屋 

可搬型冷

却コイル

圧力計 

・硝酸プルトニウム貯槽 

・混合槽 A/B 

・一時貯槽 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので
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高レベル 

廃液ガラ

ス 

固化建屋 

可搬型冷

却コイル

圧力計 

・高レベル廃液混合槽 A/B 

・供給液槽 A/B 

・供給槽 A/B 

・第 1/2 高レベル濃縮廃液貯槽 

・第 1/2 高レベル濃縮廃液一時貯槽 

・高レベル廃液共用貯槽 

 

(11)セル導出経路圧力 

 
図 3.1.2.2-14 検出器の構造図（可搬型重要計器） 
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表 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の測定対象（10/18） 

建屋名 
対処する計測制御設

備 
測定対象 

前処理建屋 
可搬型廃ガス洗浄塔

入口圧力計 

・廃ガス洗浄塔 

分離建屋 
可搬型廃ガス洗浄塔

入口圧力計 

・廃ガス洗浄塔 

精製建屋 
可搬型廃ガス洗浄塔

入口圧力計 

・廃ガス洗浄塔 

ウラン・プ

ルトニウム

混合脱硝建

屋 

可搬型廃ガス洗浄塔

入口圧力計 

・混合廃ガス凝縮器 

高レベル廃

液ガラス固

化建屋 

可搬型廃ガス洗浄塔

入口圧力計 

・高レベル濃縮廃液廃ガス

処理系廃ガス洗浄塔 
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(12)導出先セル圧力 

 

 
図 3.1.2.2-15 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

表 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の測定対象（11/18） 

建屋名 
対処する計測制

御設備 
測定対象 

前処理建屋 
可搬型導出先セ

ル圧力計 

― 

分離建屋 
可搬型導出先セ

ル圧力計 

― 

精製建屋 
可搬型導出先セ

ル圧力計 

― 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 

可搬型導出先セ

ル圧力計 

― 
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高レベル廃液ガラス固

化建屋 

可搬型導出先セ

ル圧力計 

― 

 

(13)漏えい液受皿液位 

 

 
図 3.1.2.2-16 検出器の構造図（可搬型重要計器） 
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表 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の測定対象（12/18） 

建屋名 
対処する計測制

御設備 
測定対象 

前処理建屋 
可搬型漏えい液

受皿液位計 

・溶解槽 A セル漏えい検知ポット

1液位（前処理建屋共通） 

・溶解槽 B セル漏えい検知ポット

1液位 

・中継槽 A/B セル漏えい液受皿液

位 

・清澄機 A/B セル漏えい液受皿液

位 

・放射性配管分岐第 4 セル漏えい

液受皿液位 

・計量・調整槽セル漏えい液受皿

液位 

分離建屋 
可搬型漏えい液

受皿液位計 

・抽出廃液受槽セル漏えい液受皿

液位 A（分離建屋共通） 

・分離建屋一時貯留処理槽第 1/2

セル漏えい液受皿液位 A 

・分離建屋一時貯留処理槽第 3 セ

ル漏えい液受皿液位 

・溶解液中間貯槽セル漏えい液受

皿 3液位 A 

・溶解液供給槽セル漏えい液受皿

液位 A 

・抽出廃液供給槽セル漏えい液受

皿液位 A 

・高レベル廃液供給槽セル漏えい

液受皿液位 A 

・精製建屋一時貯留処理槽第 1 セ

ル漏えい液受皿 2液位 

（精製建屋共通） 

・プルトニウム溶液一時貯槽セル

漏えい液受皿液位 

・プルトニウム濃縮液受槽セル漏

えい液受皿液位 A 

 

 

再処理固有の計測制御設
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精製建屋 
可搬型漏えい液

受皿液位計 

・プルトニウム濃縮液一時貯槽セ

ル漏えい液受皿液位 A 

・プルトニウム濃縮液計量槽セル

漏えい液受皿液位 A 

ウラン・プ

ルトニウム

混合脱硝建

屋 

可搬型漏えい液

受皿液位計 

・硝酸プルトニウム貯槽セル漏え

い液受皿液位 A 

（ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋共通） 

・混合槽 A/B セル漏えい液受皿液

位 A 

・一時貯槽セル漏えい液受皿液位

A 

高レベル廃

液ガラス 

固化建屋 

可搬型漏えい液

受皿液位計 

・高レベル濃縮廃液貯槽第 1 セル

漏えい液受皿液位 A 

（高レベル廃液ガラス固化建屋共

通） 

・高レベル濃縮廃液貯槽第 2 セル

漏えい液受皿液位 A 

・高レベル廃液共用貯槽セル漏え

い液受皿液位 A 

・高レベル濃縮廃液一時貯槽セル

漏えい液受皿液位 A 

・高レベル廃液混合槽第 1/2 セル

漏えい液受皿液位 A 

・固化セル漏えい液受皿液位 A 
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(14)排水線量 

 

 
図 3.1.2.1-17 検出器の構造図（可搬型重要計器） 
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表 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の測定対象（13/18） 

建屋名 
対処する計測制御

設備 
測定対象 

前処理建屋 
可搬型冷却水排水

線量計 

可搬型排水層 

分離建屋 
可搬型冷却水排水

線量計 

可搬型排水層 

精製建屋 
可搬型冷却水排水

線量計 

可搬型排水層 

ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

可搬型冷却水排水

線量計 

可搬型排水層 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

可搬型冷却水排水

線量計 

可搬型排水層 
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(15)凝縮器通水流量 

 

 
図 3.1.2.1-18 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

 

表 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の測定対象（14/18） 

建屋名 
対処する計測制

御設備 
測定対象 

前処理建屋 
可搬型凝縮器通

水流量計 

・凝縮器 

 

分離建屋 
可搬型凝縮器通

水流量計 

・濃縮缶凝縮器 

・第 1 エジェクタ凝縮

器 

・予備凝縮器 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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精製建屋 
可搬型凝縮器通

水流量計 

・凝縮器 

・予備凝縮器 

ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

可搬型凝縮器通

水流量計 

・凝縮器 

・予備凝縮器 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

可搬型凝縮器通

水流量計 

・凝縮器 

・予備凝縮器 

 

(16)冷却コイル通水流量 

 

 
図 3.1.2.1-19 検出器の構造図（可搬型重要計器） 
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表 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の測定対象（15/18） 

建屋名 

対処する

計測制御

設備 

測定対象 

前処理建

屋 

可搬型冷

却コイル

通水流量

計 

・リサイクル槽 A/B 

・中継槽 A/B 

・中間ポット A/B 

・計量前中間貯槽 A/B 

・計量後中間貯

槽 

・計量・調整槽 

・計量補助槽 

分離建屋 

可搬型冷

却コイル

通水流量

計 

・高レベル廃液濃縮缶 

・高レベル廃液供給槽 

・第 1/3/4/6/7/8 一時

貯留処理槽 

・溶解液中間貯槽 

・溶解液供給槽 

・抽出廃液受槽 

・抽出廃液中間

貯槽 

・抽出廃液供給

槽 A/B 

精製建屋 

可搬型冷

却コイル

通水流量

計 

・プルトニウム濃縮液

受槽 

・リサイクル槽 

・希釈槽 

・プルトニウム濃縮液

一時貯槽 

・プルトニウム濃縮液

計量槽 

・プルトニウム濃縮液

中間貯槽 

・プルトニウム

溶液受槽 

・油水分離槽 

・プルトニウム

濃縮缶供給槽 

・プルトニウム

溶液一時貯槽 

・第 1/2/3 一時

貯留処理槽 

ウラン・

プルトニ

ウム混合

脱硝建屋 

可搬型冷

却コイル

通水流量

計 

・硝酸プルトニウム貯槽 

・混合槽 A/B 

・一時貯槽 

高レベル

廃液ガラ

ス固化建

屋 

可搬型冷

却コイル

通水流量

計 

・高レベル廃液混

合槽 A/B 

・供給液槽 A/B 

・供給槽 A/B 

・第 1/2 高レベル濃

縮廃液貯槽 

・第 1/2 高レベル濃

縮廃液一時貯槽 

・高レベル廃液共用

貯槽 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(52／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17)内部ループ通水流量 

 

 
図 3.1.2.1-20 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

表 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の測定対象（16/18） 

建屋名 
対処する計

測制御設備 
測定対象 

前処理建屋 
可搬型冷却

水流量計 

・前処理建屋蒸発乾固 1/2 

分離建屋 
可搬型冷却

水流量計 

・分離建屋蒸発乾固 1/2/3 

精製建屋 
可搬型冷却

水流量計 

・精製建屋蒸発乾固 1/2 

ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋 

可搬型冷却

水流量計 

・ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋蒸発乾固 1 

高レベル廃液ガラ

ス固化建屋 

可搬型冷却

水流量計 

・高レベル廃液ガラス固化建屋

蒸発乾固 1/2/3/4/5 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(53／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18)貯槽等注水流量 

 

 
図 3.1.2.1-21 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(54／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の測定対象（17/18） 

建屋名 

対処す

る計測

制御設

備 

測定対象 

前処理建屋 

可搬型

機器注

水流量

計 

・リサイクル槽

A/B 

・中継槽 A/B 

・中間ポット

A/B 

・計量前中間貯

槽 A/B 

・計量後中間貯槽 

・計量・調整槽 

・計量補助槽 

分離建屋 

可搬型

機器注

水流量

計 

・高レベル廃液濃縮缶（分

離建屋共通） 

・高レベル廃液供給槽 

・第 1/3/4/6/7/8 一時貯留

処理槽 

・溶解液中間貯槽 

・溶解液供給

槽 

・抽出廃液受

槽 

・抽出廃液中

間貯槽 

・抽出廃液

供給槽 A/B 

精製建屋 

可搬型

機器注

水流量

計 

・プルトニウム濃縮液受

槽（精製建屋共通） 

・リサイクル槽 

・希釈槽 

・プルトニウム濃縮液一

時貯槽 

・プルトニウム濃縮液計

量槽 

・プルトニウム濃縮液中

間貯槽 

・プルトニウム

溶液受槽 

・油水分離槽 

・プルトニウム

濃縮缶供給槽 

・プルトニウム

溶液一時貯槽 

・第 1/2/3 一時

貯留処理槽 

ウラン・プ

ルトニウム

混合脱硝建

屋 

可搬型

機器注

水流量

計 

・硝酸プルトニウム貯槽 

・混合槽 A/B 

・一時貯槽 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(55／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃

液ガラス固

化建屋 

可搬型

機器注

水流量

計 

・高レベル廃液混合

槽 A/B 

・供給液槽 A/B 

・供給槽 A/B 

・第 1/2 高レベル濃

縮廃液貯槽 

・第 1/2 高レベル濃

縮廃液一時貯槽 

・高レベル廃液共用

貯槽 

 

 

 

 

 

 

 

(19)建屋給水流量 

 

 
図 3.1.2.1-22 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(56／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.2-1 可搬型重要計器の測定対象（18/18） 

建屋名 
対処する計測制御

設備 
測定対象 

前処理建屋 
可搬型機器注水流

量計 

・リサイクル槽 A/B 

・中継槽 A/B 

・中間ポット A/B 

・計量前中間貯槽

A/B 

・計量後中間貯槽 

・計量・調整槽 

・計量補助槽 

 

分離建屋 
可搬型機器注水流

量計 

・高レベル廃液濃縮

缶 

・高レベル廃液供給

槽 

・第 6 一時貯留処理

槽 

・溶解液中間貯槽 

・溶解液供給槽 

・抽出廃液受槽 

・抽出廃液中間貯槽 

・抽出廃液供給槽 A 

・抽出廃液供給槽 B 

・第 1 一時貯留処理

槽 

・第 8 一時貯留処理

槽 

・第 7 一時貯留処理

槽 

・第 3 一時貯留処理

槽 

・第 4 一時貯留処理

槽 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(57／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 
可搬型機器注水流

量計 

・プルトニウム濃縮

液受槽 

・リサイクル槽 

・希釈槽 

・プルトニウム 

・濃縮液一時貯槽 

・プルトニウム 

・濃縮液計量槽 

・プルトニウム 

・濃縮液中間貯槽 

・プルトニウム溶液

受槽 

・油水分離槽 

・プルトニウム濃縮

缶 

・供給槽 

・プルトニウム溶液 

・一時貯槽 

・第 1 一時貯留処理

槽 

・第 2 一時貯留処理

槽 

・第 3 一時貯留処理

槽 

 

 

 

ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

可搬型機器注水流

量計 

硝酸プルトニウム貯

槽 

混合槽 A/B 

一時貯槽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224



別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(58／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.9 その他重大事故等対処設備の計測装置 

 

(15) 可搬型計測器 

可搬型計測器は，重大事故等対処設備の機能を有しており，

重大事故等時が発生し，計測に必要な計器電源が喪失した場

合に，当該重大事故等の対処に必要なパラメータのうち表

3.1.9-1 に示すパラメータを計測する計器について，重大事

故等対応要員が可搬型計測器を検出器に接続する。重大事故

等対応要員は検出器からの温度指示の監視，又は電流信号を

計測した後，換算表を用いて圧力，水位及び流量に換算して

監視するとともに，記録用紙に記録し，保存する。記録及び保

存については，「3．2 計測装置の計測結果の表示，記録及び

保存」に示す。（「図 3.1.9-29 可搬型計測器の概略構成図」，

「図 3.1.9-30 検出器の構造図（可搬型計測器）」，「表 3.1.9-

1 可搬型計測器の測定対象パラメータ」，「図 3.1.9-33 検出

器の取付箇所を明示した図面（EL.18.00 m）」，「図 3.1.9-36 

検出器の取付箇所を明示した図面（EL.30.30 m）」及び「表 4-

2 可搬型計測器の測定範囲」参照。） 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

可搬型機器注水流

量計 

高レベル廃液混合槽

A/B 

供給液槽 A/B 

供給槽 A/B 

第 1 高レベル濃縮廃

液貯槽 

第 2 高レベル濃縮廃

液貯槽 

第 1高レベル 

濃縮廃液一時貯槽 

第 2高レベル 

濃縮廃液一時貯槽 

高レベル廃液共用貯

槽 

 

 

3.1.2.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処する

ために必要な計測制御設備 

(1)可搬型重要計器 

 可搬型重要計器は，重大事故等対処設備の機能を有しており，

重大事故等が発生し，計測に必要な計器電源が喪失した場合に，

当該重大事故等の対処に必要なパラメータのうち表 3.1.2.3-1

に示すパラメータを計測する計器について，重大事故等対応要

員が可搬型重要計器を検出元に接続する。重大事故等対応要員

は可搬型重要計器からの圧力，流量を中央制御室及び緊急時対

策建屋情報把握設備に指示し，記録及び保存する。記録及び保

存については，「3.2 計測制御系統施設の計測結果の表示，記録

及び保存」に示す。（「図 3.1.2.3-1 可搬型重要計器の概略構成

図」，「図 3.1.2.3-2 可搬型重要計器（現場指示確認のみ）の概

略構成図」，「図 3.1.2.3-3～16 検出器の構造図（可搬型重要計

器）」及び「表 3.1.2.3-1 可搬型重要計器の測定対象」参照。） 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

章立ての違いによる差異

のため、新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(59／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 
 

 

図 3.1.9-29 可搬型計測器の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3.1.2.3-1 可搬型重要計器の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の使

用している計測制御設備

の違いのため、新たな論

点が生じるものではな

い。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(60／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3.1.9-30 検出器の構造図（可搬型計測器） 

 

 

 

 
図 3.1.2.3-2 可搬型重要計器（現場指示確認のみ）の概略構

成図 

 

 

(1)圧縮空気自動供給貯槽圧力 

 

 

 

図 3.1.2.3-3 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検出元

指　示

可搬型計測器

内は可搬の範囲を示す。
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(61／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.3-1 可搬型重要計器の測定対象（1/14） 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

分離建屋 
可搬型圧縮空気自動供給貯

槽圧力計 

圧縮空気自動供給貯

槽 

精製建屋 
可搬型圧縮空気自動供給貯

槽圧力計 

圧縮空気自動供給貯

槽 

 

 

 

 

(2)圧縮空気自動供給ユニット圧力 

 

 
図 3.1.2.3-4 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(62／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.3-1 可搬型重要計器の測定対象（2/14） 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

可搬型圧縮空気自動供給ユニ

ット圧力計 

圧縮空気自

動供給ユニ

ット 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)機器圧縮空気自動供給ユニット圧力 

 

 

 
図 3.1.2.3-5 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(63／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.3-1 可搬型重要計器の測定対象（3/14） 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

分離建屋 
可搬型機器圧縮空気自動

供給ユニット圧力計 

機器圧縮空気自

動供給ユニット 

精製建屋 
可搬型機器圧縮空気自動

供給ユニット圧力計 

機器圧縮空気自

動供給ユニット 
ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋 

可搬型機器圧縮空気自動

供給ユニット圧力計 

機器圧縮空気自

動供給ユニット 
 

 

(4)圧縮空気手動供給ユニット接続系統圧力 

 

 

 
図 3.1.2.3-6 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(64／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.3-1 可搬型重要計器の測定対象（4/14） 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

分離建屋 
可搬型圧縮空気手動供給ユニ

ット接続系統圧力計 
- 

精製建屋 
可搬型圧縮空気手動供給ユニ

ット接続系統圧力計 
- 

ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

可搬型圧縮空気手動供給ユニ

ット接続系統圧力計 
- 

 

(5)貯槽掃気圧縮空気流量 

 

 
図 3.1.2.3-7 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(65／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.3-1 可搬型重要計器の測定対象（5/14） 

建屋名 

対処する

計測制御

設備 

測定対象 

前処理建

屋 

可搬型貯

槽掃気圧

縮空気流

量計 

・中継槽 A/B 

・計量補助槽 

・計量前中間貯槽

A/B 

・計量・調整槽 

・計量後中間貯槽 

分離建屋 

可搬型貯

槽掃気圧

縮空気流

量計 

・第 2/3/4 一時貯留

理槽 

・溶解液供給槽 

・抽出廃液受槽 

・抽出廃液中間貯槽 

・プルトニウム溶液

受槽 

・プルトニウム溶

液中間貯槽 

・溶解液中間貯槽 

・抽出廃液供給槽

A/B 

・高レベル廃液濃

縮缶 A 

精製建屋 

可搬型貯

槽掃気圧

縮空気流

量計 

・プルトニウム溶液

供給槽 

・プルトニウム濃縮

缶 

・プルトニウム溶液

受槽 

・油水分離槽 

・第 2/3/7 一時貯留

処理槽 

・プルトニウム濃縮

液受槽 

・プルトニウム濃縮

液計量槽 

・リサイクル槽 

・プルトニウム濃

縮液中間貯槽 

・プルトニウム濃

縮缶供給槽 

・プルトニウム溶

液一時貯槽 

・プルトニウム濃

縮液一時貯槽 

・希釈槽 

ウラン・

プルトニ

ウム混合

脱硝建屋 

可搬型貯

槽掃気圧

縮空気流

量計 

・硝酸プルトニウム貯槽 

・混合槽 A/B 

・一時貯槽 

高レベル

廃液ガラ

ス固化建

屋 

可搬型貯

槽掃気 

圧縮空気

流量計 

・供給槽 A/B 

・供給液槽 A/B 

・第 1/2 高レベル濃

縮廃液一時貯槽 

・高レベル廃液混

合槽 A/B 

・第 1/2 高レベル

濃縮廃液貯槽 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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・高レベル廃液共

用貯槽 

 

 

 

 

 

 

(6)水素掃気系統圧縮空気の圧力 

 

 
図 3.1.2.3-8 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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表 3.1.2.3-1 可搬型重要計器の測定対象（6/14） 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

前処理建

屋 

可搬型水素掃気系統圧

縮空気圧力計 
― 

水素掃気系統圧縮空気

圧力計 

・水素掃気用安全圧縮空気

系 

分離建屋 

可搬型水素掃気系統圧

縮空気圧力計 
― 

水素掃気系統圧縮空気

圧力計 

・水素掃気用安全圧縮空気

系 

・水素掃気用安全圧縮空気

系（他チャンネル） 

精製建屋 

可搬型水素掃気系統圧

縮空気圧力計 
― 

水素掃気系統圧縮空気

圧力計 

・水素掃気用安全圧縮空気

系 
ウラン・

プルトニ

ウム混合

脱硝建屋 

可搬型水素掃気系統圧

縮空気圧力計 
― 

水素掃気系統圧縮空気

圧力計 

・水素掃気用安全圧縮空気

系 
高レベル

廃液ガラ

ス固化建

屋 

可搬型水素掃気系統圧

縮空気圧力計 
― 

水素掃気系統圧縮空気

圧力計 

・水素掃気用安全圧縮空気

系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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(7)かくはん系統圧縮空気圧力 

 

 
図 3.1.2.3-9 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

 

表 3.1.2.3-1 可搬型重要計器の測定対象（7/14） 

建屋名 
対処する計測制御設

備 
測定対象 

精製建屋 
可搬型かくはん系統

圧縮空気圧力計 
― 

ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

可搬型かくはん系統

圧縮空気圧力計 
― 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

可搬型かくはん系統

圧縮空気圧力計 
― 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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(8)セル導出ユニット流量 

 

 
図 3.1.2.3-10 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.3-1 可搬型重要計器の測定対象（8/14） 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

前処理建屋 
可搬型セル導出ユニッ

ト流量計 
― 

分離建屋 
可搬型セル導出ユニッ

ト流量計 
― 

精製建屋 
可搬型セル導出ユニッ

ト流量計 
― 

ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

可搬型セル導出ユニッ

ト流量計 
― 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

可搬型セル導出ユニッ

ト流量計 
― 

 

 

(9)貯槽等水素濃度 

 

 

 
図 3.1.2.3-11 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.3-1 可搬型重要計器の測定対象（9/14） 

建屋名 
対処する計測制御

設備 
測定対象 

前処理建屋 可搬型水素濃度計 ・計量前中間貯槽 

分離建屋 可搬型水素濃度計 

・第 2 一時貯留処理

槽 

・高レベル廃液濃縮

缶 

精製建屋 可搬型水素濃度計 
・プルトニウム濃縮

液一時貯槽 
ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 
可搬型水素濃度計 

・硝酸プルトニウム

貯槽 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 
可搬型水素濃度計 

・高レベル濃縮廃液

一時貯槽 

・高レベル廃液混合

槽 
 

(10)セル導出ユニットフィルタ差圧 

 
図 3.1.2.3-12 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(72／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.3-1 可搬型重要計器の測定対象（10/14） 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

前処理建屋 
可搬型セル導出ユニッ

トフィルタ差圧計 
― 

分離建屋 
可搬型セル導出ユニッ

トフィルタ差圧計 
― 

精製建屋 
可搬型セル導出ユニッ

トフィルタ差圧計 
― 

ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

可搬型セル導出ユニッ

トフィルタ差圧計 
― 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

可搬型セル導出ユニッ

トフィルタ差圧計 
― 

 

(11)代替セル排気系フィルタ差圧 

 
図 3.1.2.3-13 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(73／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.3-1 可搬型重要計器の測定対象（11/14） 

建屋名 
対処する計測制御設

備 
測定対象 

前処理建屋 
可搬型フィルタ差圧

計 
― 

分離建屋 
可搬型フィルタ差圧

計 
― 

精製建屋 
可搬型フィルタ差圧

計 
― 

ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

可搬型フィルタ差圧

計 
― 

高レベル廃液ガラス

固化建屋 

可搬型フィルタ差圧

計 
― 

 

(12)セル導出経路圧力 

 
図 3.1.2.3-14 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.3-1 可搬型重要計器の測定対象（12/14） 

建屋名 
対処する 

計測制御設備 
測定対象 

前処理建

屋 

可搬型廃ガス洗浄塔入

口圧力計 

・廃ガス洗浄塔 

高レベル

廃液ガラ

ス固化建

屋 

可搬型廃ガス洗浄塔入

口圧力計 

・高レベル濃縮廃液廃ガス

処理系廃ガス洗浄塔 

 

(13)導出先セル圧力 

 

 
図 3.1.2.3-15 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(75／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.3-1 可搬型重要計器の測定対象（13/14） 

建屋名 
対処する計測制御

設備 
測定対象 

前処理建屋 
可搬型導出先セル

圧力計 
― 

分離建屋 
可搬型導出先セル

圧力計 
― 

精製建屋 
可搬型導出先セル

圧力計 
― 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 

可搬型導出先セル

圧力計 
― 

高レベル廃液ガラス固

化建屋 

可搬型導出先セル

圧力計 
― 

 

(14)貯槽等温度 

 

 
図 3.1.2.3-16 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3.1.2.3-17 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

表 3.1.2.3-1 可搬型重要計器の測定対象（14/14） 

建屋名 

対処する

計測制御

設備 

測定対象 

前処理建

屋 

可搬型貯

槽温度計 

・中継槽 A/B 

・計量前中間貯槽 A/B 

・計量・調整槽 

・計量後中間貯

槽 

・計量補助槽 

分離建屋 
可搬型貯

槽温度計 

・第 3/4 一時貯留処

理槽 

・溶解液中間貯槽 

・溶解液供給槽 

・抽出廃液受槽 

・抽出廃液中間

貯槽 

・抽出廃液供給

槽 A/B 

・高レベル廃液

濃縮缶 A 

 

精製建屋 
可搬型貯

槽温度計 

・第2/3/7一時貯留

処理槽 

・プルトニウム溶

液供給槽 

・プルトニウム濃

縮液受槽 

・リサイクル槽 

・希釈槽 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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(5) 原子炉水位（ＳA広帯域） 

原子炉水位（ＳA広帯域）は，重大事故等対処設備の機能

を有しており，原子炉水位（ＳA広帯域）の検出信号は，差

圧式水位検出器からの電気信号を，演算装置にて水位信号へ

変換する処理を行った後，原子炉水位（ＳA広帯域）を中央

制御室に指示する。また，緊急時対策支援システム伝送装置

にて記録及び保存する。記録及び保存については，「3.2 計

測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。 

 

・プルトニウム溶

液受槽 

・油水分離槽 

・プルトニウム濃

縮缶 

・プルトニウム濃

縮缶供給槽 

・プルトニウム溶

液一時貯槽 

・プルトニウム濃

縮液一時貯槽 

・プルトニウム濃

縮液計量槽 

・プルトニウム濃

縮液中間貯槽 

 

ウラン・

プルトニ

ウム混合

脱硝建屋 

可搬型貯

槽温度計 

・硝酸プルトニウム貯槽 

・混合槽 A/B 

・一時貯槽 

・（テスター） 

高レベル

廃液ガラ

ス固化建

屋 

可搬型貯

槽温度計 

・第 1/2 高レベル濃

縮廃液貯槽 

・第 1/2 高レベル濃

縮廃液一時貯槽 

・高レベル廃液共用

貯槽 

・（テスター） 

・高レベル廃液

混合槽 A/B 

・供給液槽 A/B 

・供給槽 A/B 

 

 

3.1.2.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要

な計測制御設備 

 

 

(1)プルトニウム濃縮缶供給槽液位 

 プルトニウム濃縮缶供給槽液位は，設計基準対象の施設及び

重大事故等対処設備の機能を有しており，プルトニウム濃縮缶

供給槽液位の検出信号は，差圧式伝送器・発信器（エアパージ

式）からの電気信号を，演算装置にて液位信号へ変換する処理

を行った後，プルトニウム濃縮缶供給槽液位を中央制御室及び

緊急時対策建屋情報把握設備に指示し，記録及び保存する。記

録及び保存については，「3.2計測制御系統施設の計測結果の表

示，記録及び保存」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

章立ての違いによる差異

のため、新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(78／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

（「図3.1.3-9 原子炉水位（ＳA広帯域）の概略構成図」及

び「図3.1.3-10 検出器の構造図（原子炉水位（ＳA広帯

域））」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（「図3.1.2.4-1 プルトニウム濃縮缶供給槽液位の概略構成

図」及び「図3.1.2.4-2 検出器の構造図（プルトニウム濃縮缶

供給槽液位）」参照。） 

測定対象は「表3.1.2.4-1 プルトニウム濃縮缶供給槽液位の

測定対象」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.1.2.4-1 プルトニウム濃縮缶供給槽液位の概略構成図 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245



別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(79／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用） 

低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用）は，重大

事故等対処設備の機能を有しており，低圧代替注水系原子炉

注水流量（常設ライン用）の検出信号は，差圧式流量検出器

からの電気信号を，演算装置にて流量信号へ変換する処理を

行った後，低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用）

を中央制御室に指示する。また，緊急時対策支援システム伝

 

 
図 3.1.2.4-2 検出器の構造図（プルトニウム濃縮缶供給槽液

位） 

 

 

表 3.1.2.4-1 プルトニウム濃縮缶供給槽液位の測定対象 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

精製建屋 
プルトニウム濃縮缶供給

槽液位計 

プルトニウム濃縮缶供給槽 

 

(2)供給槽ゲデオン流量 

供給槽ゲデオン流量は，重大事故等対処設備の機能を有して

おり，供給槽ゲデオン流量の検出信号は，差圧式伝送器・発信

器（エアパージ式）からの電気信号を，演算装置にて流量信号

へ変換する処理を行った後，供給槽ゲデオン流量を中央制御室

及び緊急時対策建屋情報把握設備に指示し，記録及び保存す

る。記録及び保存については，「3.2 計測装置の計測結果の表

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(80／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

送装置にて記録及び保存する。記録及び保存については，

「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。 

（「図 3.1.2-5 低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン

用）の概略構成図」及び「図 3.1.2-6 検出器の構造図（低圧

代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用））」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.1.2-5 低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン

用）の概略構成図 

 

示，記録及び保存」に示す。 

（「図 3.1.2.4-3 供給槽ゲデオン流量の概略構成図」及び

「図 3.1.2.4-4 検出器の構造図（供給槽ゲデオン流量）」参

照。） 

 測定対象は「表 3.1.2.4-2 供給槽ゲデオン流量の測定対象」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.1.2.4-3 供給槽ゲデオン流量の概略構成図 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(81／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 原子炉圧力 

原子炉圧力は，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

の機能を有しており，原子炉圧力の検出信号は，弾性圧力検

出器からの電気信号を，演算装置にて圧力信号へ変換する処

理を行った後，原子炉圧力を中央制御室に指示する。また，

緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存する。記

録及び保存については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，

記録及び保存」に示す。 

図 3.1.2.4-4 検出器の構造図（供給槽ゲデオン流量） 

 

 

表 3.1.2.4-2 供給槽ゲデオン流量の測定対象 

建屋名 
対処する計測制御設

備 
測定対象 

精製建屋 
供給槽ゲデオン流量

計 

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲ

デオン A 
 

 

(3)プルトニウム濃縮缶圧力 

プルトニウム濃縮缶圧力は，設計基準対象の施設及び重大事

故等対処設備の機能を有しており，プルトニウム濃縮缶圧力の

検出信号は，差圧式伝送器・発信器（エアパージ式）からの電

気信号を，演算装置にて圧力信号へ変換する処理を行った後，

プルトニウム濃縮缶圧力を中央制御室及び緊急時対策建屋情報

把握設備に指示し，記録及び保存する。記録及び保存について

は，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(82／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

（「図3.1.3-1 原子炉圧力の概略構成図」及び「図3.1.3-2 

検出器の構造図（原子炉圧力）」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

す。 

（「図 3.1.2.4-5 プルトニウム濃縮缶圧力の概略構成図」及

び「図 3.1.2.4-6 検出器の構造図（プルトニウム濃縮缶圧

力）」参照。） 

 測定対象は「表 3.1.2.4-3 プルトニウム濃縮缶圧力の測定

対象」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3.1.2.4-5 プルトニウム濃縮缶圧力の概略構成図 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(83／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)原子炉圧力容器温度 

原子炉圧力容器温度は，重大事故等対処設備の機能を有し

ており，原子炉圧力容器温度の検出信号は，熱電対にて発生

した起電力を，演算装置にて温度信号へ変換する処理を行っ

た後，原子炉圧力容器温度を中央制御室に指示する。また，

緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存する。記

録及び保存については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，

記録及び保存」に示す。 

図 3.1.2.4-6 検出器の構造図（プルトニウム濃縮缶圧力） 

 

 

 

表 3.1.2.4-3 プルトニウム濃縮缶圧力の測定対象 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

精製建屋 
プルトニウム濃縮缶圧力

計 

プルトニウム濃縮缶 

 

 

(4)プルトニウム濃縮缶気相部温度 

プルトニウム濃縮缶気相部温度は，設計基準対象の施設及び

重大事故等対処設備の機能を有しており，プルトニウム濃縮缶

気相部温度の検出信号は，熱電対にて発生した起電力を，演算

装置にて温度信号へ変換する処理を行った後，プルトニウム濃

縮缶気相部温度を中央制御室及び緊急時対策建屋情報把握設備

に指示し，記録及び保存する。記録及び保存については，「3.2

計測制御系統施設の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の違いによるため、

新たな論点が生じるもの

ではない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(84／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

（「図 3.1.2-1 原子炉圧力容器温度の概略構成図」及び「図

3.1.2-2 検出器の構造図（原子炉圧力容器温度）」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.1.2-1 原子炉圧力容器温度の概略構成図 

（「図 3.1.2.4-7 プルトニウム濃縮缶気相部温度の概略構成

図」及び「図 3.1.2.4-8 検出器の構造図（プルトニウム濃縮

缶気相部温度）」参照。） 

 測定対象は「表 3.1.2.4-4 プルトニウム濃縮缶圧力の測定対

象」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図 3.1.2.4-7 プルトニウム濃縮缶気相部温度の概略構成図 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(85／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
 

図 3.1.2-2 検出器の構造図（原子炉圧力容器温度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)原子炉圧力容器温度 

原子炉圧力容器温度は，重大事故等対処設備の機能を有し

ており，原子炉圧力容器温度の検出信号は，熱電対にて発生

した起電力を，演算装置にて温度信号へ変換する処理を行っ

た後，原子炉圧力容器温度を中央制御室に指示する。また，

緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存する。記

録及び保存については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，

 

図 3.1.2.4-8 検出器の構造図（プルトニウム濃縮缶気相部温

度） 

 

 

表 3.1.2.4-4 プルトニウム濃縮缶圧力の測定対象 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

精製建屋 
プルトニウム濃縮缶気相部

温度計 

プルトニウム濃縮缶 

 

 

(5)プルトニウム濃縮缶液相部温度 

プルトニウム濃縮缶液相部温度は，設計基準対象の施設及び

重大事故等対処設備の機能を有しており，プルトニウム濃縮缶

液相部温度の検出信号は，熱電対にて発生した起電力を，演算

装置にて温度信号へ変換する処理を行った後，プルトニウム濃

縮缶液相部温度を中央制御室及び緊急時対策建屋情報把握設備

に指示し，記録及び保存する。記録及び保存については，「3.2

計測制御系統施設の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の違いによるため、

新たな論点が生じるもの

ではない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(86／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

記録及び保存」に示す。 

（「図 3.1.2-1 原子炉圧力容器温度の概略構成図」及び「図

3.1.2-2 検出器の構造図（原子炉圧力容器温度）」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.1.2-1 原子炉圧力容器温度の概略構成図 

 

（「図 3.1.2.4-9 プルトニウム濃縮缶液相部温度の概略構成

図」及び「図 3.1.2.4-10 検出器の構造図（プルトニウム濃縮

缶液相部温度）」参照。） 

 測定対象は「表 3.1.2.4-5 プルトニウム濃縮缶液相部温度の

測定対象」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図 3.1.2.4-9 プルトニウム濃縮缶液相部温度の概略構成図 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(87／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
図 3.1.2-2 検出器の構造図（原子炉圧力容器温度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) サプレッション・プール水温度 

 サプレッション・プール水温度は，重大事故等対処設備の

機能を有しており，サプレッション・プール水温度の検出信

号は，測温抵抗体の抵抗値を，演算装置にて温度信号へ変換

する処理を行った後，サプレッション・プール水温度を中央

制御室に指示する。また，緊急時対策支援システム伝送装置

にて記録及び保存する。記録及び保存については，「3.2 計

測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。 

 

図 3.1.2.4-10 検出器の構造図（プルトニウム濃縮缶液相部温

度） 

 

 

表 3.1.2.4-5 プルトニウム濃縮缶液相部温度の測定対象 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

精製建屋 
プルトニウム濃縮缶液相部

温度計 

プルトニウム濃縮缶 

 

 

(6)プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度 

プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度は，設計基準対象の施設及

び重大事故等対処設備の機能を有しており，プルトニウム濃縮

缶加熱蒸気温度の検出信号は，測温抵抗体の抵抗値を，演算装

置にて温度信号へ変換する処理を行った後，プルトニウム濃縮

缶加熱蒸気温度を中央制御室及び緊急時対策建屋情報把握設備

に指示し，記録及び保存する。記録及び保存については，「3.2

計測制御系統施設の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。 

（「図 3.1.2.4-11 プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度の概略構

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の違いによるため、

新たな論点が生じるもの

ではない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(88／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

（「図 3.1.4-5 サプレッション・プール水温度の概略構成

図」及び「図 3.1.4-6 検出器の構造図（サプレッション・プ

ール水温度）」参照。） 

 

 

 
 

図 3.1.4-5 サプレッション・プール水温度の概略構成図 

 

成図」及び「図 3.1.2.4-12 検出器の構造図（プルトニウム濃

縮缶加熱蒸気温度）」参照。） 

測定対象は「表 3.1.2.4-6 プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度の

測定対象」に示す。 

 

 
 

 

 

図 3.1.2.4-11 プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度の概略構成図 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(89／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
 

図 3.1.4-6 検出器の構造図（サプレッション・プール水温

度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 原子炉圧力 

原子炉圧力は，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

の機能を有しており，原子炉圧力の検出信号は，弾性圧力検

出器からの電気信号を，演算装置にて圧力信号へ変換する処

理を行った後，原子炉圧力を中央制御室に指示する。また，

緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存する。記

録及び保存については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，

記録及び保存」に示す。 

 
図 3.1.2.4-12 検出器の構造図（プルトニウム濃縮缶加熱蒸気

温度） 

 

 

表 3.1.2.4-6 プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度の測定対象 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

精製建屋 
プルトニウム濃縮缶加

熱蒸気温度計 

・蒸気発生器 

・蒸気発生器（他チャン

ネル） 

 

(7)廃ガス貯留槽圧力 

廃ガス貯留槽圧力は、重大事故等対処設備の機能を有してお

り，廃ガス貯留槽圧力の検出信号は，圧力検出器からの電気信

号，演算装置にて圧力信号へ変換した後，廃ガス貯留槽圧力を

中央制御室及び緊急時対策建屋情報把握設備に指示し，記録及

び保存する。記録及び保存については，「3.2 計測制御系統施設

の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。 

（「図 3.1.2.4-13 廃ガス貯留槽圧力の概略構成図」及び「図

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の違いによるため、

新たな論点が生じるもの

ではない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(90／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

（「図3.1.3-1 原子炉圧力の概略構成図」及び「図3.1.3-2 

検出器の構造図（原子炉圧力）」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.1.2.4-14 検出器の構造図（廃ガス貯留槽圧力）」参照。） 

 測定対象は「表3.1.2.4-7 廃ガス貯留槽圧力の測定対象」に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3.1.2.4-13 廃ガス貯留槽圧力の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(91／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.2.4-14 検出器の構造図（廃ガス貯留槽圧力） 

 

 

 

表 3.1.2.4-7 廃ガス貯留槽圧力の測定対象 

建屋名 
対処する計測制御

設備 
測定対象 

精製建

屋 

廃ガス貯留設備の

圧力計 

・廃ガス貯留槽 A/B/C/D/E/F 

/G/H/J/K/L/M（新設） 

・廃ガス貯留槽 I（新設、予備タン

ク） 

・廃ガス貯留槽系統（新設） 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(92／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

(3) 低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用） 

低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用）は，重大

事故等対処設備の機能を有しており，低圧代替注水系原子炉

注水流量（常設ライン用）の検出信号は，差圧式流量検出器

からの電気信号を，演算装置にて流量信号へ変換する処理を

行った後，低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用）

を中央制御室に指示する。また，緊急時対策支援システム伝

送装置にて記録及び保存する。記録及び保存については，

「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。 

（「図 3.1.2-5 低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン

用）の概略構成図」及び「図 3.1.2-6 検出器の構造図（低圧

代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用））」参照。） 

 

 

 
図 3.1.2-5 低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン

用）の概略構成 

(8) 廃ガス貯留槽入口流量 

廃ガス貯留槽入口流量は，重大事故等対処設備の機能を有し

ており，廃ガス貯留槽入口流量の検出信号は，差圧式流量検出

器からの電気信号を，演算装置にて流量信号へ変換する処理を

行った後，廃ガス貯留槽入口流量を中央制御室及び緊急時対策

建屋情報把握設備に指示し，記録及び保存する。記録及び保存

については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保

存」に示す。 

（「図 3.1.2.4-15 廃ガス貯留槽入口流量の概略構成図」及び

「図 3.1.2.4-16 検出器の構造図（廃ガス貯留槽入口流量）」

参照。） 

 測定対象は「表 3.1.2.4-8 廃ガス貯留槽入口流量の測定対象」

に示す。 

 

 

 
 

 

 

図 3.1.2.4-15 廃ガス貯留槽入口流量の概略構成図 

 

 

施設の違いによるため、

新たな論点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(93／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 原子炉圧力 

原子炉圧力は，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

の機能を有しており，原子炉圧力の検出信号は，弾性圧力検

出器からの電気信号を，演算装置にて圧力信号へ変換する処

理を行った後，原子炉圧力を中央制御室に指示する。また，

緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存する。記

録及び保存については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，

記録及び保存」に示す。 

 

（「図3.1.3-1 原子炉圧力の概略構成図」及び「図3.1.3-2 

 
 

図 3.1.2.4-16 検出器の構造図（廃ガス貯留槽入口流量） 

 

表 3.1.2.4-8 廃ガス貯留槽入口流量の測定対象 

建屋名 
対処する計測制御

設備 
測定対象 

精製建屋 
廃ガス貯留設備の

流量計 
・廃ガス貯留槽系統1/2（新設） 

 

 

(9)廃ガス洗浄塔入口圧力 

廃ガス洗浄塔入口圧力は，設計基準対象の施設及び重大事故

等対処設備の機能を有しており，廃ガス洗浄塔入口圧力の検出

信号は，差圧式伝送器・発信器（エアパージ式）からの電気信

号を，演算装置にて圧力信号へ変換する処理を行った後，廃ガ

ス洗浄塔入口圧力を中央制御室及び緊急時対策建屋情報把握設

備に指示し，記録及び保存する。記録及び保存については，

「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。 

（「図 3.1.2.4-17 廃ガス洗浄塔入口圧力の概略構成図」及び

「図 3.1.2.4-18 検出器の構造図（廃ガス洗浄塔入口圧力）」

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の違いによるため、

新たな論点が生じるもの

ではない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(94／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

検出器の構造図（原子炉圧力）」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

参照。） 

 測定対象は「表 3.1.2.4-9 廃ガス洗浄塔入口圧力の測定対

象」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 3.1.2.4-17 廃ガス洗浄塔入口圧力の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(95／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.9 その他重大事故等対処設備の計測装置 

 

 

 

 

 

図 3.1.2.4-18 検出器の構造図（廃ガス洗浄塔入口圧力） 

 

 

表 3.1.2.4-9 廃ガス洗浄塔入口圧力の測定対象 

建屋名 
対処する計測制御

設備 
測定対象 

精製建屋 
廃ガス洗浄塔入口

圧力計 

・廃ガス洗浄塔入口圧力 

・廃ガス洗浄塔入口圧力（他チャ

ンネル） 
 

 

3.1.2.5 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必

要な計測制御設備 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

章立ての違いによる差異

のため、新たな論点が生

じるものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(96／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

(15) 可搬型計測器 

可搬型計測器は，重大事故等対処設備の機能を有しており，

重大事故等時が発生し，計測に必要な計器電源が喪失した場

合に，当該重大事故等の対処に必要なパラメータのうち表

3.1.9-1 に示すパラメータを計測する計器について，重大事

故等対応要員が可搬型計測器を検出器に接続する。重大事故

等対応要員は検出器からの温度指示の監視，又は電流信号を

計測した後，換算表を用いて圧力，水位及び流量に換算して

監視するとともに，記録用紙に記録し，保存する。記録及び保

存については，「3．2 計測装置の計測結果の表示，記録及び

保存」に示す。（「図 3.1.9-29 可搬型計測器の概略構成図」，

「図 3.1.9-30 検出器の構造図（可搬型計測器）」，「表 3.1.9-

1 可搬型計測器の測定対象パラメータ」，「図 3.1.9-33 検出

器の取付箇所を明示した図面（EL.18.00 m）」，「図 3.1.9-36 

検出器の取付箇所を明示した図面（EL.30.30 m）」及び「表 4-

2 可搬型計測器の測定範囲」参照。） 

 

 

 

 
 

 

図 3.1.9-29 可搬型計測器の概略構成図 

 

 

（1）可搬型重要計器 

 可搬型重要計器は，重大事故等対処設備の機能を有しており，

重大事故等が発生し，計測に必要な計器電源が喪失した場合に，

当該重大事故等の対処に必要なパラメータのうち表 3.1.2.5-1

に示すパラメータを計測する計器について，重大事故等対応要

員が可搬型重要計器を検出元に接続する。重大事故等対応要員

は可搬型重要計器からの圧力，流量を中央制御室及び緊急時対

策建屋情報把握設備に指示し，記録及び保存する。記録及び保

存については，「3.2 計測制御系統施設の計測結果の表示，記録

及び保存」に示す。（「図 3.1.2.5-1 可搬型重要計器の概略構成

図」，「図 3.1.2.5-2 可搬型重要計器（現場指示確認のみ）の概

略構成図」，「図 3.1.2.5-3 可搬型重要計器（燃料貯蔵プール監

視カメラ）の概略構成図」，「図 3.1.2.5-4 可搬型重要計器（燃

料貯蔵プール監視カメラ空冷装置）の概略構成図」，「図

3.1.2.5-5～9 検出器の構造図（可搬型重要計器）」及び「表

3.1.2.5-1 可搬型重要計器の測定対象」参照。） 

 

 

 

 
図 3.1.2.5-1 可搬型重要計器の概略構成図 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(97／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3.1.2.5-2 可搬型重要計器（現場指示確認のみ）の概略構

成図 

 

 

 

 

 
図 3.1.2.5-3 可搬型重要計器（燃料貯蔵プール監視カメ

ラ）の概略構成図 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検出元

指　示

可搬型計測器

内は可搬の範囲を示す。
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(98／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.1.9-30 検出器の構造図（可搬型計測器） 

 

 

 
図 3.1.2.5-4 可搬型重要計器（燃料貯蔵プール監視カメラ空

冷装置）の概略構成図 

 

 

 

（2）放水砲流量 

 

 
図 3.1.2.5-5 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(99／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.5-1 可搬型重要計器の測定対象（1/5） 

建屋名 
対処する計測制御

設備 
測定対象 

建屋外 
可搬型放水砲流量

計 

― 

 

(3)放水砲圧力 

 

 
図 3.1.2.5-6 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

表 3.1.2.5-1 可搬型重要計器の測定対象（2/5） 

建屋名 
対処する計測制御

設備 
測定対象 

建屋外 
可搬型放水砲圧力

計 
― 

 

(4)燃料貯蔵プール等空間線量率 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(100／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3.1.2.5-7 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(101／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.5-1 可搬型重要計器の測定対象（3/5） 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋 

可搬型燃料貯蔵プール

等空間線量率計 
・燃料貯蔵プール等 

 

 

(5)燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ，空冷装置） 

 

 
図 3.1.2.5-8-1 検出器の構造図（監視カメラ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(102／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.1.2.5-8-2 検出器の構造図（監視カメラ空冷装置） 

 

 

 

表 3.1.2.5-1 可搬型重要計器の測定対象（4/5） 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

使用済燃料

受入れ・貯

蔵建屋 

可搬型燃料貯蔵プール

等状態監視カメラ 

・燃料貯蔵プール等 

燃料貯蔵プール等状態

監視カメラ 

・燃料仮置きピット A/B 

・燃料取出しピット A/B 

・燃料貯蔵プール（BWR 燃料

用）/（PWR 燃料用） 

・燃料貯蔵プール（BWR 及び

PWR 燃料用） 

・燃料送出しエリア監視用

カメラ 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(103／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)建屋内線量率 

 

 

 
図 3.1.2.5-9 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

表 3.1.2.5-1 可搬型重要計器の測定対象（5/5） 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

前処理建屋 可搬型建屋内線量率計 ― 

分離建屋 可搬型建屋内線量率計 ― 

精製建屋 可搬型建屋内線量率計 ― 

ウラン・プ

ルトニウム

混合脱硝建

屋 

可搬型建屋内線量率計 

― 

高レベル廃

液ガラス固

化建屋 

可搬型建屋内線量率計 
― 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(104／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

3.1.9 その他重大事故等対処設備の計測装置 

 

(15) 可搬型計測器 

可搬型計測器は，重大事故等対処設備の機能を有しており，

重大事故等時が発生し，計測に必要な計器電源が喪失した場

合に，当該重大事故等の対処に必要なパラメータのうち表

3.1.9-1 に示すパラメータを計測する計器について，重大事

故等対応要員が可搬型計測器を検出器に接続する。重大事故

等対応要員は検出器からの温度指示の監視，又は電流信号を

計測した後，換算表を用いて圧力，水位及び流量に換算して

監視するとともに，記録用紙に記録し，保存する。記録及び保

存については，「3．2 計測装置の計測結果の表示，記録及び

保存」に示す。（「図 3.1.9-29 可搬型計測器の概略構成図」，

「図 3.1.9-30 検出器の構造図（可搬型計測器）」，「表 3.1.9-

1 可搬型計測器の測定対象パラメータ」，「図 3.1.9-33 検出

器の取付箇所を明示した図面（EL.18.00 m）」，「図 3.1.9-36 

検出器の取付箇所を明示した図面（EL.30.30 m）」及び「表 4-

2 可搬型計測器の測定範囲」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.6 重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な計

測制御設備 

(1)可搬型重要計器 

 可搬型重要計器は，重大事故等対処設備の機能を有しており，

重大事故等が発生し，計測に必要な計器電源が喪失した場合に，

当該重大事故等の対処に必要なパラメータのうち表 3.1.2.6-1

に示すパラメータを計測する計器について，重大事故等対応要

員が可搬型重要計器を検出元に接続する。重大事故等対応要員

は可搬型重要計器からの水位，流量を中央制御室及び緊急時対

策建屋情報把握設備に指示し，記録及び保存する。記録及び保

存については，「3.2 計測制御系統施設の計測結果の表示，記録

及び保存」に示す。（「図 3.1.2.6-1 可搬型重要計器の概略構成

図」，「図 3.1.2.6-2 可搬型計器（現場指示確認のみ）の概略構

成図」，「図 3.1.2.6-3,4 検出器の構造図（可搬型重要計器）」

及び「表 3.1.2.6-1 可搬型重要計器の測定対象」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

章立ての違いによるた

め、新たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

 

施設の違いによるため、

新たな論点が生じるもの

ではない。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(105／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
 

図 3.1.9-29 可搬型計測器の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3.1.2.6-1 可搬型重要計器の概略構成図 

 

 

 

 
 

 

図 3.1.2.6-2 可搬型重要計器（現場指示確認のみ）の概略構

成図 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検出元

指　示

可搬型計測器

内は可搬の範囲を示す。
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(106／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

図 3.1.9-30 検出器の構造図（可搬型計測器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)貯水槽水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.2.6-3 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

表 3.1.2.6-1 可搬型重要計器の測定対象（1/2） 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

建屋外 可搬型貯水槽水位計 
・第 1貯水槽 A/B 

・第 2貯水槽 A/B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(107／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)第 1 貯水槽給水流量 

 

 
 

図 3.1.2.6-4 検出器の構造図（可搬型重要計器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(108／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

表 3.1.9-1 可搬型計測器の測定対象パラメータ 

 
 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.6-1 可搬型重要計器の測定対象（2/2） 

建屋名 対処する計測制御設備 測定対象 

建屋外 
可搬型第 1貯水槽給水

流量計 

・大型ポンプ車 A/B/C（水源→

第 1貯水槽） 

・大型ポンプ車 E（水源→第 1

貯水槽）MOX 用 

・大型ポンプ車 D（第 2貯水槽

→第 1貯水槽） 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(109／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
図 3.1.9-31 検出器の取付箇所を明示した図面（EL.-4.00 

m） 

 

 
図 3.1.9-32 検出器の取付箇所を明示した図面（EL.2.00 

m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の考

慮であり（検出器の取付

箇所明示すること）、新た

な論点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の考

慮であり（検出器の取付

箇所明示すること）、新た

な論点が生じるものでは

ない。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(110／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
図 3.1.9-33 検出器の取付箇所を明示した図面（EL.18.00 

m） 

 

 
図 3.1.9-34 検出器の取付箇所を明示した図面（EL.22.00 

m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の考

慮であり（検出器の取付

箇所明示すること）、新た

な論点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の考

慮であり（検出器の取付

箇所明示すること）、新た

な論点が生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(111／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
図 3.1.9-35 検出器の取付箇所を明示した図面（屋外 EL.約

8 m） 

 

 

 

 

3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存 

3.2.1 計測結果の指示又は表示 

「3.1 計測装置の構成」に示したパラメータは中央制御室

に，原則，指示又は表示するとともに，緊急時対策支援システ

ム伝送装置に記録，保存できる設計とする。表 3.2.1-1 に計

測装置の計測結果の指示，表示及び記録を示す。 

 

 

 

3.2.2 設計基準対象施設に関する計測結果の記録及び保存 

技術基準規則第 34 条第 4 項及びその解釈に関わる計測結

果は中央制御室に，原則，確実に記録計にて継続的に記録し，

記録紙は取り替えて保存できる設計とする。制御棒の位置及

び原子炉圧力容器の入口及び出口における圧力及び温度の計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存 

3.2.1 計測結果の指示又は表示 

 「3.1 計測装置の構成」に示したパラメータは中央制御室に

指示又は表示するとともに，監視制御盤又は制御建屋可搬型情

報収集装置に記録，保存できる設計とする。 

 計測装置の計測結果の指示又は表示場所及び記録場所を表

3.2.2-1「計測装置の計測結果の指示又は表示場所及び記録場

所」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の考

慮であり（検出器の取付

箇所明示すること）、新た

な論点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

施設の違いによるため、

新たな論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の考

慮であり、新たな論点が

生じるものではない。 
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測結果は，プロセス計算機から記録を帳票として出力し保存

できる設計とするとともに，一次冷却材の不純物の濃度につ

いては，断続的な試料の分析を行い，従事者が測定結果を記

録し保存できる設計とする。 

記録を保存する計測項目と計測装置等を表 3.2.2-1 に示す。 

 

3.2.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録及び保存 

重大事故等の対応に必要となるパラメータは，原則，緊急

時対策支援システム伝送装置に電磁的に記録，保存できる設

計とする。保存した記録は，電源喪失により失われないとと

もに，帳票に出力できる設計とする。また，プラント状態の推

移を把握するためにデータ収集周期は 1 分，記録の保存容量

は計測結果を取り出すことで継続的なデータを得ることがで

きるよう，14 日以上保存できる設計とする。 

重大事故等の対応に必要となる現場のパラメータについて

も，可搬型計測器により記録できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 第 47 条に関わる計測結果の記録及び保存 

重大事故等の対応に必要となるパラメータのうち，常設重大

事故等対処設備で計測するパラメータは，監視制御盤に電磁的

に記録，保存できる設計とする。保存した記録は，電源喪失に

より失われないとともに，帳票に出力できる設計とする。また，

プラント状態の推移を把握するためにデータ収集周期は 1 分，

記録の保存容量は計測結果を取り出すことで継続的なデータを

得ることができるよう，14 日以上保存できる設計とする。 

重大事故等の対応に必要となるパラメータのうち，可搬型重

大事故等対処設備で計測するパラメータは，制御建屋可搬型情

報収集装置に電磁的に記録，保存し，電源喪失により失われな

いとともに，帳票として出力できる設計とする。また，プラン

ト状態の推移を把握するためにデータ収集周期は 1 分，記録の

保存容量は計測結果を取り出すことで継続的なデータを得るこ

とができるよう，14 日以上保存できる設計とする。 

中央制御室において情報把握計装設備が設置されるまでのパ

ラメータの監視及び記録は，実施組織要員が「通信連絡設備」

を用いて，所定の頻度（1時間 30 分）で中央制御室に情報伝達

し，監視するとともに記録用紙に記録し，保存する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の違いによるため、

新たな論点が生じるもの

ではない。 
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表 3.2.1-1 計測装置の計測結果の指示，表示及び記録(1／

2) 

 
 

 

表 3.2.2-1 制御建屋可搬型情報収集装置での記録，制御室及

び緊急時対策所へ伝送するパラメータ 

 

（1）臨界事故の拡大を防止するための設備に必要な計測制御

設備 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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（2）冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備に

必要な計測制御設備 

 
 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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表 3.2.1-1 計測装置の計測結果の指示，表示及び記録（2／

2） 

 
 

 

（3）放射線分解により発生する水素による爆発に対処する

ための計測制御設備 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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（4）有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備

に必要な計測制御設備 

 
 

（5）重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に必要

な計測制御設備 

 
※1：設備の健全性確認時のみに計測するパラメータであり，継

続監視しないため伝送しない。 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283



別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(117／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

表 3.2.2-1 記録を保存する計測項目と計測装置等 
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3.3 安全保護回路 

第 38 条に関わる安全保護回路である代替可溶性中性子吸収

材緊急供給回路は，溶解設備の溶解槽において，臨界事故が発

生した場合，溶解設備の溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給し，

溶解設備の溶解槽を未臨界に移行するために必要な重大事故等

対処設備を設置する。また，緊急停止系の操作によって速やか

に固体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持す

るために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

第 38 条に関わる安全保護回路である重大事故時可溶性中性

子吸収材供給回路は，臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中

性子吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行

するために必要な重大事故等対処設備を設置する。また，緊急

停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質

の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事

故等対処設備を設置する。 

第 41 条に関わる安全保護回路である重大事故時供給停止回

路は，ＴBＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合におい

て，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止することで，

プルトニウム濃縮缶におけるＴBＰ等の錯体の急激な分解反応

の再発を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置す

る。 

重大事故時供給停止回路によりＴBＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生を判定した場合に，プルトニウム濃縮缶への供給液

の供給を自動及び手動で停止する。 

 

3.3.1 第 38 条，第 41 条に関わる安全保護回路に関する設計 

3.3.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の詳細設計 

溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解施

設の溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給し，溶解施設の溶解槽

を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備を設置す

る。また，緊急停止系の操作によって速やかに固体状の核燃物

質の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大

 

第 38 条及び第 41 条の要

求による記載であるた

め，第 47 条の別紙 4-1 に

おいては比較対象外。 
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事故等対処設備を設置する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界検知用放射線

検出器及び緊急停止系で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界

を維持できる設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，緊急

停止操作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止す

る回路で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設

計とする。 

 

3.3.1.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の構成 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線

検出器の論理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を

判定する設計とする。 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作

動等を考慮して，臨界検知用放射線検出器 3台からの警報の「2 

out oF 3」論理を用い，同時に 2台以上の臨界検知用放射線検

出器から警報が発せられた場合に臨界事故が発生したと判定す

る。 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生した

と判定した場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対

処を促すとともに，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給

弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設

備の空気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設備のせん断処理・

溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発することができる設

計とする。 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，1 系列当たり 2 台設

ける多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号が分配さ

れて入力される。そのため，片方の論理回路の機能が喪失した

場合でも，臨界事故の検知機能を喪失しないよう設計する。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，代替可溶性中性子

吸収材緊急供給回路は，臨界検知用放射線検出器及び緊急停止

系で構成する。また，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の

緊急停止系は，ハードワイヤードロジックで構成する。代替可

 

第 38 条及び第 41 条の要

求による記載であるた

め，第 47 条の別紙 4-1 に

おいては比較対象外。 
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溶性中性子吸収材緊急供給回路の構成例を「図 3.3.2.2-1 代替

可溶性中性子吸収材緊急供給回路の構成例」に示す。 

 
図 3.3.1.2-1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の構成

例 

 

3.3.1.3 重大事故時可溶性中性子吸収材緊急供給回路の詳

細設計 

臨界事故の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生し

た場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給

し，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な

重大事故等対処設備を設置する。また，緊急停止系の操作によ

って速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止する

ことで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備を設

置する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界検知用放射

線検出器及び緊急停止系で構成し，未臨界に移行し，及び未臨

界を維持できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，緊

急停止操作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止

する回路，精製建屋第 5 一時貯留処理槽への移送機器を停止す

るための弁及び精製建屋第 7 一時貯留処理槽への移送機器を停

止するための弁で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持

 

第 38 条及び第 41 条の要

求による記載であるた

め，第 47 条の別紙 4-1 に

おいては比較対象外。 
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できる設計とする。 

 

3.3.1.4 重大事故時可溶性中性子吸収材緊急供給回路の構

成 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線

検出器の論理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を

判定する設計とする。 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作

動等を考慮して，臨界検知用放射線検出器 3台からの警報の「2 

out oF 3」論理を用い，同時に 2台以上の臨界検知用放射線検

出器から警報が発せられた場合に臨界事故が発生したと判定す

る。 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生した

と判定した場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対

処を促すとともに，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供

給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留

設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備のせん断処理・

溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁

の閉信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）の排風機の停止信号を発することがで

きる設計とする。 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，1 系列当たり 2 台設

ける多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号が分配さ

れて入力される。そのため，片方の論理回路の機能が喪失した

場合でも，臨界事故の検知機能を喪失しないよう設計する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界検知用放射

線検出器及び緊急停止系で構成する。また，重大事故時可溶性

中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジ

ックで構成する。重大事故時可溶性中性子吸収材緊急供給回路

の構成例を「図 3.3.2.4-1 重大事故時可溶性中性子吸収材緊

急供給回路の構成例」に示す。 

 

 

第 38 条及び第 41 条の要

求による記載であるた

め，第 47 条の別紙 4-1 に

おいては比較対象外。 
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図 3.3.1.4-1 重大事故時可溶性中性子吸収材緊急供給回路

の構成例 

 

 

3.3.1.5 重大事故時供給停止回路の詳細設計 

TBP 等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，プ

ルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止することで，プルト

ニウム濃縮缶における TBP 等の錯体の急激な分解反応の再発を

防止するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

重大事故時供給停止回路は，分解反応検知機器及び緊急停止

系で構成し，火災又は爆発が発生した場合において火災又は爆

発を収束させることができる設計とする。 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，緊急停止操作スイ

ッチ及び重大事故時供給液停止弁で構成し，火災又は爆発が発

生した場合において火災又は爆発を収束させることができる設

計とする。 

重大事故時供給停止回路によりＴBＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生を判定した場合に，プルトニウム濃縮缶への供給液

の供給を自動及び手動で停止する。 

ＴBＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合の重大事故

等対処設備として，重大事故時供給停止回路を使用する。 

 

第 38 条及び第 41 条の要

求による記載であるた

め，第 47 条の別紙 4-1 に

おいては比較対象外。 
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3.3.1.6 重大事故時供給停止回路の構成 TBP 等の錯体の急

激な分解反応の発生の判定には，検出器 3 台からの警報の「2 

out oF 3」論理を用い，同時に 2台以上の検出器からプルトニ

ウム濃縮缶の異常を検知した警報が発せられた場合に，論理回

路が TBP 等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定する。 

分解反応検知機器の論理回路は，TBP 等の錯体の急激な分解

反応が発生したと判定した場合に，中央制御室に警報を発し，

TBP 等の錯体の急激な分解反応への対処を促すとともに，プル

トニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故時供

給液停止弁の閉信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガ

ス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備の精製建

屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の隔離弁の閉信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の停止信号を発するこ

とができる設計とする。プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを

停止するための重大事故時供給液停止弁は，論理回路による

TBP 等の錯体の急激な分解反応の発生の判定から 1 分以内に閉

止することで，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止で

きる設計とする。 

分解反応検知機器の論理回路は，1 系列当たり 2 台設ける多

重化構成とし，プルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮

缶気相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部温度計からの信

号が分配されて入力される。そのため，1 台の論理回路の機能

が喪失した場合でも，ＴBＰ等の錯体の急激な分解反応の検知機

能を喪失しないよう設計する。 

重大事故時供給停止回路は，分解反応検知機器及び緊急停止

系で構成する。重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，ハー

ドワイヤードロジックで構成する。重大事故時可溶性中性子吸

収材緊急供給回路の構成例を「図 3.3.2.6 重大事故時可溶性

中性子吸収材緊急供給回路の構成例」に示す。 
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図 3.3.1.6 重大事故時可溶性中性子吸収材緊急供給回路の

構成例 

 

3.3.1.7 第 38 条，第 41 条に関わる安全保護回路に関する検知

性及び検出器の種類について 

3.3.1.7.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の検知性

及び検出器の種類 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検

出器は，臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う

放射線を計測することで，臨界事故が発生した場合にその発生

を即座に検知できる設計とする。 

臨界検知用放射線検出器（ガンマ線用検出器：臨界検知用放

射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線

計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。） 

3.3.1.7.2 重大事故時可溶性中性子吸収材緊急供給回路の

検知性及び検出器の種類 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線

検出器は，臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴

う放射線を計測することで，臨界事故が発生した場合にその発

生を即座に検知できる設計とする。 

臨界検知用放射線検出器（ガンマ線用検出器：臨界検知用放

射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線
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計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。） 

3.3.1.7.3 重大事故時供給停止回路の検知性及び検出器の

種類 

重大事故時供給停止回路は，ＴBＰ等の錯体の急激な分解反応

が発生した場合に，分解反応検知機器であるプルトニウム濃縮

缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計及びプルトニウム

濃縮缶液相部温度計の 3 台の検出器によりプルトニウム濃縮缶

の異常を検知し，警報を発する。 

分解反応検知器（濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部

温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部温度） 

 

3.3.1.8 第 38 条，第 41 条に関わる安全保護回路に関する緊急

停止系について 

3.3.1.8.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停

止系 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，臨界

事故が発生した機器への固体状の核燃料物質の移送を停止する

ことで，未臨界を維持できる設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，作動

状態の確認が可能な設計とする。 

3.3.1.8.2 重大事故時可溶性中性子吸収材緊急供給回路の

緊急停止系 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，緊

急停止操作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止

する回路，精製建屋第 5 一時貯留処理槽への移送機器を停止す

るための弁及び精製建屋第 7 一時貯留処理槽への移送機器を停

止するための弁から構成し，臨界事故が発生した機器への固体

状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで，未臨界を

維持できる設計とする。また，重大事故時可溶性中性子吸収材

供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な設計とする。 

3.3.1.8.3 重大事故時供給停止回路の緊急停止系 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，緊急停止操作スイ

ッチ及び重大事故時供給液停止弁から構成し，プルトニウム濃
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縮缶へ供給液を供給するプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを

停止するための重大事故時供給液停止弁の閉信号を発すること

でプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止することにより，

ＴBＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止できる設計とす

る。 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，作動状態の確認が

可能な設計とする。 

 

3.3.1.9 第 38 条，第 41 条に関わる安全保護回路に関する警報

について 

3.3.1.9.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の警報 

臨界事故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警報を

発する。 

3.3.1.9.2 重大事故時可溶性中性子吸収材緊急供給回路の

警報 

臨界事故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警報を

発する。 

複数の検出器及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知し

た場合に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員による

指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設

計とする。 

3.3.1.9.3 重大事故時供給停止回路の警報 

TBP 等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定した場合

に，中央制御室に警報を発する。 

検出器又は論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合

に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員による指示値

の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計とす

る。 

 

3.3.1.10 第 38 条，第 41 条に関わる安全保護回路に関する

応答時間について 

3.3.1.10.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の応答時

間 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は中央制

御室 

おいて緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計

とし，臨界事故の発生の判定後 1 分以内に操作できる設計とす

る。 

3.3.2.10.2 重大事故時可溶性中性子吸収材緊急供給回路の

応答時間重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系

は中央制御室において緊急停止操作スイッチを押下することで

作動する設計とし，臨界事故の発生の判定後 1 分以内に操作で

きる設計とする。 

3.3.1.10.3 重大事故時供給停止回路の応答時間 

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事

故時供給液停止弁は，論理回路によるＴBＰ等の錯体の急激な分

解反応の発生の判定から 1 分以内に閉止することで，プルトニ

ウム濃縮缶への供給液の供給を停止できる設計とする。 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，中央制御室におけ

る緊急停止系の操作によって 1 分以内にプルトニウム濃縮缶へ

の供給液の供給を停止できる設計とする。 

 

 

3.3.2 第 38 条，第 41 条に関わる安全保護回路に関する電源に

ついて 

3.3.2.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の電源 

給電は計測制御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失等

により電源が遮断され，誤警報を発することがない設計。 

3.3.2.2 重大事故時可溶性中性子吸収材緊急供給回路の構

成の電源 

給電は計測制御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失等

により電源が遮断され，誤警報を発することがない設計。 

3.3.2.3 重大事故時供給停止回路の電源 

給電は計測制御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失等

により電源が遮断され，誤警報を発することがない設計。 
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4.計測装置の計測範囲及び警報動作範囲 

計測装置の計測範囲の設定に対する考え方については，共

通する基本的な考えについて以下に示し，「表 4-1 計測装置

の計測範囲」にて当該パラメータの用途に応じた考え方を個

別に示す。 

また，重大事故等が発生し，計測に必要な計器電源が喪失

した場合に使用する可搬型計測器の測定範囲を「表 4-2 可搬

型計測器の測定範囲」に示す。 

重大事故等対処設備については，重大事故等により変動す

る可能性のある範囲にわたり計測（パラメータの推定を含む）

する設計としていること及び技術基準規則の要求に該当しな

いことから警報装置を設けない設計とする。 

 

【計測範囲の設定に係る基本的な考え方】 

 

計測装置の計測範囲は，計測を期待されるプラント条件に

おいて，警報設定値を包絡し，制御及び保護に必要となるプ

ロセス量を考慮して，総合的な判断をもって設定することを

基本とする。 

 

 

 

 

 

制御及び保護に必要となるプロセス量の考慮とは，定格流

量や定格出力を包絡する設定とすることや， 高使用圧力及

び 高使用温度を包絡する設定とすることなどが挙げられ

る。 

 

また，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功

させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するため

のパラメータの計測装置の計測範囲は，設計基準事故時に想

定される変動範囲の 大値を考慮し，適切に対応するための

4.計測装置の計測範囲 

計測装置の計測範囲の設定に対する考え方については，共通

する基本的な考えについて以下に示し，「表 4-1 計測装置の計

測範囲」にて当該パラメータの用途に応じた考え方を個別に示

す。 

また，重大事故等が発生し，計測に必要な計器電源が喪失し

た場合に使用する可搬型計測器の測定範囲を「表 4-2 可搬型計

測器の測定範囲」に示す。 

重大事故等対処設備については，重大事故等により変動する

可能性のある範囲にわたり計測（パラメータの推定を含む）す

る設計としていること及び技術基準規則の要求に該当しないこ

とから警報装置を設けない設計とする。 

 

【計測範囲の設定に係る基本的な考え方】 

 

重大事故等対策を成功させるために必要な再処理施設の状態

を把握するためのパラメータを計測する装置の計測範囲は，計

測を期待されるプラント条件において，長期に渡って監視する

ための管理基準を包絡し，重大事故時の再処理施設の状態を直

接又は推定するために必要となるプロセス量を考慮して，総合

的な判断をもって設定することを基本とする。 

長期に渡る監視とは，再処理施設の事故対策後の収束活動に

おいても監視可能な設定とすることが挙げられる。 

 

重大事故時の再処理施設の状態を直接又は推定するために必

要となるプロセス量の考慮とは，有効性評価における評価流量

や定格流量，液位等を包絡する設定とすることや， 高使用圧

力及び 高使用温度を包絡する設定とすることなどが挙げられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の計

測範囲の設定に係る基本

的な考え方の違いのた

め，記載の差異により新

たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の考

慮であり、新たな論点が

生じるものではない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(129／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

計測範囲を有する設計とする。 

このように，いろいろな要素を総合的に勘案して計測範囲

を設定することから，各パラメータにおいては，ひとつの計

測対象の監視範囲として狭域及び広域を設定するような場合

や，プラント状態が一時的に計測範囲を超えるような設定と

する場合など，当該パラメータの用途に応じて適切に設定す

る。 

 

重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータの計測が困難となった場合又

は計測範囲を超えた場合の対応におけるパラメータの推定手

段及び推定方法については，添付書類「Ⅴ-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性

に関する説明書」に示す。 

重大事故等時に設計基準を超える状態における発電用原子

炉施設の状態を把握するための能力（ 高計測可能温度等）

を明確化するとともに，パラメータの計測が困難となった場

合又は計測範囲を超えた場合に，代替パラメータによる推定

の対応手段等，複数のパラメータの中から確からしさを考慮

した優先順位を保安規定に明確にし，確実に運用及び遵守で

きるよう手順として定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように，いろいろな要素を総合的に勘案して計測範囲を

設定することから，各パラメータにおいては，ひとつの計測対

象の監視範囲として狭域及び広域を設定するような場合や，プ

ラント状態が一時的に計測範囲を超えるような設定とする場合

など，当該パラメータの用途に応じて適切に設定することで， 

 

  

重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータの計測が困難となった場合又は計

測範囲を超えた場合の対応におけるパラメータの推定手段及び

推定方法については，添付書類「Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施

設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書」に示す。 

 

 

 

 

代替パラメータが複数ある場合は，複数のパラメータの中か

ら確からしさを考慮した優先順位を明確にし，確実に運用及び

順守できるよう手順として保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の計測範囲の

設定に係る基本的な考え

方のため、新たな論点が

生じるものではない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(130／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

表 4-1 計測装置の計測範囲（1／8) 

 

 
 

 

表 4-1 計測装置の計測範囲（8／8) 

 

表 4-1 計測装置の計測範囲（臨界事故の拡大を防止するため

の設備に必要な計測制御設備）（1/12） 

名称 計測範囲 

重大事故時に

おける 

プロセスの変

動範囲 

重

大

事

故

等

対

処

設

備

の

分

類 

計測範囲の設定に関

する考え方 

放射線

レベル 

ガンマ線： 

1E-1～1E+6μ

Sv/h 
1E+0～1E+4 

μSv/h 

可

搬

型 

未臨界に移行したこ

とを携行型のサーベ

イメータを用いてセ

ル周辺の線量率によ

り判断するため，重大

事故時に想定される

変動範囲を監視可能

とする。 

中性子線： 

1E-2～1E+4μ

Sv/h 

可

搬

型 

1E+0～1E+7μ

Sv/h 

1E+0～1E+7 

μSv/h 

常

設 

臨界事故の発生を判

断するため,重大事故

時に想定される変動

範囲を監視可能とす

る。 

貯槽掃

気 

圧縮空

気流量 

0～30 

m3/h[normAl] 

0～20 

m3/h[normAl] 

可

搬

型 

水素掃気成功判断の

ため,重大事故時に想

定される変動範囲を

監視可能とする。 

廃ガス

貯留槽

圧力 

0～1MPA 0～0.5MPA 
常

設 

廃ガス貯留槽への貯

留（自動）成否判断/

廃ガス貯留槽への貯

留完了判断のため,重

大事故時に想定され

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(131／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る変動範囲を監視可

能とする。 

廃ガス

貯留槽 

入口流

量 

0～68 

m3/h[normAl] 

0～68 

m3/h[normAl] 

常

設 

廃ガス貯留槽への貯

留（自動）成否判断

のため,重大事故時に

想定される変動範囲

を監視可能とする。 

0～136 

m3/h[normAl] 

0～136 

m3/h[normAl] 

常

設 

廃ガス

貯留槽 

放射線

レベル 

1E+0～1E+7μ

Sv/h 

1E+0～1E+7μ

Sv/h 

常

設 

廃ガス貯留槽への貯

留（自動）成否判断の

ため,重大事故時に想

定される変動範囲を

監視可能とする。 

溶解槽

圧力 
-2～2kPA -2～2kPA 

常

設 

溶解槽の状態を把握

するため，重大事故時

に想定される変動範

囲を監視可能とする。 

廃ガス

洗浄塔 

入口圧

力 

-3.5～3kPA -3.5～3kPA 
常

設 

廃ガス洗浄塔の状態

を把握するため，重大

事故時に想定される

変動範囲を監視可能

とする。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(132／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

表 4-2 可搬型計測器の測定範囲（1／3） 

 
 

 

 

表 4-1 計測装置の計測範囲（冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処

するための設備に必要な計測制御設備）(2/12) 

名称 計測範囲 

重⼤事故時に
おける 

プロセスの変
動範囲 

重⼤
事故
等対
処設
備の
分類 

計測範囲の設定に関
する考え⽅ 

貯槽等
温度 

0〜130℃ 29〜130℃ 
可搬
型 

発⽣防⽌対策の成否
判断／拡⼤防⽌対策
の開始判断／貯槽等
の溶液温度の監視の
ため，重⼤事故時に想
定される変動範囲を
監視可能とする。 

0〜130℃ − 
可搬
型 

テスター：0〜130℃
に相当する可搬型計
測器からの電気信号
を計測。 

貯槽等
液位 

液位：0〜
30kPA 

密度：0〜
5kPA 

液位：0〜
16.4kPA 

密度：0.9223
〜1.3674kPA 

可搬
型 

拡⼤防⽌対策におけ
る貯槽等への注⽔の
開始判断／貯槽等へ
の注⽔量の決定／拡
⼤防⽌対策の成否判
断を把握するため，重
⼤事故時に想定され
る変動範囲を監視可

液位：0〜
30kPA 

密度：0〜
10kPA 

液位：0〜
30kPA 

密度：0〜
5.296kPA 

可搬
型 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(133／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

表 4-2 可搬型計測器の測定範囲（3／3） 

 
 

 

 

液位：0〜
60kPA 

密度：0〜
5kPA 

液位：0〜
52.43kPA 

密度：1.664〜
3.89kPA 

可搬
型 

能とする。 

液位：0〜
60kPA 

密度：0〜
10kPA 

液位：0〜
57.82kPA 
密度：0〜
7.5723kPA 

可搬
型 

液位：0〜
60kPA 

密度：0〜
30kPA 

液位：0〜
27.46kPA 

密度：16.80〜
22.17kPA 

可搬
型 

液位：0〜
80kPA 

密度：0〜
10kPA 

液位：0〜
65kPA 

密度：0〜
5.884kPA 

可搬
型 

凝縮器
出⼝排
気温度 

0〜130℃ 29〜130℃ 
可搬
型 

発⽣蒸気の凝縮効果
を監視するため，重⼤
事故時に想定される
変動範囲及び蒸気発
⽣元である貯槽温度
の上限値までを監視
可能とする。 

0〜130℃ − 
可搬
型 

テスター：0〜130℃
に相当する可搬型計
測器からの電気信号
を計測。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(134／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

セル導
出ユニ
ットフ
ィルタ
差圧 

0〜
1.0kPA 

0〜0.6kPA 
可搬
型 

セル導出ユニットフ
ィルタの⽬詰まりに
よる系統切替の判断
に⽤いるため，重⼤事
故時に想定される変
動範囲を監視可能と
する。 

代替セ
ル排気
系フィ
ルタ差

圧 

0〜
1.0kPA 

0〜0.6kPA 
可搬
型 

代替セル排気系フィ
ルタの⽬詰まりによ
る系統切替の判断に
⽤いるため，重⼤事故
時に想定される変動
範囲を監視可能とす
る。 

 

 
表 4-1 計測装置の計測範囲（冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処

するための設備に必要な計測制御設備）(3/12) 

名称 計測範囲 

重⼤事故時に
おける 

プロセスの変
動範囲 

重⼤
事故
等対
処設
備の
分類 

計測範囲の設定に関
する考え⽅ 

凝縮⽔回
収セル液

位 

0〜5kPA 0.5〜2kPA 
可搬
型 

蒸気が冷却され凝縮
⽔が発⽣しているこ
とを把握するため，
重⼤事故時に想定さ0〜15kPA 0〜1.05kPA 

可搬
型 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(135／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

0〜20kPA 0〜0.85kPA 
可搬
型 

れる変動範囲を監視
可能とする。 

凝縮⽔槽
液位 

液位：0〜
80kPA 

密度：0〜
5kPA 

液位：0〜
64.95kPA 

密度：2.615
〜4.066kPA 

可搬
型 

蒸気が冷却され凝縮
⽔が発⽣しているこ
とを把握するため，重
⼤事故時に想定され
る変動範囲を監視可
能とする。 

膨張槽液
位 

0〜10m 0〜2.071m 
可搬
型 

通⽔配管に損傷が無
く，内部ループへの通
⽔作業が開始できる
ことを判断するため,
重⼤事故時に想定さ
れる変動範囲監視可
能とする。 

内部ルー
プ通⽔圧
⼒冷却コ
イル圧⼒ 

0〜
1.6MPA 

0〜0.8MPA 
可搬
型 

通⽔配管に損傷が無
く，冷却コイル等⼜は
内部ループへの通⽔
作業が開始できるこ
とを判断するため，重
⼤事故時に想定され
る変動範囲を監視可
能とする。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(136／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

セル導出
経路圧⼒ 

-5〜
10kPA 

-5〜10kPA 
可搬
型 

セル導出時における
導出経路の状態を把
握するため，重⼤事
故時に想定される変
動範囲を監視可能と
する。 

導出先セ
ル圧⼒ 

-5〜5kPA -4.7〜3kPA 
可搬
型 

導出先セルの重⼤事
故時に想定される変
動範囲を監視可能と
する。 

 

 
表 4-1 計測装置の計測範囲（冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処

するための設備に必要な計測制御設備）(4/12) 

名称 計測範囲 

重⼤事故時
における 

プロセスの
変動範囲 

重⼤
事故
等対
処設
備の
分類 

計測範囲の設定に関
する考え⽅ 

漏えい液受
⽫液位 

0〜5kPA 
液位：0〜
4.698kPA 

可搬
型 

セル内漏えいの有無
を確認するため，漏
えい液受⽫の重⼤事
故時に想定される変
動範囲を監視可能と
する。 

0〜15kPA 
液位：0〜

15kPA 
可搬
型 

0〜20kPA 
液位：0〜
13.44kPA 

可搬
型 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(137／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

排⽔線量 
1E-1〜
1E+6μ

Sv/h 

1E-1〜
1E+6μ

Sv/h 

可搬
型 

通⽔ラインの循環運
転開始判断のため，重
⼤事故時に想定され
る変動範囲監視可能
とする。 

凝縮器通⽔
流量 

2.3〜
40.7m3/h 

0〜6m3/h 
可搬
型 

凝縮器通⽔流量の調
整／冷却⽔供給が継
続されていることの
状態を把握するた
め，重⼤事故時に想
定される変動範囲を
監視可能とする。 

6〜
107m3/h 

0〜30m3/h 
可搬
型 

31.9〜
572m3/h 

0〜45m3/h 
可搬 

可搬
型 

冷却コイル
通⽔流量 

0〜5.1×10-

1m3/h 
0〜5.1×10-

1m3/h 
可搬
型 

冷却⽔供給が継続さ
れていることの監視
及び冷却⽔通⽔流量
を調整するため，重⼤
事故時に想定される
変動範囲を監視可能
とする。 

0〜2.7m3/h 0〜2.7m3/h 
可搬
型 

0〜7.2×10-

1m3/h 
0〜7.2×10-

1m3/h 
可搬
型 

0〜2.9×10-

1m3/h 
0〜2.9×10-

1m3/h 
可搬
型 

0〜13m3/h 0〜13m3/h 
可搬
型 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(138／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

表 4-1 計測装置の計測範囲（冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処

するための設備に必要な計測制御設備）(5/12) 

名称 
計測範

囲 

重⼤事故時
における 

プロセスの
変動範囲 

重⼤
事故
等対
処設
備の
分類 

計測範囲の設定に関する
考え⽅ 

内部ループ
通⽔流量 

6〜
107m3/h 

0〜17m3/h 
可搬
型 

冷却⽔供給が継続されて
いることの監視及び冷却
⽔通⽔流量を調整するた
め，重⼤事故時に想定さ
れる変動範囲を監視可能
とする。 

2.3〜
40.7m3/

h 
0〜2.9m3/h 

可搬
型 

貯槽等注⽔
流量 

0.04〜
15.9m3/

h 

0〜7.3×10-

2m3/h 
可搬
型 

貯槽等注⽔量の調整／貯
槽等への注⽔に必要な⽔
供給ができていることの
成 否 判 断 を 把 握 す る た
め，重⼤事故時に想定さ
れる変動範囲を監視可能
とする。 

0.1〜
40.7m3/

h 

0〜1.1×10-

1m3/h 
可搬
型 

0.27〜
107m3/h 

0〜1.9m3/h 
可搬
型 

建屋給⽔流
量 

0〜
480m3/h 

0〜
180m3/h 

可搬
型 

各建屋に供給する冷却⽔
流量の調整／各建屋に必
要な⽔供給ができている
ことの確認のため，重⼤
事故時に想定される変動
範囲監視可能とする。 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(139／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
表 4-1 計測装置の計測範囲（放射線分解により発生する水素による

爆発に対処するための設備に必要な計測制御設備）(6/12) 

名称 計測範囲 

重⼤事故時
における 

プロセスの
変動範囲 

重⼤
事故
等対
処設
備の
分類 

計測範囲の設定に関する
考え⽅ 

圧縮空気
⾃動供給
貯槽圧⼒ 

0〜
1.6MPA 

0〜
0.97MPA 

可搬
型 

圧縮空気⾃動供給貯槽か
ら圧縮空気が供給されて
い る 状 態 を 把 握 す る た
め，重⼤事故時に想定さ
れる変動範囲を監視可能
とする。 

圧縮空気
⾃動供給
ユニット

圧⼒ 

0〜
1.6MPA 

0〜
0.97MPA 

可搬
型 

圧縮空気⾃動供給ユニッ
トから圧縮空気が供給さ
れている状態を把握する
ため，重⼤事故時に想定
される変動範囲を監視可
能とする。 

機器圧縮
空気⾃動
供給ユニ
ット圧⼒ 

0〜
1.6MPA 

0〜
0.97MPA 

可搬
型 

機器圧縮空気⾃動供給ユ
ニットから圧縮空気が供
給されている状態を把握
するため，重⼤事故時に
想定される変動範囲を監
視可能とする。 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(140／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

圧縮空気
⼿動供給
ユニット
接続系統

圧⼒ 

液位：0
〜80kPA 
密度：0
〜10kPA 

液位：0〜
64.18kPA 
密度：0〜
5.296kPA 

可搬
型 

圧縮空気⼿動供給ユニッ
ト 接 続 系 統 が 健 全 で あ
り，掃気開始可能である
かの判断に⽤いるため，
重⼤事故時に想定される
変動範囲を監視可能とす
る。 

貯槽掃気
圧縮空気

流量 

0〜0.9 
m3/h 

[normAl] 

0〜0.5 
m3/h[norm

Al] 

可搬
型 

発⽣防⽌対策及び拡⼤防
⽌対策の成否判断／⽔素
掃気機能が維持されてい
ることの監視／拡⼤防⽌
対策の開始判断に⽤いる
ため，重⼤事故時に想定
される変動範囲を監視可
能とする。 

0〜1.2 
m3/h 

[normAl] 

0〜0.7 
m3/h[norm

Al] 

可搬
型 

0〜3 
m3/h 

[normAl] 

0〜1.6 
m3/h[norm

Al] 

可搬
型 

0〜6 
m3/h 

[normAl] 

0〜3.0 
m3/h[norm

Al] 

可搬
型 

0〜30 
m3/h 

[normAl] 

0〜10 
m3/h[norm

Al] 

可搬
型 

0〜60 
m3/h 

[normAl] 

0〜32 
m3/h[norm

Al] 

可搬
型 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(141／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

表 4-1 計測装置の計測範囲（放射線分解により発生する水素による

爆発に対処するための設備に必要な計測制御設備）(7/12) 

名称 計測範囲 

重⼤事故時
における 

プロセスの
変動範囲 

重⼤
事故
等対
処設
備の
分類 

計測範囲の設定に関す
る考え⽅ 

⽔素掃気
系統圧縮
空気の圧

⼒ 

0〜
1.6MPA 

0〜
0.97MPA 

可搬
型 

⽔素掃気⽤安全圧縮空
気系へ圧縮空気が供給
されていることの状態
を把握するため，重⼤事
故時に想定される変動
範囲を監視可能とする。 

かくはん
系統圧縮
空気圧⼒ 

0〜
1.6MPA 

0〜
0.97MPA 

可搬
型 

かくはん⽤安全圧縮空
気系へ圧縮空気が供給
されていることの状態
を把握するため，重⼤事
故時に想定される変動
範囲を監視可能とする。 

セル導出
ユニット

流量 

0〜35 
m3/h 

[normAl] 

0〜24.35 
m3/h 

[normAl] 可搬
型 

機器への圧縮空気供給
の成否判断を把握する
ため，重⼤事故時に想定
される変動範囲を監視
可能とする。 

0〜138.6 
m3/h 

[normAl] 

0〜138.6 
m3/h 

[normAl] 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(142／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

貯槽等⽔
素濃度 

0〜
25Vol% 

0〜8Vol% 
可搬
型 

貯槽等内の⽔素濃度の
監視のため，重⼤事故時
に想定される変動範囲
を監視可能とする。 

セル導出
ユニット
フィルタ

差圧 

0〜
1.0kPA 

0〜0.6kPA 
可搬
型 

セル導出ユニットフィ
ルタの⽬詰まりによる
系統切替の判断に⽤い
るため，フィルタの重⼤
事故時に想定される変
動範囲を監視可能とす
る。 

代替セル
排気系フ
ィルタ差

圧 

0〜
1.0kPA 

0〜0.6kPA 
可搬
型 

代替セル排気系フィル
タの⽬詰まりによる系
統切替の判断に⽤いる
ため，フィルタの重⼤事
故時に想定される変動
範囲を監視可能とする。 

 

 
表 4-1 計測装置の計測範囲（放射線分解により発生する水素による

爆発に対処するための設備に必要な計測制御設備）(8/12) 

名称 計測範囲 

重⼤事故時
における 

プロセスの
変動範囲 

重⼤
事故
等対
処設
備の
分類 

計測範囲の設定に関す
る考え⽅ 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(143／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

セル導出
経路圧⼒ 

-5〜
10kPA 

-4.7〜3kPA 
可搬
型 

セル導出時におけるセ
ル導出経路の状態を把
握するため，重⼤事故時
に想定される変動範囲
を監視可能とする。 

導出先セ
ル圧⼒ 

-5〜5kPA 
-4.7〜
0.5kPA 

可搬
型 

導出先セルの重⼤事故
時に想定される変動範
囲を監視可能とする。 

貯槽等温
度 

0〜130℃ 

29〜130℃ 

可搬
型 

発⽣防⽌対策及び拡⼤
防⽌対策における貯槽
等の温度監視のため，
重⼤事故時に想定され
る変動範囲を監視可能
とする。 

0〜130℃ 
可搬
型 

0〜130℃ − 
可搬
型 

テスター：0〜130℃に相
当する可搬型計測器か
らの電気信号を計測。 

 

 
表 4-1 計測装置の計測範囲（有機溶媒等による火災又は爆発に対処

するための設備に必要な計測制御設備）(9/12) 

名称 計測範囲 

重⼤事故時
における 

プロセスの
変動範囲 

重⼤
事故
等対
処設
備の
分類 

計測範囲の設定に関す
る考え⽅ 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(144／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

プルトニ
ウム濃縮
⽸供給槽

液位 

0〜
33.27kPA 
(0.0131〜
3.145m3) 

0.40〜
31.73kPA 
(0.04〜

3m3) 

常設 

濃縮⽸への供給停⽌の
判断に⽤いるため，重
⼤事故時に想定される
変動範囲を監視可能と
する。 

供給槽ゲ
デオン流

量 

0〜
0.14m3/h 

0〜
0.12m3/h 

常設 

プルトニウム濃縮⽸供
給槽の液位によりプル
トニウム濃縮⽸への供
給が停⽌していること
を判断するため，プル
トニウム濃縮⽸供給槽
ゲデオンの流量計の指
⽰値がゼロであること
を確認可能とする。 

プルトニ
ウム濃縮
⽸加熱蒸
気温度 

0〜150℃ 40〜143℃ 常設 

加熱蒸気の停⽌の判断
に⽤いるため，重⼤事故
時に想定される変動範
囲を監視可能とする。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(145／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

プルトニ
ウム濃縮
⽸圧⼒ 

-24〜
2kPA 

-2〜2kPA 常設 

拡⼤防⽌対策が機能し
ていることの確認に⽤
いるため，拡⼤防⽌対
策の実施（事象発⽣の
検知から約5秒）の後に
想定される変動範囲を
監視可能とする。な
お，事象発⽣から約3秒
までは測定範囲を超え
るが，監視開始以前の
状態であるため，要求
は満⾜する。また，事
象発⽣の判断／濃縮⽸
への供給停⽌の実施／
加熱蒸気の停⽌着⼿の
判断／貯留設備による
放射性物質の貯留の実
施判断に⽤いる際は，
測定範囲内に警報設定
値を設け，この警報の
発報に基づき判断・動
作を⾏うため要求は満
⾜する。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(146／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

プルトニ
ウム濃縮
⽸気相部

温度 

0〜200℃ 100〜200℃ 常設 

拡⼤防⽌対策が機能し
ていることの確認に⽤
いるため，拡⼤防⽌対
策の実施（事象発⽣の
検知から約5秒）の後に
想定される変動範囲を
監視可能とする。な
お，事象発⽣から約3秒
までは測定範囲を超え
るが，監視開始以前の
状態であるため，要求
は満⾜する。また，事
象発⽣の判断／濃縮⽸
への供給停⽌の実施／
加熱蒸気の停⽌着⼿の
判断／貯留設備による
放射性物質の貯留の実
施判断に⽤いる際は，
測定範囲内に警報設定
値を設け，この警報の
発報に基づき判断・動
作を⾏うため要求は満
⾜する。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(147／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

プルトニ
ウム濃縮
⽸液相部

温度 

0〜200℃ 100〜137℃ 常設 

拡⼤防⽌対策が機能し
ていることの確認に⽤
いるため，重⼤事故時
に想定される変動範囲
を監視可能とする。ま
た，事象発⽣の判断／
濃縮⽸への供給停⽌の
実施／加熱蒸気の停⽌
着⼿の判断／貯留設備
による放射性物質の貯
留の実施判断に⽤いる
際は，測定範囲内に警
報設定値を設け，この
警報の発報に基づき判
断・動作を⾏うため要
求は満⾜する。 

 

 
表 4-1 計測装置の計測範囲（有機溶媒等による火災又は爆発に対処

するための設備に必要な計測制御設備）(10/12) 

名称 計測範囲 

重⼤事故時
における 

プロセスの
変動範囲 

重⼤
事故
等対
処設
備の
分類 

計測範囲の設定に関す
る考え⽅ 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(148／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

廃ガス貯
留槽圧⼒ 

0〜1MPA 0〜0.5MPA 常設 

廃ガス貯留設備による
放射線物質の貯留に使
⽤する設備を⽤いた対
応／放出低減対策の判
断に⽤いるため，重⼤事
故等に想定される変動
範囲を監視可能とする。 

廃ガス貯
留槽⼊⼝

流量 

0〜136 
m3/h 

[normAl] 

0〜136 
m3/h 

[normAl]  
常設 

廃ガス貯留設備による
放射性物質の貯留に使
⽤する設備を⽤いた対
応に⽤いるため，重⼤
事故時に想定される変
動範囲を監視可能とす
る。 

廃ガス洗
浄塔⼊⼝

圧⼒ 

-3.5〜
3kPA 

-3.5〜0kPA 常設 

廃ガス洗浄塔の状態を
把握するため，重⼤事故
時に想定される変動範
囲を監視可能とする。 

 

 
表 4-1 計測装置の計測範囲（工場等外への放射性物質等の放出を抑

制するための設備に必要な計測制御設備）(11/12) 

名称 計測範囲 

重⼤事故時
における 

プロセスの
変動範囲 

重⼤
事故
等対
処設
備の
分類 

計測範囲の設定に関する
考え⽅ 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(149／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

放⽔砲流
量 

0〜
1800m3/h 

0〜
900m3/h 

可搬
型 

可搬型放⽔砲の放⽔量を
監視するため，重⼤事故
に想定される変動範囲を
監視可能とする。 

放⽔砲圧
⼒ 

0〜
1.6MPA 

0〜1.2MPA 
可搬
型 

放⽔時の圧⼒を監視する
ため，重⼤事故に想定さ
れる変動範囲を監視可能
とする。 

燃料貯蔵
プール等
空間線量

率 

1E-1〜
1E+6 

μSv/h 
5E+1〜
7.3E+8 
μSv/h 

可搬
型 

燃料貯蔵プール等の線量
率を監視するため，重⼤
事故時に想定される変動
範囲を監視可能とする。
〔携⾏型〕 

1E+3〜
1E+9 

μSv/h 

可搬
型 

燃料貯蔵プール等の線量
率を監視するため，重⼤
事故時に想定される変動
範囲を監視可能とする。
〔パラメータ伝送型〕 

燃料貯蔵
プール等
状態(監視
カメラ) 

− − 
可搬
型 

燃料貯蔵プール等の状態
を監視可能とする。 

建屋内線
量率 

1E+0〜
3E+5 

μSv/h 

2.5E+5〜
3E+5 

μSv/h 

可搬
型 

建屋内の線量率を監視す
るため，重⼤事故時に想
定される変動範囲を監視
可能とする。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(150／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

表 4-1 計測装置の計測範囲（重大事故等への対処に必要とな

る水の供給設備に必要な計測制御設備）(12/12) 

名称 
計測範

囲 

重⼤事故時
における 

プロセスの
変動範囲 

重⼤
事故
等対
処設
備の
分類 

計測範囲の設定に関する
考え⽅ 

貯⽔槽⽔位 

0〜10m 

0〜
6750mm 

可搬
型 

貯⽔槽の⽔位を監視する
ため，重⼤事故時に想定
される変動範囲を監視可
能とする。〔携⾏型〕 

300〜
7500mm 

可搬
型 

貯⽔槽の⽔位を監視する
ため，重⼤事故時に想定
される変動範囲を監視可
能とする。〔パラメータ
伝送型〕 

第1 貯⽔槽
給⽔流量 

0〜
1800m3/

h 

0〜
900m3/h 

可搬
型 

⼤型移送ポンプ⾞から吐
出流量を監視するため，
重⼤事故に想定される変
動 範 囲 を 監 視 可 能 と す
る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙 4-1 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(151／151) 
発電炉 再処理施設 備考 

5.乾電池又は充電池による計測制御設備への給電に関して 

主要パラメータを計測するために必要な設備のうち可搬型

重要計器及び可搬型重要代替計器の電源は，重大事故等が発

生した場合において，乾電池，充電池，計測制御装置の情報

把握計装設備可搬型発電機，代替電源設備のうち前処理建屋

可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋

可搬型発電機から給電する設計とする。前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋の可搬型重要計器及び可搬型重要代

替計器には，各建屋の可搬型発電機から計測制御装置の前処

理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，

精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置を介して給電する設計とする。 

再処理固有の計測制御設

備による違いのため、新

たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

318



 

令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

別紙４－２ 
 

 

 

使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び

漏えいを監視する装置の構成に関す

る説明書並びに計測範囲及び警報動

作範囲に関する説明書  
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別紙４-2 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(1／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

1.概要 

 本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第 34 条

及び第 47 条並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規則の解釈（以下「解釈」とい

う。）」に関わる核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使

用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構

成，計測範囲，警報動作範囲について説明するとともに，技

術基準規則第 69 条及び第 73 条並びにその解釈に関わる核

燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽

の温度及び水位を監視する装置の構成，計測範囲について説

明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.概要 

本資料は，「再処理施設の技術基準に関する規則」第 42 条

及び第 47 条に関わる核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の

うち使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装

置の構成，計測範囲，警報動作範囲について説明するもので

ある。 

 
 

 

 

 

 

技術基準規則の違いによるた

め、新たな論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章⽴ての違いによる記載位置の違いによる差異   

⼆重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 

【凡例】 
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別紙４-2 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(2／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

併せて技術基準規則第 34 条及びその解釈に関わる使用済

燃料貯蔵槽の温度，水位の計測結果の記録の保存及び外部電

源が喪失した場合の計測についても説明するとともに，技術

基準規則第 69 条及びその解釈に関わる核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監

視する装置の交流又は直流電源が必要な場合の代替電源設備

からの給電及び使用済燃料プールの状態を監視するカメラの

構成，構造及び取付箇所についても説明する。 

なお，使用済燃料貯蔵槽の漏えいを監視する装置に関して

は，要求事項の変更がないため，今回の申請において変更は

行わない。 

 

今回は，核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち，設計

基準対象施設に関する使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監

視する装置の構成，計測範囲，警報動作範囲，計測結果の記

録の保存及び外部電源が喪失した場合の計測，重大事故等対

処設備に関する使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する

装置の構成，計測範囲，計測結果の記録及び代替電源設備か

らの給電並びに使用済燃料プールの状態を監視するカメラの

構成，構造及び取付箇所について説明する。 

 

2.基本方針 

 

2.1 設計基準対象施設に関する使用済燃料プール温度及び使

用済燃料プール水位の計測 

 

 

技術基準規則第 34 条「計測装置」及びその解釈の要求事

項に基づき，使用済燃料貯蔵槽の温度，水位の監視に必要な

設備として，使用済燃料プール温度，使用済燃料プール水位

及び使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）を設け，使用

済燃料プールの水温の著しい上昇又は水位の著しい低下が計

測可能な設計とし，計測結果は指示又は表示し，記録計又は

併せて技術基準規則第 47 条に関わる使用済燃料貯蔵槽の

温度，水位の計測結果の記録の保存及び外部電源が喪失した

場合の計測についても説明するとともに，技術基準規則第 47

条に関わる核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済

燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の交流又は直流電

源が必要な場合の代替電源設備からの給電及び燃料貯蔵プー

ル等の状態を監視するカメラ及び冷却装置の構成についても

説明する。 

なお，技術基準規則第 20 条に関わる計測装置としてのみ使

用する計測装置の構成及び計測範囲に関しては，要求事項に

変更がないため，変更は行わない。 

 
今回は，第 47 条に関わる使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位

を監視する装置の構成，計測範囲，計測結果の記録及び代替
電源設備からの給電（充電池及び乾電池含む）並びに燃料貯
蔵プール等の状態を監視するカメラ及び冷却装置の構成につ
いて説明する。 

 

 

 

 

2.基本方針 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

技術基準規則の違いによる

ため、新たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

章立ての違いによる差異の

ため、新たな論点が生じる

ものではない。 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙４-2 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(3／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

プロセス計算機から出力される帳票にて継続的に記録し，帳

票は保存できる設計とする。また，外部電源が喪失した場合

でも，非常用所内電源からの電源供給によりこれらを計測す

ることができる設計とする。 

技術基準規則第 47 条「警報装置等」及びその解釈の要求

事項に基づき，使用済燃料プールの水温の著しい上昇又は水

位の著しい低下を確実に検知し，自動的に警報を発信する装

置を設け，使用済燃料プール温度，使用済燃料プール水位及

び使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）の計測値が警報

設定値に達した場合には，中央制御室に警報を発信する設計

とする。 

 

2.2 重大事故等対処設備に関する使用済燃料プール温度及び

使用済燃料プール水位等の計測 

 

 

技術基準規則第 69 条「使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため

の設備」及びその解釈に基づき，燃料貯蔵設備に係る重大事

故等時（注）に使用済燃料プールの監視に必要な設備として，

使用済燃料プール温度（ＳＡ），使用済燃料プール水位・温度

（ＳＡ広域）及び使用済燃料プール監視カメラを設け，燃料

貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲

にわたり計測可能な設計とするとともに，使用済燃料プール

温度（ＳＡ），使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）の計

測結果は中央制御室に指示し，記録及び保存できる設計とす

る。 

使用済燃料プール監視カメラは，使用済燃料プールの状態

が確認できるよう高所に設置し，燃料貯蔵設備に係る重大事

故等時において，使用済燃料プールの状態を中央制御室で監

視できる設計とする。また，照明がない場合や蒸気雰囲気下

においても使用済燃料プールの状態が監視できるよう赤外線

の機能を有する設計とする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

技術基準規則第 42 条「使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための

設備」に基づき，燃料貯蔵設備に係る重大事故等時に燃料貯

蔵プール等の監視に必要な設備として，可搬型燃料貯蔵プー

ル等温度計，可搬型燃料貯蔵プール等水位計及び可搬型燃料

貯蔵プール等状態監視カメラを設け，燃料貯蔵設備に係る重

大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり計測可能

な設計とするとともに，可搬型燃料貯蔵プール等温度計，可

搬型燃料貯蔵プール等水位計の計測結果は使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の制御室に指示し，記録及び保存できる設計と

する。 

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラは，燃料貯蔵プー

ル等の状態が確認できるような高さに設置し，燃料貯蔵設備

に係る重大事故等時において，燃料貯蔵プール等の状態を使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室で監視できる設計とする。

また，照明がない場合や蒸気雰囲気下においても燃料貯蔵プ

ール等の状態が監視できるよう赤外線の機能を有する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

章立ての違いによる差異の

ため、新たな論点が生じる

ものではない。 

 

発電炉または再処理施設固

有の設備であり，新たな論

点が生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

発電炉または再処理施設固

有の設備であり，新たな論

点が生じるものではない。 
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別紙４-2 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(4／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

これらの計測装置及びカメラは，交流又は直流電源が必要

な場合に代替電源設備から給電できる設計とする。 

 

（注）燃料貯蔵設備に係る重大事故等は以下のとおり 

 a. 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び

設備の基準に関する規則の解釈」第 37 条 3-1（a）及

び（b）で定義する想定事故 1（使用済燃料プールの冷

却機能又は注水機能が喪失することにより，使用済燃

料プール内の水の温度が上昇し，蒸発により水位が低

下する事故）及び想定事故 2（サイフォン現象等によ

り使用済燃料プール内の水の小規模な喪失が発生し，

使用済燃料プールの水位が低下する事故）において想

定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下 

b. 使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他要因に

より当該使用済燃料貯蔵槽内の水位が異常に低下した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの計測装置及びカメラは，交流又は直流電源が必要

な場合に代替電源設備から給電できる設計とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計測制御設備の

可搬型重要計器のうち，可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エ

アパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プ

ール等空間線量率計（線量率計）は，崩壊熱による使用済燃料

貯蔵槽の水の温度上昇及び沸騰による使用済燃料貯蔵槽周辺

の温度及び湿度の上昇を考慮し，これらの影響を受けない使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋外の近傍において監視可能な設計

とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋外の近傍において監視するた

めの設備として，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，可搬型

計測ユニット，可搬型監視ユニット及び電気設備の使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を配備する。また，

可搬型計測ユニット用空気圧縮機は，可搬型燃料貯蔵プール

等水位計（エアパージ式）の計測に必要な圧縮空気を供給す

るための設備である。 

可搬型計測ユニットは，可搬型計測ユニット用空気圧縮機

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設固有の設計上の

考慮であり、新たな論点が

生じるものでない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(5／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の構成 

 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の検出

器から計測結果の指示又は表示，記録及び警報装置に至るシ

ステム構成を「3.1  使用済燃料プール温度及び使用済燃料

プール水位等を計測する装置」に示す。 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の使用済燃料貯

及び電気設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機から供給された電気及び圧縮空気を，可搬型監視ユニ

ットに分配する機能を有する設備である。 

可搬型監視ユニットは，可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エ

アパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プ

ール等空間線量率計（線量率計）で計測した指示値の監視機

能を有する設備である。 

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵
プール等空間線量率計（線量率計）は，計測方式の特徴として
検出器本体を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置すること
から，当該建屋内の温度，湿度の影響から保護するため，当該
検出器に冷却空気を供給可能な設計とするとともに，冷却空
気の製造，供給機能を有する設備として可搬型空冷ユニット
を配備する設計とする。 

可搬型空冷ユニットにて製造した冷却空気は，当該ユニッ
トから検出器に供給する構成とする。 

可搬型空冷ユニットの動作に必要な電源及び冷却空気源の

圧縮空気は，電気設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機，可搬型計測ユニット用空気圧縮機から可搬

型計測ユニットを介して供給する設計とする。 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機への燃料の補給は，補機

駆動用燃料補給設備の軽油貯蔵タンクローリから燃料を補給

可能な設計とする。 

けん引車への燃料の補給は，補機駆動用燃料補給設備の軽
油貯槽から燃料を補給可能な設計とする。 
 
 

3.使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の構成 
使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の検出

器から計測結果の指示又は表示，記録及び警報装置に至るシ

ステム構成を「3.1  使用済燃料プール温度及び使用済燃料

プール水位等を計測する装置の構成」に示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(6／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の計測結果の指示又は

表示，記録及び保存については，「3.2  使用済燃料貯蔵槽の

温度及び水位を監視する装置の計測結果の記録及び保存」に

示す。 

また，設計基準対象施設の外部電源が喪失した場合の非常

用所内電源からの電源供給及び重大事故等対処設備の交流又

は直流電源が必要な場合の代替電源設備からの電源供給につ

いて「3.3  使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装

置の電源構成」に示す。 

 

 

 

3.1 使用済燃料プール温度及び使用済燃料プール水位等を計

測する装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)使用済燃料プール温度 

使用済燃料プール温度の検出信号は，熱電対にて発生した

起電力を，演算装置にて温度信号へ変換する処理を行った後，

使用済燃料プール温度を中央制御室に指示し，記録及び保存

する。記録及び保存について「3.2  使用済燃料貯蔵槽の温

度及び水位を監視する装置の計測結果の記録及び保存」に示

す。 

また，検出信号が警報設定値に達した場合には，中央制御

室に音とともに警報表示を行う。（「図 3.1-1  使用済燃料プ

ール温度の概略構成図」参照。） 

 
 
 
 

また，重大事故等対処設備の交流又は直流電源が必要な場
合の代替電源設備からの電源供給について「3.3  使用済燃
料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の電源構成」に示す。 

 

 
 

 
 

3.1 燃料貯蔵プール等温度及び燃料貯蔵プール等水位を計測

する装置の構成 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 第 47 条に関わる計測装置の構成 

3.1.2.1 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計測制御
設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

章立ての違いによる差異の

ため、新たな論点が生じる

ものではない。 

 

再処理施設には常設は無い

ため，発電炉固有の設備で

あり，新たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(7／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

外部電源が使用できない場合においても，非常用所内電源

から 120/240 V 計装用主母線盤 2A 及び 120/240 V 計装用

主母線盤を介した電源供給により，使用済燃料プールの温度

を計測することができる。電源供給について「3.3  使用済

燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成」に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.1-1 使用済燃料プール温度の概略構成図 

 

 

 

(2)使用済燃料プール水位 

 使用済燃料プール水位は，浮力式水位検出器及びフロート

式検出器で計測され，使用済燃料プール水位が警報設定値に

達した場合には，中央制御室に音とともに警報表示を行い，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(8／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

記録及び保存する。記録及び保存について「3.2  使用済燃

料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結果の記録及

び保存」に示す。（「図 3.1-2  使用済燃料プール水位（浮力

式水位検出器及びフロート式検出器）の概略構成図」参照。） 

また，外部電源が使用できない場合においても，非常用所

内電源から 120/240 V 計装用主母線盤を介した電源供給に

より，使用済燃料プールの水位を計測することができる。電

源供給について「3.3  使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等

を監視する装置の電源構成」に示す。 

 

 

 

 

 

 
図 3.1-2 使用済燃料プール水位（浮力式水位検出器及びフ

ロート式検出器）の概略構成図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉 再処理施設 備考 

(3)使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）の検出信号は，熱電対にて

発生した起電力を，演算装置にて温度信号へ変換する処理を

行った後，使用済燃料プール温度（ＳＡ）を中央制御室に指

示し，記録及び保存する。 

記録及び保存について「3.2  使用済燃料貯蔵槽の温度及

び水位を監視する装置の計測結果の記録及び保存」に示す。

（「図 3.1-3  使用済燃料プール温度（ＳＡ）の概略構成図」

参照。） 

直流電源が必要な場合，常設代替直流電源設備である緊急

用 125 V 系蓄電池又は可搬型代替直流電源設備である可搬

型代替低圧電源車及び可搬型整流器から緊急用直流 125 V 

主母線盤を介して供給する。電源供給について「3.3  使用

済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成」

に示す。 

 

 
図 3.1-3 使用済燃料プール温度（ＳＡ）の概略構成図 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉 再処理施設 備考 

 

(4)使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

使用済燃料プール水位（ＳＡ広域）は，ガイドパルス式水

位検出器から反射したパルス信号を検出するまでの時間を演

算装置にて測定し水位信号へ変換する処理を行った後，中央

制御室に指示し，記録及び保存する。 

 使用済燃料プール温度（ＳＡ広域）は，測温抵抗体の抵抗

値を演算装置にて温度信号へ変換する処理を行った後，中央

制御室に指示し，記録及び保存する。 

また，中央制御室の演算装置にて警報設定値との比較を行

い，使用済燃料プール水位または温度が警報設定値に達した

場合には，中央制御室に音とともに警報表示を行う。（「図

3.1-4  使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）の概略構

成図」参照。） 

記録及び保存について「3.2  使用済燃料貯蔵槽の温度及

び水位を監視する装置の計測結果の記録及び保存」に示す。 

外部電源が使用できない場合においても，非常用所内電源

から非常用無停電電源装置 B を介して供給することによ

り，使用済燃料プールの水位を計測することができる。ま

た，直流電源が必要な場合，常設代替直流電源設備である緊

急用 125 V 系蓄電池又は可搬型代替直流電源設備である可

搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器から緊急用無停電電源

装置を介して供給する。電源供給について「3.3  使用済燃

料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成」に示

す。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(11／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
図 3.1-4 使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）の概略

構成図 

 

 

(5)使用済燃料プール監視カメラ 

 

a.使用済燃料プール監視カメラ 

 使用済燃料プール監視カメラは，使用済燃料プールの状態

が確認できるよう高所に設置し，燃料貯蔵設備に係る重大事

故等時において，使用済燃料プールの状態を監視できる設計

とする。また，照明がない場合や蒸気雰囲気下においても使

用済燃料プールの状態が監視できるよう赤外線の機能を有す

る設計とする。 

 使用済燃料プール監視カメラの映像信号は，制御ユニット

を介し，中央制御室の監視モニタに表示する。（「図 3.1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(12／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

使用済燃料プール監視カメラの概略構成図」参照。） 

 直流電源が必要な場合，常設代替直流電源設備である緊急

用 125V 系蓄電池又は可搬型代替直流電源設備である可搬型

代替低圧電源車及び可搬型整流器から緊急用無停電電源装置

を介して供給する。電源供給について「3.3 使用済燃料貯

蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成」に示す。 

 使用済燃料プール監視カメラの構造並びに取付箇所を「図

3.1-6 使用済燃料プール監視カメラの構造図」及び「図

3.1-9 使用済燃料プール監視カメラ及び使用済燃料プール

監視カメラ用空冷装置の取付箇所を明示した図面」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.1-5 使用済燃料プール監視カメラの概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(13／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
図 3.1-6 使用済燃料プール監視カメラの構造図 

 

 

 

b.使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置 

 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，空気圧縮機，

除湿器，冷却器及び空気供給弁で構成し，燃料貯蔵設備に係

る重大事故時に使用済燃料プール監視カメラの耐環境性向上

用の空気を供給する。使用済燃料プール監視カメラの冷却に

必要な空気を起動操作のみで確保できる設計とする。（「図

3.1-7 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の概略構成

図」参照。） 

 交流電源が必要な場合，常設代替交流電源設備である常設

代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型

代替低圧電源車から緊急用計装交流主母線盤を介して供給す

る。電源供給について「3.3 使用済燃料貯蔵槽の温度及び

水位等を監視する装置の電源構成」に示す。 

 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の構造並びに取付

箇所を「図 3.1-8 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置

（空気圧縮機，除湿器，冷却器）の構造図」，「図 3.1-9 使

用済燃料プール監視カメラ及び使用済燃料プール監視カメラ

用空冷装置の取付箇所を明示した図面」及び「図 3.1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙４-2 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(14／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の取付箇所を明示し

た図面」に示す。 

 

 
図 3.1-7 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の概略構

成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙４-2 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(15／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
図 3.1-8 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置（空気圧

縮機，除湿器，冷却器）の構造図 

 

 
図 3.1-9 使用済燃料プール監視カメラ及び使用済燃料プー

ル監視カメラ用空冷装置の取付箇所を明示した図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の考慮

であり（検出器の取付箇所

明示すること）、新たな論点

が生じるものではない。 
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別紙４-2 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(16／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
図 3.1-10 使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の取付

箇所を明示した図面 

 

 

可搬型無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) 可搬型重要計器 

可搬型重要計器は，重大事故等対処設備の機能を有してお

り，重大事故等時が発生し，計測に必要な計器電源が喪失し

た場合に，当該重大事故等の対処に必要なパラメータのうち

表 3.1.9-1 に示すパラメータを計測する計器について，重大

事故等対応要員が可搬型重要計器を検出元に接続する。重大

事故等対応要員は可搬型重要計器からの温度，水位及び流量

を中央制御室及び緊急時対策建屋情報把握設備に指示し、記

録及び保存する。記録及び保存については，「3.2 使用済燃料

貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結果の記録及び

保存」に示す。（「図 3.1.2.1-1 可搬型重要計器の概略構成図」，

「図 3.1.2.1-2 検出器の構造図（可搬型重要計器）」，「表

3.1.2.1-1～表 3.1.2.1-7 可搬型重要計器の測定対象パラメ

ータ」,「図 3.1.2.1-3～3.1.2.1-14 可搬型重要計器の構造図・

構成図」参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の考慮

であり（検出器の取付箇所

明示すること）、新たな論点

が生じるものではない。 

 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 
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別紙４-2 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(17／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

可搬型無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重要計器は，乾電池，充電池又は電気設備の使用済
燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から可搬型計測
ユニットを介して給電する。電源供給について「3.3  使用
済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成」
に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.2.1-1 可搬型重要計器の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3.1.2.1-2 検出器の構成図（可搬型重要計器） 

 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検出元

指　示

可搬型計測器

内は可搬の範囲を示す。
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別紙４-2 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(18／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

可搬型無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（2）燃料貯蔵プール等水温 

 
表 3.1.2.1-1 燃料貯蔵プール等水温の測定対象パラメータ 
建屋名 対処する

計測制御

設備 

測定対象 

使用済

燃料受

入れ・

貯蔵建

屋 

可搬型燃

料貯蔵 

プール等

温度計 

・燃料貯蔵プール(BWR

燃料用) 

・燃料貯蔵プール(PWR

燃料用) 

・ 燃 料 貯 蔵 プ ー ル

(BWR/PWR 燃料用) 

・燃料送出しピ

ット 

・燃料仮置きピ

ットＡ 

・燃料仮置きピ

ットＢ 

 
(3)燃料貯蔵プール等水位 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 3.1.2.1-3  可搬型水位計（メジャー）構造図 

 

 

 
 
 
 
 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 
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別紙４-2 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(19／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3.1.2.1-4  可搬型水位計（電波式）構造図 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

図 3.1.2.1-5  可搬型水位計（超音波式）構造図 

 
 
 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 
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別紙４-2 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(20／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 3.1.2.1-6  可搬型水位計（エアパージ式）構造図 

 
 
 

 

表 3.1.2.1-2 燃料貯蔵プール等水位の測定対象パラメータ 
建屋名 対処する

計測制御

設備 

測定対象 

使用済

燃料受

入れ・

貯蔵建

屋 

可搬型燃

料貯蔵 

プール等

水位計 

・燃料貯蔵プール(BWR

燃料用) 

・燃料貯蔵プール(PWR

燃料用) 

・ 燃 料 貯 蔵 プ ー ル

(BWR/PWR 燃料用) 

・燃料送出しピ

ット 

・燃料仮置きピ

ットＡ 

・燃料仮置きピ

ットＢ 

 
 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339



別紙４-2 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(21／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

可搬型無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(4) 代替注水設備流量 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3.1.2.1-7  可搬型電磁流量計構造図 

 
 
 

表 3.1.2.1-3 代替注水設備流量の測定対象パラメータ 
建屋名 対処する計測制

御設備 

測定対象 

使用済燃

料 受 入

れ・貯蔵

建屋 

可搬型代替注水

設備流量計 
― 

 
 
 
 
 
 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 
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別紙４-2 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(22／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

可搬型無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
(5) スプレイ設備流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3.1.2.1-8  可搬型電磁流量計構造図 

 
 
 

表 3.1.2.1-4 スプレイ設備流量の測定対象パラメータ 
建屋名 対処する計測制

御設備 

測定対象 

使用済燃

料 受 入

れ・貯蔵

建屋 

可搬型スプレイ

設備流量計 
― 

 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 
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別紙４-2 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(23／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

可搬型無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 燃料貯蔵プール等空間線量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
図 3.1.2.1-9  可搬型放射線レベル計 半導体検出器構造

図 

 
 
 
 
 

 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 
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別紙４-2 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(24／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.2.1-5 燃料貯蔵プール等空間線量の測定対象パラメ

ータ 
建屋名 対処する計測制

御設備 

測定対象 

使用済燃

料 受 入

れ・貯蔵

建屋 

可搬型燃料貯蔵

プール等空間線

量率計 

・燃料貯蔵プール等 

 
 
(7) 燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ） 

a. 可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ 

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラは，燃料貯蔵プール

等の状態が確認できるような高さに設置し，燃料貯蔵設備に

係る重大事故等時において，燃料貯蔵プール等の状態を監視

できる設計とする。また，照明がない場合や蒸気雰囲気下に

おいても燃料貯蔵プール等の状態が監視できるよう赤外線の

機能を有する設計とする。 

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの映像信号は，情報

把握計装設備用屋内伝送系統を介し，可搬型監視ユニットの

監視モニタに表示する。（「図 3.1.2.1-10 可搬型燃料貯蔵プ

ール等状態監視カメラの概略構成図」参照。） 

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラは，電気設備の使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から可搬型計

測ユニットを介して給電する。電源供給について「3.3 使

用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構

成」に示す。 

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの構造を「図

3.1.2.1-11 可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの構造

図」に示す。 

 
 
 
 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(25／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1.2.1-10 可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの

概略構成図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(26／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図 3.1.2.1-11 可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ

の概略構成図 

 
 
 

 
 
 

表 3.1.2.1-6 燃料貯蔵プール等状態監視カメラの測定対象

パラメータ 
建屋名 対処する計測制

御設備 

測定対象 

使用済燃

料 受 入

れ・貯蔵

建屋 

可搬型燃料貯蔵

プール等状態監

視カメラ 

・燃料貯蔵プール等 

 
 
 
表 3.1.2.1-7 燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）の測定

対象パラメータ 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(27／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋名 対処する計

測制御設備 

測定対象 

使用済

燃料受

入れ・ 

貯蔵建

屋 

可搬型燃料

貯蔵プール

等状態監視

カメラ 

・燃料貯蔵プール等 

燃料貯蔵プ

ール等状態

監視カメラ 

燃料仮置きピット A/燃

料取出しピット A 

燃料仮置きピット B/

燃料取出しピット B 

燃 料 貯 蔵

プール 

（BWR 燃料

用） 

燃料貯蔵

プ ー ル

（PWR 燃

料用） 

燃 料 貯 蔵

プ ー ル

（BWR 及び

PWR 燃 料

用） 

燃料送

出しエ

リア監

視用カ

メラ 

 
 

b. 可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用空冷装置 

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用空冷装置は，空気

圧縮機，冷却器及び空気供給弁で構成し，燃料貯蔵設備に係

る重大事故時に可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの耐

環境性向上用の空気を供給する。可搬型燃料貯蔵プール等状

態監視カメラの冷却に必要な空気を起動操作のみで確保でき

る設計とする。（「図 3.1.2.1-12 可搬型燃料貯蔵プール等状

態監視カメラ用空冷装置の概略構成図」参照。） 

可搬型空冷ユニットにて製造した冷却空気は，当該ユニット

から検出器に供給する構成とする。 

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用空冷装置の電源及

び冷却空気源の圧縮空気は，電気設備の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型計測ユニット用空気

圧縮機から可搬型計測ユニットを介して給電する。電源供給

について「3.3 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視

する装置の電源構成」に示す。 

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用空冷装置の構造を

「図 3.1.2.1-13 可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用

空冷装置の構造図」に示す。 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(28／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用空冷装置を用いた

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの耐環境性向上につ

いては，添付書類「Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重

大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関

する説明書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.1.2.1-12 可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用空

冷装置の概略構成図 

 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(29／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.1.2.1-13 可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ

用空冷装置の概略構造図 

 

 

c. 可搬型監視・計測ユニット及び可搬型計測ユニット用空

気圧縮機 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋外の近傍において監視するた

めの設備として，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，可搬型

計測ユニット，可搬型監視ユニット及び電気設備の使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を配備する。可搬

型計測ユニット用空気圧縮機は，可搬型燃料貯蔵プール等水

位計（エアパージ式）の計測に必要な圧縮空気を供給するた

めの設備である。 

可搬型計測ユニットは，可搬型計測ユニット用空気圧縮機

及び電気設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機から供給された電気及び圧縮空気を，可搬型監視ユニ

ットに分配する機能を有する設備である。 

可搬型監視ユニットは，可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エ

アパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プ

ール等空間線量率計（線量率計）で計測した指示値の監視機

能を有する設備である。 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(30／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機への燃料の補給は，補機

駆動用燃料補給設備の軽油貯蔵タンクローリから燃料を補給

可能な設計とする。 

 

d. けん引車 

けん引車は，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，

可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，及

び電気設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機を設置場所までけん引可能な設計とする。 

 

 

けん引車への燃料の補給は，「9.14 補機駆動用燃料補給

設備」の軽油貯槽から燃料を補給可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(31／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

3.2 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測

結果の記録及び保存 

 

3.2.1 計測結果の指示又は表示 

 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結

果は，中央制御室に指示又は表示し，記録できる設計とする。

計測結果の指示又は表示場所及び記録場所を「表 3.2.1-1  

使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結果

の指示又は表示場所及び記録場所」に示す。 

 

 

3.2.2 設計基準対象施設に関する計測結果の記録及び保存 

 技術基準規則第 34 条第 4 項に関わる計測をする装置にあ

っては，計測結果を記録し，及びこれを保存することができ

る設計とする。使用済燃料プール水位及び使用済燃料プール

水位（ＳＡ広域）の計測結果はプロセス計算機からの記録を

帳票として出力し保存できる設計とする。記録を保存する計

測項目と計測装置等を「表 3.2.2-1  記録を保存する計測

項目と計測装置等」に示す。 

 

 

3.2.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録及び保存 

 

 

 使用済燃料プール温度（ＳＡ）及び使用済燃料プール水位・

温度（ＳＡ広域）の計測結果は中央制御室に指示し，緊急時

対策支援システム伝送装置で電磁的に記録，保存し，全交流

動力電源喪失時においても保存した記録が失われないように

するとともに，帳票に出力できる設計とする。また，プラン

ト状態の推移を把握するためにデータ収集周期は 1分とする

とともに，記録の保存容量は計測結果を取り出すことで継続

的なデータを得ることができるよう，14 日以上保存できる設

計とする。 

3.2 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測

結果の記録及び保存 

 

3.2.1 計測結果の指示又は表示 

使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結

果は使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室に指示又は表示し，

記録できる設計とする。計測結果の指示又は表示場所及び記

録場所を「表 3.2.1-1  使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を

監視する装置の計測結果の指示又は表示場所及び記録場所」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 計測結果の記録及び保存 

 

 

可搬型重大事故等対処設備における，表 3.2.1-1 温度及び

使用済燃料プール水位等の計測結果は使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋の制御室に指示し，制御建屋可搬型情報収集装置に電

磁的に記録，保存し，全交流動力電源喪失時においても保存

した記録が失われないようにするとともに，帳票に出力でき

る設計とする。また，プラント状態の推移を把握するために

データ収集周期は 1 分とするとともに，記録の保存容量は計

測結果を取り出すことで継続的なデータを得ることができる

よう，14 日以上保存できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

章立ての違いによる差異の

ため、新たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

発電炉または再処理施設固

有の設備であり，新たな論

点が生じるものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(32／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

表 3.2.1-1 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装

置の計測結果の指示又は表示場所及び記録場所 

 
 

 

 

表 3.2.2-1 記録を保存する計測項目と計測装置等 

 
 

 

 

 

技術基準規則第 34 条第 4 項に関わるその他の計測項目に

ついては，添付書類「Ⅴ-1-5-1  計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」及び

添付書類「Ⅴ-1-7-1  放射線管理用計測装置の構成に関する

説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」に

示す。 

 

 

 

 

 

表 3.2.1-1 計測装置の計測結果の指示又は表示場所及び記

録場所 

 
 

 

 

 

また，可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式及びメジ

ャー）は，計測結果を記録用紙に記録し，保存する。可搬型燃

料貯蔵プール等温度計（サーミスタ）は，温度指示の監視，又

は電流信号を計測した後，換算表を用いて温度に換算して監

視するとともに，記録用紙に記録し，保存する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(33／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

3.3 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電

源構成 

設計基準対象施設に関する使用済燃料プール温度，使用済

燃料プール水位及び使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広

域）は，外部電源が使用できない場合，非常用所内電源から

給電を行える設計とする。 

 

 

 

 また，重大事故等対処設備に関する使用済燃料プール温度

（ＳＡ），使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），及び使

用済燃料プール監視カメラは，直流電源が必要な場合，常設

代替直流電源設備である緊急用 125V 系蓄電池又は可搬型代

替直流電源設備である可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流

器から給電が可能な設計とする。使用済燃料プール監視カメ

ラ用空冷装置は，常設代替交流電源設備である常設代替高圧

電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧

電源車から給電が可能な設計とする。(「図 3.3-1  使用済

燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の概略電源系統

図（交流電源）」及び「図 3.3-2  使用済燃料貯蔵槽の温度

及び水位等を監視する装置の概略電源系統図（直流電源）」

参照。) 

 

3.3 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電

源構成 

可搬型燃料貯蔵プール等温度計，可搬型燃料貯蔵プール等

水位計，可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ及び可搬型

燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用空冷装置は，電気設備の

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から可搬

型計測ユニットを介して給電する設計とする。 (「図 3.3-1  

使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の概略電

源系統図」参照。) 

 

 

 
図 3.3-1  使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装

置の概略電源系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉または再処理施設固

有の設備であり，新たな論

点が生じるものではない。 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(34／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
図 3.3-1  使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する

装置の概略電源系統図（交流電源） 
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【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(35／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 
図 3.3-2  使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する

装置の概略電源系統図（直流電源） 

 

4. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測

範囲及び警報動作範囲 

 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範

囲及び警報動作範囲の設定に対する考え方について以下に示

す。 

 重大事故等対処設備については，燃料貯蔵設備に係る重大

事故等により変動する可能性のある範囲にわたり計測する設

計としていること及び技術基準規則の要求に該当しないこと

から警報装置を設けない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測

範囲及び警報動作範囲 

使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範

囲及び警報動作範囲の設定に対する考え方について以下に示

す。 

 重大事故等対処設備については，燃料貯蔵設備に係る重大

事故等により変動する可能性のある範囲にわたり計測する設

計としていること及び技術基準規則の要求に該当しないこと

から警報装置を設けない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1 計測装置の計測範囲（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため

に必要な計測制御設備） 

名称 計測範囲 

重大事故時

における 

プロセスの

変動範囲 

重大

事故

等対

処設

備の

分類 

計測範囲の設定に関する考

え方 

燃料貯蔵

プール等

水位（超

音波式） 

0～11.5m 

0～11.5m 

可搬

型 

燃料が冠水していることの

確認／燃料貯蔵プール等へ

の注水の開始・停止判断／

燃料貯蔵プール等への注水

の成否判断／対策の移行判

断／燃料貯蔵プール等の水

位監視のため，超音波式は

重大事故時に想定される変

動範囲を監視可能とする。 

なお，メジャーについては

重大事故等発生初期の水位

は基本的には左記計測範囲

（2ｍ）内で変動するこ

と，燃料貯蔵プールの水面

に揺らぎ等がなければ超音

波式を使用して計測するこ

とから，プロセス変動範囲

が計測範囲を上回っていて

も要求は満足する。〔携行

型〕 

燃料貯蔵

プール等

水位（メ

ジャー） 

0～2m 
可搬

型 

燃料貯蔵

プール等

水位（電

波式） 

0～11.5m 

可搬

型 

燃料が冠水していることの

確認／燃料貯蔵プール等へ

の注水の開始・停止判断／

燃料貯蔵プール等への注水

の成否判断／対策の移行判

断／燃料貯蔵プール等の水

位監視のため，重大事故時

に想定される変動範囲を監

視可能とする。〔パラメー

タ伝送型〕 

燃料貯蔵

プール等

水位（エ

アパージ

式） 

可搬

型 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 
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燃料貯蔵

プール等

水温（サ

ーミス

タ） 

0～100℃ 

25～100℃ 

可搬

型 

燃料貯蔵プール等の水温を

監視するため，重大事故時

に想定される変動範囲を監

視可能とする。〔携行型〕 

燃料貯蔵

プール等

水温（測

温抵抗

体） 

0～100℃ 
可搬

型 

燃料貯蔵プール等の水温を

監視するため，重大事故時

に想定される変動範囲を監

視可能とする。〔パラメー

タ伝送型〕 

代替注水

設備流量 
0～240m3/h 0～240m3/h 

可搬

型 

燃料貯蔵プール等への注水

量の確認／水供給が継続さ

れていることの監視のた

め，重大事故時に想定され

る変動範囲を監視可能とす

る。 

スプレイ

設備流量 
0～114m3/h 0～114m3/h 

可搬

型 

スプレイヘッダへの供給流

量の監視のため，重大事故

時に想定される変動範囲を

監視可能とする。 

燃料貯蔵

プール等 

空間線量

率※ 1 

1E-1～1E+6

μSv/h 

5E+1～

7.3E+8μ

Sv/h 

可搬

型 

燃料貯蔵プール等の線量率

を監視するため，重大事故

時に想定される変動範囲を

監視可能とする。 

〔携行型〕 

1E+3～1E+9

μSv/h 

燃料貯蔵プール等の線量率

を監視するため，重大事故

時に想定される変動範囲を

監視可能とする。 

〔パラメータ伝送型〕 

燃料貯蔵

プール等

状態 

(監視カメ

ラ) ※ 1 

－ － 
可搬

型 

燃料貯蔵プール等の状態を

監視可能とする。 
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発電炉 再処理施設 備考 

(1)使用済燃料プール温度 

 使用済燃料プール温度は，使用済燃料プール水中の熱電対

の温度変動による熱起電力の変動を検出することにより，温

度を連続的に計測する。 

 使用済燃料プール温度の計測範囲は，使用済燃料プール内

における冷却水の過熱状態を監視できるよう，0～100 ℃の

温度を計測可能とする。また，使用済燃料プール水位の水位

低警報設定（EL.46053 mm）を包絡する範囲で温度計測可能

な設置位置とする。(「図 4-1  使用済燃料プール温度の設

置図」参照。) 

警報動作範囲は，0～100 ℃の範囲で設定可能であり，検

出信号が警報設定値に達した場合には，中央制御室に音とと

もに警報表示を行う。温度高の警報動作温度以上の温度で

は，警報表示状態を継続する。 

 

 
図 4-1 使用済燃料プール温度の設置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(39／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

(2)使用済燃料プール水位 

 使用済燃料プール温度（ＳＡ）は，使用済燃料プール水中

の熱電対の温度変動による熱起電力の変動を検出することに

より，温度を連続的に計測する。 

 使用済燃料プール温度（ＳＡ）の計測範囲は，使用済燃料

プール内における冷却水の過熱状態を監視できるよう，0～

120℃の温度を計測できるものとする。また，想定事故 1及

び想定事故 2における水位が低下した場合の 低水位

（EL.45575mm）においても計測可能であり，燃料ラック上端

より 1000mm 下まで温度計測できる設置位置とする。(「図

4-3 使用済燃料プール温度（ＳＡ）の設置図」参照。) 

 

 
図 4-3 使用済燃料プール温度（ＳＡ）の設置図 

 

 

 

(4)使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

 使用済燃料プール水位（ＳＡ広域）は，ガイドパルス式水

位検出器から反射したパルス信号を検出するまでの時間を計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(40／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

測することにより，水位を連続的に計測する。 

 使用済燃料プール水位（ＳＡ広域）の計測範囲は，想定事

故 1，想定事故 2 及び使用済燃料プールの水位が異常に低下

する事故を考慮し，使用済燃料ラック底部近傍（EL.35077 

㎜）から使用済燃料プール上端近傍（EL.46577 ㎜）を計測

範囲とする。 

 警報動作は，EL.35077 ㎜～ EL.46577 ㎜の範囲で設定可

能であり，検出水位が警報設定値に達した場合には，中央制

御室に音とともに警報表示を行う。水位低の警報動作水位以

下の水位では，警報表示状態を継続する。（「図 4-4  使用

済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）の計測範囲及び警報動

作範囲」参照。） 

使用済燃料プール温度（ＳＡ広域）は，2 箇所の検出点を

持ち，使用済燃料プール水中の温度変動による測温抵抗体の

抵抗値の変動を検出することにより，温度を連続的に計測す

る。 

 使用済燃料プール温度（ＳＡ広域）の計測範囲は，使用済

燃料プール内における冷却水の過熱状態を監視できるよう，

0～120 ℃の温度を計測可能とする。また，想定事故 1 及び

想定事故 2 において想定する 低水位（EL.45575 mm）にお

いても温度計測できる設置位置とする。（「図 4-4  使用済

燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）の計測範囲及び警報動作

範囲」参照。） 

 警報動作範囲は，0～120 ℃の範囲で設定可能であり，検

出信号が警報設定値に達した場合には，中央制御室に音とと

もに警報表示を行う。温度高の警報動作温度以上の温度で

は，警報表示状態を継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書】(41／42) 
発電炉 再処理施設 備考 

 

 

図 4-4  使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）の計測

範囲及び警報動作範囲 

 

 

可搬型無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 可搬型燃料貯蔵プール等温度計 

可搬型燃料貯蔵プール等温度計は，2 箇所の検出点を持ち，

使用済燃料プール水中の温度変動による測温抵抗体の抵抗値

の変動を検出することにより，温度を連続的に計測する。 

可搬型燃料貯蔵プール等温度計の計測範囲は，燃料貯蔵プー

ル内における冷却水の温度状態を監視できるよう，0～

100 ℃の温度を計測可能とする。また，想定事故 1 及び想定

事故 2 において想定する水位においても温度計測できる設置

位置とする。 

 

(2) 可搬型燃料貯蔵プール等水位計 

可搬型燃料貯蔵プール等水位計は，ガイドパルス式水位検出

器から反射したパルス信号を検出するまでの時間を計測する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設備であり，

新たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 
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ことにより，水位を連続的に計測する。 

 可搬型燃料貯蔵プール等水位計の計測範囲は，想定事故

1，想定事故 2 及び使用済燃料プールの水位が異常に低下す

る事故を考慮し，使用済燃料ラック底部近傍から燃料貯蔵プ

ール上端近傍を計測範囲とする。 

 

 

 

 

再処理固有の計測制御設備

による違いのため、新たな

論点が生じるものではな

い。 
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別紙４－３ 
 

 

 

再処理施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生

した場合の情報把握に関する説明書 

本添付書類は，発電炉に対応する添付書類がないことから，

発電炉との比較を行わない。 
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1. 概要 

本資料は，「再処理施設の技術基準に関する規則」第47条に関わる計測制御系統施設 

において，技術基準規則第47条2項における再処理施設への故意による大型航空機の衝 

突その他のテロリズムが発生した場合においても必要な情報を把握できるための必要な 

措置について説明するものである。併せて，技術基準第47条3項に関わる共通要因によ 

って制御室と同時にその機能が損なわれないための措置について説明する。 

  また，添付書類「Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報

動作範囲に関する説明書」及び「Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えい

を監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明

書」に基づき，重大事故等対処時の監視パラメータの計測結果の記録及び保存に関する

設備のうち，計測制御装置における情報把握計装設備について，機能及び性能に関する

設計方針を明確にし，監視パラメータの記録及び保存するための構成について説明する

ものである。 

2. 基本方針 

2.1 再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合に 

おいても必要な情報を把握できるための必要な措置 

再処理施設は，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが

発生した場合において，中央制御室及び緊急時対策所で必要な情報を把握するため

に，重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する設備及

び再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合に

おいて必要な情報を把握し記録する設備を設置する設計とする。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，再処理施設への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合においても，当該事象に対処する

ために把握することが必要なパラメータとして計測する設計とする。 

2.2 共通要因による同時機能喪失を防止するための措置 

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する設備及び

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合にお

いて必要な情報を把握し記録する設備は，共通要因によって中央制御室と緊急時対策

所が同時に必要な情報を把握し記録する機能が損なわれない設計とする。 

2.3 重大事故等が発生した場合のパラメータ監視並びに記録における計測制御装置 

重大事故等が発生した場合，計測制御装置は，制御室において，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録できる設計とする。 

重大事故等が発生した場合において，制御室及び緊急時対策所において重大事故時

に監視することが必要なパラメータを監視、記録及び保存できるための設備として情

報把握計装設備を設置する。 
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3. 大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための

詳細設計 

3.1 監視パラメータ 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において必要な情

報として把握するパラメータは，「再処理事業指定申請書 添付書類八 5.2 大規

模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における

事項」に示す以下の項目に関する手順を整備するためのパラメータを網羅する設計と

している。 

・大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する

こと 

・大規模損壊発生時における燃料貯蔵プール等の水位を確保するための対策及び使用

済燃料の著しい損傷を緩和するための対策に関すること 

・大規模損壊発生時における放射性物質及び放射線の放出を低減するための対策に関

すること 

これらの活動は，「添付書類八 第5－1表 重大事故等対処における手順の概要

（2/15）」の臨界事故の拡大を防止するための手順等から「添付書類八 第5－1表 

重大事故等対処における手順の概要（10/15）」の電源の確保に関する手順等で示し

た重大事故等対策で整備する手順書及び重大事故等対処設備を活用することで当該活

動を行うことから，パラメータの選定においてはこれを網羅したパラメータ選定を行

う設計とする。 

このため，大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合に計測するパラメ

ータは，重大事故等対策で監視するパラメータとして設定する。 

重大事故等対策で監視するパラメータの詳細は，「Ⅵ-1-4-1計測装置の構成に関す

る説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」及び「Ⅵ-1-4-2 使用済

燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測

範囲及び警報動作範囲に関する説明書」に示す。 

 

3.2 設備構成 

3.2.1 計測制御設備 

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場

合においても必要な情報を把握する設備は，重大事故等の対処に監視することが

必要なパラメータを把握する計測装置を再処理施設への故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムが発生した場合において使用する設計とする。 

重大事故等の対処に監視することが必要なパラメータを把握する計測装置の詳

細は，「Ⅵ-1-4-1計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範

囲に関する説明書」及び「Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えい

365



 

 

3 

 

を監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する

説明書」に示す。 

 

3.2.2 必要な情報を把握し記録する設備 

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場

合において必要な情報を把握し記録する設備は，重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータを把握する設備，制御建屋に設置する計測制御装

置及び緊急時対策所に設置する緊急時対策建屋情報把握設備で構成する。 

計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤，情報把握計装設備で構成す

る。 

監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録するための設備であり，常設重大事故等

対処設備として位置付け，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監

視並びに記録する設計とする。 

情報把握計装設備は，外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録するための設備であり，

可搬型重大事故等対処設備として前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬

型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制

御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装

設備可搬型発電機を配備し，常設重大事故等対処設備として情報把握計装設備用

屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置を設置する設計とする。 

必要な情報を把握するための系統構成を図1に示す。 

  

3.3 同時機能喪失に対する健全性 

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の

必要な情報の把握及び記録は，重大事故等に対処するために監視することが必要なパ

ラメータを把握する設備，制御建屋に設置する計測制御装置の監視制御盤，安全系監

視制御盤及び情報把握計装設備，緊急時対策所に設置する緊急時対策建屋情報把握設

備のデータ収集装置，データ表示装置，情報収集装置及び情報表示装置が有する監視

及び記録機能を使用することで，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムが発生した場合においても必要な情報として把握するパラメータの把握
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及び記録が中央制御室及び緊急時対策所において可能な設計とする。 

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合に

おいても必要な情報を把握し記録する設備は，重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータを把握する設備及び制御建屋に設置する情報把握計装設備を

用いることにより，中央制御室及び緊急時対策所へ必要なパラメータへの伝送，監視

及び記録ができる。また，重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメ

ータを把握する設備，制御建屋に設置する計測制御装置を用いることにより，中央制

御室及び緊急時対策所へ必要なパラメータの伝送ができる。 

情報把握計装設備は，制御室及び緊急時対策所に同様の情報を伝送し，記録するこ

とにより，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる共通要因に対し

て，同時に必要な情報の把握及び記録機能が損なわれない設計とする。 

制御室及び緊急時対策所への伝送における記録先，伝送の根拠については第3.3-1

表に示す。 

 

 

第3.3-1表：制御室及び緊急時対策所へ伝送するパラメータ 

（1）臨界事故の拡大を防止するための設備に必要な計測制御設備 

重要監視パラ

メータ及び重

要代替監視パ

ラメータ 

重大事故等

対処設備の

分類 

制御室及び緊急

時対策所への伝

送 
記録先 伝送の根拠 

放射線レベル 

可搬型 

〇 

監視制御盤 
データ収集装

置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

常設 
監視制御盤 

データ収集装

置 

貯槽掃気圧縮

空気流量 
可搬型 × － 

設備の健全性確認時のみに

計測するパラメータであ

り，継続監視しないため伝

送しない。 

廃ガス貯留槽

圧力 
常設 〇 

監視制御盤 
データ収集装

置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 
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（2）冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備に必要な計測制御設備 

廃ガス貯留槽

入口流量 常設 〇 
監視制御盤 

データ収集装

置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

廃ガス貯留槽

放射線レベル 
常設 〇 

監視制御盤 
データ収集装

置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

溶解槽圧力 常設 〇 
監視制御盤 

データ収集装

置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

廃ガス洗浄塔

入口圧力 
常設 〇 

監視制御盤 
データ収集装

置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

重要監視パラ

メータ及び重

要代替監視パ

ラメータ 

重大事故等

対処設備の

分類 

制御室及び緊急

時対策所への伝

送 
記録先 伝送の根拠 

貯槽等温度 可搬型 〇 
可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 
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貯槽等液位 可搬型 〇 
可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

凝縮器出口排

気温度 
可搬型 〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

セル導出ユニ

ットフィルタ

差圧 
可搬型 〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

代替セル排気

系フィルタ差

圧 

可搬型 〇 
可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

凝縮水回収セ

ル液位 
可搬型 〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

凝縮水槽液位 可搬型 〇 
可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 
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膨張槽液位 可搬型 × － 

設備の健全性確認時のみに

計測するパラメータであ

り，継続監視しないため伝

送しない。 

内部ループ通

水圧力 

冷却コイル圧

力 

可搬型 × － 

設備の健全性確認時のみに

計測するパラメータであ

り，継続監視しないため伝

送しない。 

セル導出経路

圧力 
可搬型 〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

導出先セル圧

力 
可搬型 〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

漏えい液受皿

液位 
可搬型 × － 

設備の健全性確認時のみに

計測するパラメータであ

り，継続監視しないため伝

送しない。 

排水線量 可搬型 〇 
可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

凝縮器通水流

量 
可搬型 〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 
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（3）放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 

冷却コイル通

水流量 
可搬型 〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

内部ループ通

水流量 
可搬型 〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

貯槽等注水流

量 
可搬型 〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

建屋給水流量 可搬型 〇 
可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

重要監視パラ

メータ及び重

要代替監視パ

ラメータ 

重大事故等

対処設備の

分類 

制御室及び緊急

時対策所への伝

送 
記録先 伝送の根拠 

圧縮空気自動

供給貯槽圧力 
可搬型 〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 
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圧縮空気自動

供給ユニット

圧力 

可搬型 〇 
可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

機器圧縮空気

自動供給ユニ

ット圧力 

可搬型 〇 
可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

圧縮空気手動

供給ユニット

接続系統圧力 
可搬型 × － 

設備の健全性確認時のみに

計測するパラメータであ

り，継続監視しないため伝

送しない。 

貯槽掃気圧縮

空気流量 
可搬型 〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

水素掃気系統

圧縮空気の圧

力 

可搬型 〇 
可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

かくはん系統

圧縮空気圧力 
可搬型 〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

セル導出ユニ

ット流量 
可搬型 〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし
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て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

貯槽等水素濃

度 
可搬型 〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

セル導出ユニ

ットフィルタ

差圧 

可搬型 〇 
可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

代替セル排気

系フィルタ差

圧 

可搬型 〇 
可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

セル導出経路

圧力 
可搬型 〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

導出先セル圧

力 
可搬型 〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

貯槽等温度 可搬型 〇 
可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし
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（4）有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に必要な計測制御設備 

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

重要監視パラ

メータ及び重

要代替監視パ

ラメータ 

重大事故等

対処設備の

分類 

制御室及び緊急

時対策所への伝

送 
記録先 伝送の根拠 

プルトニウム

濃縮缶供給槽

液位 

常設 〇 
監視制御盤 

データ収集装

置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

プルトニウム

濃縮缶加上記

温度 
常設 〇 

監視制御盤 
データ収集装

置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

プルトニウム

濃縮缶圧力 
常設 〇 

監視制御盤 
データ収集装

置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

プルトニウム

濃縮缶気相部

温度 

常設 〇 
監視制御盤 

データ収集装

置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

プルトニウム

濃縮缶液相部

温度 

常設 〇 
監視制御盤 

データ収集装

置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策
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（5）使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に必要な計測制御設備 

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

廃ガス貯留槽

圧力 
常設 〇 

監視制御盤 
データ収集装

置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

廃ガス貯留槽

入口流量 
常設 〇 

監視制御盤 
データ収集装

置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

廃ガス洗浄塔

入口圧力 
常設 〇 

監視制御盤 
データ収集装

置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

重要監視パラ

メータ及び重

要代替監視パ

ラメータ 

重大事故等

対処設備の

分類 

制御室及び緊急

時対策所への伝

送 
記録先 伝送の根拠 

燃料貯蔵プー

ル等水位 

可搬型 
〔携行型〕 × － 

携行型の計器による確認の

ため伝送しない。伝送はパ

ラメータ伝送型の計器によ

り行う。 

可搬型 
〔パラメー

タ伝送型〕 
〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 
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燃料貯蔵プー

ル等水温 

可搬型 
〔携行型〕 × － 

携行型の計器による確認の

ため伝送しない。伝送はパ

ラメータ伝送型の計器によ

り行う。 

可搬型 
〔パラメー

タ伝送型〕 
〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

代替注水設備

流量 
可搬型 〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

スプレイ設備

流量 
可搬型 〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

燃料貯蔵プー

ル等空間線量

率 

可搬型 
〔携行型〕 × － 

携行型の計器による確認の

ため伝送しない。伝送はパ

ラメータ伝送型の計器によ

り行う。 

可搬型 
〔パラメー

タ伝送型〕 
〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 
燃料貯蔵プー

ル等状態 

（監視カメ

ラ） 

可搬型 × － 映像信号のため伝送しない 
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（6）工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備に必要な計測制御設備 

 

（7）重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に必要な計測制御設備 

重要監視パラ

メータ及び重

要代替監視パ

ラメータ 

重大事故等

対処設備の

分類 

制御室及び緊急

時対策所への伝

送 
記録先 伝送の根拠 

放水砲流量 可搬型 × － 
情報把握計装設備の接続が

放出抑制対策の柔軟性を損

なうことから伝送しない。 

放水砲圧力 可搬型 × － 
情報把握計装設備の接続が

放出抑制対策の柔軟性を損

なうことから伝送しない。 

燃料貯蔵プー

ル等空間線量

率 

可搬型 
〔パラメー

タ伝送型〕 
〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 
燃料貯蔵プー

ル等状態 

（監視カメ

ラ） 

可搬型 × － 映像信号のため伝送しない 

建屋内線量率 可搬型 〇 
可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

重要監視パラ

メータ及び重

要代替監視パ

ラメータ 

重大事故等

対処設備の

分類 

制御室及び緊急

時対策所への伝

送 
記録先 伝送の根拠 

貯水槽水位 
可搬型 

〔携行型〕 × － 

携行型の計器による確認の

ため伝送しない。伝送はパ

ラメータ伝送型の計器によ

り行う。 
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4. 情報把握計装設備の機能に係る詳細設計 

4.1 中央制御室の情報把握計装設備 

4.1.1 中央制御室 

重大事故等が発生した場合，中央制御室において計測制御設備の重要監視パラ

メータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録できる設備として計測制御

装置を設置又は配備する。 

計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る。 

中央制御室の情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処設備で

ある前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可

搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高

レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示

装置及び情報把握計装設備可搬型発電機で構成する。 

必要な情報を把握するための系統構成を第4-1図に示し，各設備の詳細設計方

針を4.1.2から4.1.6項に示す。 

4.1.2 情報把握計装設備用屋内伝送系統 

情報把握計装設備用屋内伝送系統は，添付書類「Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に

関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」の可搬型重要計

器及び可搬型重要代替計器にて計測した重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを，前処理建屋においては前処理建屋可搬型情報収集装置に，分離建屋

においては分離建屋可搬型情報収集装置に，精製建屋においては精製建屋可搬型

可搬型 
〔パラメー

タ伝送型〕 
〇 

可搬型情報収

集装置 
情報収集装置 

重大事故等の対策の実施判

断に用いるパラメータとし

て，制御室及び緊急時対策

所において把握する必要が

あるパラメータであるため

伝送する。 

第1貯水槽給水

流量 
可搬型 × － 

設備の健全性確認時のみに

計測するパラメータであ

り，継続監視しないため伝

送しない。 
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情報収集装置に，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋においてはウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置に，高レベル廃液ガラス固化建屋におい

ては高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置に伝送できる設計とする。 

また，これらの可搬型情報収集装置で収集した重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを建屋間伝送用無線装置に伝送できる設計とする。 

制御建屋に設置する情報把握計装設備用屋内伝送系統は，建屋間伝送用無線装

置から制御建屋可搬型情報収集装置に重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを伝送できる設計とする。 

4.1.3 建屋間伝送用無線装置 

建屋間伝送用無線装置は，前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置が収集し

た重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを制御建屋可搬型情報収集装

置及び緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置へ伝送できる設計とする。 

建屋間伝送用無線装置は，制御建屋可搬型情報収集装置及び緊急時対策建屋情

報把握設備の情報収集装置に対し，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを伝送することで，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる

共通要因に対して，同時に必要な情報の把握機能が損なわれることのない設計と

する。 

4.1.4 情報収集装置 

前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬

型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置及び第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置は，前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，

第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に設置した可搬型重要計器及び可搬型

重要代替計器にて計測した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを収

集できる設計とする。 

収集した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，建屋間伝送用無

線装置にて，制御建屋可搬型情報収集装置及び緊急時対策建屋情報把握設備の情

報収集装置に伝送できる設計とする。 

なお，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び第2保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置については，当該装置から制御建屋可搬型情報収集装置及び緊急時対

策建屋情報把握設備の情報収集装置へ伝送する機能を有する設計とする。 

制御建屋可搬型情報収集装置は，前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可

搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱
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硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置より伝送される重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを収集し，記

録できる設計とする。また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置よ

り伝送される重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータについても収集

し，記録できる設計とする。 

制御建屋可搬型情報収集装置にて収集した重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータは，電磁的に記録及び保存し，電源喪失により保存した記録が失わ

れないようにするとともに帳票として出力できる設計とする。また，記録に必要

な容量は，記録が必要な期間に亘って保存できる容量を有する設計とする。 

制御建屋可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置，緊急時対策建

屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表示装置は，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視及び記録することで，故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる共通要因に対して，同時に必要な情報の把握及び記録

機能が損なわれることのない設計とする。 

なお，中央制御室において情報把握計装設備が設置されるまでの重要監視パラ

メータ及び重要代替監視パラメータの監視及び記録は，実施組織要員が通信連絡

設備の重大事故等対処施設を用いて，所定の頻度（1時間30分）で中央制御室に

情報伝達し，監視するとともに記録用紙に記録する。 

4.1.5 表示装置 

制御建屋可搬型情報表示装置は，中央制御室に配備し，制御建屋可搬型情報収

集装置にて収集した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視でき

る設計とする。 

4.1.6 電源 

情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備可搬型発電機及び電気設備の前

処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型発電機で構成する。 

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬

型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機から，精製建屋可搬型情報収集装置及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置はウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から，制御建屋可搬型情報収集装

置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制御建屋可搬型発電機から，第1保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把握

計装設備可搬型発電機から給電する設計とする。 
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情報把握計装設備可搬型発電機への燃料の補給は，補機駆動用燃料補給設備の

軽油貯蔵タンクローリから燃料を補給可能な設計とする。 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，重大事故等対処設備の一部である

受電開閉設備等から給電する設計とする。 

情報把握計装設備の電源を第4-1表に示す。 

情報把握計装設備の電源系統図を第4-2図に示す。 

4.1.7 共用 

情報把握計装設備のうち，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。 

共用する第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加

工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮しても，共用によっ

て重大事故時の対処に影響を及ぼすことのない設計とする。 

4.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の情報把握計装設備 

4.2.1 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

重大事故等が発生した場合，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

おいて計測制御設備の重要監視パラメータを監視並びに記録できる設備として計

測制御装置を設置又は配備する。また，計測制御装置のうち，設計基準対象の施

設と兼用する設備は，重大事故等対処設備として位置付ける。 

計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の情報把握計装設備は，常設重

大事故等対処設備である情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線

装置，可搬型重大事故等対処設備である使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報

収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置で構成する。必要

な情報を把握するための系統構成を第4-1図に示し，各設備の詳細設計方針を

4.2.2から4.2.6項に示す。 

4.2.2 情報把握計装設備用屋内伝送系統 

情報把握計装設備用屋内伝送系統は，添付書類「Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の     

温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び 

警報動作範囲に関する説明書」の可搬型重要計器にて計測した使用済燃料受入れ・ 

貯蔵建屋の重要監視パラメータを，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装 

置に伝送できる設計とする。また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装 

置で収集した重要監視パラメータを建屋間伝送用無線装置に伝送できる設計とす 
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る。さらに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置で収集した重要監視 

パラメータを使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置に伝送できる設計 

とする。 

4.2.3 建屋間伝送用無線装置 

建屋間伝送用無線装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置が収   

集した重要監視パラメータを制御建屋可搬型情報収集装置及び緊急時対策建屋情

報把握設備へ伝送できる設計とする。 

建屋間伝送用無線装置は，制御建屋可搬型情報収集装置及び緊急時対策建屋情

報把握設備に対し，重要監視パラメータを伝送することで，故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる共通要因に対して，同時に必要な情報の把握機

能が損なわれることのない設計とする。 

4.2.4 情報収集装置 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵建   

屋の可搬型重要計器にて計測した重要監視パラメータを収集できる設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置にて収集した重要監視パラメ

ータは，建屋間伝送用無線装置を介し，制御建屋可搬型情報収集装置に伝送する設

計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵建   

屋での可搬型重要計器にて計測した重要監視パラメータを記録する設計とする。 

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬型情報収集装置にて収集した重要監視パラ

メータは，電磁的に記録及び保存し，電源喪失により保存した記録が失われないよ

うにするとともに帳票として出力できる。また，記録に必要な容量は，記録が必要

な期間に亘って保存できる容量を有する設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置並びに使用済燃料受入れ及び

貯蔵建屋可搬型表示装置は，制御建屋可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情

報表示装置，緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表示装置と，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重要監視パラメータを監視及び記録することで，故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる共通要因に対して，同時に必

要な情報の把握及び記録機能が損なわれることのない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において情報把握計装設備が設

置されるまでの重要監視パラメータの監視及び記録は，実施組織要員が「通信連

絡設備」の「重大事故等対処施設」を用いて，所定の頻度（1時間30分）で使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に情報伝達し，監視するとともに記録

用紙に記録する。 

4.2.5 表示装置 

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬型表示装置は，使用済燃料の受入れ施設及
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び貯蔵施設の制御室に設置し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置に

て収集した重要監視パラメータを監視する設計とする。 

4.2.6 電源 

情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備可搬型発電機及び「電気設備」の   

「重大事故等対処施設」の一部である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機で構成する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置並びに使用済燃料受入れ及び

貯蔵建屋可搬型表示装置は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

から，「使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に必要な計測制御設備」の可搬型

計測ユニットを介して給電する設計とする。 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，重大事故等対処設備の一部である

受電開閉設備等から給電する設計とする。 

情報把握計装設備の電源を第4-1表に示す。 

情報把握計装設備の電源系統図を第4-2図に示す。 

 

 

第4-1表：情報把握計装設備の電源 

事象分類 可搬型重大事故等対処設備 給電方式 

情報把握計装設

備 

前処理建屋可搬型情報収集装置 可搬型発電機 

分離建屋可搬型情報収集装置 可搬型発電機 

精製建屋可搬型情報収集装置 可搬型発電機 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可

搬型情報収集装置 
可搬型発電機 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情

報収集装置 
可搬型発電機 

制御建屋可搬型情報収集装置 可搬型発電機 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置 
可搬型発電機 

制御建屋可搬型情報表示装置 可搬型発電機 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置 
可搬型発電機 

第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 可搬型発電機 

第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 可搬型発電機 
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第4-1図：必要な情報を把握するための系統図(1/2) 

 

第4-1図：必要な情報を把握するための系統図(2/2) 
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第4-2図：情報把握計装設備の電源系統図（1/8） 

 

 

第4-2図：情報把握計装設備の電源系統図（2/8） 
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第4-2図：情報把握計装設備の電源系統図（3/8） 

 

第4-2図：情報把握計装設備の電源系統図（4/8） 
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第4-2図：情報把握計装設備の電源系統図（5/8） 

 

第4-2図：情報把握計装設備の電源系統図（6/8） 
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第4-2図：情報把握計装設備の電源系統図（7/8） 

 

第4-2図：情報把握計装設備の電源系統図（8/8） 
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5. 情報把握計装設備の可搬型発電機 

重大事故等が発生した場合，情報把握計装設備可搬型発電機は，第1保管庫・貯水所，

第2保管庫・貯水所の可搬型計器及び可搬型情報収集装置に給電する。 

情報把握計装設備可搬型発電機の運転に必要な燃料は補機駆動用燃料補給設備から

補給可能な設計とする。 

また，情報把握計装設備可搬型発電機の機能の重要性を考慮し，「日本電機工業会規

格ＪＥＭ－142０」または発電装置製造業者が定める基準を適用する設計とする。 

情報把握計装設備可搬型発電機の内燃機関には，調速装置を設けることで回転数を

調整できる設計とするとともに，潤滑油装置を設けることで異常な摩耗，変形及び過熱

が生じない設計とする。 

情報把握計装設備可搬型発電機は，電気的・機械的に十分な性能を持つ絶縁巻線を使

用し，耐熱性及び耐湿性を考慮した絶縁処理を施す設計とする。 

過電流が発生した場合等に電路から自動的に遮断する設計とする。 

情報把握計装設備可搬型発電機の強度については，完成品として定格負荷状態にお

いて連続運転すること等の確認を実施し，定格負荷状態において十分な強度を有する

設計とする。 

情報把握計装設備可搬型発電機は、出力端子と大地間の絶縁抵抗値を測定し，出力端

子と大地間に規定の交流電圧を印加したときこれに耐える設計とする。 

大所要負荷は，重大事故等発生時に可搬型計器及び可搬型情報収集装置で要求さ

れる負荷の0.058 kWである。負荷リストを表5-1及び表5-2に示す。 

発電機の出力は，十分な容量が確保できるよう，3.1 kWの出力を有する設計とし，設

定した発電機出力を発電機の効率で除すことにより，内燃機関の必要な出力を算出す

る。 

大所要負荷に基づき，内燃機関の出力及び発電機の容量を以下のとおりとする。 

 

 

   (1) 内熱機関 

     【情報把握計装設備可搬型発電機】 

    発電機の出力3.1KWから、内熱機関の出力は次式により3.1KWとする。 

𝑃 𝑃 𝜂 3.1 1.0 ≒ 3.1 

𝑃 ：内燃機関の出力(kW) 

𝑃 ：発電機の定格出力(kW) 3.1 

𝜂 ：発電機の効率 1.0 

   (2) 発電機 

     【情報把握計装設備可搬型発電機】 

     発電機の容量は、次式により3.1KVAとする。 
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𝑄 𝑃 𝑝𝑓 3.1 1.0 3.1 

Q ：発電機の出力(kVA) 

𝑃 ：発電機の定格出力(kW) 3.1 

𝑝𝑓：力率 1.0 

 

第5.1-1表 第1保管庫・貯水所（G13）情報把握計装設備可搬型発電機の給電対象負荷(重

大事故等発生時) 

起動順序 負荷 負荷容量(kW) 

1 第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 0.052 

2 可搬型貯水槽水位計（電波式） 0.006 

合  計 0.058 

 

 

第5.1-2表 第2保管庫・貯水所（G14）情報把握計装設備可搬型発電機の給電対象負荷(重

大事故等発生時) 

起動順序 負荷 負荷容量(kW) 

1 第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 0.052 

2 可搬型貯水槽水位計（電波式） 0.006 

合  計 0.058 
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補足説明すべき項目の抽出
（第四十七条 計装設備）

別紙５①

補足すべき事項

1

第2章　個別項目
4.計測制御系統施設
4.1計測制御設備

計測制御設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータを計測できる設計とする。

2

計測制御設備は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の直流電源の喪失その他の
故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難と
なった場合において，再処理施設における重大事故等の事象進展速度や重大事故等に対処するための時
間的余裕の観点を考慮し，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設計とする。

3

直流電源の喪失その他の故障として，再処理施設のパラメータを計測する機器の多くが交流電源により
給電する設計としていることから，必要なパラメータを計測することが困難となる条件として全交流動
力電源の喪失を想定し，また，計測機器の故障（計装導圧配管及び温度計ガイド管（以下「計装配管」
という。）が損傷した場合を含む。）及び計測範囲の超過を想定する。

4

計測制御設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処するために監視することが必
要なパラメータを計測する設備として，常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器，可搬型重
要代替計器及び第2章　個別項目の「1.2.1　使用済燃料の貯蔵施設」の「1.2.1.10　監視設備」に用い
る一部のパラメータの監視及び可搬型重要計器の冷却に必要な可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニッ
ト，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，けん引車で構成し，必要なパラメータを
計測する設計とする。

5

4.1.1パラメータの選定方針
重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ及び当該パラメータを推定するために有
効な情報は，パラメータの重要性や計測に当たっての優先順位の明確化の観点から，以下の通り分類す
る。

6

再処理施設の状態を監視するパラメータのうち，当該重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータ及び当該パラメータを推定するために有効な情報は，重大事故等の対策における各作業手
順に用いるパラメータ及び重大事故等に対する対策の有効性評価に用いるパラメータから抽出する（以
下「抽出パラメータ」という。）。

7

抽出パラメータのうち，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止対策を成功させるために監視すること
が必要なパラメータを主要パラメータとする。また，抽出パラメータのうち，電源設備の受電状態，重
大事故等対処設備の運転状態又は再処理施設の状態を補助的に監視するパラメータを補助パラメータと
し，保安規定に定めて，管理する。

8 主要パラメータのうち，再処理施設の状態を直接監視するパラメータを重要監視パラメータとする。

基本設計方針 添付書類

＜可搬型計測器について＞
⇒可搬型計測器について説明する
【補足1】：可搬型計測器について
【補足2】：可搬型計測器による監視パラメータの測定結果の換算概要
＜計測結果の記録の保存について＞
⇒記録，保存について説明する。
【補足3】：重大事故等対処設備に関する常設重大事故等対処設備に関
する計測結果の記録及び保存
【補足4】：重大事故等対処設備に関する可搬型重大事故等対処設備の
計測結果の記録及び保存
＜代替パラメータによる主要パラメータの推定の誤差による影響につ
いて＞
⇒パラメータにおける誤差影響について
【補足5】：代替パラメータによる主要パラメータの推定の誤差による
影響について

＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの空冷＞
⇒監視カメラの空冷について説明する。
【補足1】：容量，冷却能力，試験について
＜可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）の空冷＞
⇒線量率計の空冷について説明する。
【補足2】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜可搬型スプレイ設備流量計の空冷＞
⇒スプレイ設備流量計の空冷について説明する。
【補足3】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜配管について＞
⇒配管について説明する。
【補足4】：配管について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等
空間線量率計（線量率計）及び可搬型スプレイ設備流量計を空冷する
ための装置の操作性＞
⇒空冷するための装置の操作性について説明する。
【補足5】空冷装置の操作性について
＜重大事故等対処設備に関する使用済燃料プール温度・水位ついて＞
⇒温度，水位について説明する。
【補足6】：可搬型における温度の計測の説明及び設置図外形図を記載
＜使用済燃料貯蔵槽における重大事故等対処設備の計測原理図につい
て＞
⇒計測原理図について説明する。
【補足7】：検出原理について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラについて＞
⇒カメラについて説明する。
【補足8】：仕様，視野概要及び概略図，監視性，映像比較図，結露が
発生した状況での監視について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラを空冷するための装置につ
いて＞
⇒空冷装置について説明する。
【補足9】：空冷装置について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラを空冷するための装置に用
いる，空気圧縮機及びエアクーラーの機能及び原理＞
⇒空気圧縮機及びエアクーラーの機能，原理について説明する。
【補足10】：空気圧縮機，エアクーラーの機能及び原理について
＜プール水位が低下した場合の監視設備について＞
⇒監視設備について説明する。
【補足11】：水位が低下した場合の監視設備の説明及び監視設備概略
図の記載
＜使用済燃料プール監視設備の電源構成について＞
⇒電源構成について
【補足12】：監視設備の電源構成の説明及び電源系統図の記載

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【計測装置の構成】
以下の重大事故対策にて使用する計測制御設備における、計測装置の構成について説明する。
・臨界事故の拡大を防止するために必要な計測制御設備
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計測制御設備
・放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計測制御設備
・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な計測制御設備
・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計測制御設備
・重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な計測制御設備
・重大事故等の対応に必要となるパラメータにおける，記録，保存について説明する。

【計測装置の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定方
針を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。

【乾電池又は充電池による計測制御設備への給電に関して】
重大事故等が発生した場合の，乾電池，充電池による給電における設計方針について説明する。

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を計測する装置の構成について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結果の記録及び保存について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲及び警報動作範囲】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲について説明する。

Ⅵ-1-4-1　計測装置の
構成に関する説明書並
びに計測範囲及び警報
動作範囲に関する説明
書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池に
よる計測制御設備への
給電に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料
貯蔵槽の温度，水位及
び漏えいを監視する装
置の構成に関する説明
書並びに計測範囲及び
警報動作範囲に関する
説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の
温度及び水位等を監視
する装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の
温度及び水位を監視す
る装置の計測範囲及び
警報動作範囲
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

9
主要パラメータのうち，再処理施設の状態を換算等により推定，又は推測するパラメータを重要代替監
視パラメータとする。

10
重要代替監視パラメータが複数ある場合は，重要監視パラメータとの相関性の高さ，検出器の種類及び
使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，計測に当たっての優先順位を保安規定に定めて，管理す
る。

11

重要代替監視パラメータは，重要監視パラメータと同一物理量のパラメータを計測する異なる計測点
（以下「他チャンネル」という。）がある場合は，重要代替監視パラメータとしていずれか1つの適切
な他チャンネルを選定し，計測する設計とする。また，重要監視パラメータを換算等により推定，又は
推測可能なパラメータがある場合は，重要代替監視パラメータとして計測する設計とする。

12
重大事故等が発生した場合は，重要監視パラメータの計測に着手することで，再処理施設の状態を把握
する手段を有する設計とする。

13
重要監視パラメータの計測が困難な場合は，重要代替監視パラメータの計測に着手することで，再処理
施設の状態を推定，又は推測可能な手段を有する設計とする。

14

4.1.2重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する設備の設計方針

主要パラメータを計測する設備のうち，重要監視パラメータを計測する設備を重要計器，重要代替監視
パラメータを計測する設備を重要代替計器とし，重大事故等の発生要因に応じて対処に有効な設備を使
用する設計とする。

15 重要計器及び重要代替計器は，再処理施設の状態を推定するための計測範囲を有する設計とする。

＜可搬型計測器について＞
⇒可搬型計測器について説明する
【補足1】：可搬型計測器について
【補足2】：可搬型計測器による監視パラメータの測定結果の換算概要
＜計測結果の記録の保存について＞
⇒記録，保存について説明する。
【補足3】：重大事故等対処設備に関する常設重大事故等対処設備に関
する計測結果の記録及び保存
【補足4】：重大事故等対処設備に関する可搬型重大事故等対処設備の
計測結果の記録及び保存
＜代替パラメータによる主要パラメータの推定の誤差による影響につ
いて＞
⇒パラメータにおける誤差影響について
【補足5】：代替パラメータによる主要パラメータの推定の誤差による
影響について

＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの空冷＞
⇒監視カメラの空冷について説明する。
【補足1】：容量，冷却能力，試験について
＜可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）の空冷＞
⇒線量率計の空冷について説明する。
【補足2】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜可搬型スプレイ設備流量計の空冷＞
⇒スプレイ設備流量計の空冷について説明する。
【補足3】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜配管について＞
⇒配管について説明する。
【補足4】：配管について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等
空間線量率計（線量率計）及び可搬型スプレイ設備流量計を空冷する
ための装置の操作性＞
⇒空冷するための装置の操作性について説明する。
【補足5】空冷装置の操作性について
＜重大事故等対処設備に関する使用済燃料プール温度・水位ついて＞
⇒温度，水位について説明する。
【補足6】：可搬型における温度の計測の説明及び設置図外形図を記載
＜使用済燃料貯蔵槽における重大事故等対処設備の計測原理図につい
て＞
⇒計測原理図について説明する。
【補足7】：検出原理について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラについて＞
⇒カメラについて説明する。
【補足8】：仕様，視野概要及び概略図，監視性，映像比較図，結露が
発生した状況での監視について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラを空冷するための装置につ
いて＞
⇒空冷装置について説明する。
【補足9】：空冷装置について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラを空冷するための装置に用
いる，空気圧縮機及びエアクーラーの機能及び原理＞
⇒空気圧縮機及びエアクーラーの機能，原理について説明する。
【補足10】：空気圧縮機，エアクーラーの機能及び原理について
＜プール水位が低下した場合の監視設備について＞
⇒監視設備について説明する。
【補足11】：水位が低下した場合の監視設備の説明及び監視設備概略
図の記載
＜使用済燃料プール監視設備の電源構成について＞
⇒電源構成について
【補足12】：監視設備の電源構成の説明及び電源系統図の記載

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【計測装置の構成】
以下の重大事故対策にて使用する計測制御設備における、計測装置の構成について説明する。
・臨界事故の拡大を防止するために必要な計測制御設備
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計測制御設備
・放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計測制御設備
・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な計測制御設備
・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計測制御設備
・重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な計測制御設備
・重大事故等の対応に必要となるパラメータにおける，記録，保存について説明する。

【計測装置の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定方
針を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。

【乾電池又は充電池による計測制御設備への給電に関して】
重大事故等が発生した場合の，乾電池，充電池による給電における設計方針について説明する。

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を計測する装置の構成について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結果の記録及び保存について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲及び警報動作範囲】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲について説明する。

Ⅵ-1-4-1　計測装置の
構成に関する説明書並
びに計測範囲及び警報
動作範囲に関する説明
書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池に
よる計測制御設備への
給電に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料
貯蔵槽の温度，水位及
び漏えいを監視する装
置の構成に関する説明
書並びに計測範囲及び
警報動作範囲に関する
説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の
温度及び水位等を監視
する装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の
温度及び水位を監視す
る装置の計測範囲及び
警報動作範囲
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16

重要監視パラメータは，外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が発生した場合には，
可搬型重要計器を使用して計測する設計とする。また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全
交流動力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合には，可搬型重要計器又は常設重要計器を使
用して計測する設計とする。重要監視パラメータを計測する可搬型重要計器は重大事故等対処設備とし
て設ける設計とする。重要監視パラメータを計測する常設重要計器は，第2章 個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」，「2.2.1.2 重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系」，「2.4.2　プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止
系」，「2.4.3　精製建屋一時貯留槽」の「2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，「5.1　気
体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」及び「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4 臨界事
故時水素掃気系」の常設計器を重大事故等対処設備として位置付けるとともに，設置する設計とする。

17

重要代替監視パラメータは，外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が発生した場合に
は，可搬型重要代替計器を使用して計測する設計とする。また，内的事象による安全機能の喪失を要因
とし，全交流動力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合には，常設重要代替計器を使用して
計測する設計とする。重要代替監視パラメータを計測する可搬型重要代替計器は，重大事故等対処設備
として設ける設計とする。重要代替監視パラメータを計測する常設重要代替計器は，第2章 個別項目の
「2.2.1　溶解設備」の「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」，「2.2.1.2 重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系」，「2.4.2　プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1 重大事故時プルトニウム濃
縮缶加熱停止系」，「2.4.3　精製建屋一時貯留槽」の「2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系，「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」及び「7.1.2　圧縮空気設備」の
「7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系」の常設計器を重大事故等対処設備として位置付け，重要監視パラ
メータを計測するために設置する設計とする。

18

4.1.2.1重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する設備の詳細設計方針

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，計測方式に応じて設計基準対象の施設である計測制御設備
の計装配管に接続して計測する設計とする。

19
主要パラメータを計測するために必要な設備のうち常設重要計器及び常設重要代替計器の電源は，重大
事故等対処設備の一部である受電開閉設備等から給電する設計とする。

20

主要パラメータを計測するために必要な設備のうち可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器の電源は，
重大事故等が発生した場合において，乾電池，充電池又は，第2章 個別項目の「4.3　制御室」の
「4.3.1　計測制御装置」の情報把握計装設備可搬型発電機，「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替
電源設備」のうち前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から給電する設計とする。前処理建屋，分
離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型重要計
器及び可搬型重要代替計器には，各建屋の可搬型発電機から第2章 個別項目の「4.3　制御室」の
「4.3.1　計測制御装置」の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋
可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固
化建屋可搬型情報収集装置を介して給電する設計とする。

21
パラメータの計測に必要な圧縮空気は，第2章 個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.1　一般
圧縮空気系」，「7.1.2.2　安全圧縮空気系」，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器に附属の計測
用ボンベ並びに可搬型空気圧縮機から空気を供給する設計とする。

＜可搬型計測器について＞
⇒可搬型計測器について説明する
【補足1】：可搬型計測器について
【補足2】：可搬型計測器による監視パラメータの測定結果の換算概要
＜計測結果の記録の保存について＞
⇒記録，保存について説明する。
【補足3】：重大事故等対処設備に関する常設重大事故等対処設備に関
する計測結果の記録及び保存
【補足4】：重大事故等対処設備に関する可搬型重大事故等対処設備の
計測結果の記録及び保存
＜代替パラメータによる主要パラメータの推定の誤差による影響につ
いて＞
⇒パラメータにおける誤差影響について
【補足5】：代替パラメータによる主要パラメータの推定の誤差による
影響について

＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの空冷＞
⇒監視カメラの空冷について説明する。
【補足1】：容量，冷却能力，試験について
＜可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）の空冷＞
⇒線量率計の空冷について説明する。
【補足2】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜可搬型スプレイ設備流量計の空冷＞
⇒スプレイ設備流量計の空冷について説明する。
【補足3】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜配管について＞
⇒配管について説明する。
【補足4】：配管について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等
空間線量率計（線量率計）及び可搬型スプレイ設備流量計を空冷する
ための装置の操作性＞
⇒空冷するための装置の操作性について説明する。
【補足5】空冷装置の操作性について
＜重大事故等対処設備に関する使用済燃料プール温度・水位ついて＞
⇒温度，水位について説明する。
【補足6】：可搬型における温度の計測の説明及び設置図外形図を記載
＜使用済燃料貯蔵槽における重大事故等対処設備の計測原理図につい
て＞
⇒計測原理図について説明する。
【補足7】：検出原理について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラについて＞
⇒カメラについて説明する。
【補足8】：仕様，視野概要及び概略図，監視性，映像比較図，結露が
発生した状況での監視について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラを空冷するための装置につ
いて＞
⇒空冷装置について説明する。
【補足9】：空冷装置について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラを空冷するための装置に用
いる，空気圧縮機及びエアクーラーの機能及び原理＞
⇒空気圧縮機及びエアクーラーの機能，原理について説明する。
【補足10】：空気圧縮機，エアクーラーの機能及び原理について
＜プール水位が低下した場合の監視設備について＞
⇒監視設備について説明する。
【補足11】：水位が低下した場合の監視設備の説明及び監視設備概略
図の記載
＜使用済燃料プール監視設備の電源構成について＞
⇒電源構成について
【補足12】：監視設備の電源構成の説明及び電源系統図の記載

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【計測装置の構成】
以下の重大事故対策にて使用する計測制御設備における、計測装置の構成について説明する。
・臨界事故の拡大を防止するために必要な計測制御設備
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計測制御設備
・放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計測制御設備
・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な計測制御設備
・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計測制御設備
・重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な計測制御設備
・重大事故等の対応に必要となるパラメータにおける，記録，保存について説明する。

【計測装置の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定方
針を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。

【乾電池又は充電池による計測制御設備への給電に関して】
重大事故等が発生した場合の，乾電池，充電池による給電における設計方針について説明する。

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を計測する装置の構成について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結果の記録及び保存について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲及び警報動作範囲】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲について説明する。

Ⅵ-1-4-1　計測装置の
構成に関する説明書並
びに計測範囲及び警報
動作範囲に関する説明
書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池に
よる計測制御設備への
給電に関して

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料
貯蔵槽の温度，水位及
び漏えいを監視する装
置の構成に関する説明
書並びに計測範囲及び
警報動作範囲に関する
説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の
温度及び水位等を監視
する装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の
温度及び水位を監視す
る装置の計測範囲及び
警報動作範囲
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22 可搬型重要計器の一部は，MOX燃料加工施設と共用する。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設
及び重大事故等対処設
備が使用される条件の
下における健全性に関
する説明書
２．重大事故等対処設
備

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

23
MOX燃料加工施設と共用する可搬型重要計器は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等に
同時に対処することを考慮し，対処に必要となる計測範囲及び個数を確保することで，共用によって重
大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設
及び重大事故等対処設
備が使用される条件の
下における健全性に関
する説明書
２．重大事故等対処設
備

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

24
計測制御設備の重要代替監視パラメータは，共通要因によって重要監視パラメータと同時にその機能が
損なわれるおそれがないよう，異なる物理量の計測又は計測方式により換算表を用いて推定すること
で，重要監視パラメータに対して可能な限り多様性を有する設計とする。

25
計測制御設備の重要代替監視パラメータは，共通要因によって重要監視パラメータと同時にその機能が
損なわれるおそれがないよう，重要監視パラメータを計測する箇所と異なる箇所で計測することによ
り，重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。

26
内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器
は，地震等により機能が損なわれる場合，代替設備による機能の確保により機能を維持する設計とす
る。

27

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，共通要因によって設計基準対象の施設の計
測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップを含めて必要な数
量を設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の
外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。または，設計基準対象の施設
の計測制御設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとと
もに，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固
化建屋及び制御建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。前処理建屋，分離建屋，精製建
屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋内に保管する場合
は設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分散を図
る設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的
分散等

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説明する。
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28
計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，安全機能を有する施設として使用する場合と同
じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。

29

計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，重大事故等の対処に必要なパラメータを計測す
るために必要な計測範囲を有する設計とする。また，設計基準対象の施設の計測制御設備が計測範囲を
超過した場合は，可搬型重要計器又は可搬型重要代替計器にて必要なパラメータを計測する設計とす
る。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載
事項の設定根拠に関す
る説明書
6.系統施設毎の設計上
の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

30
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，重大事故等の対処に必要なパラメータを計
測するために必要な計測範囲を有する設計とする。保有数は，必要数を確保するとともに，予備として
故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。

31

MOX燃料加工施設と共用する計測制御設備の可搬型重要計器は，再処理施設及びMOX燃料加工施設におけ
る重大事故等対処に同時に対処することを考慮した計測範囲及び個数を有することで，共用によって重
大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。保有数は，必要数を確保するとともに，予備として
故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。

32
計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理
建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

33

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前
処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，
制御建屋，第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

34
地震を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器
は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とすることで重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載
事項の設定根拠に関す
る説明書
6.系統施設毎の設計上
の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等
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35
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，
影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とする。

36

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御建
屋及び外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

37
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，想定される重大事故等が発生した場合にお
いても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所を選定することで操作可能な設
計とする。

38
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器と情報把握計装設備又はその他の重大事故等対
処設備との接続は，ネジ接続，コネクタ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。

39
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器と計装配管は，容易かつ確実に接続でき，か
つ，複数の計装配管と相互に使用することができるよう，口径に応じた簡便な接続方式を用いる設計と
する。

40
計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，通常時において，重大事故等への対処に必要な
機能を確認するため，模擬入力による機能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とす
る。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設
備
2.6　操作性及び試
験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設
備
2.6　操作性及び試
験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

397



補足説明すべき項目の抽出
（第四十七条 計装設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

41
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，通常時において，重大事故等への対処に必
要な機能を確認するため，模擬入力による機能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計と
する。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設
備
2.6　操作性及び試
験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

42

4.1.2.2使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ
を把握する設備の詳細設計方針

第2章 個別項目の「「1.2.1　使用済燃料の貯蔵施設」の「1.2.1.10　監視設備」に用いる一部のパラ
メータの監視及び可搬型重要計器の冷却に必要な可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空
冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及びけん引車を重大事故等対処設備として設ける設計と
する。

43
可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（個数6）は，重大事故等が発生した場合において，赤外線機
能により燃料貯蔵プール等の状態を監視できる設計とする。

44

主要パラメータを計測するために必要な設備のうち可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器の電源は，
重大事故等が発生した場合において，乾電池，充電池又は第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の
「7.1.1.9　代替電源設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から給電する設計と
する。

45
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬型重要計器には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電
機から可搬型計測ユニットを介して電源を給電する設計とする。

46
パラメータの計測に必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機から空気を供給する設計とす
る。

47
可搬型計測ユニットは，パラメータの計測に必要な圧縮空気及び可搬型空冷ユニットに必要な圧縮空気
を供給する機能を有する設計とする。可搬型計測ユニットにおいて必要な圧縮空気は，可搬型計測ユ
ニット用空気圧縮機から供給する設計とする。

＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの空冷＞
⇒監視カメラの空冷について説明する。
【補足1】：容量，冷却能力，試験について
＜可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）の空冷＞
⇒線量率計の空冷について説明する。
【補足2】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜可搬型スプレイ設備流量計の空冷＞
⇒スプレイ設備流量計の空冷について説明する。
【補足3】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜配管について＞
⇒配管について説明する。
【補足4】：配管について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等
空間線量率計（線量率計）及び可搬型スプレイ設備流量計を空冷する
ための装置の操作性＞
⇒空冷するための装置の操作性について説明する。
【補足5】空冷装置の操作性について
＜重大事故等対処設備に関する使用済燃料プール温度・水位ついて＞
⇒温度，水位について説明する。
【補足6】：可搬型における温度の計測の説明及び設置図外形図を記載
＜使用済燃料貯蔵槽における重大事故等対処設備の計測原理図につい
て＞
⇒計測原理図について説明する。
【補足7】：検出原理について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラについて＞
⇒カメラについて説明する。
【補足8】：仕様，視野概要及び概略図，監視性，映像比較図，結露が
発生した状況での監視について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラを空冷するための装置につ
いて＞
⇒空冷装置について説明する。
【補足9】：空冷装置について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラを空冷するための装置に用
いる，空気圧縮機及びエアクーラーの機能及び原理＞
⇒空気圧縮機及びエアクーラーの機能，原理について説明する。
【補足10】：空気圧縮機，エアクーラーの機能及び原理について
＜プール水位が低下した場合の監視設備について＞
⇒監視設備について説明する。
【補足11】：水位が低下した場合の監視設備の説明及び監視設備概略
図の記載
＜使用済燃料プール監視設備の電源構成について＞
⇒電源構成について
【補足12】：監視設備の電源構成の説明及び電源系統図の記載

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を計測する装置の構成について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結果の記録及び保存について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲及び警報動作範囲】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲について説明する。

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料
貯蔵槽の温度，水位及
び漏えいを監視する装
置の構成に関する説明
書並びに計測範囲及び
警報動作範囲に関する
説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の
温度及び水位等を監視
する装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の
温度及び水位を監視す
る装置の計測範囲及び
警報動作範囲
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48

可搬型監視ユニットは，可搬型重要計器で計測する燃料貯蔵プール等水温，燃料貯蔵プール等水位，燃
料貯蔵プール等空間線量率及び燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータをユニット内で監視
可能な機能を有する設計とする。また，可搬型監視ユニットには，第2章 個別項目の「4.3　制御室」
の「4.3.1　計測制御装置」計測制御装置の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置を搭載可
能な設計とする。

49

可搬型空冷ユニットは，可搬型計測ユニットから供給される圧縮空気を冷却する機能を有する設計とす
る。冷却した圧縮空気は，燃料貯蔵プール等空間線量率及び燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）を計
測する可搬型重要計器に供給することで，崩壊熱による使用済燃料貯蔵槽の水の温度上昇及び沸騰によ
る使用済燃料貯蔵槽周辺の温度及び湿度の上昇を考慮しても，可搬型重要計器の機能を損なわない設計
とする。

50
また，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニットに必要な電源は，第2章 個別項
目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型
発電機から供給する設計とする。

51

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及
び第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」の使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設可搬型発電機は，けん引車にて設置場所までけん引可能な設計とするとともに，けん引車を重
大事故等対処設備として設ける設計とする。

＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの空冷＞
⇒監視カメラの空冷について説明する。
【補足1】：容量，冷却能力，試験について
＜可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）の空冷＞
⇒線量率計の空冷について説明する。
【補足2】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜可搬型スプレイ設備流量計の空冷＞
⇒スプレイ設備流量計の空冷について説明する。
【補足3】：容量，冷却能力，試験，試験結果について
＜配管について＞
⇒配管について説明する。
【補足4】：配管について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等
空間線量率計（線量率計）及び可搬型スプレイ設備流量計を空冷する
ための装置の操作性＞
⇒空冷するための装置の操作性について説明する。
【補足5】空冷装置の操作性について
＜重大事故等対処設備に関する使用済燃料プール温度・水位ついて＞
⇒温度，水位について説明する。
【補足6】：可搬型における温度の計測の説明及び設置図外形図を記載
＜使用済燃料貯蔵槽における重大事故等対処設備の計測原理図につい
て＞
⇒計測原理図について説明する。
【補足7】：検出原理について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラについて＞
⇒カメラについて説明する。
【補足8】：仕様，視野概要及び概略図，監視性，映像比較図，結露が
発生した状況での監視について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラを空冷するための装置につ
いて＞
⇒空冷装置について説明する。
【補足9】：空冷装置について
＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラを空冷するための装置に用
いる，空気圧縮機及びエアクーラーの機能及び原理＞
⇒空気圧縮機及びエアクーラーの機能，原理について説明する。
【補足10】：空気圧縮機，エアクーラーの機能及び原理について
＜プール水位が低下した場合の監視設備について＞
⇒監視設備について説明する。
【補足11】：水位が低下した場合の監視設備の説明及び監視設備概略
図の記載
＜使用済燃料プール監視設備の電源構成について＞
⇒電源構成について
【補足12】：監視設備の電源構成の説明及び電源系統図の記載

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を計測する装置の構成について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測結果の記録及び保存について説明する。
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位等を監視する装置の電源構成について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲及び警報動作範囲】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置の計測範囲について説明する。

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料
貯蔵槽の温度，水位及
び漏えいを監視する装
置の構成に関する説明
書並びに計測範囲及び
警報動作範囲に関する
説明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の
温度及び水位等を監視
する装置の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の
温度及び水位を監視す
る装置の計測範囲及び
警報動作範囲
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52

計測制御設備の燃料貯蔵プール等水位（超音波式，メジャー），燃料貯蔵プール等水温（サーミスタ）
及び燃料貯蔵プール等空間線量率（半導体検出器（携行型））のパラメータを計測する可搬型重要計器
は，共通要因によって設計基準対象の施設の計測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれがない
ように，設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外
部保管エリアに保管するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで位置的分散を図る
設計とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する場合は設計基準対象の施設の計測制御設備が設
置される場所と異なる場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。

53

計測制御設備の可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット
用空気圧縮機，けん引車，燃料貯蔵プール等水位（電波式，エアパージ式），燃料貯蔵プール等水温
（測温抵抗体），代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等空間線量率（半導体検出器
（パラメータ伝送型）），燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータを計測する可搬型重要計
器は，共通要因によって設計基準対象の施設の計測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれがな
いように，故障時バックアップを含めて必要な数量を設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される
建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散
を図る設計とする。

54
屋外に保管するけん引車は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとることで
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。

55

計測制御設備の可搬型重要計器は，重大事故等の対処に必要なパラメータを計測するために必要な計測
範囲を有する設計とする。保有数は，必要数を確保するとともに，予備として故障時及び保守点検によ
る待機除外時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。また，可搬型空冷ユニットＡ～Ｅ，可
搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及びけん引車の保有数は，
それぞれ必要数として1台，予備として故障時及び待機除外時のバックアップを2台の合計３台確保する
設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載
事項の設定根拠に関す
る説明書
6.系統施設毎の設計上
の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

56

計測制御設備の燃料貯蔵プール等空間線量率及び燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）を計測する可搬
型重要計器は，可搬型計測ユニット，可搬型空冷ユニット及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機により
冷却した圧縮空気を供給することで使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，湿度を考慮しても重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

57

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水温，燃料貯蔵プール等空
間線量率のパラメータを計測する可搬型重要計器）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第1保
管庫・貯水所，第2保管庫・貯水所及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風）等により重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

58

計測制御設備の可搬型重要計器（代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等状態（監視
カメラ）のパラメータを計測する可搬型重要計器）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第1保
管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的
分散等

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説明する。

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等
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59
地震を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の可搬型重要計器は，地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

60
計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水温，燃料貯蔵プール等空
間線量率のパラメータを計測する可搬型重要計器を含む。）は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮
し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とする。

61
計測制御設備の可搬型重要計器は，内部発生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び
外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計する。

62
計測制御設備の可搬型重要計器は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がない
ように，線量率の高くなるおそれの少ない場所を選定することで操作可能な設計とする。

63
計測制御設備の可搬型重要計器と情報把握計装設備又はその他の重大事故等対処設備との接続は，ネジ
接続，コネクタ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設
備
2.6　操作性及び試
験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

64

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水温，代替注水設備流量，
スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等空間線量率，燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータ
を計測する可搬型重要計器），可搬型重要代替計器及び可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可
搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機は，通常時において，重大事故等への対処に必要
な機能を確認するため，模擬入力による機能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とす
る。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設
備
2.6　操作性及び試
験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等
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65

4.1.3再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において必要な
情報を把握し記録する設備の設計方針
再処理施設は，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合におい
て，中央制御室及び緊急時対策所で必要な情報を把握するために，重大事故等に対処するために監視す
ることが必要なパラメータを把握する設備及び再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ
ロリズムが発生した場合において必要な情報を把握し記録する設備を設置する設計とする。

66

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する設備及び再処理施設への故意
による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において必要な情報を把握し記録する設備
は，共通要因によって中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情報を把握し記録する機能が損なわれ
ない設計とする。

67
重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その
他のテロリズムが発生した場合においても，当該事象に対処するために把握することが必要なパラメー
タとして計測する設計とする。

68

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において必要なパラ
メータを把握し記録する設備として，常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重
要代替計器を使用するとともに，第2章 個別項目の「4.3　制御室」の「4.3.1　計測制御装置」の情報
把握計装設備，監視制御盤，安全系監視制御盤及び「7.3.9　緊急時対策所」の「7.3.9.4　緊急時対策
建屋情報把握設備」の情報収集装置，情報表示装置，データ収集装置，データ表示装置を再処理施設へ
の故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において必要な情報を把握し監視並
びに記録する設備として兼用する設計とする。

69

常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器により計測したパラメータ
は，第2章 個別項目の「4.3　制御室」の「4.3.1　計測制御装置」の情報把握計装設備，監視制御盤，
安全系監視制御盤及び「7.3.9　緊急時対策所」の「7.3.9.4　緊急時対策建屋情報把握設備」の情報収
集装置，情報表示装置，データ収集装置，データ表示装置に伝送し，中央制御室及び緊急時対策所にお
いて必要な情報を共有することにより，共通要因によって中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情
報を把握する機能が損なわれない設計とする。

70

4.3制御室
4.3.1　計測制御装置
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，制御室において，重要監視パラメータ及び重要
代替監視パラメータを監視並びに記録できる設計とする。

71 計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備で構成する。

72

監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を伴わない重大事故
等が発生した場合において，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録するた
めの設備であり，常設重大事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ
メータを監視並びに記録する設計とする。

Ⅵ-1-4-3　再処理施設
への故意による大型航
空機の衝突その他のテ
ロリズムが発生した場
合の情報把握に関する
説明書
1.概要
2.基本方針
3.大型航空機の衝突そ
の他のテロリズムが発
生した場合の必要な情
報を把握するための詳
細設計
3.1監視パラメータ
3.2設備構成
3.3同時機能喪失に対
する健全性

【再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握に係る
基本方針】
・再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握に係る
対処方針、対策設備、同時機能喪失に係る措置を記載

【大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計】
・大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の必要な情報を把握するための詳細設計に伴
う監視パラメータ及び設備構成を記載

【同時機能喪失に対する健全性】
・制御室及び緊急時対策所において、監視機能の同時機能喪失を防止するための措置を示す。

※補足すべき事項なし

※補足すべき事項なし

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明する。

Ⅵ-1-4-3　再処理施設
への故意による大型航
空機の衝突その他のテ
ロリズムが発生した場
合の情報把握に関する
説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の
機能に関わる詳細設計
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

73

安全系監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を伴わない重
大事故等が発生した場合において，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視するための
設備であり，常設重大事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー
タを監視する設計とする。

74

情報把握計装設備は，外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全交流動力電源の喪失を要因
として重大事故等が発生した場合，並びに内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が発
生した場合において，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録するための設
備であり，可搬型重大事故等対処設備として配備し，常設重大事故等対処設備として設置する設計とす
る。

75
4.3.1.1　中央制御室の計測制御装置

中央制御室の計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備で構成する。

76

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送
用無線装置，可搬型重大事故等対処設備である前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レ
ベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬
型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握
計装設備可搬型発電機で構成する。

77
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，中央制御室において，重要監視パラメータ及び
重要代替監視パラメータを監視並びに記録できる設計とする。

78

情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備可搬型発電機，第2章 個別項目の7.1.1　電気設備」の
「7.1.1.9　代替電源設備」の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電
機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機で
構成する。

79
監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，第2章 個別項目の7.1.1　電気設備」の「7.1.1.1　受電開
閉設備」から給電する設計とする。

80

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬型情報収集装置は分離建
屋可搬型発電機から，精製建屋可搬型情報収集装置及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報
収集装置はウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型
情報収集装置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から，制御建屋可搬型情報収集装置及び制御
建屋可搬型情報表示装置は制御建屋可搬型発電機から，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把握計装設備可搬型発電機から給電する設計とする。

※補足すべき事項なし

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明する。

Ⅵ-1-4-3　再処理施設
への故意による大型航
空機の衝突その他のテ
ロリズムが発生した場
合の情報把握に関する
説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の
機能に関わる詳細設計

Ⅵ-1-4-3　再処理施設
への故意による大型航
空機の衝突その他のテ
ロリズムが発生した場
合の情報把握に関する
説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の
機能に関わる詳細設計
5.情報把握計装設備の
可搬型発電機

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明する。

【情報把握計装設備の可搬型発電機】
情報把握計装設備の可搬型発電機について説明する。

※補足すべき事項なし
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

81
情報把握計装設備のうち，情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用無線装置及び制御建屋可搬
型情報収集装置である第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置
及び情報把握計装設備可搬型発電機は，MOX燃料加工施設と共用する。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設
及び重大事故等対処設
備が使用される条件の
下における健全性に関
する説明書
２．重大事故等対処設
備

Ⅵ-1-4-3　再処理施設
への故意による大型航
空機の衝突その他のテ
ロリズムが発生した場
合の情報把握に関する
説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の
機能に関わる詳細設計

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
共用について説明する。

82

MOX燃料加工施設と共用する情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用無線装置及び制御建屋可
搬型情報収集装置である第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に
同時に対処することを考慮し，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設
及び重大事故等対処設
備が使用される条件の
下における健全性に関
する説明書
２．重大事故等対処設
備

Ⅵ-1-4-3　再処理施設
への故意による大型航
空機の衝突その他のテ
ロリズムが発生した場
合の情報把握に関する
説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の
機能に関わる詳細設計

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
共用について説明する。

83
内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制御盤は，自然現象，人為事
象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，関連する工
程の停止等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

84

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，共通要因によって
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測
制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と独立した異なる系統により当該機能に必要な系統を構成
することで，独立性を有する設計とする。

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的
分散等
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

85

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情
報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可
搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管
庫・貯水所可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は，情報把握計装設備可搬型発電機及
び第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」の前処理建屋可搬型発電機，分
離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高
レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から電力を給電することで，電気設備の設計基準対象の施設か
らの給電で動作する監視制御盤及び安全系監視制御盤に対して多様性を有する設計とする。

86

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情
報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可
搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管
庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置は，共通要因によって計測制御装置の監
視制御盤及び安全系監視制御盤と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアッ
プを含めて必要な数量を計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤が設置される建屋から100m以
上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで，位置的分散を図る設計とす
る。

87
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，安全機能を有する施設として使用する場合と同様
の系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

88
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，他の設備から独立
して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

89
計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記録するために必要な保存容量を有
する設計とする。

90

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，収集したパラメー
タを伝送可能な容量を有する設計とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量と
して前処理建屋に対して1系統，分離建屋に対して1系統，精製建屋に対して1系統，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋に対して1系統，高レベル廃液ガラス固化建屋に対して1系統，制御建屋に対して1系
統の必要数6系統に加え，予備を6系統，合計12系統以上を有する設計とする。

91

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情
報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可
搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置
は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とする。

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的
分散等

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載
事項の設定根拠に関す
る説明書
6.系統施設毎の設計上
の考慮
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92

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情報収集装置は，収集した重要監視パラメータ及び重要代替監視パ
ラメータを電磁的に記録及び保存し，電源喪失により保存した記録が失われないようにするとともに帳
票として出力できる設計とする。また，記録に必要な容量は，記録が必要な期間に亘って保存できる容
量を有する設計とする。

93

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情
報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可
搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管
庫・貯水所可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は，必要なデータ量の伝送及び記録容
量を有する設計とし，保有数は，必要数として重大事故等の対処に必要な個数をそれぞれ1台有する設
計とするとともに，故障時バックアップを1台の合計2台確保する設計とする。

94
情報把握計装設備可搬型発電機は，重大事故等に対処するために必要な電力を確保するために必要な容
量を有する設計とし，保有数は，必要数として重大事故等の対処に必要な個数を有する設計とするとと
もに，故障時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載
事項の設定根拠に関す
る説明書
6.系統施設毎の設計上
の考慮

Ⅵ-1-5-1
電気設備に関する説明
書
Ⅵ-1-5-1-1
非常用発電装置の出力
の決定に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.3可搬型の非常用発
電装置

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

【可搬型の非常用発電装置】
・発電機に接続される負荷，負荷に伴う出力の決定に関する考え方，結果を示す。

95

MOX燃料加工施設と共用する情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用無線装置及び制御建屋可
搬型情報収集装置である第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に
同時に対処することを考慮し，対処に必要となるデータの伝送，記録容量及び個数を確保することで，
共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載
事項の設定根拠に関す
る説明書
6.系統施設毎の設計上
の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

96
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃による損傷を防止できる制御建屋
に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

97

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及
び建屋間伝送用無線装置は，第1章 共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の「9.2.7　地震を要因と
する重大事故等に対する施設の耐震設計」地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基づ
く設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

98
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処
理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び
制御建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載
事項の設定根拠に関す
る説明書
6.系統施設毎の設計上
の考慮

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等
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補足説明すべき項目の抽出
（第四十七条 計装設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

99
情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風
（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。

100
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品の漏えいを考慮し，影響
を受けない位置への設置，被水防護及び被液防護を講ずる設計とする。

101

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情
報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可
搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管
庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，
外部からの衝撃による損傷を防止できる第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台
風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

102

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分
離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型
情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第1
保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表
示装置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に
基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

103

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情
報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可
搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管
庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，
想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの
少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設
計とする。

104

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情
報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可
搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管
庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置との接
続，制御建屋可搬型情報表示装置との接続は，コネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場での接
続が容易に可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設
備
2.6　操作性及び試
験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

105
計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備は，通常時において，重大事故等
への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力による機能，性能確認（表示）及び外観確認が可能な
設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設
備
2.6　操作性及び試
験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等
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補足説明すべき項目の抽出
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別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

106

4.3.1.2　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計測制御装置

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握
計装設備で構成する。

107
情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送
用無線装置，可搬型重大事故等対処設備である使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置で構成する。

108
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵建屋の制御室
において，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録できる設計とする。

109
情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備可搬型発電機，第2章 個別項目の7.1.1　電気設備」の
「7.1.1.9　代替電源設備」の情報把握計装可搬型発電機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬
型発電機で構成する。

110
監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，第2章 個別項目の7.1.1　電気設備」の「7.1.1.1　受電開
閉設備」から給電する設計とする。

111
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置
は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から第2章 個別項目の「4.1　計測制御設備」の
可搬型計測ユニットを介して給電する設計とする。

112
内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制御盤は，自然現象，人為事
象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，関連する工
程の停止等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

113

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，共通要因によって
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測
制御装置の監視制御盤と独立した異なる系統により当該機能に必要な系統を構成することで，独立性を
有する設計とする。

Ⅵ-1-4-3　再処理施設
への故意による大型航
空機の衝突その他のテ
ロリズムが発生した場
合の情報把握に関する
説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の
機能に関わる詳細設計

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明する。

※補足すべき事項なし

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的
分散等
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補足説明すべき項目の抽出
（第四十七条 計装設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

114

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報表示装置は，第2章 個別項目の7.1.1　電気設備」の「7.1.1.1　受電開閉設備」の使用済燃
料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力を給電することで，電気設備の設計基準対象の施設
からの給電で動作する監視制御盤及び安全系監視制御盤に対して多様性を有する設計とする。

115

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報表示装置は，共通要因によって計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と同時にそ
の機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップを含めて必要な数量を計測制御装置の監
視制御盤が設置される建屋から100m以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管す
ることで，位置的分散を図る設計とする。

116
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は安全機能を有する施設として使用する場合と同様の
系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

117
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，他の設備から独立
して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

118
計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記録するために必要な保存容量を有
する設計とする。

119

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，収集したパラメー
タを伝送可能な容量を有する設計とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量と
して使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に対して1系統の必要数1系統に加え，予備を1系統，合計2系統以上を
有する設計とする。

120
情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，収集したパラメータを伝送可
能な容量を有する設計とする。

121

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，収集した重要監視パラメータ
及び重要代替監視パラメータを電磁的に記録及び保存し，電源喪失により保存した記録が失われないよ
うにするとともに帳票として出力できる設計とする。また，記録に必要な容量は，記録が必要な期間に
亘って保存できる容量を有する設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的
分散等

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説明する。

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載
事項の設定根拠に関す
る説明書
6.系統施設毎の設計上
の考慮

Ⅵ-1-1-3　設備別記載
事項の設定根拠に関す
る説明書
6.系統施設毎の設計上
の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

122

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報表示装置は，必要なデータ量の伝送及び記録容量を有する設計とし，保有数は，必要数とし
て重大事故等の対処に必要な個数をそれぞれ1台有する設計とするとともに，故障時バックアップを1台
の合計2台確保する設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載
事項の設定根拠に関す
る説明書
6.系統施設毎の設計上
の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

123
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

124
地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及
び建屋間伝送用無線装置は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とする
ことで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

125
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

126
情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風
（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。

127
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品の漏えいを考慮し，影響
を受けない位置への設置，被水防護及び被液防護を講ずる設計とする。

128
情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報表示装置は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯
水所に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

129

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，第1章 共通項目の「9.2　重大
事故等対処設備」の「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と
することで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等
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補足説明すべき項目の抽出
（第四十七条 計装設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

130

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報表示装置は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線
量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の
設置場所で操作可能な設計とする。

131
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，可搬型監視ユニット内に搭載することで，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条件を考慮しても重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

132
情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び建屋間伝送用無線装置との接
続，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置との接続は，コネクタ方式又はより簡便な接続方
式とし，現場での接続が容易に可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設
備
2.6　操作性及び試
験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

133
計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備は，通常時において，重大事故等
への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力による機能，性能確認（表示）及び外観確認が可能な
設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設
備
2.6　操作性及び試
験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を
有する施設，安全上重
要な施設及び重大事故
等対処設備が使用され
る条件の下における健
全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等
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補足説明すべき項目の抽出
（第四十七条 計装設備）

別紙５②

展開要否 理由

＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監
視カメラの空冷＞

【補足1】
・容量について
・冷却能力について
・冷却器の冷却能力試験について

1.概要 〇

＜可搬型燃料貯蔵プール等空間線
量率計（線量率計）の空冷＞

【補足2】

・容量について
・冷却能力について
・冷却器の冷却能力試験について
・試験結果について

2.使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の容量と冷却能力 〇

＜可搬型スプレイ設備流量計の空
冷＞

【補足3】

・容量について
・冷却能力について
・冷却器の冷却能力試験について
・試験結果について

3.評価条件及び算出方法 ―

＜配管について＞ 【補足4】 配管について 　3.1評価条件 ―

＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監
視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール
等空間線量率計（線量率計）及び
可搬型スプレイ設備流量計を空冷
するための装置の操作性＞

【補足5】 空冷装置の操作性について 　3.2適用規格 ―

＜重大事故等対処設備に関する使
用済燃料プール温度・水位ついて
＞

【補足6】 可搬型における温度の計測の説明及び設置図，外形図を記載 　3.3評価方法 ―

＜使用済燃料貯蔵槽における重大
事故等対処設備の計測原理図につ
いて＞

【補足7】 検出原理について 　3.4算出方法 ―

＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監
視カメラについて＞

【補足8】

・カメラの仕様について
・カメラの視野概要及び概略図を記載
・カメラの監視性確認について
・映像比較についての概要及び図を記載
・結露が発生した状況での監視について

4.使用済燃料プール監視カメラの耐環境性について ―

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カ
メラの最高使用温度の実力値を試験
していない。別方法で確認してい
る。

＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監
視カメラを空冷するための装置に
ついて＞

【補足9】 空冷装置について説明 5.使用済燃料プール監視カメラ空冷装置冷却器の性能試験について ―

＜可搬型燃料貯蔵プール等状態監
視カメラを空冷するための装置に
用いる，空気圧縮機及びエアクー
ラーの機能及び原理＞

【補足10】 空気圧縮機，エアクーラーの機能及び原理について 　5.1冷却器メーカにおける性能試験結果 ―

＜プール水位が低下した場合の監
視設備について＞

【補足11】 水位が低下した場合の監視設備の説明及び監視設備概略図の記載 　5.2周囲温度の変化による冷却能力の追加試験結果 ―

＜使用済燃料プール監視設備の電
源構成について＞

【補足12】 監視設備の電源構成の説明及び電源系統図の記載 6.使用済燃料プール監視カメラ空冷装置の配管について 〇

7.使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の操作性 〇

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽
の温度，水位及び漏えいを
監視する装置の構成に関す
る説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説
明書

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽
の温度，水位及び漏えいを
監視する装置の構成に関す
る説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説
明書
1.概要
2.基本方針
3.使用済燃料貯蔵槽の温度
及び水位等を監視する装置
の構成
4.使用済燃料貯蔵槽の温度
及び水位を監視する装置の
計測範囲及び警報動作範囲

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目
【補足-40-4】使用済燃料
プール監視カメラ用空冷
装置について

再処理では，評価ではなく試験を実
施したため，東海第二発電所とは記
載が異なる。

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カ
メラ等について，SA環境を模擬した
試験を実施しているため，冷却器単
体の性能試験は不要。
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補足説明すべき項目の抽出
（第四十七条 計装設備）

別紙５②

1.使用済燃料プール温度，使用済燃料プール水位，使用済燃料プール温度（ＳＡ）及び使用済
燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）について

〇

　1.1使用済燃料プール温度（計測範囲，警報動作範囲，警報設定値） 〇

　1.2使用済燃料プール水位（計測範囲，警報設定値） 〇

　1.3使用済燃料プール温度（ＳＡ）（計測範囲） 〇

　1.4使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）（計測範囲，警報動作範囲，警報設定値） 〇

　1.5使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）の検出原理 〇

2.使用済燃料プール監視カメラについて 〇

　2.1使用済燃料プール監視カメラの基本仕様 〇

　2.2使用済燃料プール監視カメラの視野概要 〇

　2.3蒸気雰囲気下での使用済燃料プール監視カメラの監視性確認について 〇

　　2.3.1可視カメラと赤外線カメラの映像比較 〇

　　2.3.2赤外線カメラのレンズに結露が発生した状況での監視について 〇

　2.4使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置について 〇

　　2.4.1使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の空気圧縮機，除湿器，冷却器の機能及び原
理

〇

3.大量の水の漏えいその他要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合の監
視設備について

〇

4.使用済燃料プール監視設備の電源構成について 〇

【補足1】 可搬型計測器について 1.格納容器水素濃度及び酸素濃度の測定原理と適用性について － 発電炉特有設備のため

【補足2】 可搬型計測器による監視パラメータの測定結果の換算概要 　1.1格納容器水素・酸素濃度計測装置について － 発電炉特有設備のため

【補足3】
重大事故等対処設備に関する常設重大事故等対処設備に関する計
測結果の記録及び保存

　1.2計測装置の測定原理 － 発電炉特有設備のため

【補足4】
重大事故等対処設備に関する可搬型重大事故等対処設備の計測結
果の記録及び保存

　　1.2.1格納容器内水素濃度（ＳＡ） － 発電炉特有設備のため

＜代替パラメータによる主要パラ
メータの推定の誤差による影響に
ついて＞

【補足5】
代替パラメータによる主要パラメータの推定の誤差による影響に
ついて

　　1.2.2格納容器内酸素濃度（ＳＡ） － 発電炉特有設備のため

　1.3システム構成 － 発電炉特有設備のため

　1.4格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）の認証について － 発電炉特有設備のため

　　1.4.1環境試験 － 発電炉特有設備のため

　　1.4.2耐震試験 － 発電炉特有設備のため

　1.5格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）の電源供給について － 発電炉特有設備のため

2.原子炉格納容器内水位監視について － 発電炉特有設備のため

　2.1原子炉圧力容器破損までの水位管理 － 発電炉特有設備のため

【170-1】使用済燃料貯蔵
槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成
並びに計測範囲及び警報

動作範囲について

可搬型計器の説明（使用済燃料貯蔵
槽の重大事故等対処設備は可搬型計
器であるため）

＜可搬型計測器について＞

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成
に関する説明書並びに計測
範囲及び警報動作範囲に関
する説明書
1.概要
2.基本方針
3.計測装置の構成
4.計測装置の計測範囲
5.乾電池又は充電池による
計測制御設備への給電に関
して

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成
に関する説明書並びに計測
範囲及び警報動作範囲に関
する説明書

【補足-240-1】計測装置
の構成並びに計測範囲及
び警報動作範囲について

＜計測結果の記録の保存について
＞
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　2.2原子炉圧力容器破損及びデブリ落下・堆積検知（表2.2-1「原子炉圧力容器破損及びデブ
リ落下・堆積検知の概念」）

－ 発電炉特有設備のため

　2.3原子炉圧力容器破損後の水位管理（デブリ堆積高さ＜0.2 m の場合） － 発電炉特有設備のため

　2.4原子炉圧力容器破損後の水位管理（デブリ堆積高さ≧0.2 m の場合） － 発電炉特有設備のため

3.原子炉圧力容器内の水位監視について － 発電炉特有設備のため

　3.1原子炉圧力容器内の水位監視について － 発電炉特有設備のため

　3.2原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水位（ＳＡ広帯域）及び原子炉水
位（ＳＡ燃料域）の概要

－ 発電炉特有設備のため

　3.3原子炉圧力容器への注水流量による原子炉圧力容器内の水位の推定手段 － 発電炉特有設備のため

　3.4原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）及びサプレッション・チェンバ圧力による水位の推定手
段

－ 発電炉特有設備のため

　3.4原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）及びサプレッション・チェンバ圧力による水位の推定手
段

－ 発電炉特有設備のため

4.可搬型計測器について 〇

　
　4.1可搬型計測器による監視パラメータの測定結果の換算概要 〇

5.計測結果の記録の保存について 〇

　5.1設置基準対象施設に関する計測結果の記録及び保存 〇
監視制御盤の記録及び保存について
説明

　5.2重大事故等対処設備に関する計測結果の記録及び保存 〇
可搬型情報収集装置の記録及び保存
について説明

7.代替パラメータによる主要パラメータの推定の誤差による影響について 〇

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への
故意による大型航空機の衝
突その他のテロリズムが発
生した場合の情報把握に関
する説明書

1．概要
2. 基本方針
3. 大型航空機の衝突その他
のテロリズムが発生した場
合の必要な情報を把握する
ための詳細設計
4. 情報把握計装設備の機能
に関わる詳細設計
5.情報把握計装設備の可搬
型発電機

発電炉の補足説明資料には，本条文に該当する内容の資料はない。基本設計方針からの展開では，補足すべき事項は無い

【補足-240-1】計測装置
の構成並びに計測範囲及
び警報動作範囲について

可搬型計器の説明

基本設計方針からの展開では補足すべき事項がなく，また，発電炉の添付書類及び補

足説明資料には本条文に該当する内容の資料がないことから，確認の結果として補足

すべき事項はない。

なお，補足説明事項がないため別紙5③は作成しない。
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（第四十七条 計装設備）

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

－ － － － －

1.概要 1.概要 空冷ユニットについての概要 － － 〇 空冷ユニットについての概要

－ － － － －

－ － － － －

容量について － － 〇 容量について

冷却能力について － － 〇 冷却能力について

－ － 〇

－ － 〇

－ － 〇

－ － 〇

－ － 〇

－ － － － －

－ － － － －

容量について － － 〇 容量について

冷却能力について － － 〇 冷却能力について

冷却器の冷却能力試験について

－ 3.1.1冷却能力

－
3.可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線
量率計）の空冷

－
3.1可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計
（線量率計）を空冷するための装置の容量
及び冷却能力

－
3.1.1可搬型燃料貯蔵プール等空間線量
率計（線量率計）を空冷するために必要
な容量

－ （2）系統の構成

－ （3）条件

－ 2.2.2試験結果

【補足1】
【補足2】
【補足3】
【補足4】
【補足5】
【補足6】
【補足7】
【補足8】
【補足9】
【補足10】
【補足11】
【補足12】

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料 記載概要 補足説明

すべき事項

【補足-40-4】使用済燃料プール監視カメラ用
空冷装置について

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び
漏えいを監視する装置の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説
明書の補足説明資料

2.使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置の
容量と冷却能力

2.可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの
空冷

（1）容量
2.1可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ
を空冷するための装置の容量及び冷却能力

－
2.1.1可搬型燃料貯蔵プール等状態監視
カメラを空冷するために必要な容量

（1）冷却能力 2.1.2冷却能力

－
2.2可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カ
メラの冷却器の冷却能力試験

冷却器の冷却能力試験について

－ （1）試験の概要
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補足説明すべき項目の抽出
（第四十七条 計装設備）

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料 記載概要 補足説明

すべき事項

－ － 〇

－ － 〇

－ － 〇

－ － 〇

－ － 〇

試験結果について － － 〇 試験結果について

－ － － － －

－ － － － －

容量について － － 〇 容量について

冷却能力について － － 〇 冷却能力について

－ － 〇

－ － 〇

－ － 〇

－ － 〇

－ － 〇

冷却器の冷却能力試験について

冷却器の冷却能力試験について冷却器の冷却能力試験について

－ 4.2.1試験方法

－ （1）試験の概要

－ （2）系統の構成

－ （3）条件

－
4.1.1可搬型スプレイ設備流量計を空冷
するために必要な容量

－ 4.1.1冷却能力

－
4.2可搬型スプレイ設備流量計の冷却器の冷
却能力試験

－ 3.2.2試験結果

－ 4.可搬型スプレイ設備流量計の空冷

－
4.1可搬型スプレイ設備流量計を空冷するた
めの装置の容量及び冷却能力

－
3.2可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計
（線量率計）の冷却器の冷却能力試験

冷却器の冷却能力試験について

－ 3.2.1試験方法

－ （1）試験の概要

－ （2）系統の構成

－ （3）条件

【補足1】
【補足2】
【補足3】
【補足4】
【補足5】
【補足6】
【補足7】
【補足8】
【補足9】
【補足10】
【補足11】
【補足12】
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補足説明すべき項目の抽出
（第四十七条 計装設備）

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料 記載概要 補足説明

すべき事項

試験結果について － － 〇 試験結果について

空気圧縮機の容量について － － 〇 空気圧縮機の容量について

配管について － － 〇 配管について

空冷装置の操作性について － － 〇 空冷装置の操作性について

－ － － － －

使用済燃料プール温度，使用済燃料プール水位について
の概要

－ － 〇
使用済燃料プール温度，使用済燃料プール水位について
の概要

温度の計測，警報動作範囲の説明及び設置図を記載 － － 〇 温度の計測，警報動作範囲の説明及び設置図を記載

水位の計測，警報動作範囲の説明及び警報動作範囲図を
記載

－ － 〇
水位の計測，警報動作範囲の説明及び警報動作範囲図を
記載

可搬型（携行型）における温度の計測，警警報動作範囲
の説明及び設置図，外形図を記載

－ － 〇
可搬型（携行型）における温度の計測，警警報動作範囲
の説明及び設置図，外形図を記載

可搬型（パラメータ伝送型）における水位・温度の計
測，警警報動作範囲の説明及び設置図，外形図を記載

－ － 〇
可搬型（パラメータ伝送型）における水位・温度の計
測，警警報動作範囲の説明及び設置図，外形図を記載

検出原理について － － 〇 検出原理について

カメラの概要 － － 〇 カメラの概要

カメラの仕様について － － 〇 カメラの仕様について

カメラの視野概要及び概略図を記載 － － 〇 カメラの視野概要及び概略図を記載

カメラの監視性確認について － － 〇 カメラの監視性確認について

2.1使用済燃料プール監視カメラの基本仕
様

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの
基本仕様

2.2使用済燃料プール監視カメラの視野概
要

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラの
視野概要

2.3蒸気雰囲気下での使用済燃料プール監
視カメラの監視性確認について

蒸気雰囲気下での可搬型燃料貯蔵プール等
状態監視カメラの監視性確認について

1.4使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広
域）（計測範囲，警報動作範囲，警報設定
値）

重大事故等対処設備に関する使用済燃料プー
ル温度・水位ついて（パラメータ伝送型）

1.5使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広
域）の検出原理

使用済燃料貯蔵槽における重大事故等対処設
備の計測原理図について

2.使用済燃料プール監視カメラについて
可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラにつ
いて

1.1使用済燃料プール温度（計測範囲，警
報動作範囲，警報設定値）

設計基準対象施設に関する使用済燃料プール
温度

1.2使用済燃料プール水位（計測範囲，警
報設定値）

設計基準対象施設に関する使用済燃料プール
水位

1.3使用済燃料プール温度（ＳＡ）（計測
範囲）

重大事故等対処設備に関する使用済燃料プー
ル温度・水位ついて（携行型）

7.使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置
の操作性

7.可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，
可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量
率計）及び可搬型スプレイ設備流量計を空冷
するための装置の操作性

【170-1】使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び
漏えいを監視する装置の構成並びに計測範囲
及び警報動作範囲について

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び
漏えいを監視する装置の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説
明書の補足説明資料

1.使用済燃料プール温度，使用済燃料プール
水位，使用済燃料プール温度（ＳＡ）及び使
用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）につ
いて

1.使用済燃料プール温度，使用済燃料プール
水位について

－ 4.2.2試験結果

－ 5.空気圧縮機の容量について

6.使用済燃料プール監視カメラ空冷装置の
配管について

6.配管について

【補足1】
【補足2】
【補足3】
【補足4】
【補足5】
【補足6】
【補足7】
【補足8】
【補足9】
【補足10】
【補足11】
【補足12】
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補足説明すべき項目の抽出
（第四十七条 計装設備）

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料 記載概要 補足説明

すべき事項

映像比較についての概要及び図を記載 － － 〇 映像比較についての概要及び図を記載

結露が発生した状況での監視について － － 〇 結露が発生した状況での監視について

空冷装置について説明 － － 〇 空冷装置について説明

空気圧縮機，エアクーラーの機能及び原理について － － 〇 空気圧縮機，エアクーラーの機能及び原理について

水位が低下した場合の監視設備の説明及び監視設備概略
図の記載

－ － 〇
水位が低下した場合の監視設備の説明及び監視設備概略
図の記載

監視設備の電源構成の説明及び電源系統図の記載 － － 〇 監視設備の電源構成の説明及び電源系統図の記載

－ － － － －

4.可搬型計測器について 1.可搬型計測器について 可搬型計測器について － － 〇 可搬型計測器について

測定結果の換算概要について － － 〇 測定結果の換算概要について

5.計測結果の記録の保存について 2.計測結果の記録の保存について － － － － －

監視制御盤の記録及び保存について説明 － － 〇 監視制御盤の記録及び保存について説明

可搬型情報収集装置の記録及び保存について説明 － － 〇 可搬型情報収集装置の記録及び保存について説明

誤差による影響について － － 〇 誤差による影響について

凡例

・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

【補足-240-1】計測装置の構成並びに計測範
囲及び警報動作範囲について

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並
びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明
書の補足説明資料

【補足1】
【補足2】
【補足3】
【補足4】
【補足5】

4.1可搬型計測器による監視パラメータの
測定結果の換算概要

1.1可搬型計測器による監視パラメータの測
定結果の換算概要

5.1設置基準対象施設に関する計測結果の
記録及び保存

2.1重大事故等対処設備に関する常設重大事
故等対処設備に関する計測結果の記録及び
保存

5.2重大事故等対処設備に関する計測結果
の記録及び保存

2.2重大事故等対処設備に関する可搬型重大
事故等対処設備の計測結果の記録及び保存

7.代替パラメータによる主要パラメータの推
定の誤差による影響について

4.代替パラメータによる主要パラメータの推
定の誤差による影響について

2.4.1使用済燃料プール監視カメラ用空
冷装置の空気圧縮機，除湿器，冷却器の
機能及び原理

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラを
空冷するための装置に用いる，空気圧縮機
及びエアクーラーの機能及び原理

3.大量の水の漏えいその他要因により当該使
用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合
の監視設備について

プール水位が低下した場合の監視設備につ
いて

4.使用済燃料プール監視設備の電源構成につ
いて

使用済燃料プール監視設備の電源構成につ
いて

2.3.1可視カメラと赤外線カメラの映像
比較

可視光線カメラと赤外線カメラの映像比
較

2.3.2赤外線カメラのレンズに結露が発
生した状況での監視について

赤外線カメラのレンズに結露が発生した
状況での監視について

2.4使用済燃料プール監視カメラ用空冷装
置について

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラを空
冷するための装置について

【補足1】
【補足2】
【補足3】
【補足4】
【補足5】
【補足6】
【補足7】
【補足8】
【補足9】
【補足10】
【補足11】
【補足12】
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別紙６ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

第 2章 個別項目 

4.計測制御系統施設 

4.1 計測制御設備 
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第 2 章 個別項目 

4.計測制御系統施設 

4.1 計測制御設備 

 

計測制御設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータを計測できる設計とする。 

 

計測制御設備は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の直流電源の喪失その他の

故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難と

なった場合において，再処理施設における重大事故等の事象進展速度や重大事故等に対処するための時

間的余裕の観点を考慮し，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設計とする。 

 

直流電源の喪失その他の故障として，再処理施設のパラメータを計測する機器の多くが交流電源により

給電する設計としていることから，必要なパラメータを計測することが困難となる条件として全交流動

力電源の喪失を想定し，また，計測機器の故障（計装導圧配管及び温度計ガイド管（以下「計装配管」

という。）が損傷した場合を含む。）及び計測範囲の超過を想定する。 

 

計測制御設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータを計測する設備として，常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器，可搬型重

要代替計器及び第 2章 個別項目の「1.2.1 使用済燃料の貯蔵施設」の「1.2.1.10 監視設備」に用い

る一部のパラメータの監視及び可搬型重要計器の冷却に必要な可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニッ

ト，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，けん引車で構成し，必要なパラメータを

計測する設計とする。 

 

4.1.1 パラメータの選定方針 

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ及び当該パラメータを推定するために有

効な情報は，パラメータの重要性や計測に当たっての優先順位の明確化の観点から，以下の通り分類す

る。  

再処理施設の状態を監視するパラメータのうち，当該重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータ及び当該パラメータを推定するために有効な情報は，重大事故等の対策における各作業手

順に用いるパラメータ及び重大事故等に対する対策の有効性評価に用いるパラメータから抽出する（以

下「抽出パラメータ」という。）。 

 

抽出パラメータのうち，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止対策を成功させるために監視すること

が必要なパラメータを主要パラメータとする。また，抽出パラメータのうち，電源設備の受電状態，重
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大事故等対処設備の運転状態又は再処理施設の状態を補助的に監視するパラメータを補助パラメータと

し，保安規定に定めて，管理する。 

 

主要パラメータのうち，再処理施設の状態を直接監視するパラメータを重要監視パラメータとする。 

主要パラメータのうち，再処理施設の状態を換算等により推定，又は推測するパラメータを重要代替監

視パラメータとする。 

 

重要代替監視パラメータが複数ある場合は，重要監視パラメータとの相関性の高さ，検出器の種類及び

使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，計測に当たっての優先順位を保安規定に定めて，管理す

る。 

重要代替監視パラメータは，重要監視パラメータと同一物理量のパラメータを計測する異なる計測点

（以下「他チャンネル」という。）がある場合は，重要代替監視パラメータとしていずれか 1つの適切

な他チャンネルを選定し，計測する設計とする。また，重要監視パラメータを換算等により推定，又は

推測可能なパラメータがある場合は，重要代替監視パラメータとして計測する設計とする。 

重大事故等が発生した場合は，重要監視パラメータの計測に着手することで，再処理施設の状態を把握

する手段を有する設計とする。 

 

重要監視パラメータの計測が困難な場合は，重要代替監視パラメータの計測に着手することで，再処理

施設の状態を推定，又は推測可能な手段を有する設計とする。 

 

 4.1.2 重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する設備の設計方針 

 

主要パラメータを計測する設備のうち，重要監視パラメータを計測する設備を重要計器，重要代替監視

パラメータを計測する設備を重要代替計器とし，重大事故等の発生要因に応じて対処に有効な設備を使

用する設計とする。 

 

重要計器及び重要代替計器は，再処理施設の状態を推定するための計測範囲を有する設計とする。 

 

重要監視パラメータは，外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が発生した場合には，

可搬型重要計器を使用して計測する設計とする。また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全

交流動力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合には，可搬型重要計器又は常設重要計器を使

用して計測する設計とする。重要監視パラメータを計測する可搬型重要計器は重大事故等対処設備とし

て設ける設計とする。重要監視パラメータを計測する常設重要計器は，第 2章 個別項目の「2.2.1 溶

解設備」の「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」，「2.2.1.2 重大事故時可溶性中性子吸収

材供給系」，「2.4.2 プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

421



別紙６ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系」，「2.4.3 精製建屋一時貯留槽」の「2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，「5.1 気

体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」及び「7.1.2 圧縮空気設備」の「7.1.2.4 臨界事故

時水素掃気系」の常設計器を重大事故等対処設備として位置付けるとともに，設置する設計とする。 

 

重要代替監視パラメータは，外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が発生した場合に

は，可搬型重要代替計器を使用して計測する設計とする。また，内的事象による安全機能の喪失を要因

とし，全交流動力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合には，常設重要代替計器を使用して

計測する設計とする。重要代替監視パラメータを計測する可搬型重要代替計器は，重大事故等対処設備

として設ける設計とする。重要代替監視パラメータを計測する常設重要代替計器は，第 2章 個別項目の

「2.2.1 溶解設備」の「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」，「2.2.1.2 重大事故時可溶性

中性子吸収材供給系」，「2.4.2 プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1 重大事故時プルトニウム濃縮缶

加熱停止系」，「2.4.3 精製建屋一時貯留槽」の「2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，

「5.1 気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」及び「7.1.2 圧縮空気設備」の「7.1.2.4 

臨界事故時水素掃気系」の常設計器を重大事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータを計測

するために設置する設計とする。 

 

 4.1.2.1 重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する設備の詳細設計方針 

 

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，計測方式に応じて設計基準対象の施設である計測制御設備

の計装配管に接続して計測する設計とする。  

 

主要パラメータを計測するために必要な設備のうち常設重要計器及び常設重要代替計器の電源は，重大

事故等対処設備の一部である受電開閉設備等から給電する設計とする。 

 

主要パラメータを計測するために必要な設備のうち可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器の電源は，

重大事故等が発生した場合において，乾電池，充電池又は，第 2章 個別項目の「4.3 制御室」の

「4.3.1 計測制御装置」の情報把握計装設備可搬型発電機，「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 代替電

源設備」のうち前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から給電する設計とする。前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型重要計器

及び可搬型重要代替計器には，各建屋の可搬型発電機から第 2章 個別項目の「4.3 制御室」の「4.3.1 

計測制御装置」の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報

収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型情報収集装置を介して給電する設計とする。 
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パラメータの計測に必要な圧縮空気は，第 2章 個別項目の「7.1.2 圧縮空気設備」の「7.1.2.1 一般

圧縮空気系」，「7.1.2.2 安全圧縮空気系」，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器に附属の計測用

ボンベ並びに可搬型空気圧縮機から空気を供給する設計とする。 

 

可搬型重要計器の一部は，MOX 燃料加工施設と共用する。 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型重要計器は，再処理施設及び MOX 燃料加工施設における重大事故等に

同時に対処することを考慮し，対処に必要となる計測範囲及び個数を確保することで，共用によって重

大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。 

 

計測制御設備の重要代替監視パラメータは，共通要因によって重要監視パラメータと同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，異なる物理量の計測又は計測方式により換算表を用いて推定すること

で，重要監視パラメータに対して可能な限り多様性を有する設計とする。 

 

計測制御設備の重要代替監視パラメータは，共通要因によって重要監視パラメータと同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，重要監視パラメータを計測する箇所と異なる箇所で計測することによ

り，重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

 

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器

は，地震等により機能が損なわれる場合，代替設備による機能の確保により機能を維持する設計とす

る。 

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，共通要因によって設計基準対象の施設の計

測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップを含めて必要な数

量を設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外

部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。または，設計基準対象の施設の

計測制御設備が設置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するととも

に，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化

建屋及び制御建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋内に保管する場合

は設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分散を図

る設計とする。 

 

計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，安全機能を有する施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 
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計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，重大事故等の対処に必要なパラメータを計測す

るために必要な計測範囲を有する設計とする。また，設計基準対象の施設の計測制御設備が計測範囲を

超過した場合は，可搬型重要計器又は可搬型重要代替計器にて必要なパラメータを計測する設計とす

る。 

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，重大事故等の対処に必要なパラメータを計

測するために必要な計測範囲を有する設計とする。保有数は，必要数を確保するとともに，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。 

 

MOX 燃料加工施設と共用する計測制御設備の可搬型重要計器は，再処理施設及び MOX 燃料加工施設におけ

る重大事故等対処に同時に対処することを考慮した計測範囲及び個数を有することで，共用によって重

大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。保有数は，必要数を確保するとともに，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。 

 

計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理

建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，

制御建屋，第 1保管庫・貯水所及び第 2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器

は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とすることで重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，

影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とする。 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御建

屋及び外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，想定される重大事故等が発生した場合にお
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いても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所を選定することで操作可能な設

計とする。 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器と情報把握計装設備又はその他の重大事故等対

処設備との接続は，ネジ接続，コネクタ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器と計装配管は，容易かつ確実に接続でき，か

つ，複数の計装配管と相互に使用することができるよう，口径に応じた簡便な接続方式を用いる設計と

する。 

 

計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，通常時において，重大事故等への対処に必要な

機能を確認するため，模擬入力による機能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とす

る。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，通常時において，重大事故等への対処に必

要な機能を確認するため，模擬入力による機能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計と

する。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。 

 

 4.1.2.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ

を把握する設備の詳細設計方針 

 

第 2 章 個別項目の「「1.2.1 使用済燃料の貯蔵施設」の「1.2.1.10 監視設備」に用いる一部のパラ

メータの監視及び可搬型重要計器の冷却に必要な可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空

冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及びけん引車を重大事故等対処設備として設ける設計と

する。  

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（個数 6）は，重大事故等が発生した場合において，赤外線機能

により燃料貯蔵プール等の状態を監視できる設計とする。 

 

主要パラメータを計測するために必要な設備のうち可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器の電源は，

重大事故等が発生した場合において，乾電池，充電池又は第 2章 個別項目の「7.1.1 電気設備」の

「7.1.1.9 代替電源設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から給電する設計とす

る。 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬型重要計器には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機から可搬型計測ユニットを介して電源を給電する設計とする。 
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パラメータの計測に必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機から空気を供給する設計とす

る。 

 

可搬型計測ユニットは，パラメータの計測に必要な圧縮空気及び可搬型空冷ユニットに必要な圧縮空気

を供給する機能を有する設計とする。可搬型計測ユニットにおいて必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニ

ット用空気圧縮機から供給する設計とする。 

 

可搬型監視ユニットは，可搬型重要計器で計測する燃料貯蔵プール等水温，燃料貯蔵プール等水位，燃

料貯蔵プール等空間線量率及び燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータをユニット内で監視

可能な機能を有する設計とする。また，可搬型監視ユニットには，第 2章 個別項目の「4.3 制御室」

の「4.3.1 計測制御装置」計測制御装置の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置を搭載可能

な設計とする。 

 

可搬型空冷ユニットは，可搬型計測ユニットから供給される圧縮空気を冷却する機能を有する設計とす

る。冷却した圧縮空気は，燃料貯蔵プール等空間線量率及び燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）を計

測する可搬型重要計器に供給することで，崩壊熱による使用済燃料貯蔵槽の水の温度上昇及び沸騰によ

る使用済燃料貯蔵槽周辺の温度及び湿度の上昇を考慮しても，可搬型重要計器の機能を損なわない設計

とする。 

 

また，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニットに必要な電源は，第 2章 個別項

目の「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 代替電源設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機から供給する設計とする。 

 

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及

び第 2章 個別項目の「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 代替電源設備」の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機は，けん引車にて設置場所までけん引可能な設計とするとともに，けん引車を重

大事故等対処設備として設ける設計とする。 

 

計測制御設備の燃料貯蔵プール等水位（超音波式，メジャー），燃料貯蔵プール等水温（サーミスタ）

及び燃料貯蔵プール等空間線量率（半導体検出器（携行型））のパラメータを計測する可搬型重要計器

は，共通要因によって設計基準対象の施設の計測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれがない

ように，設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した外部

保管エリアに保管するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで位置的分散を図る設

計とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する場合は設計基準対象の施設の計測制御設備が設置
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4.2.5 制御室 

 

される場所と異なる場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。 

 

計測制御設備の可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット

用空気圧縮機，けん引車，燃料貯蔵プール等水位（電波式，エアパージ式），燃料貯蔵プール等水温

（測温抵抗体），代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等空間線量率（半導体検出器

（パラメータ伝送型）），燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータを計測する可搬型重要計

器は，共通要因によって設計基準対象の施設の計測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いように，故障時バックアップを含めて必要な数量を設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される

建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を

図る設計とする。 

 

屋外に保管するけん引車は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとることで

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

計測制御設備の可搬型重要計器は，重大事故等の対処に必要なパラメータを計測するために必要な計測

範囲を有する設計とする。保有数は，必要数を確保するとともに，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。また，可搬型空冷ユニットＡ～Ｅ，可

搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及びけん引車の保有数は，

それぞれ必要数として 1台，予備として故障時及び待機除外時のバックアップを 2台の合計３台確保す

る設計とする。 

 

計測制御設備の燃料貯蔵プール等空間線量率及び燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）を計測する可搬

型重要計器は，可搬型計測ユニット，可搬型空冷ユニット及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機により

冷却した圧縮空気を供給することで使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，湿度を考慮しても重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水温，燃料貯蔵プール等空

間線量率のパラメータを計測する可搬型重要計器）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第 1保

管庫・貯水所，第 2保管庫・貯水所及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風）等により重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

計測制御設備の可搬型重要計器（代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等状態（監視

カメラ）のパラメータを計測する可搬型重要計器）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第 1保

管庫・貯水所及び第 2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 
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地震を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の可搬型重要計器は，地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

 

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水温，燃料貯蔵プール等空

間線量率のパラメータを計測する可搬型重要計器を含む。）は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とする。 

 

計測制御設備の可搬型重要計器は，内部発生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び

外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計する。 

 

計測制御設備の可搬型重要計器は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がない

ように，線量率の高くなるおそれの少ない場所を選定することで操作可能な設計とする。 

 

計測制御設備の可搬型重要計器と情報把握計装設備又はその他の重大事故等対処設備との接続は，ネジ

接続，コネクタ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。 

 

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水温，代替注水設備流量，

スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等空間線量率，燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータ

を計測する可搬型重要計器），可搬型重要代替計器及び可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可

搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機は，通常時において，重大事故等への対処に必要

な機能を確認するため，模擬入力による機能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とす

る。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。 

 

 4.1.3 再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において必要な

情報を把握し記録する設備の設計方針 

 

再処理施設は，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合におい

て，中央制御室及び緊急時対策所で必要な情報を把握するために，重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握する設備及び再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合において必要な情報を把握し記録する設備を設置する設計とする。 

 

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する設備及び再処理施設への故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において必要な情報を把握し記録する設備
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は，共通要因によって中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情報を把握し記録する機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムが発生した場合においても，当該事象に対処するために把握することが必要なパラメー

タとして計測する設計とする。 

 

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において必要なパラメ

ータを把握し記録する設備として，常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重要

代替計器を使用するとともに，第 2章 個別項目の「4.3 制御室」の「4.3.1 計測制御装置」の情報把

握計装設備，監視制御盤，安全系監視制御盤及び「7.3.9 緊急時対策所」の「7.3.9.4 緊急時対策建

屋情報把握設備」の情報収集装置，情報表示装置，データ収集装置，データ表示装置を再処理施設への

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において必要な情報を把握し監視並び

に記録する設備として兼用する設計とする。 

 

常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器により計測したパラメータ

は，第 2章 個別項目の「4.3 制御室」の「4.3.1 計測制御装置」の情報把握計装設備，監視制御盤，

安全系監視制御盤及び「7.3.9 緊急時対策所」の「7.3.9.4 緊急時対策建屋情報把握設備」の情報収

集装置，情報表示装置，データ収集装置，データ表示装置に伝送し，中央制御室及び緊急時対策所にお

いて必要な情報を共有することにより，共通要因によって中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情

報を把握する機能が損なわれない設計とする。 

 

 4.3 制御室 

4.3.1 計測制御装置 

 

重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，制御室において，重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータを監視並びに記録できる設計とする。 

 

計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備で構成する。 

 

監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を伴わない重大事故

等が発生した場合において，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録するた

めの設備であり，常設重大事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを監視並びに記録する設計とする。 
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安全系監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を伴わない重

大事故等が発生した場合において，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視するための

設備であり，常設重大事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを監視する設計とする。 

 

情報把握計装設備は，外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全交流動力電源の喪失を要因

として重大事故等が発生した場合，並びに内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が発

生した場合において，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録するための設

備であり，可搬型重大事故等対処設備として配備し，常設重大事故等対処設備として設置する設計とす

る。 

 4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

 

中央制御室の計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備で構成する。  

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送

用無線装置，可搬型重大事故等対処設備である前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収

集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第 1保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，第 2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握

計装設備可搬型発電機で構成する。 

 

重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，中央制御室において，重要監視パラメータ及び

重要代替監視パラメータを監視並びに記録できる設計とする。 

 

情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備可搬型発電機，第 2章 個別項目の 7.1.1 電気設備」の

「7.1.1.9 代替電源設備」の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電

機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機で

構成する。 

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，第 2章 個別項目の 7.1.1 電気設備」の「7.1.1.1 受電開

閉設備」から給電する設計とする。 

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬型情報収集装置は分離建

屋可搬型発電機から，精製建屋可搬型情報収集装置及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報

収集装置はウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

情報収集装置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から，制御建屋可搬型情報収集装置及び制御

建屋可搬型情報表示装置は制御建屋可搬型発電機から，第 1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2
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保管庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把握計装設備可搬型発電機から給電する設計とする。 

 

情報把握計装設備のうち，情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用無線装置及び制御建屋可搬

型情報収集装置である第 1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，MOX 燃料加工施設と共用する。 

 

MOX 燃料加工施設と共用する情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用無線装置及び制御建屋可搬

型情報収集装置である第 1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，再処理施設及び MOX 燃料加工施設における重大事故等対処に

同時に対処することを考慮し，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさない設計とする。 

 

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制御盤は，自然現象，人為事

象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，関連する工

程の停止等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，共通要因によって

計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測

制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と独立した異なる系統により当該機能に必要な系統を構成

することで，独立性を有する設計とする。 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情

報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第 1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は，情報把握計装設備可搬型発電機及

び第 2章 個別項目の「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 代替電源設備」の前処理建屋可搬型発電機，分

離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高

レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から電力を給電することで，電気設備の設計基準対象の施設か

らの給電で動作する監視制御盤及び安全系監視制御盤に対して多様性を有する設計とする。 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情

報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第 1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置は，共通要因によって計測制御装置の監

視制御盤及び安全系監視制御盤と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアッ

プを含めて必要な数量を計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤が設置される建屋から 100m 以
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上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで，位置的分散を図る設計とす

る。 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，安全機能を有する施設として使用する場合と同様

の系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，他の設備から独立

して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記録するために必要な保存容量を有

する設計とする。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，収集したパラメー

タを伝送可能な容量を有する設計とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量と

して前処理建屋に対して 1系統，分離建屋に対して 1系統，精製建屋に対して 1系統，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋に対して 1系統，高レベル廃液ガラス固化建屋に対して 1系統，制御建屋に対して 1

系統の必要数 6系統に加え，予備を 6系統，合計 12 系統以上を有する設計とする。 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情

報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置，第 1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び第 2保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とする。 

 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情報収集装置は，収集した重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを電磁的に記録及び保存し，電源喪失により保存した記録が失われないようにするとともに帳

票として出力できる設計とする。また，記録に必要な容量は，記録が必要な期間に亘って保存できる容

量を有する設計とする。 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情

報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第 1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は，必要なデータ量の伝送及び記録容

量を有する設計とし，保有数は，必要数として重大事故等の対処に必要な個数をそれぞれ 1台有する設

計とするとともに，故障時バックアップを 1台の合計 2台確保する設計とする。 
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情報把握計装設備可搬型発電機は，重大事故等に対処するために必要な電力を確保するために必要な容

量を有する設計とし，保有数は，必要数として重大事故等の対処に必要な個数を有する設計とするとと

もに，故障時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。 

 

MOX 燃料加工施設と共用する情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用無線装置及び制御建屋可搬

型情報収集装置である第 1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，再処理施設及び MOX 燃料加工施設における重大事故等対処に

同時に対処することを考慮し，対処に必要となるデータの伝送，記録容量及び個数を確保することで，

共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさない設計とする。 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及

び建屋間伝送用無線装置は，第 1章 共通項目の「9.2 重大事故等対処設備」の「9.2.7 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設計」地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基づ

く設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び

制御建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風

（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品の漏えいを考慮し，影響

を受けない位置への設置，被水防護及び被液防護を講ずる設計とする。 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情

報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第 1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる第 1保管庫・貯水所及び第 2保管庫・貯水所に保管し，風（台

風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 
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地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分

離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第 1

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表

示装置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に

基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情

報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第 1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，

想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの

少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情

報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第 1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置との接

続，制御建屋可搬型情報表示装置との接続は，コネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場での接

続が容易に可能な設計とする。 

 

計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備は，通常時において，重大事故等

への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力による機能，性能確認（表示）及び外観確認が可能な

設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。 

 

 4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計測制御装置 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握

計装設備で構成する。  

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送

用無線装置，可搬型重大事故等対処設備である使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置で構成する。 

 

重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵建屋の制御室
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において，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録できる設計とする。 

 

情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備可搬型発電機，第 2章 個別項目の 7.1.1 電気設備」の

「7.1.1.9 代替電源設備」の情報把握計装可搬型発電機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機で構成する。 

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，第 2章 個別項目の 7.1.1 電気設備」の「7.1.1.1 受電開

閉設備」から給電する設計とする。 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から第 2章 個別項目の「4.1 計測制御設備」の

可搬型計測ユニットを介して給電する設計とする。 

 

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制御盤は，自然現象，人為事

象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，関連する工

程の停止等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，共通要因によって

計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測

制御装置の監視制御盤と独立した異なる系統により当該機能に必要な系統を構成することで，独立性を

有する設計とする。 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報表示装置は，第 2章 個別項目の 7.1.1 電気設備」の「7.1.1.1 受電開閉設備」の使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力を給電することで，電気設備の設計基準対象の施設

からの給電で動作する監視制御盤及び安全系監視制御盤に対して多様性を有する設計とする。 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報表示装置は，共通要因によって計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップを含めて必要な数量を計測制御装置の監

視制御盤が設置される建屋から 100m 以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管す

ることで，位置的分散を図る設計とする。 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は安全機能を有する施設として使用する場合と同様の

系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
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る。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，他の設備から独立

して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記録するために必要な保存容量を有

する設計とする。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，収集したパラメー

タを伝送可能な容量を有する設計とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量と

して使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に対して 1系統の必要数 1系統に加え，予備を 1系統，合計 2系統以

上を有する設計とする。 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，収集したパラメータを伝送可

能な容量を有する設計とする。 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，収集した重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを電磁的に記録及び保存し，電源喪失により保存した記録が失われないよ

うにするとともに帳票として出力できる設計とする。また，記録に必要な容量は，記録が必要な期間に

亘って保存できる容量を有する設計とする。 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報表示装置は，必要なデータ量の伝送及び記録容量を有する設計とし，保有数は，必要数とし

て重大事故等の対処に必要な個数をそれぞれ 1台有する設計とするとともに，故障時バックアップを 1

台の合計 2台確保する設計とする。 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及

び建屋間伝送用無線装置は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とする

ことで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使用
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済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風

（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品の漏えいを考慮し，影響

を受けない位置への設置，被水防護及び被液防護を講ずる設計とする。 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報表示装置は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第 1保管庫・貯水所及び第 2保管庫・

貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，第 1章 共通項目の「9.2 重大

事故等対処設備」の「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす

ることで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報表示装置は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線

量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の

設置場所で操作可能な設計とする。 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，可搬型監視ユニット内に搭載することで，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条件を考慮しても重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び建屋間伝送用無線装置との接

続，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置との接続は，コネクタ方式又はより簡便な接続方

式とし，現場での接続が容易に可能な設計とする。 

 

計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備は，通常時において，重大事故等

への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力による機能，性能確認（表示）及び外観確認が可能な

設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。 
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